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決算審査特別委員会（第１号）

月 日 令和４年９月20日（火曜）招集

場 所 熊取町役場議場

出席委員 委 員 長 河 合 弘 樹 副 委 員 長 坂 上 昌 史

委 員 田 中 豊 一 委 員 文 野 慎 治

委 員 田 中 圭 介 委 員 二 見 裕 子

委 員 坂 上 巳生男

欠席委員 なし

─────────────────────────────────────────────

付議審査事件

議案第56号 令和３年度熊取町一般会計歳入歳出決算認定について

議案第57号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第58号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

議案第59号 令和３年度熊取町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

議案第60号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第61号 令和３年度熊取町下水道事業会計決算認定について

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）皆さん、おはようございます。

本日は、令和３年度各会計の決算認定に係る審査のため、議会委員会条例第19条の規定により、

町長ほか関係職員の出席を求めております。

なお、議案の審査に当たりましては、十分に意を尽くされ、ご審議いただき、併せて議事が円滑

説 明 員 町 長 藤 原 敏 司 副 町 長 南 和 仁

教 育 長 岸 野 行 男 総合政策部長 東 野 秀 毅

総 合 政 策 部
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明 松 大 介 総合政策部理事 野 津 惠

総 務 部 長 藤 原 伸 彦 総 務 部 理 事 木 村 直 義

会 計 管 理 者

兼 会 計 課 長
中 谷 ゆかり 教 育 次 長 阪 上 敦 司

教 育 委 員 会

事 務 局 理 事
林 栄津子

教 育 委 員 会

事 務 局 理 事
原 田 哲 哉

企画経営課長 近 藤 政 則
危 機 管 理 課

課 長 補 佐
松 藤 豊 宏

財 政 課 長 竹 田 陽 介 広報戦略課長 奥 村 光 男

情報政策課長 浦 添 全 弘 総 務 課 長 瀨 野 裕 三

総 務 課 参 事 井 口 雅 和 人 事 課 長 橘 和 彦

人権・女性活躍

推 進 課 長
野 原 孝 美 税 務 課 長 松 藤 茂 孝

収納対策課長 仲 村 亮 彦 学校教育課長 三 原 順

学校教育課参事 伊 東 浩 一 学校教育課参事 河 井 淳
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学校教育課参事 松 浪 誠 人
生涯学習推進

課 長
立 石 則 也

生涯学習推進課

参 事
大 屋 真 志 図 書 館 長 原 田 貴 子

事 務 局 議会事務局長 林 利 秀 書 記 道 端 秀 明
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に運びますようご協力をお願いいたします。

ただいまの出席委員は７名全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまから決算審

査特別委員会を開会いたします。

──────────────────────────────────────────────

（「10時00分」開会）

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）審議に入るに当たり、皆様方にお願いがございます。

質疑は、ページ数と質問要旨を簡潔に述べ、３問程度に区切って行ってください。同じ質問の繰

り返しは３回以内とし、また、答弁される方は質問の趣旨を十分にお聞きいただき、簡潔に答弁さ

れるようお願いいたします。意見・要望等につきましては、質疑終了後、時間を取って承ります。

発言される方は、挙手の上、着座で、マスクはつけたまま発言していただきますようお願いいた

します。なお、新型コロナウイルス感染症への対策として、換気のため一部の窓を開けております

のでご了承ください。

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）それでは、付託審査事件について議事に入ります。

去る９月９日の本会議において、本特別委員会に付託されました議案第56号 令和３年度熊取町

一般会計歳入歳出決算認定についての件ほか５件の審査を行うものであります。

なお、審査は５班に分けて行うものとします。

第１班では、一般会計歳入歳出決算の総務文教常任委員会に関する事項のうち、総合政策部、総

務部、会計課所管事項の審査を、第２班では、教育委員会事務局所管事項の審査を、第３班では、

一般会計歳入歳出決算の事業厚生常任委員会に関する事項のうち、住民部、都市整備部所管事項の

審査を、第４班では、健康福祉部所管事項の審査を、第５班では、各特別会計決算及び下水道事業

会計決算の審査を行います。

また、審査の順序につきましては、第１班から第４班まで順に行い、これらの審査の後、一般会

計決算に対する意見・要望を承り、その後、討論・採決を行います。

次に、各特別会計決算等５件の審査につきましては、国民健康保険事業特別会計から議案番号の

順に行い、これらの審査の後、本５件の決算に対する意見・要望を承り、その後、討論・採決を行

います。

また、一般会計決算を審査するに当たりましては、既に配付しております「令和３年度一般会計

決算事項別明細書」の区分に従い審査を行います。

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）各議案の提案理由並びに内容の説明は、既に本会議の中で行われておりますが、

補足説明があれば承ります。補足説明はありませんか。藤原町長。

町長（藤原敏司君）補足説明ございませんので、よろしくお願いいたします。

委員長（河合弘樹君）補足説明なしと認めます。以上で補足説明を終わります。

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）それでは、議案第56号 令和３年度熊取町一般会計歳入歳出決算認定についての

件を議題といたします。

それでは、本件に対する質疑を行います。

初めに、一般会計歳入歳出決算、歳入のうち、第１班所管事項であります総合政策部、総務部、

会計課所管分について、お手元の一般会計決算事項別明細書の区分に従い、質疑を承ります。質疑

はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）おはようございます。

それでは、毎回聞かせていただいております町税について、19ページです。

今年度、町民税の個人町民税につきましては減になっております。法人税につきましては増とい



－3－

うふうになっております。この理由が分かりましたら教えてください。

委員長（河合弘樹君）松藤税務課長。

税務課長（松藤茂孝君）それでは、個人町民税、税目ごとでご説明させていただきます。

個人町民税の現年度課税分です。収入済額は21億7,282万9,918円で、前年度より8,744万5,100円、

3.8％の減でございます。調定ベースでご説明させていただきます。

所得割、均等割合わせて21億8,428万7,800円で、8,942万7,200円、こちらは3.9％の減でござい

ます。課税の状況ですが、納税義務者が減少したこと、また１人当たりの総所得金額については増

加しておりますが、１人当たりの所得控除額が所得以上に増加したことにより、結果として調定額

は減少となってございます。

続きまして、法人町民税でございます。法人町民税の現年課税分は、収入済額は１億326万1,100

円で、前年度より201万3,000円、2.0％の増でございます。こちらも調定ベースでご説明させてい

ただきます。

法人税割、均等割合わせて１億366万800円と、１万4,100円の減となり、ほぼ横ばいの状態とな

ってございます。法人税割、均等割の内訳といたしましては、法人税割が5,146万4,200円と176万

3,300円の減、均等割が5,219万6,600円と174万9,200円の増となっております。均等割の増につき

ましては町内事業者数の増が影響しているものでございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）住民税は減ということで法人税は増ということですけれども、事業者、法人のほう

が増えたということです。何社から何社になったのか教えてもらえますか。

委員長（河合弘樹君）松藤税務課長。

税務課長（松藤茂孝君）法人の数ですが、令和２年度で608社、令和３年度で653社となっております。

45社が増となってございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）45社増というのは、これは今まで例年どうですか。数的には、コロナ禍で会社とか

事業者が厳しい中でも法人税を納められる事業者が増えたというのはどのようにお考えですか。

委員長（河合弘樹君）松藤税務課長。

税務課長（松藤茂孝君）法人数の増につきましては開設の数によりますので、コロナ禍で経営状態が厳

しいからというのは、影響しているのかどうかは分かりかねるところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

そうしましたら、その下の固定資産税のところですけれども、固定資産税は約2,236万円減少で、

滞納繰越分のほうは約945万円ぐらい増えているんです。このあたりの理由をお願いします。

委員長（河合弘樹君）松藤税務課長。

税務課長（松藤茂孝君）固定資産税につきましてご説明さしあげます。

固定資産税の現年課税分です。収入済額が15億4,619万5,500円、前年度より2,236万9,994円、

1.4％の減でございます。こちらも調定ベースでご説明させていただきます。

土地、家屋、償却資産全体で15億5,231万6,500円で、3,575万5,300円、2.3％の減でございます。

このうち、まず土地ですが、調定額は５億6,046万6,827円で、こちらは地価の下落に伴い1,005

万7,248円、1.7％の減となってございます。

次に、家屋ですが、調定額は７億9,711万30円で、2,826万4,423円、こちらは3.4％の減少です。

例年のとおり新築家屋の増はございますが、３年ごとに行っております評価替えによる減価により

まして、また滅失家屋分の減少により、減少となったものでございます。
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次に、償却資産についてですが、調定額が１億9,473万9,643円で、既存資産の減価償却により、

対前年度で256万6,371円、1.3％の増となってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）仲村収納対策課長。

収納対策課長（仲村亮彦君）固定資産税の滞納繰越分についてでございます。昨年度に比べまして今回

の収入済額につきましては2,142万円になってございます。こちらにつきまして、昨年度、令和２

年度におきまして新型コロナの徴収猶予というのがございまして、町内の大きな事業所のほうで

1,110万円ほどの徴収猶予の申請がございました。こちらにつきましては令和２年度には納めずに

令和３年度に納付されておりますので、金額についてこれだけの増額になっております。

なお、徴収率につきましては、昨年度60.05％だったものがこの影響を受けて80.58％に上昇して

おります。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）今、固定資産税の滞納繰越分の説明がありましたけれども、個人町民税の滞納繰越、

２年度の決算のときに大口が幾つかあるということで説明を受けたんです。その今の状況はいかが

ですか。

委員長（河合弘樹君）仲村収納対策課長。

収納対策課長（仲村亮彦君）住民税のほうの滞納繰越分につきまして大口の分というのは、以前に議会

のほうにお話しさせていただいている分につきまして、国税及び府民税の動向を確認しながらアク

ションをさせていただいておるところです。

特に大口のほうに新たに増えたとかそういうのはないんですけれども、そちらの分につきまして

も引き続き財産調査等々を進めながら取り組んでいるところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）いずれにしろ、滞納繰越分については調定で上がって繰り越して何年かたまってい

るというようなことがあると思うんで、要するに税の公平性の問題からいろんな手段を通じて徴収

に向けて進めてほしいなと。大阪府から元職員の方ですか、指導願っているというのを前に聞きま

したですけれども、そのあたりの効果というのは引き続いてあるかどうか教えてください。

委員長（河合弘樹君）仲村収納対策課長。

収納対策課長（仲村亮彦君）元府税の経験者とかの知識、スキル、お力をお借りしてというところでご

ざいますけれども、熊取町のほうで大阪府域地方税徴収機構というところに派遣を１人しておりま

す。実際、割と高額の滞納者の方についての案件についても、徴収機構のほうに持っていって、そ

ちらのほうでそういった知識を駆使しながら、場合によっては公売とかそういったのも使いながら

徴収させていただいているところです。令和３年におきましては80件のそういった事案を持ってい

かせていただいてさせていただいているところですけれども、徴収につきましては80％程度の徴収

率となっておりますので、引き続き、徴収機構のほうに令和４年度におきましても６月から派遣さ

せていただいているところです。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）ありがとうございます。引き続きお願いします。

それと、少し下なんですけれども、軽自動車税の滞納繰越分、たしか滞納だと車検の証明書が発

行されないということで直ちに困ると思うんです。このあたりの因果関係はどないなっているんで

すか。例えばもう廃車したとか、そのあたり分かっていたら教えてくれますか。

委員長（河合弘樹君）仲村収納対策課長。

収納対策課長（仲村亮彦君）軽自動車税の未納の分につきましてなんですけれども、こちらにつきまし
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て、委員おっしゃるように車検を更新するときに納税証明といいますか、納付していないと車検の

更新ができないので、今滞納分で残っている分につきましては、大方もう廃車はしているんですけ

れども、まだ過去の分の未納が残っている分ということで、こちらにつきましても財産調査等をし

ながら、必要によっては預金の差押えとかそういったのを進めさせていただいているところです。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）それでは、23ページのところで地方交付税が出ておりますが、これについては私

の会派代表質問でも地方交付税が大幅に増えたことについての質問をいたしました。もう一度確認

のため、地方交付税の大幅増額、これは前年度との比較でいいますと５億円ぐらい地方交付税が増

えておりまして、なおかつ地方交付税の一部財対財源と言われている臨時財政対策債も前年度と比

べると１億6,000万円近く増えております。地方交付税と臨時財政対策債を合わせて６億円以上、

極めて大幅な増額となっておるわけなんですが、この辺の事情について再度確認のためご説明願い

ます。

委員長（河合弘樹君）竹田財政課長。

財政課長（竹田陽介君）まず、地方交付税のうち普通交付税でございます。

普通交付税につきましては、需要の部分で例えば高齢者保健福祉費、高齢者の福祉であったり介

護保険など、こういったところにかかってくる経費の算定項目のほうで増加するなどしておりまし

て、需要額全体としましては約２億4,000万円ほどの増加になっております。一方で収入のほうに

つきましては例えば個人住民税などが減少しておりまして、その算定項目としては１億2,000万円

ほどの減少になっております。ですので、需要のほうで２億4,000万円増えて収入で１億2,000万円

減っておりますので、交付税全体としては３億6,000万円増えたような形になっております。

その３億6,000万円のうち、約１億6,000万円ほどが臨時財政対策債で振られた形になっておりま

す。１億6,000万円の臨時財政対策債で、普通交付税本体としては２億円ほど増えたというのが当

初算定になっております。ですので合わせて３億6,000万円ほどで、その後、当初の算定というの

が大体７月、８月頃にあるんですが、年間１回。その後、年末12月頃に国のほうから追加交付が２

億8,000万円ほどございました。ですので、交付税のほうはもともと２億円増えておったところに

追加交付が２億8,000万円ございまして４億8,000万円ほどで、特別交付税も1,000万円ほど微増し

ておりますので、合わせまして地方交付税としては５億円増えたような形になっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。もともと当初予算の段階で２億4,000万円の需要額の増が見込ま

れ、また一方で基準財政収入額、収入のほうが減少して１億2,000万円の減少、トータルで３億

6,000万円の地方交付税、一部は臨時財政対策債ですけれども、増額が見込まれておったところに

年度末に２億8,000万円の追加交付があったというご説明でしたね。その辺は確認させていただき

ました。

地方交付税というのは、自治体の必要な財源を確保するため基準財政需要額と基準財政収入額と

の差額で交付するということが基本でありますけれども、年度末に２億8,000万円追加交付といっ

たことが私の経験でも極めて異例のことであったかと思うんですが、この２億8,000万円の追加交

付についてもう少し詳しく説明いただけますか。

委員長（河合弘樹君）竹田財政課長。

財政課長（竹田陽介君）２億8,000万円の追加交付のうち、項目としては２項目ございます。一つが臨

時経済対策費、これが１億490万5,000円、もう一つが臨時財政対策債の償還基金費、これが１億

7,548万円になっております。

まず、最初に申し上げました臨時経済対策費というのが、国の補正予算に基づく事業を円滑に実

施するために必要な経費として追加で算定されたものになります。ですので、国の補正予算の事業
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で、我々町としてもそれに伴って建設事業なども補正予算を組ませていただいております。それの

一般財源に充てるようなイメージになろうかと思います。

もう一つ、臨時財政対策債償還基金費というのが、国が国税収入が好調でありましたので財源不

足が解消されて、本来交付すべき臨時財政対策債の算定が減っておるんです。本来であればその臨

時財政対策債、将来に交付税措置があるんですが、この１億7,000万円相当はもう将来の交付税措

置をなくすというようなものになります。その代わり現年度、令和３年度に頂いた金額になってお

ります。ですので、２億8,000万円のうち１億7,000万円は頂戴したんですが、これを減債基金に積

み立てたというような形になっております。

説明は以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）臨時財政対策債の償還に充てる部分１億7,000万円を臨時財政対策債に積み立て

たということですね。分かりました。

１億490万5,000円でしたか、経済対策という部分は、それは国のほうも税収が増えて、それを経

済状況が厳しい折でコロナ対策とか物価高騰対策とかそういう面でさらに追加で交付するので使っ

てくださいみたいな、そんな感じなんですか。

委員長（河合弘樹君）竹田財政課長。

財政課長（竹田陽介君）委員おっしゃるイメージで問題ないかと思います。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）ありがとうございます。

令和３年度においては、国のほうで好調な税収があったということでこういうふうな形での追加

交付があったわけなんですけれども、今後は恐らくこういうことはあまりなかろうかと思うんです

が、この９月議会でも補正予算があって、地方交付税についての補正もございました。令和４年度

の見込みということでいうと、地方交付税、そして臨時財政対策債のトータルでは、令和３年度と

の比較ではまたかなり減少、元へ戻るというか、そういう感じになる見込みですか。

委員長（河合弘樹君）竹田財政課長。

財政課長（竹田陽介君）令和４年度９月補正予算で今ご提案させていただいております。そこでいいま

すと、交付税については前年度から少し減って6,000万円ほど減少しております。ただ、振り替ら

れる臨時財政対策債のほうが４億6,000万円減っておりますので、合わせると５億2,000万円ほど令

和３年度から４年度で減ったような形になっております。

追加交付が２億8,000万円ございましたが、その追加交付分を除いたとしても令和３年度ベース

からいうと２億4,000万円ほどは減っているというような交付税の今、算定状況になってございま

す。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）先般、次の行革プランの素案が示されましたけれども、そのときの財政の見通し

でも、今後の地方交付税の見通しというのは臨時財政対策債を含めて大体毎年35億円程度という見

込みを持っておられると、そういう理解でよろしいんですか。

委員長（河合弘樹君）竹田財政課長。

財政課長（竹田陽介君）交付税につきましては、合わせて36億円程度がこのまま横ばいするというよう

な収支推計を立ててございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

もう一点、21ページに出ております地方消費税交付金ですけれども、９億632万9,000円、これに

つきましても前年度が８億2,836万円ですか、だから前年度との比較で7,000万円余り増となってお
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るわけですが、これは前年度、令和２年度もその前の令和元年度に比べて増えておったわけです。

そのときにも予算委員会で質問しましたが、そのときはその時点で消費税率引上げの影響かという

ことであったわけです。令和２年度から令和３年度にかけての地方消費税交付金の増加は、さらに

消費税率引上げの分の影響がまだ残っておって全般的な消費税率引上げの効果がここに出ていると

いうことなんでしょうか、その辺の事情をご説明願います。

委員長（河合弘樹君）竹田財政課長。

財政課長（竹田陽介君）消費税、例えば今回の令和３年度の分であると、その前の年の12月の収入分か

らになります。ですので、２年12月になりますので、もう消費税の増税の影響というのはあまりな

いかなというふうに考えてございます。今回伸びておるのは、やはり消費税収の伸びで個人消費の

持ち直しなどが起因しているのかなというふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）令和２年12月以降の分の反映なので、ここでは消費税率の引上げの影響はほぼな

いと。むしろ消費の伸びによる影響かというご説明なんですが、令和３年度、コロナの影響がかな

り出ておった時期かと思うんです。コロナの影響でかなり住民生活も厳しい折に全般的には消費が

伸びたということなんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）竹田財政課長。

財政課長（竹田陽介君）直接それが我々にアナウンスされたわけではないんですが、世間的に言われて

いる中では個人消費の伸びというのはやはり言われておりまして、この辺の消費税の伸びであった

り法人税収の伸びであったりというのが先ほどの交付税の追加交付にも反映されているというふう

に聞いておるというところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。文野委員。

委員（文野慎治君）そしたら、私のほうから附属資料の10ページ、主要施策成果一覧表の45ページ、ナ

ンバー104、毎回徴収率の問題について、こういう委員会の中で意見を述べさせていただいており

ます。今回も非常に興味を持って出てくる数字を見ておったんですが、本当に頑張っていただいて

いるなというふうに率直に評価をしたいなというふうに思っています。本当にご苦労さんです。い

ろいろな行政需要を町民の皆さん方にサービスであったりそういうことを反映できるのは、まさに

税収面を担っていただいている収納対策課の皆さん方をはじめ、税部局全体として一致団結して頑

張ってくれているんやなということがよく分かります。

ほかの事業とは違って本当に数字で出るんで、そのときの経済状況や何とかというようなことが

あるんですけれども、非常に毎回この場で、ここはまずトップでこのことを言わせていただいてい

るんですが、本当に頑張っていただいています。数字で98.3％が98.8％、監査委員からの意見書の

中でも４ページでいろんな文言で評価をしていただいています。本当にご苦労さんだというふうに

思います。

いろいろ、さきの各税目ごとの委員２人からありましたけれども、その中でもご答弁ありました

が、昔と比べると本当に熊取町の税だけで頑張っているということではなくて、大阪府のそういう

組織であるとか、あるいは私も議員になりたてのときにコンビニ納付なんかやらないかんやないか

というようなことを言ったのが本当に昔の話で、監査委員のほうからも出ているように、コンビニ

エンスストアの収納あるいはスマホアプリの収納とかそういう形で、そして納付コールセンター、

こういう形が時代に即した方法を使ってやっていただいている成果だというふうに思っております

ので、引き続き頑張っていただけたらなというふうに思っています。

私も府で30年ほど税をやっていましたので、本当に当時のことを思うと、各市町村の皆さん方と

一緒になって、悩みとか苦労を共有しながらやっていただいている組織がこうしてできてきている

んだなということ、非常に喜ばしく思っていますし、今後とも風通しをよくして、そしてまた府の
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ほうへ出ていっていただいている職員の方もご苦労ですけれども、そういう伝統を熊取町として今

後も引き続き頑張っていただけたらなというふうに思っています。

それで、今後の話というか、気持ちを一緒にしたいなと思うんですけれども、やっぱり経済状況

というのが町民の皆さん方の生活で当然税金というのは負担するということが義務であり、それを

担当課の皆さん方ご苦労されるところなんですけれども、コロナ禍が続いておったり、あるいは経

済状況、ウクライナの戦争の形であるとか、本当に物価高ということで今までの収入では生活費が

どんどん上がっているという、こういう状況の中で納期が遅れたりというような形になれば滞納と

いうことで出てくるんです。今年度もこうしてスタートはしているんですが、今現在ちょっと去年

と今までとは違うなというような担当部局としてお考えとか感じるようなところがあれば教えてほ

しいんです。

委員長（河合弘樹君）仲村収納対策課長。

収納対策課長（仲村亮彦君）大変なご評価をいただきましてありがとうございます。

今後の取組も含めてということになるんですけれども、令和３年度につきましては、令和２年度

のコロナの徴収猶予というものがやっぱりありましたので、それが滞納繰越分に入ってきて、それ

をほぼもう皆さん、令和３年度中には全てもうお納めいただいているというふうなそういう状況の

中で、特に固定資産税は金額も大きかったので、徴収率、滞納繰越分について大分上がっていると

ころでございます。

ただ、やはり大きいのは現年度分の課税でございます。こちらにつきましては、委員おっしゃっ

ていただいたように、例えばコールセンターを使って早期に払い忘れがないですかというようなお

電話をするとともに、ＳＭＳを使って、年間700件ほどなんですけれどもメールを送ることで、あ

っそうだというのを気づいていただいて折り返しの電話をいただいて納付していただいているとい

う事例もございますので、引き続きこういった現年度に対してのアプローチというところと、あと

コンビニあるいはスマホでの納付というのも、特にスマホのアプリでの納付というのが増えてきて

いるところですので、これも引き続き取り組んでいきたいなというふうに思っているところです。

今後、物価高、コロナ禍の中で個々いろいろなご事情がある方の当然お話を聞きながら、丁寧に、

例えば分納でこういうふうにちょっとずつでも納めていただくほうがいいんではないかというよう

なのを、話をしっかりした上で分割納付していただいているケースも多々ございます。皆さん納付

の意識が高いというところで、これだけのやはり徴収率になっているところだというふうに思って

おります。

以上です。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）ありがとうございます。本当に的確な分析だと思います。

やはり現年発生したやつをその年度の中で収納していただく。滞繰がどんどんたてばたつほど困

難になってきますし、ですから、本当に早期に着手をして、それと今ありましたようにコンビニだ

とかスマホだとかコールセンターということで、そういう意味では収納担当の方と直接そういう、

その時点では滞納者というような形となかなか顔合わせがない中で、送ったり電話を聞いたりとい

うような形で、あっ忘れてたわということで入れていただける方がほとんどなんですけれども、や

はり役所になかなか電話をしたり、この期限までに入れてくださいねとか相談くださいねという文

書があると思うんですけれども、なかなかそういうこともままならないという中で形としては滞納

者となる場合というのもよくありますよね。

ですから、そういう方もいらっしゃるんやという状況の中と、それとやっぱりこの今の社会の状

況の中で、ですからなかなかそういう人の割合は減っていると思うんですけれども、対面して直接

お話をして納得して納税していただく、さらにやっぱり町税の場合は繰り返し繰り返しいうことで、

固定資産とかそういう形でやっぱりあるんで、今年そういう形で遅れたけれども、ちゃんとその次

の年が来たらそういう厄介をかけたから、また親切に説明していただいて一緒に納付のほうを考え



－9－

てくれたりしたから、もう次は迷惑かけんとこなということで、そういう人がまた減ってくるとい

うふうな効果も、担当者の方と町民の方と接点を持って、どういう感じで完結をして、完結という

のは我々側としたら納付していただくということにつながるんで、そういう繰り返しでそういう人

をいっぱいつくっていったら、もう98.8％まで来ている状況を維持してもっと上げようと思ったら、

便利な状況で今の状況は維持しているんやけれども、やっぱり対面というようなことも大事にして、

本当に数字で評価される皆さん方のお仕事なんで、いいときはこうやって本当に評価できますし、

こういう場でも堂々と胸を張っていただいたらいいと思うんだけれども、そういう日々の繰り返し

だと思う。

今、本当に答弁の中でも気持ちを込めて言うていただいたなというのは、やっぱり民度が高いん

ですよ、納税意識が。これは熊取町民のやっぱり特性だと思います。そういう中で、徴収業務をさ

れているということは、これはよそのと言うたら変ですけれども、その点が土壌にあった上で滞納

あるいは忘れているということがあって接点を持つんで、より気持ちをお互いに合わせて滞納者の

方と接していくということがこの数字をまた続けていくことにつながってくるんではないかなとい

うふうに思います。引き続き、より丁寧な対応を心がけていただいて、よろしくお願いしたいと思

います。本当にご苦労さんです。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）25ページで派遣職員の人件費の負担金が出ていますけれども、３年度は何名の方が

どちらへ行かれておられるか。新年度ですか、万博協会のほうへ行っているとかというのもちらっ

と聞きましたですけれども、お願いします。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）令和３年度に関しましては、総社市への災害の関係の派遣が１名、水道が、熊

取水道センターが広域化いたしましたのでそちらに３名の職員を派遣しまして、計４名の人件費の

負担金でございます。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）総社市の災害復旧の職種は土木か何かですか。それともどういう部署で、向こうで

はどういう成果を狙って派遣されたか教えてください。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）災害派遣に関しましては１名、事務職の派遣でございます。危機管理担当部局

に向こうのノウハウの蓄積、そういったところを期待して派遣いたしました。

また、向こうで従事していたのは、国の災害の交付金の精算とかそういった業務、また防災協定

とかそういった他市との連携を主に担当しておったと聞いております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）19ページのたばこ税ですが、昨年に比べて約1,464万円増になっています。昨年の

決算のときに令和３年10月１日から1,000本当たり430円アップというのをお聞きしましたので、こ

の辺の影響でこの分が増えているんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）松藤税務課長。

税務課長（松藤茂孝君）では、町のたばこ税の収入済額ですが１億7,610万8,980円、前年度より1,464

万5,703円、9.1％増となってございます。

たばこ税につきましては、委員のおっしゃるとおり税率が平成30年度から３段階で引上げされて

おります。令和３年度は第３弾で、10月１日から1,000本当たり430円引き上げられ、譲渡本数の微

増がありましたので、これと併せまして税率との引上げで増額となっているものでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。
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委員（二見裕子君）本数につきましては変わらないということですか。

委員長（河合弘樹君）松藤税務課長。

税務課長（松藤茂孝君）本数につきましては、令和２年度2,750万5,416本から令和３年度で2,793万

4,835本と増加してございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）31ページに地方創生臨時交付金、これは国のコロナ対策ということで、熊取町に

とっても大いに役に立てられた交付金であるわけですが、令和３年度の決算では２億8,987万3,000

円と、令和２年度のほうがかなり６億円を超える交付金でしたけれども、令和３年度も２億9,000

万円近くの地方創生臨時交付金が交付されたわけです。この使い道はどういうふうな形で使われた

か、ご説明願えますか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）数が大変多うございますので、主たるところで答弁いたします。

まずは町立の保育所等副食費無償化事業、こちらで6,240万円程度充当しております。もう一つ

は町立小・中学校給食費無償化事業、こちらで事業費が約１億6,300万円程度、こういったところ

がございました。あと大きかったのは、地域振興券配付事業を実施しております。こちらが合計で

１億4,600万円程度交付金を充当したところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）ありがとうございます。

保育所やら小・中学校の給食費の無償化、そして地域振興券といったところで主に活用されたと

いうことでありますけれども、すみません、もう一度、保育所等の給食費の無償化に関してはお幾

らでしたか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）決算ベースでいいますと6,240万円程度です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）保育所等の給食費の無償化で6,240万円。そしてすみません、再度小・中学校の

給食費の無償化でお幾らでしたか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）こちらは事業費の決算ベースで申し上げますと約１億6,300万円程度です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）ありがとうございます。保育所等、そして小・中学校の給食費の無償化でかなり

の金額が活用されているわけなんですが、地域振興券の事業と小・中学校、保育所等の給食費の無

償化、全部合わせると、今おっしゃっていただいた金額のトータルでは地方創生臨時交付金の額を

上回っているように思いますが、その足らずは町の自主財源ということですか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）おっしゃるとおりで、一部一般財源を充当しております。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

その足らず分を町の一般財源で充当する折には、令和３年度に関してはふるさと応援基金の活用

とかそういうことは特になかったわけですか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）基金繰入れは行わず、一般財源の充当で財源調整しております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。
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委員（坂上巳生男君）分かりました。

もう一点、別の項目でお尋ねしますが、同じく31ページのところで住民税非課税世帯等臨時特別

支援事業費補助金、かなり大きな金額、３億5,000万円余りの補助金が入ってきております。これ

も国のコロナ対策ということで、住民税非課税世帯に対する補助金、住民税非課税世帯等というこ

とで、住民税非課税世帯相当に生活が困窮したという、そういう家計も含まれているかと思います。

この補助金はもちろん歳出のほうでもこの部分が出てくるのかと思いますが、対象となるこの補助

金を基に給付を受ける方の数といいますか世帯数ですか、どれだけになるんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）瀨野総務課長。

総務課長（瀨野裕三君）こちらの補助金の対象として、令和３年度で対象となるであろうということで

確認書を発送させていただいた世帯は4,252世帯でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）4,252世帯に確認書を発送されたということでありましたが、実際に給付を受け

た世帯数というのは分かりますか。

委員長（河合弘樹君）瀨野総務課長。

総務課長（瀨野裕三君）令和３年度において給付を行いましたのは、出のほうにも記載がございますが、

令和３年度予算においては3,486件の交付を行ってございます。

ちなみに、令和４年度に繰越しをさせていただいて、そちらの中でも521件を給付させていただ

いてございますので、今の時点で把握させていただいているのは4,252件の発送のうち4,007件を支

給済みというような状況でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

住民税非課税世帯の臨時特別給付金事業の確認書を送付して、実際その対象となるかどうかの返

事を送ってから給付されるという形であったかと思うんですが、住民税非課税世帯であっても給付

の対象とならない世帯というのはどういう世帯だったでしょうか。

委員長（河合弘樹君）瀨野総務課長。

総務課長（瀨野裕三君）こちらのほう、当然制度に乗っかって住民税が非課税であるということで確認

書を送付させていただいてございましたが、こちらのほうでは把握し切れない税上の扶養に入って

いる、あるいはこちらのほうに住民票がございますが、例えば学生であって親の扶養を受けている、

そういった事情が考えられるものというふうに想定をしてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

これに関しては、住民税非課税世帯となってなくても住民税非課税相当の状態に陥っている方に

も申請に基づいてこの給付金が受けられたと思いますが、そういう申請に基づいて給付を受けた方

というのは令和３年度はどれだけいたんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）瀨野総務課長。

総務課長（瀨野裕三君）令和３年度につきましては、手続のタイミングの都合上、家計急変あるいは申

請書による給付というのはございません。全て令和４年度での対応となってございます。ちなみに

申請書を令和４年度に入って受付させていただいた分が27件でございます。あと、家計急変も支給

が38件ございます。こちらは令和４年度のほうで処理をしておるという状況でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）今ご説明いただいた申請による受付、令和４年度に入ってからの27件と家計急変
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による38件と、その区分けはどういう意味ですか。ちょっと分かりにくかったんですが。

委員長（河合弘樹君）瀨野総務課長。

総務課長（瀨野裕三君）申請書につきましては、世帯員の構成あるいは転入転出等の関係で全ての非課

税の状況が判断できなかった方に対して、そちらの方から申請書を頂いて手続のほうをスタートす

るというものでございます。

家計急変につきましては、先ほど委員のほうからもおっしゃっていただきましたが、課税ではあ

るものの収入がコロナ等の影響を受けて落ち込んだと、そして任意の一月の収入が非課税世帯相当

以下に落ち込んだ場合に申請をいただいて、そちらのほうが該当するということになれば給付を行

うという形で手続をさせていただいているものでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

家計急変に基づく申請が38件ということであったわけですが、これはもう受付が終了していたん

でしょうか。

委員長（河合弘樹君）瀨野総務課長。

総務課長（瀨野裕三君）恐れ入ります。全て令和４年度のお話になってしまうのですが、先ほど申し上

げました38件は支給済みの件数でございます。45件受付をさせていただいて、７件は任意の１か月

の収入掛ける12が非課税相当とならないということで、不支給の決定を打たせていただいている部

分がございます。支給が38件という状況です。

家計急変につきましては、今年の９月までの収入の家計急変、減少というのが対象となってくる

という形になってございます。令和３年度分でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）ありがとうございます。

先般、国のほうの新たな打ち出しで、住民税非課税世帯等への給付金を新たに５万円給付という

のがあったかと思うんですが、あの分につきましても同様の扱いなんですか。

委員長（河合弘樹君）瀨野総務課長。

総務課長（瀨野裕三君）このたびマスコミ等でもう既に出ております非課税世帯の１世帯当たり５万円

の給付でございますが、詳細につきましてはまだこちらの担当のほうに下りてきていないというの

が実情でございます。至急、国からのお金の下りてき方あるいは非課税世帯の方への給付の仕方

等々、詳細が明らかになりましたらまた周知、広報等をさせていただいて、手続を進めてまいりた

いというふうに考えてございますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）同じく31ページ、地方創生推進交付金144万1,000円、これは何に充てられたか、何

が対象かというのを教えてください。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）こちらは、堺市以南９市４町による広域事業に対する交付金でございます。

ＫＩＸツーリズムビューロー、こちらの取組に充当しているものでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）また歳出のときに詳しく聞きたいと思いますけれども、中心的なＫＩＸマラソンが

なかったり、観光も関空の関係でなかなか低調であったということを聞いているんで、このあたり、

全てここに充てるというのがどうかなという考えもあるんですけれども、そのあたりはどう考えて

いますか。
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委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）事業を特定して頂いている国庫補助金でございますので、ほかの事業にも

充当できるという類いのものではございません。ＫＩＸツーリズムビューローの事業に充当すると

いうことで交付申請して、頂いている交付金でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）何年も継続してやっているというのは知っているんですけれども、ほかの市町では

またそこの町の特徴のあるものにしていると思うんです。そういう検討はしないのかということを

聞いているんですけど。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）申し訳ございません。推進交付金、おっしゃるとおりで様々な地方創生に

つながる事業に活用可能でございます。令和５年度の当初予算編成も含めまして、その中で充当で

きるような事業ございましたら積極的に活用していきたいと考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）やはり先ほどから出ていますけれども、物価高騰であったりとか違う場面での使い

方というのは政府の交付金とかも含めて考えられていると思うんです。やはりもう少し町全体の困

っているところとか、そういうところに充てていくのもまちづくりというか活性化のために必要だ

と思うんで、そこら辺の検討もお願いしたいんですけれど、いかがですか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）コロナ禍ですとかあとは物価高騰、こういったところで苦しんでおられる

方々に対する事業、こちらの財源としましては地方創生臨時交付金というのがございます。委員ご

質問の推進交付金、こちらについては、どちらかというとそういった部分をフォローしていくとい

うよりは、新しく事業をつくっていく、新しい地方創生としてまちづくりをしていく、こういった

事業に対して充当が可能な交付金になっておりますので、それぞれ特徴を生かしながら、必要な事

業というのを今後検討してまいりたいと考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）何回も同じことを言って申し訳ないんですけれども、１つの指定、ＫＩＸのツーリ

ズムビューローですか、広域連携の中でやっているというのはよく分かるんですけれども、やはり

町の将来とかそういうところにやっていくというのが地方創生というのにふさわしいかなと思うん

で、交付金の枠組みというのはあるので私も何がいいかよく分かりませんけれども、そういう検討

もお願いしたいと思います。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）附属の資料６ページの決算額の推移というところの第３表があるんですが、ここの

ところの国庫支出金というのが令和２年に比べまして令和３年度は約31億4,908万8,000円減ってい

るんですけれども、これ、どういう事業の分が減ってこの金額になっているのか教えてください。

委員長（河合弘樹君）竹田財政課長。

財政課長（竹田陽介君）一番大きい金額で申し上げます。

令和２年度の場合は、コロナ対策として国の定額給付金の１人10万円がございました。あれがト

ータルで43億円ほどございましたので、その分43億円が減った。令和３年度に関しましては、先ほ

どありました非課税世帯の給付金、もう一つ、子育て世帯の給付金、この２つを合わせましたら大

体11億円ほどございますので、単純にはその差引きで30億円トータルでは減ったというような印象

になってございます。

以上です。



－14－

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）37ページの真ん中、大阪府市町村振興補助金、たしかこの年度は八幡池のトイレの

改修に大部分を充てられたというのを聞いているんです。先日、老人福祉センターの改修に今年度

以降充てていこうということで検討しておったけれども、やっぱり何年か空かんとこの補助金につ

いては難しいという話が出ていたんです。これ、何か縛りがあるんですか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）委員おっしゃったところは、実際上そういった部分はあるんですが、縛り

というのが文書に何か記載されているかというと、そういうところはございません。とはいえ、府

内市町村で活用する自治体が多ければ、その分優先的にそちらが実際上充当されているということ

はございますので、そのような説明になったのかと考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）パイがあって、それで大阪府内の市町村で申請があるわけですけれども、やはり続

けてということとか人口規模とか財政規模とか、そういうことによって市町村課が多分判断される

んやと思うんです。そのあたりの情報、やはり原課はもちろんなんですけれども、政策企画のほう

でちゃんとつかんでおいていただいて正確に伝えてもらわないと、直前になって、ほかの財源を探

さなあかんというようなことに多分なってくると思うんで、そういうこともあって先日我々に説明

があったんです。そのあたりはいかがですか。

委員長（河合弘樹君）竹田財政課長。

財政課長（竹田陽介君）１点すみません、申し訳ございません。

この振興補助金なんですが、こちらにつきましては、大阪府が府内の市町村が実施する自立化に

向けた事業に対して補助金として行っていただいているものになっております。例えば広域連携で

あったり、そういった取組に対してポイント制のような形で市町村のほうに金額を決定いたしまし

て、我々、市町村振興補助金を中学校の給食事業の委託化、あと総合体育館の指定管理委託料、こ

れに充てているものになります。ですので、ここでいう市町村振興補助金は、先ほどの八幡池のト

イレ改修とはまた別の項目になっております。

すみません、八幡池のが、ごめんなさい、どこだったかなと思って今探しているんですが。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）先ほどの田中委員ご質問の分は、正確に言いますと宝くじ社会貢献広報市

町村補助金という名称で決算書41ページにございます。加えて、先ほどのご質問につきましては、

企画経営課におきましても事業原課である健康・いきいき高齢課と調整して、場合によっては市町

村局に問合せするなど、その状況については随時確認をしておりましたし、今後も引き続きそうい

った取組は進めてまいります。よろしくお願いいたします。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）ほかの班があったんですね、ここね。失礼しました。

今、財政課長が説明いただいたそういうポイント制ということですけれども、広域連携とかそう

いうのは、特にソフト事業とかそういうのは非常に大阪府に対してもアピールしやすいというよう

なことです。今はそういう事業がないんで、多分恐らくさっきの給食とか云々、ひまわりドームの

指定管理ということなんですけれども、そのあたり、優先順位が多分あって、これだけ頂けるんで

これをもらわんと、やっぱり使わないと町のためにはならないということなんです。今、何でも合

併というよりは広域連携というような話が多いんで、そのあたり今後の動向もよく見ていただいて、

どれに充てるかというのを決めていただきたいなと思うんですけれども、どうですか。

委員長（河合弘樹君）竹田財政課長。

財政課長（竹田陽介君）すみません。もう広域連携というキーワードを出してしまったんですが、例え

ば広域連携、そのほかにであれば、以前に皆様にご説明させてもらった財政シミュレーションであ
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ったり財政の見える化、こういったところで将来的にこのシミュレーションは大阪府内でも町だけ

が取り組んだ、そういう取組に対してポイントという形で与えていただいております。その中の項

目の一つとして広域連携のほうもポイントとして頂いているような形で、あくまでもそのあたりは

補助金の金額を大阪府が決定する際の算定項目になっております。

実際に4,700万円と決定された後に何に充てるかというのが、市町村の自立化に向けた体制整備

であったり行財政基盤の強化への取組というものに充てられるというふうになっておりまして、熊

取町としては従前から、先ほど申し上げた給食の委託化と体育館の指定管理に財源として充ててい

るというような、そんな状況でございます。

ですので、また柔軟にそこは、この年はこの分に充てようかというのは考えさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）質問というか、決算書の一番最後のほうの財産に関する調書の部分、いろいろあ

るんですけれども、254ページ以降の財産に関する調書は歳出のほうで聞いたほうがいいんでしょ

うか。

以前だったら順番に行って歳出の最後のほうで聞いたような気もするんですが、財産に関する調

書は歳入に関わるんか歳出に関わるんか、よう分からんのですけどね。

委員長（河合弘樹君）歳出になるね。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）歳出のほうで聞いたほうがいいですか。はい。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

以上で、一般会計歳入歳出決算、歳入のうち、第１班所管事項についての質疑を終了いたします。

次に、一般会計歳入歳出決算、歳出の款 議会費、総務費、民生費、衛生費、土木費、消防費、

公債費、予備費及び実質収支に関する調書並びに財産に関する調書に関し、第１班所管事項であり

ます総合政策部、総務部、会計課所管分について、お手元の一般会計決算書事項別明細書の区分に

従い、質疑を承ります。質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）決算書75ページの協働推進事業で、主要施策の成果に関するところは１ページのと

ころなんですが、住民が協力して熊取町を盛り上げるために提案してくださって、団体提案型とい

うのがあると思うんです。ちょっとお聞きしたいんですけれど、団体提案型、３年間住民のほうが

提案していただいて継続しながらやっていただくということになっておりますが、この団体提案型

は、３年間やっていけば行政のほうでテーマ型としてやっていただけるかどうかというのをお聞き

したいんです。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）自動的に団体提案型から行政テーマ型ということではないんですが、やは

り３年間継続いただいた中で事業の必要性であるとか公益性、そして住民の方々と一緒にやるとい

うところに大きな意義が見いだせれば、行政テーマ型として提案していくことになろうかと思いま

す。実際にこどもレストランの事業なんかは、団体提案型３年が終わった後に今現在、行政テーマ

型として事業実施しておるものになります。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）団体提案型が行政テーマ型になるかどうかというのは、また決めていくということ

なんですけれど、そうなった場合、しっかりと団体提案型で住民がやっていただいたのを町が主導

してやっていただけるようになるんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）主導という言葉の意味、考え方は難しいんですけれども、あくまでも協働
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というのは住民団体と行政が対等な関係で事業を実施していくものになります。その中でいろんな

関係が構築できて、行政としての役割、そしてまた住民団体として担っていただきたい役割、そこ

は事業を通じてしっかりと関係を構築しながら、お互い、できることを前を向きながらやっていく

ということになろうかと思います。その結果として、やはり行政として主体的に動いていく部分、

これも出てこようかと思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

団体提案型は今年度も今募集をされているかなと思いますし、どんどん増えてきているのかなと

いうふうに思うんですけれども、書類一つにしてもやはりなかなか一住民が提案していくには少し

難しいのかなというふうに思う部分もあったり、また、３年間しっかりやっていただけたら町がそ

れを取り込んでくれるというか、主導してやっていただけるというふうになるなら、もう少し住民

も、こんなのを町でやっていったらいいんじゃないかなというふうな、ハードルがもう少し低くな

るのかなというふうに感じましたので、少し質問させていただきました。

今年度も、聞くところによるとたくさんまた団体提案をされるということですので、本当にそう

いう町民の気持ちというのをしっかり酌んでいただいて、一緒になって町を盛り上げていっていた

だきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

もう一点いいですか。すみません。

67ページのホームページ管理事業で、主要施策は47ページですか。

ホームページのほうが新たにリニューアルされたんですけれども、47ページのところに「利用者

の皆様が必要な情報に簡単にたどりつき、より多くの情報を得られるよう、ホームページのリニュ

ーアルを実施」というふうに書かれているんです。これ、前から質問されている方もいらっしゃる

と思うんですけれども、やはりなかなか簡単にたどり着けないというのが実際のところで、リニュ

ーアルされて見やすくなったのかなという反面、以前のほうが検索するとスムーズに出てきたかな

というのはすごく感じるところであります。

検索の文章を打つときに、きちっとその名称というものを打たない限りホームページのほうには

提示されないというところの不便さというのをすごく感じておりますので、そのあたりについては

どんなふうにお考えでしょうか。

委員長（河合弘樹君）奥村広報戦略課長。

広報戦略課長（奥村光男君）ホームページのリニューアルでございますが、従前はバナーであるとかそ

ういったものが張りついていて、逆にどこに何があるのか分からないというようなご意見もいただ

いていたところでございまして、今回、トップメニューのほうは一定シンプルにして、検索性を向

上させたといったところも主眼においてリニューアルしたところでございます。

ただし、今、委員おっしゃいましたとおり、検索するときに確かにワードを入れないとそこのペ

ージにたどり着かないというのはほかの方からもご意見を聞いてございます。そういったところを

すぐに改善できるかというところはございますけれども、引き続き、メンテナンス業者と協議して、

検索性の向上というところをできないかというところは検討を進めてまいりたいというふうに考え

てございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。本当に文言を全て入れないと出てこないというのはちょっとどうな

のかなと。何か主な言葉を入れれば出てくればいいんですけれど、全部きちっと入れないとなかな

か検索しにくいというところはどうかなというふうに感じております。住民の方が、じゃホームペ

ージから検索されるのかどうかというところもあるので、ヤフーであったり何かグーグルであって、

そういうので熊取町というところで検索されたらそちらでぱんとヒットするのかもしれないんです
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けれど、なかなかホームページからというのは、せっかくリニューアルしたにもかかわらずちょっ

とそういうところが見にくいかなというふうに感じましたので、またしっかりと、そういうお声が

あると思いますので検討していただきたいなというふうに思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中圭介委員。

委員（田中圭介君）主要施策の４ページの防災事業、197ページになります。

ドローン２機とドローン操作研修１名受講と書いているんですけれど、この受講された方という

のは危機管理課の職員の方なんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）危機管理課の職員ではなくて、まずはドローンについては、防災の目的

ももちろんあるんですけれども、それ以外にも例えば公共施設の維持管理に当たっていろいろ高所

の状況を確認したりする際なんかにも活用を予定しているということで、先に行ったのは都市整備

のほうで営繕あるいは建築工事なんかに携わる技術職員が受講しております。

その後、もう一人、広報担当のほうで今回ドローンを使っていろんなコンテンツ、動画配信もや

っていこうということで、そこの職員も研修を受けたりということでやっておりまして、危機管理

の職員、今年受講しております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）ドローン研修について人事課のほうで補足させていただきます。

令和３年度から新規でドローン研修を受講するような計画を作りました。年間２名ずつ、５年間

で10名つくろうということで研修計画をしたんですけれども、昨年度、応募多数のため１名しか受

講できませんでして、昨年も危機管理担当も応募はしておったんですけれども今年度に送りまして、

今年度また２名応募させていただきまして、今年度は２名一応確定を先日いただいたところですの

で、少し計画よりは去年１名ですから遅れていますけれども、引き続き、ドローン操作できる人間

を育成してまいりたいと思っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）ぜひ、ドローンというのは今免許がないと多分映像撮影ができないと思うんで、10

名もしくはもっと受講していただいて免許を取っていただいて、活用できるようなことをしていた

だきたいんですが、今現在、例えば山火事とかが起こった際には、別に危機管理課の方ではなくて

も、先ほど広報課の担当の方が災害現場に行ってドローン撮影をするということとかも考えている

んでしょうか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）もちろん、一定研修を受けた者でないと操作というものはできないです

から、そこは適宜、必要なところに必要な人員を導入するという形で考えております。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）そしたらぜひとも、今回インスタグラムも開設されましたので、そこも、先ほど言

われたような広報活動に対してもどんどん前向きにドローンというものを使って、災害や屋上の点

検以外でも、熊取町の魅力を発信するという形でもドローンというのはすごく活用幅が広いと思い

ますので、ぜひともそういうような活用をしていただきたいと思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）ただいまのドローンに関する質問で、ちょっと追加でお尋ねしたいんです。

決算書では防災事業の933万円余りの中に含まれているかと思うんですが、そのドローン２機に
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かかった費用及び研修１名にかかった研修の費用はお幾らなんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）まず、ドローンの費用についてご説明申し上げます。

ドローンにつきましては、決算書でいいますと199ページなんですが、17、備品購入費の防災備

品費のほうで95万2,600円という形でご報告させていただいている部分がドローンの購入費用にな

ってございます。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）ドローンのほうは、免許を取りに行くという研修ではなくて操作を習いに行く

ということで、貝塚のドローンフィールドなんかも活用しながらなんですけれども、令和３年度に

関しましては１名5,000円の受講費用でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）免許を取りに行くというふうな形の受講ではなくて5,000円でできる研修という

のは、１日、短時間の研修ということなんですか。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）３日間の研修になっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）３日間の研修で5,000円と、比較的安い研修の費用ですね。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）そうです。当初スタートの段階は無償だったんですけれども、需要が高まって

おりまして負担金が発生しまして、今年度はもう少し金額のほうも上がっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）先ほど貝塚市とかおっしゃいましたけれども、それはどういう団体が実施してい

るんですか。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）すみません、研修の主催者の名称をお調べしますので、ちょっとお待ちくださ

い。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）私は、ドローンの操作というのはどの程度熟練を必要とするのか、その辺はよく

分かりませんけれども、防災とかあるいはいろんな形で活用のできるドローンとして95万2,600円、

２台分の費用が高いのか安いのか、その辺もちょっとなかなか分かりづらい分もあります。

恐らく、研修を受けられた職員の方というのはそう頻繁にドローンを活用しているというわけで

はないんでしょうけれども、その辺、いざ必要となったときにはうまく使えないとあまり意味がな

いと思うんですが、研修した方はどうなんでしょうか。日常的にドローン撮影の機会を持てるよう

に工夫しているんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）既にこれまでにも動画撮影等も行って配信に一部活用もしておりますし、

今回、総合防災訓練の際にもドローンを活用して、その映像について避難所で中継するようなこと

も考えておりまして、こういったことも含めて、その機会というものは常に熟度を高めるという意

味でも工夫して確保してまいりたいということで考えております。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）先ほどの主催者ですけれども、大阪府都市整備推進センターというところで土
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木であったりとか建築であったりの技術系の研修を共同で主催していたいただいている団体がござ

いまして、そちらのほうの主催で受講させていただいております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

別の項目でお尋ねしますが、決算書の83ページに電算システム管理事業というのがございます。

もちろんこれは電子計算システム整備事業、電子計算システム管理事業ということで毎年計上され

ている部分ではあるんですが、電算システム管理事業に関しては前年度決算に比べますと一定額増

えております。今年度の分が１億4,866万8,533円、前年度の決算額は１億3,207万7,628円というこ

とで一定額増えておるんですが、じゃどこで増えているのかなと中身を見ましたら、どうもクラウ

ド使用料というところで、これは85ページの情報システムクラウド使用料というところが令和３年

度の決算で7,378万3,752円と。前年度の決算が5,805万8,152円ということで、このクラウド使用料

という部分がかなり大きく増えておるんです。この辺の事情をご説明願えますか。

委員長（河合弘樹君）浦添情報政策課長。

情報政策課長（浦添全弘君）クラウド使用料の増額ということでございますが、こちらにつきましては

子ども・子育て支援システム、障がい福祉システムの機器更改によりまして、このタイミングでク

ラウドのほうに移行したというところで1,101万5,600円、また財務会計システムのクラウドサービ

ス利用料というところで、こちらのほうも機器老朽化による更新というところで462万円、おおよ

そ1,570万円程度増額したことが理由でございます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）ちょっとよく分かりにくいんですけれども、もう一度説明していただけますか。

委員長（河合弘樹君）浦添情報政策課長。

情報政策課長（浦添全弘君）財務会計システム、子ども・子育てシステム、障がい福祉システム、これ

らにつきましてもう機器の保守限界というところが来ておりましたので、この機械を変えないとい

けないというところがありましたので機器を更新しましたと。その機器を更新するときに、通常の

自庁で設置する機器をそのまま更新するのではなくて、新たにクラウドサービスという新たなサー

ビス、こちらのほうに載せ替えたと。それに係る増額として合計1,570万円程度増額したというと

ころが理由でございます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）そうしますと、子ども・子育て、障がい福祉、財務会計、その３つのシステムの

更新が必要となった際に、それらについてこれまでクラウドを使用していなかったけれども今回ク

ラウドを使用することになったためということ、そういう理解でよろしいんですか。

委員長（河合弘樹君）浦添情報政策課長。

情報政策課長（浦添全弘君）おっしゃるとおりでございます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）いつの頃からかこういうクラウドを使用するというふうになってきたわけなんで

すが、自治体関係のクラウドを使用することによるメリットというのがあるんでしょうけれども、

一方でこういうクラウド使用料が発生してくるということなんです。クラウドの使用によって自治

体の側からしたメリットというのはどういうことなんですか。

委員長（河合弘樹君）浦添情報政策課長。

情報政策課長（浦添全弘君）まず、メリットの１点目としましては、やはりＢＣＰ対策、災害対策とい

うところで、データの保管が堅牢なデータセンターに保管されると。そこは監視カメラ等もついて

厳重に管理されていて、セキュリティーの観点からも自庁で管理するよりも高度な管理ができると

いうところにまず大きな１点目のメリットがございます。

これは後々の話になってくるのですが、国のほうの自治体ＤＸ推進計画の中でも、令和７年度末
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に向けてこういうクラウドサービスを活用して標準化というものを実施してまいります。この標準

化といいますのは、全国でクラウドサービスを同じ場所で構築して、そこで割り勘効果を出そうと

いった取組が今始まっているところでございます。本町におきましても、令和７年度末に向けてこ

のあたりの取組を行っていきまして、そういった割り勘効果を受けられるように鋭意進めていきた

いと考えておるところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）今ご説明いただいた部分の後段部分がちょっと分かりにくかったんですが、もう

一度ご説明願えますか。

委員長（河合弘樹君）浦添情報政策課長。

情報政策課長（浦添全弘君）自治体のいわゆる全国で同じ仕様の住民情報システムであったり税務シス

テムであったり、これを全国で今までばらばらで市町村が管理していたシステムを統一してクラウ

ド上で管理しましょうという動きが標準化というものになります。これらについて20手続の業務に

つきましては、これはもう法制化で、令和７年度末に向けて国のほうで今進めております自治体Ｄ

Ｘ推進計画の中で位置づけられておりまして、こういった取組を今後進めていくということになり

ます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）先ほどの防災事業のところなんですけれども、主要施策の４ページ、自主防災組織

の活動の支援というところで、自主防災組織訓練の実施というのが12組織であったというふうに載

っているんです。全自治会自主防災組織をお持ちだと思うんですけれども、これ、なかなか全自治

会が訓練されているのかどうなのかというのは毎年されていなければ数はこれぐらいでしか上がら

ないのかなと思うんです。そのあたりはどんなふうになっていますか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）こちらでご説明申し上げているとおり、令和３年度においては12組織が

訓練を実施したということになってございます。これ、やはりコロナの影響を大きく受けておりま

して、それが影響が出る前頃ですと組織としては28組織が訓練を実施していたときもございまして、

中にはなかなか訓練実施に着手できていない団体もありますけれども、積極的におおむね何がしか

の訓練やっていただいたところが、今申し上げたとおり影響受けてちょっと減っているような状況

でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）自主防災組織ができてから一度も訓練されていない自治会というのもあるんですか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）今、全部の団体の訓練履歴全てが手元にございませんけれども、我々の

今まで連絡協議会等で接してきているの中で、訓練を一回も実施していないようにお見受けする団

体もございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）自主防災組織をつくっていったからには、やはり町としてもそこら辺啓発して、ま

た手を入れながら自主防災組織の訓練というのはやっていかないといけないのかなというふうに思

うんですけれども、やったことがない組織があるというところについてはどのように町としては啓

発というんですか、されているんですか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）今回、今年度総合防災訓練を全自主防災組織にご参加いただいて実施す
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るということで準備を進めておりますけれども、その訓練実施に当たっては説明会という形で、ま

さに今週から校区ごとに説明会をやるんです。こうして校区ごとに自主防災組織の方が顔を合わせ

る機会というのは実は初めてのようなところもございまして、こういうことを今後継続的に、例え

ば今までなかなか訓練に取り組めていなかったところは合同でやるようなこととか、あるいは校区

ごとに今回やるわけですから、それを引き継いだような形での訓練実施みたいなものにつなげてま

いりたいなということで、地域防災力の全体的な底上げに我々としては進めてまいりたいというこ

とで考えております。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）各自治会の自主防災組織でなかなか防災訓練できていないというところは、高齢の

方がたくさんいらっしゃるとか、組織としても自治会組織イコール自主防災組織なので役員の温度

差もあるのかなというふうに思います。これからは校区ごとにやっていくということですけれども、

どちらかというと、校区ごとにやっていくと、どこかの自主防災が積極的にやってくださるだろう

なというふうな感じで参加していく自主防災組織もあるのかなというふうにも思ったりします。や

はりそこは各自治会の自主防災組織をしっかりと強化した上での校区というふうに思うんですけれ

ども、そこら辺はいかがですか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）ご指摘いただいたような各地域ごと、組織ごとの事情というものはいろ

いろ様々ございますので、それについては我々も当然考慮すべき部分でもありましょうし、そこを、

校区ごとと申し上げましたけれども、隣り合ってというところもありますし、既に３地区で合同で

やっておられるところもあります。今まで取り組んでいらっしゃらない地区というのは、すごく難

しく考えていらっしゃったりとか、もう年間行事が決まっていてなかなかそこへ追加することがし

んどいというようなこともございますので、そこは各地域の取組状況というものを共有できること

でハードルが下がったりとか、あるいは今までやったことをこっちへ振ってもらうということも可

能になってこようかと思います。そういう情報交換、情報共有する場としても、校区ごとの取組で

あるとか連携したところでの取組というものも、我々は進めてまいりたいなというふうに考えてお

ります。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。校区でやることによってそれぞれの自主防災が隣の自主防災はこう

いうふうにやっているんだなという刺激を受ければ、それぞれの自主防災の強化にもなるのかなと

いうふうに思いますけれども、やっぱりなかなかやっていないところにつきましては町としてもし

っかりと手を入れていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。

あと、それと備蓄品ですが、以前、生理用品等更新のあるもの、ないものというところで、なか

なか何年もずっと備蓄品として置いたままになっているような、紙の製品であったりとかというの

があると思うんです。その辺の更新というのは５年ごとなのか３年ごとなのかという、賞味期限と

か消費期限がある分については更新されるのかなと思うんですけれども、更新があるようでないよ

うなものというのはどのように考えていますか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）ご指摘のとおり、食料等であれば当然５年程度の保存期間みたいなもの

がありまして、それは当然守っているのと、大概のものは一定の更新期間というものを設けて、計

画的に更新はしていっております。

そういった計画に合致しないようなコンロであるとかそういったものについては、総合防災訓練

が今回もございますけれども、そういう様々な機会を捉えて、訓練にかかわらずいろんなイベント
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等行事であってもいいと思うんですけれども、そういったところでの活用というものは、要するに

点検も兼ねたというところは考えておりますし、今回でしたら発電機なんかも台風が来れば停電に

備えて置いておくとかというようなことも当然やっておりますので、それに併せて燃料を更新して

いくみたいなこともやっております。そこは、ご指摘のとおり注意して励行してまいりたいと思い

ます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。更新があればその年度で替えるというところはあるんですけれど、

ないものに関してやっぱりしっかりチェックをしていただいて、いざというときに使えるようにと

いうところと、そういう防災訓練のときとかにお配りできるものがあるなら、更新がなくても年数

を決めるとかして一定、全部一旦更新するとかという考え方もあるのかなと思います。その辺も考

えていっていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上昌史副委員長。

委員（坂上昌史君）75ページのシティプロモーション事業です。

３世代近居とか転入・定住支援のところでＫＰＩとかで評価Ｂになっているんですけれども、そ

の中で３世代近居等支援の事業とか社宅誘致支援とかは評価Ｂになった理由とか、あと30歳から39

歳の年齢層に着目すると38人の転入超過となっているとなっているんですけれども、その中でこの

事業が寄与した割合とか、この事業自身のパフォーマンスをどう評価しているのかお答えください。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）まず、３世代近居等支援の補助金制度でございます。令和３年度から、こ

れまでの課税免除方式から補助金交付方式に変えたものでございます。こちらの実績で、全体で59

件補助金の交付決定がございました。うち、世帯主の方を基準なんですけれど、23人が転入の方、

転居の方が36人ということの内訳になっております。

事業の効果、成果のところなんですけれども、これも従前から答弁しておるんですが、１対１の

関係でこの補助金があったから転入した、この補助金がなかったから転入しなかったというところ

の相関関係をなかなか見いだすところは難しいんですけれども、委員も先ほどおっしゃったコアな

ところ、30歳から39歳の一番我々が転入していただきたい、定住していただきたいと考えておる世

代については非常に良好な結果が出ているというふうに分析をしております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）同じくシティプロモーションの件ですけれども、２年度の転入・定住促進特設サイ

トへのアクセス数の目標が上回って、今回は若干それをクリアしていないんです。２年度のときに

３年度に目標を引き上げなかった何か理由はあるんですか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）ＫＰＩの目標につきましては、戦略を立てました年に５年間の目標として

設定したものでございます。毎年度変更するものではございません。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）いずれの項目も２年度を下回ったと思っているんですけれども、例えばホームペー

ジのアクセス数、それから先ほど坂上委員からも質問があった転入者の数、この下回った理由、想

定できるのであれば。それから、新たな政策の予定はございませんか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）まず、ホームページなんですけれども、やはりリニューアルを行った中で

若干、まだ検索のルートというのが定着していない部分はあろうかと思います。

２点目のいずれも下回ったというご指摘だったんですが、上回っているものもございまして、30
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歳から39歳の年齢層に限ると38人の転入超過ということで、ここの転入超過幅につきましては令和

２年よりは増えておるという状況でございます。

最後の新たな転入・定住につながる施策の検討でございますが、これは本会議で渡辺議員に対し

まして答弁いたしましたところでございます。令和３年度から４年、５年と３年間かけて、今の第

３期のアクションプログラムに基づきまして取組を進めております。この中でしっかりと事業の成

果、効果、こういったものを検証した上で、また改めて検討を進めてまいりたいなというのが現状

の考え方でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）その計画も進めていただいたらいいと思うんですけれども、例えば隣の泉佐野市で

は、市街化調整区域の5,000平方メートル以上の区域について道路とかのアクセスが十分なところ

については地区計画による新たな開発、ご存じやと思いますけれども、京大と住友電工の間の熊取

貝塚線ですか、あれを突き当たったところに市街化調整区域の住宅開発とか商店の開発とかが出て

います。

泉佐野市の都市計画に聞きますと、年間４件ぐらいのそういう地区計画の申請があると。それと、

今年度も８月の終わりに都計審があって３件ぐらいの話が出たと聞いていますので、うちもアクセ

スとか基本的なインフラがある程度整っていないと難しいと思うんですけれども、そういう大胆な

発想の転換というのも必要かなと思います。土地の値段が若干安くて、投資される開発者について

はいろいろ違った負担もあるとは思うんですけれども、そういうニーズがあるのであればそういう

方向も必要かなと。

つばさが丘の開発のほうも、もうあとは東地区と北の一部が残っているわけで、そういうニーズ

はあるように思うんですけれども、そのあたりは都市計画部門と調整していただいて今後の検討課

題かなと思うんです。

隣の貝塚市でも泉州山手線の開発に伴って地区計画の考え方について検討していると聞いていま

すので、そのあたりもキャッチしていただいて、どうかなと思うんですけれども、いかがですか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）委員ご指摘のとおり、まちづくり計画課、都市整備部とも情報共有しなが

ら、情報については随時入手してまいりたいと思います。ありがとうございます。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）違う項目でお願いします。

決算書の61ページ、広報事業ですけれども、広報がタブロイド判からＡ４判に変わってもう約１

年になると。写真がきれい、デザインがきれいということで住民から好評な部分を我々も聞いてお

ります。我々も見やすくなったなということで、記事も字が大きいとか分かりやすいとかというこ

とを聞いているんですけれども、一方で、ページ数が限定されるのでタブロイド判に出ていたよう

な記事が出ない。例えば文化事業とかスポーツ事業でこういうことやるんだということで原課のほ

うに申請しても、スペースがないから難しいんだということ、私も苦情を結構聞いています。

例えばＡ４判で近隣の泉佐野市なんか見ましたら、比較していただいたらページ数が大分違うん

ですよ。情報がやっぱり相当たくさん載っているということで、今後、始まって１年なんでそう多

くは要望できませんけれども、徐々にページ数を増やして、住民が参加するような広報であるとか、

それから住民が行うような広域的な行事だとか、そういうものをできるだけ多く載せてもらうよう

なことを検討してもらいたいんです。これは新年度、５年度の予算にも伴ってくると思うんで、そ

のあたりいかがですか。

委員長（河合弘樹君）奥村広報戦略課長。

広報戦略課長（奥村光男君）委員おっしゃいましたとおり、これまでの前のタブロイド判というのは結

構文字が詰まり過ぎて、情報量が多くて見にくいというところで、今回Ａ４判に改定して非常に読
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みやすくなったというようなご意見をいただいているところでございます。ただ一方で、おっしゃ

いますとおり、その分当然情報量が少なくなったというところが今後対応すべき課題なのかなとい

うふうに認識してございます。

いわゆる町の媒体というのは、当然、町の広報誌、これは基幹の媒体でございますが、いわゆる

町のホームページでありますとか、あとまた５大公式ＳＮＳのほうも今回導入してございますので、

そういったチャンネルも使いながら発信のほうもしていきたいというふうに考えてございますし、

あとページ数のところなんですが、令和３年度の実績でいきますと、基本今32ページ構成になって

おりまして、大体一月47万9,600円印刷代がかかっております。これが、４月はやはり年度当初で

情報量が多いということで、36ページ構成でいきますと64万3,500円ということで、やっぱりペー

ジ数が上がるとその分印刷費用がかなり増加しているというのが現状でございますので、そういっ

た財政状況等も含めながら今後も検討していきたいというふうに考えてございます。よろしくお願

いいたします。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）ＳＮＳを使ってということも分かりますし、細かい情報についてはホームページに

載っているよというようなことを聞いていますけれども、やっぱり高齢者の方は使わない人も結構

ありますので、そのあたり、対象がどなたかということも見定めて今後は進めていただきたいなと

思います。そのあたりどうでしょうか。

委員長（河合弘樹君）奥村広報戦略課長。

広報戦略課長（奥村光男君）確かに、広報誌というのは全戸配布ということで、全ての住民の方に届く

というところで非常に基幹的な媒体というふうに我々も認識してございます。全ての方が基本対象

になっているということで、その重要性というのは認識してございますので、そういったご意見も

踏まえて、今後、ページ数等を含めて広報誌、広報活動、広報媒体について検討していきたいとい

うふうに考えてございます。よろしくお願いいたします。

以上です。

委員長（河合弘樹君）議事の途中ですが、ただいまより昼食のため午後１時まで休憩いたします。

──────────────────────────────────────────────

（「12時03分」から「12時59分」まで休憩）

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）休憩前に引き続き会議を開きます。

ほかに質疑はありませんか。田中圭介委員。

委員（田中圭介君）195ページの消防団運営事業の消防団員退職報償金責任共済負担金というものの説

明をお願いいたします。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）これは、消防団員の公務災害補償等共済基金に対して払う消防団員退職

報償金の共済に係る掛金でございます。消防団員が退職するときに退職共済金という形でいわゆる

退職手当的なものをお支払いするんですけれども、それを共済という形で一定掛金を払うことによ

って、その費用の大部分がここから手当てされるという制度でございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）そしたら、積立てみたいな感じと思っておいたらいいんですか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）一定、掛金という形で町からはそういう共済の団体のほうにお支払いし

た上で、いわゆる退職金の掛金という形になっているもので、一部積立てという意味で間違いでは

ないと思います。

以上です。
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委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）そして、その下の消防団員福祉共済制度負担金というのもちょっと教えていただき

たいと思います。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）消防団員が公務や公務外を問わずに死亡してしまったり障がいの状態に

なったときなんかに、消防団員であったりその家族の方に福祉の増進を図る制度がございまして、

それが福祉共済制度ということになるんですけれども、その福祉共済制度のための掛金でございま

す。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）家族のためとかというのは具体的にどういう内容でしょうか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）例えば、公務、公務外を問いませんので、一定対象となるご家族の方で

あっても交通事故等でお亡くなりになったりとかした場合に、この掛金をお支払いすることで一定

のお金という形でお支払いされるような制度となってございます。もちろん消防団員が公務で団の

活動の中でそういった状態になったときに、障がいをお持ちになったりしたときに、それを補償す

る、一定金銭の形で補塡するというのがもともとですけれども、ご家族の方も対象になっていると

いう、そういう制度でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）僕も消防団員をやらせていただいていたんですが、初めてこの共済制度というのを

知ったので、団員の方にももうちょっと周知をしていただければなと思います。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）もちろんこういった制度があるということは、新入団員が入られたとき

とかにもお示ししてご教示させてもらっているんですけれども、今般でしたらコロナウイルスの感

染症にかかったりした場合も、この制度に基づいて一定の補償といいますか、お支払いさせてもら

っている中で、改めて団員には、これがありますのでかかったときにはご連絡をという形で周知も

図ったところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）分かりました。

続きまして、同じ消防団運営事業の主要施策の５ページにあります拡充、防火帽というんですか、

ヘッドランプの更新と保安帽を配備と書かれておりますが、内容を教えていただけますでしょうか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）まず、防火帽のほうなんですけれども、防火帽につきましては、いわゆ

る火災の消火活動するときに防火機能を持ったヘルメットのようなものがあるんです。これを、財

源を一定確保した上で、３か年にわたって整備というか調達していっているんですけれども、令和

３年度においては56個分、52人分という形でヘルメットを購入したもので、その財源としましては、

消防団員安全装備品整備事業助成金というものを120万1,000円受けまして購入したものでございま

す。

それともう一点、保安帽のほうですけれども、こちらのほうは同じように通常の活動時に使う、

これもヘルメット的なもので、ヘッドライトがついているようなヘルメットになるんです。委員も

ご存じかと思うんですけれども、通常活動のときにかぶるヘルメットです。あれが保安帽なんです

が、あれを62個購入したものでございまして、これも財源としまして、コミュニティ助成事業、消

防団育成事業というものを活用しまして80万円を財源として得た上で調達したものでございます。
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以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）保安帽というのは通常の点検時にかぶる普通のヘルメットという形ですよね。それ

が62個ということはほぼ団員の皆さんに配られたと思うんですけれど、今まで使っていたヘルメッ

トというのはどうしているんですか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）長年使っていただいたということで、一定保安帽、ヘルメットについて

は保安の年限がございますので、廃棄という形で処分したものでございます。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）そしたら、もう全然残ってなくて、皆さん新しいものをつけてはるということです

よね。

そして、これヘッドランプ付というのは両方ともヘッドランプがついているという認識でいいん

ですか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）保安帽、防火帽ともにＬＥＤのヘッドライトを装着したような形で調達

してございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）このヘッドランプというのは１つお幾らぐらいするんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）手元で持っていますのが、やっぱり保安帽なり防火帽とヘッドライトと

セットで仕様として発注してございまして、個別の単価は今、手元にはない状態でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）そしたら、ヘッドランプというのはＬＥＤですか、仕様は。分かりました。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）決算の附属資料の23ページの流用のところをお聞きしたいんですが、ここでちょっ

と見ていましたら、超過勤務手当に予算不足が生じたため流用したというのがかなり載っているか

なと思うんです。このあたり、流用でというふうになっているんですけれど、予算にそもそも入れ

てなかったということになるかと思うんです。そのあたり、どうですか。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）予算に関しましては、超過勤務は前年の実績を丸々積んでいるわけではなくて、

やはり超過勤務削減ということで、一定割合少ない状態で予算を設定しております。ですので、年

度途中で予算が昨年並みの条件が増えれば流用するという形になってございます。

また、職員の人数も、基本的には当初予算を計上する段階ではその年度の前の体制で一旦組みま

すので、人の入れ替わりとか人が少ないところで超過勤務がどうしても多く発生したりすると、ど

うしても流用が発生してしまいます。ですので、超過勤務並びに異動によっていろいろ手当であっ

たりとかというところの流用が多く発生するのはそういう状況でございます。12月に補正で足りな

い分とかを整理させていただいた上、人件費の予算を組んでいるというところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）前年度よりも少なく組んでいくということですけれど、実際、じゃこれ流用したの

を蓋を開けてみたら、前年度に比べて実のところ超過勤務等はどんな感じだったんですか。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）超過勤務の状況でございますが、一時期、超過勤務縮減ということで大分減ら
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させていただいたんですけれども、その後はやはりちょっと業務量も増えておりまして、行革の中

で職員数も減ってきている中で、超過勤務が増加傾向であるのは否めません。その中で令和２年度

から令和３年度に関しましては、ここ最近ずっと増えていた中で減少になっております。あくまで

選挙とかそういう特殊な例を除いた通常業務の超過勤務という前提ですけれども、ちょっと減少に

転じたところでございます。それまでは年々、徐々に増えてきた状況でした。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。予算を組んだ時点では少なく積んで流用で、したけれど、やっぱり

年間を通せば減少にはなっていたということですね。ありがとうございます。

続いて、もう一点いかせてもらいます。

44ページのところに、スマートシティ熊取のプロジェクトと電算システムのところ両方にウェブ

会議システム導入というふうに載っているんですけれども、新規で導入されているんです。このあ

たり、ちょっと説明お願いします。

委員長（河合弘樹君）浦添情報政策課長。

情報政策課長（浦添全弘君）こちらのウェブ会議システムですけれども、実際にウェブ会議というとこ

ろで令和３年度こちらから発信した件数、こちらが主体となって開催したものが52件、実際に受け

て開催された件数が537件、これは会議だけではなくて、研修等もこういう形で受けさせていただ

いておりまして、実際にこの会議ツールの導入費用ですけれども、年間で160万600円ということで、

令和３年６月から本格稼働という形になっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）今までウェブ会議のシステムが導入されていなかったときはどのような形で、今、

発信52件で会議を含めて講演を受ける分で537件とおっしゃったと思うんですけれども、今まで町

としてなかったときはどのような感じで、コロナの状況の中でウェブ会議はたくさん発生したかな

と思うんです。その辺はどんなふうにされていたんですか。

委員長（河合弘樹君）浦添情報政策課長。

情報政策課長（浦添全弘君）実際に今までにつきましては無料のＺｏｏｍであるとかそういったものを

使って対応していた状況でございます。ただ、こちらのほうは制限とかいろいろございまして、１

回当たりの会議が例えば30分しかできないとか参加人数に制限があったりとかしている状況という

ところでございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）このウェブ会議システムというのはＺｏｏｍになるんですか。

委員長（河合弘樹君）浦添情報政策課長。

情報政策課長（浦添全弘君）こちらのウェブ会議システムですけれども、シスコシステムズのｗｅｂｅ

ｘというものになります。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。これからどんどんこういう会議も増えてくるかなというふうに思い

ますけれど、なかなか町としてウェブ会議はやりにくいところもいろんな制約があるのかなと思い

ますので、セキュリティー関係とかきちっとしていただきながらやっていただきたいなというふう

に思います。ありがとうございます。

それとすみません、もう一点いかせてもらいます。

同じく43ページの熊取創生プロジェクトチームの新規ということで、公有財産有効活用チーム

（大原衛生公苑跡地）の設置ということで、これについて活用方法の検討をやっていくというふう

にここで載せていますが、今、現時点で何か内容というのは見えてきているんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。
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企画経営課長（近藤政則君）確定的に何かということではないんですが、これまでの検討の方向性とし

て幾つかお話ししたいと思います。

一つは、まずやはりあの場所でございます。大原衛生公苑の跡地が図書館と中央公園に隣接して

いるということから、その集客力を生かして住民の多くの方に楽しんでもらう、これを重視したい

と考えております。

もう一つは、それとも関連するんですが、あの場所というのは近隣に住居を構えてお住まいの方

もいらっしゃいます。近隣住民の方のニーズ、これも踏まえた活用方策の検討が必要であろうと考

えております。

最後、当然のことながら町の財政負担、これをできるだけ抑制しながらどういうよい活用ができ

るか、鋭意検討を進めておるところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）これ一応公有財産有効活用チームとなっていますので、この先、結論というのは１

年なのか２年なのか、どれぐらいでまとめて出していくようになっているんですか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）大きな方向性としましては、何とか今年度中には方向性を見いだして皆様

にもご報告をさせていただきたいと考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）決算書の77ページ、町制70周年記念事業なんですけれど、ここに挙がっているのは

式典が中心ですか。あと図書館や人権のほうで事業をされていますけれど、それは入っていないの

かどうかというのと、それと筆耕料が結構要っているのと最後の著作権料というの、これ説明くだ

さい。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）私と、あと奥村課長からこの後、答弁があろうかと。まず私の管轄の分か

ら申し上げますと、図書館等で行われた事業、これは70周年記念の冠事業という位置づけでござい

ます。この中でもともと16事業を予定しておりましたが、コロナ禍の影響によって３事業を中止し

たので、合計13事業、冠事業として実施したところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）奥村広報戦略課長。

広報戦略課長（奥村光男君）先ほどありました翻訳料でございます。こちらにつきましては70周年式典

のときの表彰状の筆耕翻訳料ということになってございまして、238枚表彰状を作成しまして、１

枚当たり5,720円かかっておりますのでトータルで136万1,360円ということでございます。

次に、著作権料のほうで1,650円でございますが、こちらは式典に際して徳永ゆうきさんが４曲、

多分歌をご披露したと思うんですけれども、その分に係る著作権料というところでお支払いした分

で1,650円ということになってございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）式典はなかなか、11月３日で困難な中で、吉祥ということで開いてもらって、久し

ぶりの方とかも含めて非常に有意義やったかなと思っているんですけれども、やはり残念なのはコ

ロナの影響で実施できなかった分もあったということと、あと、開いてもなかなか人数というか、

思ったほど集められなかったとかということもあると思うんです。

人権のところに出ている冠事業、蓮池さんの件とか、それからふれ愛映画会とか、これ、ここの

班の項目でしたら教えていただけますか。成果がどうなったか。

委員長（河合弘樹君）野原人権・女性活躍推進課長。
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人権・女性活躍推進課長（野原孝美君）１つずつお答えさせていただいてよろしいでしょうか。

まず、「人とひと・ふれ愛の集い」でございますが、12月12日に蓮池 薫さんを講師にお迎えい

たしまして講演を実施いたしました。279名の方にご参加をいただきました。

それとあと、ふれ愛映画会ですけれども、こちらのほうは７月３日と７月４日の２日間にかけま

して図書館で開催をさせていただきまして、７月３日のほうは87名の方にご参加いただきまして、

７月４日は51名の方にご参加をいただきました。計138名のご参加となっております。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）その下の負担金、補助及び交付金、これは色が４つあるんですけれど、各班で聞い

たらいいんですか。この班の内容についてはここで説明いただけるんかな。ないのかな。お願いし

ます。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）各所管の班でお伺いいただきたいんですが、具体的にこの事業というのが

ございましたらご教示いただきたいんですが。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）多分住民部だと思うんで、観光の関係なんでそこで聞かせてもらいます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。文野委員。

委員（文野慎治君）午前中も他の委員からあったんですが、197ページ、防災事業についてご質問させ

ていただきます。主要施策の４ページのナンバー８でございます。

この間の議会においても一般質問や会派質問でも防災事業についてはいろいろ出ているんですけ

れども、この間の私の質問に対するやり取り等も総合した中で、地区別の自主防災モデルマニュア

ルの作成というところが最初の一歩でありながら、いろいろコロナの状況であるとか、全体的な組

織連絡協議会の運営についても全体会１回の開催で感染拡大の影響によって書面開催であったとか、

そういう形が出ています。私との答弁のやり取りの中で担当者の方も認めておられるように、本当

に自治会間の格差がすごく大きいんやと、これがまず現実であろうかというふうに思っています。

そういう意味合いの中で、今年度のスケジュールでいえば、10月23日に去年予定していた町とし

ての大規模な総合防災訓練にこれからすごく担当者の方、町全体を挙げて忙しいと思うんですけれ

ども、そこで一つは、町民の皆さんも参加する皆さんも、そして皆さん方も、訓練という前提はあ

るにしても一つの共通目標と達成目標とそして弱点と、そういったことが目の当たりにできるいい

機会だというふうに思うんです。ですから、そこは本当に過大評価するのと違うて、これは100点

満点はないんですよね。災害が起こって、ちょっと間がたって、避難所開設がどうであったとか被

害はどう防げた、ここはうまいこといった、ここは足らんかったということを本当に勇気を持って

やらないかんことやと思うんです。

昨日も本当にすごい超大型の台風ということで、まさに数年前の９月議会も日程が大幅に狂って、

もう全国的に関空の映像が流れて、泉南市では道路沿いの電柱が全部倒れて、そういうふうなこと

をこの地域としては経験していますよね。今日は特に被害も僕らは報告を受けていないからないん

でしょうけれども、そういう形で今日はこうやって迎えられているんです。

やはりコロナ禍でなかなか前に進んでなくて、実際、各地区のマニュアルに沿った想定した地区

ごとの避難訓練とか、そういったこともなかなかできていない状況で10月23日を迎えるんですけれ

ど、そこで、やはりよく答弁で言っていただいているモデルマニュアル作成の改めて意気込みとい

うんか、そういったことをせっかくの機会なんで担当のほうから聞かせていただきたいなというこ

とが一つ、まずそこからお願いできますでしょうか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）地区別の防災マニュアルにつきましては、今般一般質問でも頂戴したと

ころで、一定のご答弁を申し上げたところであるんですけれども、改めまして、答弁で申し上げた

んですけれども、現在、北小学校区のほうで校区別のマニュアルの作成に向けた協議を学校教育委
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員会、それから危機管理課のほうで進めておりまして、これを次の段階として三者会議に進めてい

きたいと。まずは今年度中には北小学校区の校区別のマニュアルをつくりたいなということで我々

意気込んでおりまして、今後は、一つつくったものについては、進め方であるとか出来上がったも

のであるとか、これを一つのモデルにさせてもらって順次校区別マニュアルを進めていくような形

で考えておりますし、これについては責任を持ってやっていきたいということで考えているところ

でございます。

今年度に入りましてタウンミーティングを各校区で行ったところ、折しも北小学校区のほうでは

非常に強いご支援といいますか、叱咤激励をいただいたところでして、そういう機運といいますか

その地区の機運もお借りして、北小学校のほうでまずは進めていきたいという状況でございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）ありがとうございます。私の一般質問にもそういう形でお答えはいただいています

よね。ぜひ、タウンミーティングも私も出させていただきましたけれども、やはり先行したところ

はすごく危機感を持って、そのときにすごく熱く盛り上がって一気に進んでいる点というところが

あるんですよ。どうしても年数がたっていますから、そういう中心的に頑張っておられた方もそれ

こそお年を召してきて、そういう状況で次の世代へ、まだ実現していない中でも次に自分のような

熱量を持った人を育てていかないかんなということが現場ではあるんです。

それと、これも自治会問題という形でも以前質問したことがあるんですけれども、やはり自治会

の運営そのものが大変しんどい状況になってきているんです。退会される方が多い。転入者の方で

も本当に入らない方がいらっしゃって、年１回総会でその地域の図面を見たらどっと増えていると、

そういうふうな状況が、これは熊取町、私の知っているだけではなくて、もっともっと現場ではあ

るというふうに思うんです。そういう状況の中で、やっぱり宿題が防災に関しては残っているわけ

なんです。

ですから、やはり防災面という形もそうだけれども、本来の自治会の結束を生む、これは今日の

午前中の答弁でもいい言葉やなと思って私も書き留めたんですけれど、地域防災力の底上げなんや

と、そういう意味合いで皆さん方はやっていただいている、これは大いに僕らも応援しますし、そ

のことをやはり地域で毎年毎年その任を何年もやっておられる方、あるいは１年ごとで役員体制を

つくって、その方がこの１年担当したらまた次、誰になるか分からへん、抽せんで選ばれた人がや

る、そういうところもたくさんあるんです。

ですからまず、先ほどもちょっと言いましたけれども、全体会、自主防災組織連絡協議会の運営

ということで年１回やって書面開催しているということで、これはやったことは事実やし、それは

伝わっているということが事実だと思うんだけれど、やっぱり10月23日の前後も含めて評価すると

きに、全部が集まることができへんかっても担当の皆さん方がそこへ足を運んで、皆さん方の地域

防災力を底上げするんやという熱い熱量を自治会の役員だけではなくて皆さん方も足を運んでそう

いうことを訴えて、地域は地域で守りましょうよと、それを総括して町も頑張ってますという姿を

ぜひ見せてほしいなと。せっかく汗をかいているんやから、そういう部分を本当にやっていただけ

たらなというふうに思っています。そういった辺はいかがですか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）いろいろとありがとうございます。

まさに委員おっしゃっているところは我々も感じているところは同じでございまして、危機管理

課といたしましては、地域で自主防災組織が訓練されるときには、地域のほうでもう来なくてもい

いということはあるんですけれども、必ず足を運んで啓発にもちろん協力といいますか、一緒にさ

せてもらっているところでございます。

今回我々が取り組んでいます校区別のマニュアルづくりにおいては、先ほどの二見委員のご質問

でも申し上げましたけれども、底上げになるというか、やっぱりそれぞれの団体ごとに取組が違っ
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ている中で熱意も違うと。しかも今おっしゃった熱意のある人がいつまでも続けるわけにいかない

という中で、それを同じようなレベルで取組できるのがマニュアルになるんかなというふうに捉え

ていまして、そういったところを踏まえてしっかりつくっていきたいと思っていますし、校区ごと

に連携を深めたいというお話を申し上げましたけれども、そういうことで自主防災組織が活性化し

て地域の皆さんが熱心にやっておられれば、それがひいては地域の活動に参加することが自分たち

の安全にもつながるという、ある意味インセンティブといいますか、意欲にもつながるのかという

ことで、そういうことも念頭に置いて、いろんな方法でもって自主防災組織の活性化、地域の皆さ

んの活性化につなげてまいりたいということで考えているところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）ぜひそういう形で汗をかいていきましょう。

それで、今そういう観点の中で一つ答えの中でも出ているんですけれども、ぜひやっぱりこれか

らもう少し避難所ということについて意識してほしいなという点についてちょっと意見を言ってお

きたいと思うんです。

コロナ禍という形で３密回避という中で、それこそ避難所というのはもうすごい密ですよね。そ

れこそ窓を開けることもできない、台風のときやったらね。そういうふうな状況の中で、やはり避

難所の定員というか、当初こういう話をし出したときの避難所のイメージ、これも昔、僕も質問で

言ったことがあるけれど、昔、阪神・淡路大震災のときの避難所の写真と東北であったときの写真

と、もう全然、全体を写した写真を見ると密度が違う。前者の場合は通路すらない。もうとにかく

歩けない。しかし今の最近の避難所を見ると、やはりそういうものの行き来だとか動線だとかそう

いうこと、だから、今進んでいる熊取町の自主防災組織の中で考えておられるところは、その段階

の図面はもう持って、こういう訓練をやろうということでもう待機してはりますよ。しかし、昨日

なんかの地域の九州のほうの方がすごく初めから被害に遭っているので、そういう方の事前に避難

してきた映像を見ると、熊取町ももう前に購入して、テント型であるとかそういう形で体育館の床

にそれを設置して、そうなればコロナのほかの人との接触というのはいけるやろうけれども、今想

定している小学校の体育館とかそういうことだけでは、今度は想定する被害の状況によって皆さん

がそれこそそこへ避難をしようといったときには場所の確保ができないという問題が出てくるんで

す。

そういうことになれば、これはずっと先ほどの答えの中でもそのキーワードが出ていましたけれ

ども、やはり三者協議、学校と自治会と町、これの三者協議をして、どの教室が使えてどこはどう

するんだとか、いろいろ議論している中でも今までは人間だけの話をしていたけれども、その中で

も動物の避難という、そういうふうな家族の一員でやっているというようなことも以前からも指摘

しているように、ほかの議員の質問でもそういう形が最近出てきていますよ。そういったことも併

せた場所の形を解決しようとすればやっぱり三者協議ということをやらんと、先行しているニュー

タウン地区のところでも、やっぱり三者協議というところまでで皆さん方は知恵を絞っていろんな

資料、あるいは勉強した中でやっている部分について答えが止まっているというのは、その三者協

議なんですよ。

ですから、今日こうして大きな台風はちょっとそれてくれてこうやって議会ができている、これ

は本当にラッキーであったわけであって、どんどん災害は巨大化してきています。そういった意味

では、10月23日は熊取町、５年ぶり、６年ぶりにやりますよ。しかし、それでよしとせずに、やっ

ぱりできることから三者協議の場を町が先導してつくっていく、教育委員会とも話をやっていく、

学校とやっていく、そういったことをもう今後、質問等で三者協議をやってくださいよということ

を言わさんようにしてほしいなと、このように思うんですがいかがですか。

委員長（河合弘樹君）野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）この点につきましては、何度も何度もご意見、ご質問をいただいていて
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誠に心苦しく思っているんですけれども、今般の一般質問の中でも答弁申し上げたとおり、北小学

校区のほうでの一定協議をする中においては、我々、全ての公立小学校、中学校の校長先生に対し

て我々のこういう動きについてご説明申し上げるとともにご協力をお願いして、そこについては何

ら異論なく協力する意図を持って会議について受けていただいたところでして、今般、北小学校区

との調整においても、校長先生は積極的にいろいろと施設の中でここだったらいけるかなとかとい

う話は前向きにご提案もいただいているところでございます。

だから、しっかりとそこは、今回、総合防災訓練についていろいろ触れていただいておりますけ

れども、ちょうど本当にいい機会であって、この総合防災訓練を機会に校長先生にも校長会みたい

なところにお邪魔して協力依頼を申し上げて、併せて三者協議についてのお願いをしたところでし

て、この動きをとどまらせるんじゃなくて、どんどん積極的に進めていけるように我々も考えてい

るところでございます。またその点についてはいろいろとご教示いただきたいなというところでご

ざいます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）ぜひよろしくお願いします。

次の質問、もう一点いいですか。

委員長（河合弘樹君）はい。文野委員。

委員（文野慎治君）そしたら、すみません、93ページで選挙管理委員会についての質問をさせていただ

きます。

質問やこういう機会で、いつも投票率の向上をということがほかの議員からもいろいろ出ており

ます。昨年度、選挙管理委員会の開催は何回やっているんですか。

委員長（河合弘樹君）瀨野総務課長。

総務課長（瀨野裕三君）令和３年度におきましては、定時登録に関する委員会が４回、あと衆議院選の

関連で２回、合計６回の開催でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）この間ずっと投票率向上のために駅前であるとか、期日前投票も昔に比べたら敷居

が低くなって駅前でもできるし役場に来てもすぐできるし、コロナ禍の選挙も経験をしてきました

けれども、なかなかそれ以上の、僕も１回質問で、以前、投票所をもっと増やしましょうよと、も

う本当に地域地域でお年寄りからお話を聞くと、前に憩の家があってここでやってくれたら助かる

のに、ずっと坂を下っていかなあかんねん、帰りは大変やねんというようなこともお話ししたよう

なことが記憶に残っているんです。なかなか、出前の投票所というような形まではいかないにして

も、そのときはやっぱり投票立会人の方のご負担、人数を増やさないかんとかそうしたことのご回

答もあったことを覚えているんですけれど、やはりこれもそれこそコンピューター化ですか、そう

いった形で、役所を離れていても駅前で設置したらできるというような状況が増えている中でもう

少し改善する余地は知恵としてはないのかなという、今時点ですぐは無理でも、こういう考えがあ

るというような形はありますか。

委員長（河合弘樹君）瀨野総務課長。

総務課長（瀨野裕三君）投票所の増設につきましては、過去から数々委員のほうからご要望といいます

か、ご意見を頂戴しているところは存じ上げているところでございます。

投票所は今11ございますが、これにつきましては人数あるいは面積といったところを勘案して今

の数値に落ち着いているというところもございまして、これ以上場所を増やしていくというのはち

ょっと難しいところはあるのかなというふうに考えてございますが、今後、熊取町の中がどういう

ふうなお住まいの分布になっていくのか、あるいは地域がどうなっていくのかというところに応じ

て変更というのは当然あろうかというふうに考えてございます。
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あと、もう一つご指摘をいただきました駅のほうでもできるのにもう少し拡充できないかという

趣旨のご質問でございますが、今、駅のほうの期日前投票所は、もともと駅下にぎわい館で住民票

等が出力できたという専用の回線がある分を自由通路のほうまで引っ張って、役場の期日前と駅で

の期日前が同じデータを見ることによって投票に来られる方の管理をしていると。これをばらばら

に管理するというのはやっぱり難しいところが現状でございます。通信回線等で全ての投票所をつ

なぐという設備が必要になってまいります。その部分については、理論的には可能なのかなという

ふうに考えるんですが、費用的なところ、いろいろかかってくると思います。そのあたりはまた研

究をしていく必要があろうかというふうに考えてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）もう少し古い質問で私もしていて、例えば熊取町は大学があるけれども、熊取町に

住民票を置いて投票権を持っている人というのはそんなにないからあれなんだけれど、例えば大阪

大学のキャンパスの中で投票所ができてますよとか、そういう例もご紹介したことが実はあります。

例えば熊取町で言えば万代のところへそういうものを持ってきてできないのかとか、そういったこ

ともやはりちょっと考えてほしいなという、これはご答弁は結構です。

なぜ実は今回もこういうことをやるかといいますと、来年、半年後統一地方選挙がございます。

我々町会議員も４年がたって新たな選挙ということになるんですが、実は令和２年８月26日議員全

員協議会の資料で町村選挙における選挙公営の拡大についてということになりまして、令和２年９

月議会、議案第68号でこれが実は可決されているんです。今までは、市議会議員の選挙であれば公

営部分がたくさんあるのに我々の選挙についてはほぼ自分の持ち出しと。選挙に出るんやから自分

でやりなさい、それは制度やったからそうやなと思っていたんですが、やっとこういう町村選挙に

おいても選挙公営、その代わり供託金制度を導入しますよということで、15万円供託金を出せば、

今まで選挙用の自動車だとかビラだとかポスターだとかそういうのはもう全部自費でやっていたや

つが、公営でやっていただけるという制度改正があるんです。それが初めて今回適用されるのが来

年４月の統一地方選挙なんです。これによって町負担がどうなるんかという資料も一緒につけてい

ただいているんですけれども……

委員長（河合弘樹君）ちょっといいですか。田中圭介委員。

委員（文野慎治君）ちょっと、今発言中やで。

委員長（河合弘樹君）ちょっといいですか。発言終わってからでいいですか。

委員（文野慎治君）いいですか。

委員長（河合弘樹君）はい。文野委員。

委員（文野慎治君）そこで、町議選挙に限っていえば、候補者が例えば16名として1,100万円ぐらい公

費が投入されるんです。やはりそういう意味合いの中でいえば、今私は議員をさせていただいてい

ますけれども、次はどうか分かりませんが、やはりそういう形で公費にのっとって選挙で選ばれま

す。そのときの例えば投票率が、今までずっと僕ら議員になっている間、投票率を向上しましょう、

選管としてはそれが仕事やからお願いしますよというような形でお願いしている部分が、公費を

1,100万円かけて選挙をやっていく中で投票率が過半数に満たないというふうな数字であれば、や

はり民意を反映して公金を使ってやるという形が、今まではそれで市レベルやったら全部公費なん

ですけれども、町議選についてもこうなるんだというときに、ずっと我々の自分たちの身分を決め

ていただける選挙投票率についてもっと多くの方が関心を持ってやっていただきたいという思いの

中でいろんな議員の立場でこういう質問をさせていただいていますので、選挙管理委員会も今、回

数については言っていただきましたけれども、やはり全国各地でそういう知恵を絞ってやっている

事例も何度か提案もさせていただいています。そういった意味合いの中で、選管の方々も公費負担

で議員を選ぶ選挙ですよということをもっとアピールしていただいてやっていただくのが、熊取町

のそういう民主主義を底上げして、それこそ関心を持っていただける一つの大きな今回、変わり目
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だと思うんで、あえてこういう質問をさせていただいているんですが、その点いかがですか。

委員長（河合弘樹君）瀨野総務課長。

総務課長（瀨野裕三君）いろいろなお話をいただきましてありがとうございます。

おっしゃられたとおり、来年の４月の統一地方選、町議会議員選挙から選挙公営の適用と。現在、

９月の議会のほうに単価の改正をかけさせていただいているという状況でございます。

ちょっと直接的になるかどうかはあれなんですけれども、これから統一地方選まで、11月の広報

からを考えておるのですが、選挙のコラム的なものを広報に載せさせていただいて、住民の皆様に

選挙とはこういうものだよと、皆さんに選挙に行っていただきたいということを豆知識、コラム的

なもので住民の方に周知を図ろうということで、今段取りをさせていただいているところです。地

道な活動にしかならないと思います。いきなりぽんと投票率が上がるというのはなかなか難しいと

ころはあろうかと思いますが、皆さんに選挙、その中で選挙公営というようなものもお知らせをし

ながらいろいろ取り組んでまいりたいと考えてございますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

委員長（河合弘樹君）木村総務部理事。

総務部理事（木村直義君）私ども選挙管理委員会事務局といたしましても、委員ご指摘のとおり、やは

り投票率の向上も以前からご指摘いただいているところでございまして、その辺は選挙管理委員会

の中でも議題とさせていただいてございました。

令和３年度につきましては、ちょっと小さいことではあるんですけれども、選挙啓発ののぼり旗

を作成したり、今年度の参議院選に当たりましては、いわゆる選挙公報じゃなくて選挙のお知らせ

というのがございます。そちらを、もともとタブロイド判みたいな新聞サイズでした。それをＡ４

判に変えましてカラー化をいたしまして、要は、委員もご存じのように、やはり投票率は10代、20

代、子育て世代の30代が全国的に低いというところがありますので、子育て世代の方にもお子さん

と一緒に投票所に来ていただけますよとか、そういうポイントを絞った形で、試行的ではあったか

もしれないんですけれども、そういったことでの投票率向上には取り組んでいると。今、課長が申

し上げましたように、今年度投票率の向上に向けてイベントを使っての啓発活動とか、そういった

ことにも取り組んでいきたいというふうに考えてございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）この半年がちょっと今までとは違う時期だということは共通認識として持てたと思

うんで、ぜひ今おっしゃっていただいた取組についても成果を上げるべく実施していただいてやっ

ていけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中圭介委員。

委員（田中圭介君）すみません。今、令和３年度決算の委員会の途中と思うんですが、意見・要望は委

員長のほうから後でするようにと言っているので、長い質問、要望は注意を入れていただくように

お願いいたします。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上巳生男議員。

委員（坂上巳生男君）先ほども決算書77ページに関わる町制施行70周年記念事業についての質問がござ

いましたが、私のほうからも町制施行70周年に関連して質問させていただきます。

どういった事業を行ったかということが成果の説明資料48ページにも書かれておりますが、決算

書77ページのところでは様々な項目で数字が出ております。総額として総合政策部所管分が3,847

万1,280円、都市整備部のほうは班の担当が違いますけれども、都市整備部の分、これは駅前の植

木の植樹のことかと思いますが、両方合わせても5,000万円余りですか。だから当初予定していた

予算の段階での町制施行70周年記念事業、たしか当初予算では8,500万円余りが計上されていたか

と思いますが、当初の予算額からすればかなり大幅に節約されているかと思うんです。その中には

結局中止になった事業もございますが、主にどういったところで70周年記念事業の歳出が大幅に節
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約されているのか、その辺をご説明願います。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）まず１点、くまとりＳＡＮＰＯ ＣＯＢＩＲＩの日スペシャルという名称

で予定しておりました事業、こちらが予算におきましては約2,900万円でございました。これが決

算においては約2,000万円ということで、900万円程度減額になっております。

もう一つは、くまとりだんじりミュージアムということで、もともとこちらは870万円程度を予

定しておりましたものが、決算としましては90万8,000円ということで大きく減額が生じておりま

す。

加えて、コンサートでございます。こちらにつきましては、ご存じのとおり実施年度を令和４年

度に繰延べした影響で当初の額からの減額が生じております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）コンサートは４年度に繰延べしたということで、決算書の数字の中にはコンサー

トが含まれていないということかと思いますが、コンサートの予算そのものは、当初予算と比べて

実際、令和４年度に実施したコンサート事業の予算というのは幾分かは圧縮されているんでしょう

か。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）大きく圧縮されております。もともと1,000万円の事業費を予定しており

ましたが、繰り越した補助金の金額というのは600万円でございます。要因といたしましては、自

主財源といいますかチケットの売上げ収入、こちらが大きくございましたので、執行段階において

しっかりと効果的に効率的に執行した、その成果であると考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

駅前の記念植樹の点につきましてはまた３班のほうでお尋ねしますが、全体としていろいろと住

民の反発といいますか、ちょっとお金を使い過ぎではないかというようないろんな声もございまし

たので、そういうものも一定考慮していただいたのかと思います。もちろん70周年記念事業そのも

のは大いにやるべき事業であったかと思いますけれども、コロナ禍の下でいろいろ工夫をしながら、

少しでも安く上げられるように節約していただいたという点は評価したいと思います。

それと、先ほども質問がございました別の項目ですが、75ページのシティプロモーションのとこ

ろで３世代近居等支援ということで59件ですか、１件当たり10万円の補助で590万円の決算の数字

が上がっているんです。この３世代近居等支援に関しては、新たに住宅を取得する方が対象であっ

たかと思います。その辺、もう一度どういう条件の支援であったのかご説明願えますか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）対象となる住宅の要件からご説明いたします。

まずは、贈与または相続により取得したものは除きます。借家も除きます。そういったところで

新築住宅または中古住宅、これをご購入いただくというのが対象となる住宅の要件となっておりま

す。

もう一つ大きな要件といたしまして、３世代の近居等を形成していただくというのがございます。

こちらにつきましては、親、子、孫いずれの方も基準日、これは１月１日現在なんですけれども、

１月１日現在において熊取町に住民登録をしていただく、こちらが条件の２つ目でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）もともと町内に住んでおった方の新たな住宅取得も含まれているかと思いますけ

れども、59件の補助対象となった方のうちで中古住宅を取得された方というのは分かりますか。
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委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）対象が59件のうち、中古は15件でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。中古住宅取得の方も15件含まれていたということで、町内に中古

住宅で空き家としてずっと売れずに残っているというか、そういうのも多数ございますので、そう

いう中古住宅の活用にも大いに役に立てばというふうに思っております。

これは、もともとは固定資産税の補助みたいな形だったものが現金10万円の補助に切り替わった

かと思うんですが、そういう理解でよろしかったですか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）補助ではなく固定資産税の課税免除でございます。ですので、歳出予算は

出てきておりませんでした。それが、令和３年度からは補助金に切り替えたことで歳出に出てきて

いるという状況でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）課税免除で実施していた場合と10万円を現物で補助するようになった場合とでは、

熊取町としての財政負担の比較はどうなりますか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）課税免除額を精緻に積み上げたものは今ないんですけれども、感覚的なも

ので申し訳ございません。そうしますと、以前の課税免除方式より補助金交付方式のほうが財政負

担は減っておるというふうに感じております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。私も何かそういう感じは受けておったんですが、３世代近居等支

援、転入促進策としても非常に有効な政策かなと思うんです。

ネットで調べたりしておりますと同じような政策、制度を行っている自治体が結構あるんですが、

これをもっと大胆に促進しようと思うと、もうちょっと補助金額を上げるとかそういうことも必要

かなという気もします。そういうことは現時点では考えておられませんか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）午前中にも答弁したとおり、今３年間の第３期のアクションプログラムに

基づいて転入・定住促進をやっております。その中で効果を検証した上で、その後どうあるべきか、

しっかりと考えてまいりたいと思っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

そうしましたらもう一点だけ、81ページの男女共同参画の事業ですが、決算の説明資料では７ペ

ージのところに男女共同参画の事業についての説明がございます。

まず、熊取町として男女共同参画を推進するというと、どうしてもここにあるような情報誌の発

行でありますとか、あるいは記念講演とかそういうことになってくるかと思うんですが、説明資料

７ページのところに書かれております男女共同参画講座「あなたらしく輝くために～明日から変え

てみよう！～」と、こういうテーマの講座が令和３年12月23日、ふれあいセンター４階研修室で行

われております。参加者が残念ながら16人と少ないようなんですが、このときは参加者を大きく制

限しておったんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）野原人権・女性活躍推進課長。

人権・女性活躍推進課長（野原孝美君）こちらの事業につきましては、参加者のほうは20名ということ
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で定員を決めさせていただいておりまして、16名の方にご参加いただいた状況となっております。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。コロナ感染の中であまり大勢に集まっていただくことはできない

ということで、講師の方、宮本由起代さんという方なんです。この方は、ここに肩書きは書かれて

おりますが、もうちょっとどういう方なのか説明いただけたらと思います。

委員長（河合弘樹君）野原人権・女性活躍推進課長。

人権・女性活躍推進課長（野原孝美君）こちらに書かせていただいておりますとおり、特定非営利活動

法人心のサポート・ステーション代表理事及び大阪心のサポートセンター代表とされまして、女性

からのＤＶ相談ですとか生きづらさとかいろんな問題につきまして、いろんなカウンセリングとか

相談を受けておられる先生になっております。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）どういう内容の講演だったのかということは私はちょっと分かりませんが、せっ

かくこういう講座を催して参加者にとってすばらしい内容であったとしても、定員が20名で参加者

16人ということであれば非常にもったいないといいますか、そういう感じを受けます。

コロナ禍の昨今の状況の下では、様々な講座がＺｏｏｍで開催されるとか、あるいは開催後何か

それをまたユーチューブで閲覧できるとか、いろんな形が工夫されているんですが、そういう工夫

というのは検討されておりますか。

委員長（河合弘樹君）野原人権・女性活躍推進課長。

人権・女性活躍推進課長（野原孝美君）こちらの講座につきましても、コロナ禍での開催ということも

ございましたので、開催できるかどうかということの懸念も当初から持っておりました。コロナで

もし開催ができないということであればウェブで配信するということも検討しておりましたけれど

も、12月23日に講座を開催することができましたので、今回は対面式の講座のみとさせていただき

ました。ウェブで配信する場合でしたら、それにプラスある一定の費用がかかってまいりますので、

今後はそういったことも検討しながら講座の計画を立てていきたいなというふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。今後の検討課題として、終了した後でもそれをウェブで閲覧でき

るという状態をつくっておくということが非常にいいかなと思います。

防災関連の講座なんかでも、私、防災士の資格を取得しましたが、当日講座に参加できなかった

場合でも後でウェブで閲覧できるというふうな防災の講座もございましたので、そういうことから

ちょっとお聞きしました。

私のほうからは、取りあえずその辺で一旦区切っておきます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）先ほど文野委員から投票率の話が出ました。言うまでもなく統一地方選、そのまた

１年未満に町長選もあるわけで、今年の参議院選、たしか熊取町は投票率52.ちょっとあったかな

と。町会議員の選挙が48％というのは少し物足らんなというふうに思います。

２つ質問があって、１つはこの12月に駅の西のロータリーが完成し、エレベーターホール、階段

等も完成するわけですけれども、次の統一地方選には現在の期日前投票の場所で投票はできるんで

すかというのが１点と、２つ目は、参議院選も衆議院選も町議選もそうですけれども、やはり投票

率の低いところへ何かリカバリーせなあかんなと。一番最新の９月の選挙人名簿の登録者数を見ま

すと、第１投票所は小谷とかつばさが丘のあるところですけれども、東小学校が投票所かな。

4,300人で一番多いんですけれども、ここはたしか前回の統一地方選のときは非常に低かったなと。

候補者がおるかおらないかによっても違うと思うんですけれども、例えばひまわりドームで期日前

投票を水、木、金でやるとか、そういうような柔軟な形というのは取れないんでしょうか。その２

つお願いします。
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委員長（河合弘樹君）瀨野総務課長。

総務課長（瀨野裕三君）２つ質問をいただいてございます。

まず、駅西が完成した後の自由通路での期日前投票所の設置は可能かということでございますが、

大変申し訳ございません。現在のところそのままできるというふうな前提で考えてございますが、

その辺はまだ調整のほうができておらない状況でございますので、早急に担当部署との調整を行い

たいというふうに考えてございます。

もう一つ、低い投票率の投票区に何らかの部分ということで、ひまわりドーム等ということでご

提案を頂戴したところでございます。そのあたりにつきましては、今のところ具体的な策というの

は考えてございませんが、今後、できることでありましたら選挙管理委員会のほうとも相談等をさ

せていただきながら、ひまわりドームのほうとも、もし可能ということであれば相談させていただ

きながら調整を進めていけたらなというふうに考えてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）検討した結果、いろんな理由で駄目だったというのはよく分かるんですけれども、

そういう情報分析をちゃんとして、取れる対策、取れない対策の選別をお願いしたいなと思います。

ちょっと感想で申し訳ないですけれども、参議院選の先日あった投票率より町議選の投票率のほ

うが低いというの、一番身近な選挙であるのにそれは何が原因やと思いますか。

委員長（河合弘樹君）木村総務部理事。

総務部理事（木村直義君）まず、投票率につきましては、先ほど文野委員からのご質問にもご答弁させ

てもらったんですけれども、本町だけでなく全国的に同じことなんですけれども、まず棄権の理由

というのが、選挙に全く関心がなかったというのが第一に出ております。それと、投票率の低い年

代で見ますと、先ほど申しましたようにやはり10代、20代、30代、子育て世代までは非常に投票率

が低いというところがございます。そういったところをターゲットにどう投票率を上げていくかと

いうところが、非常に今、我々選挙管理委員会としても頭を悩ませているところでございます。

国政選挙と町議選、なぜ低いかというところにつきましては、先ほど田中委員のほうからもあり

ましたように、地元から出ていないということも一因があるんじゃないかということも当然あろう

かと思いますし、全体的に低いというところでは、やはり選挙運動期間が短いというところもあっ

て、もう一つ、期日前というところの投票率が大きく影響してきているのかなと。私もまだちょっ

と経験もないのであまり具体的なところは申し上げられないんです。

いずれにいたしましても、そういった投票率が低いところをターゲットにどう投票率を上げてい

くか。先ほど来出ている期日前投票所を増やしてはどうなんだというところもございますけれども、

やはりここには人員的な体制、特に町議選、地方選になると短期決戦で一度に大量の人員体制が必

要になってくるというところもございますので、まずもって我々といたしましては、選挙を公正・

公平に適正に執行しなければならないので、むやみやたらにという言い方はちょっとあれなんです

けれども、投票所を増やすことによって選挙の投票に対するミスとか誤りがあっては、これはもう

取り返しのつかないことになります。そういったことも総合的に勘案しながら検討を進めてまいり

たいと、できることから進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）言っていることは分かります。統一地方選並びにその次の町長選、やはり一番身近

な選挙ですので間違いがあったらあかんということはよく分かるけれども、そのために挑戦しない、

また検討しないということでは駄目かなと思いますので、その点は先進事例もあると思いますし、

我々はほかの選挙で応援に行ったりしますけれど、期日前投票の時間が長かったりとか、市の場合

は１週間ありますので、うちらの５日間と全然違うんで、そこら辺の差は当然あると思います。い

ろいろ工夫しながらやっていますので、そこらは別に遠いところの資料として要求しているわけじ
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ゃなくて、例えば泉州とかそういうところで参考事例もあると思いますので、その点検討をよろし

くお願いしたいと思います。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中圭介委員。

委員（田中圭介君）75ページで、こっちでいうたら43ページのくまとりふるさと応援寄附事業のことで

お聞きしたいと思います。

謝礼品、これ返礼品ですね。返礼品メニューを850種類に拡充したと掲載しておりますが、４年

度はどれぐらいに増えたか教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）現在、順次増やしておるところでございます。850から年末に向けまして、

あとプラス100から150、場合によっては1,000に近づくぐらいの数字を目指して頑張っていきたい

と考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）それは、熊取町あるあるのタオルと何かの値段が変わるだけとかじゃなくて、商品

そのものが100から150ぐらい増えるということですか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）返礼品の内容、こちらも拡充していきたいと考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）そして、この下の寄附実績の4,489件７億8,000万円、すごい数字で、すごいなと思

うんですけれど、この4,489件の中で最も返礼品で一番人気があったベスト５ぐらいは分かります

か。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）一番人気がございましたのが泉州タオルとヘアドライヤーのセットでござ

います。あとは泉州タオルと美顔器のセット、こちらも人気のものでございます。あとはそれの組

合せの違いがございますので、主にはその２つでベスト５を占めておる状態でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）ありがとうございます。

この７億8,200万円割ることの件数で言うたら、平均なんですけれど17万4,311円と出てきたんで

すが、これ、かなり高額な返礼品と思われるんです。ヘアドライヤーと美顔器の寄附額で、どの寄

附額が一番多い寄附を頂いているんですか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）今申し上げたトップ５は寄附金額を基準にしたものでございますので、そ

ういった返礼品が上位を占めております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）具体的な金額を教えていただきたいんですけど。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）幾つかあるんですが、平均すると今申し上げたやつでいうと30万円程度の

寄附金額を設定しております。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）今はこれでいいと思うんですけれど、いつどこで総務省にこれはちょっとアウトや

と言われたときはどうするか、対応を取ろうと思っているんですか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。
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企画経営課長（近藤政則君）かねてからこちらもご質問をいろいろいただいております。地場産品であ

る例えば食べ物、あと、くまとりやもん⤴に代表される地域ブランド、こういったものを返礼品と

して採用できるように事業者の方に対しましていろいろとアプローチをかけております。こういっ

た地道な努力を継続して、一方で引き続き頑張っていきたいと考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）その食べ物というのは、どれか絞れているのがあれば教えていただきたいと思いま

す。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）絞れているというよりも、くまとりやもん⤴なんかで出ているものであっ

たりとか、最近も新たにオープンされたフルーツサンドのお店もございます。まずはそういった新

しいお店がオープンするという情報が入りましたら、私と担当者でもってその情報をしっかりとつ

かんだ上で、いわゆる足で稼ぐといいましょうか、そういった努力を続けているという状況でござ

います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）今出たフルーツサンド店の店主が言うていましたが、生クリームを使ったフルーツ

サンドを返礼品にできるわけがないやろうと。あれは冷凍すればいけるんですが、何もかも頼みに

行けばいいというものでもなくて、何もかもが送れるというものでもないと思うんです。その辺を、

これ新店舗やから言いに行ったらいけるやろうとかじゃなしに、ちゃんと考えてあげていただきた

いなと思うんですけれど、その辺どうですか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）決して事業者の方々にご迷惑をかけるという意図で行っているわけではご

ざいません。非常にメニューの数にしても内容にしてもなかなか不利な条件にある熊取町の中で、

少しでも返礼品に採用できて、ひいては熊取町の活性化につながるようなものを我々としましても

考えた上で行っております。そんな中で、確かに今おっしゃったように、内容によってはなかなか

地方発送等が難しいというご回答をいただいている事業者もいらっしゃいます。ですので、しっか

りそこは引き続き考えた上で、何でもかんでもというわけではございません。しっかり考えを持っ

てアプローチをしていきたいと考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）すみません。フルーツサンドを返礼品で隣の泉佐野市がふるさと納税でやっている

ところがあるんです。そういう瞬間的に冷凍ができるとかいうようなアドバイスをしてあげて、ふ

るさと納税に協力してくれないかというような言い方をしたらいいとは思うんですが、安易な感じ

でこれふるさと納税にどうですかでは、なかなか商売している人からしたら通用しないと思うんで

す。その辺どうお考えでしょうか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）そういった事業者の方々の声をしっかり受け止めて、引き続き頑張ってい

きたいと思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）決算書の87ページのところで教えてほしいんですけれど、税務一般事務経費のとこ

ろの家事予納金というのと弁護士委託料というのが前年度はなかったんですが、これについて説明

をお願いします。

委員長（河合弘樹君）松藤税務課長。
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税務課長（松藤茂孝君）それでは、まず家事予納金のほうから説明させていただきます。

家事予納金でなんですけれども、所有者死亡の固定資産につきましては、相続人不在として課税

を行うことができない状態になっておるものがございます。このような固定資産につきましては、

所有権移転による今後の税収確保の観点から財産の整理処分、債権整理を行う必要がありまして、

相続人不存在の納税義務者について相続財産管理人を選任するため、この経費を家庭裁判所に予納

金として納めるものでございます。

続きまして、弁護士の委託料ですが、この相続財産管理人を選任する際に弁護士を委任している

ものでございます。その経費として計上させていただきました。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）77ページの町政連絡事務事業、自治会の加入の関係なんですけれども、これは大林

議員から一般質問もあって、防犯灯の地区管理の分についての不公平の問題とか、言うまでもなく

ごみ、特に資源ごみの収集場所というんですか、そういうことを自治会が積極的にやっているとこ

ろが多いのでそういう問題、それから先ほど議論のあった防災関係、また福祉の関係、そういうこ

とに皆及んでくると思うんです。

ＫＰＩの資料を見ましたら、令和３年度についてはアンケートが去年の７月、８月に実施するた

め出ていないと書いているんですけれども、これ、出ましたかどうか教えていただけますか、まず。

委員長（河合弘樹君）奥村広報戦略課長。

広報戦略課長（奥村光男君）こちらの調査につきましては７月の町政事務連絡会でアンケートを依頼し

ておりまして、今現在、一応各自治会のほうからアンケートは来ているんですけれど、まだ最終集

計中というところでございますので、今現在まだ調査中というところでご理解のほどよろしくお願

いいたします。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）また出たら教えてください。

いろいろ自治会の加入というのは、私、４年度の予算のときにもちょっと話をしたんですけれど

も、町政連絡事務嘱託員制度というのはもう40年からやっていて、非常にうまくいっている部分も

あるんですけれども、現在はコミュニティの崩壊とか自治会に入らない人が出てきたり、それから

役員になる方がないとか抽せんで決めているとか、いろいろ自治会の運営に非常に地域では苦労さ

れているというふうに聞いていますし、我々も最近は議会報告会もないので細かくは聞いていない

んですけれども、そういうことで各自治会から困っているよという話は聞いているわけなんです。

３月の予算委員会のときに、今の町政連絡事務嘱託員制度というのは堅持しながら、やはり町の

ほうも何らかのアプローチとか、介入と言うたらちょっと言い方は悪いですけれども、アドバイス

なり、また補助というんですか、お金じゃなしに人的なノウハウの補助とかそういうことをやって

いかないと、ますます今新しくでは76.3％が下がっていく可能性が高い。それは周辺の市町、貝塚

市にしろ泉佐野市にしろ、うちより低い数字のようですので、そういう点では未来の姿が見えてき

ているのかなというふうに、それとは逆に福祉の面とか防災の面とか共助のあれで重要性がますま

す増しているということが反比例してあるわけなんです。

貝塚市は、この４月から各地区に担当の部長級、課長級、担当者レベルということで担当者を置

いて、積極的に働きかけて地域の悩みを聞いたり、それの対策を総合的に対応するようにしている

というようなことを聞いていますので、一遍ちょっと調べていただいて参考になれば、うちも取組

としては自治会の数はうんとうちのほうが少ないと思いますので、そういうことも参考にしながら

アプローチすべきかなと。以前は泉佐野市で自治会に加入したらごみ袋を補助しますよというよう

なこともやっていたみたいなんですけれども、あまり効果がなかったんかなというように聞いてい

るんです。そういう点で何か計画があるとか、そういうこと一遍調べてみるとかというご意見があ

ったら教えていただけますか。
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委員長（河合弘樹君）奥村広報戦略課長。

広報戦略課長（奥村光男君）貴重な意見ありがとうございます。

我々のほうも、例えば貝塚市の担当者制度でありますとか、あるいはごみ袋の支給であるとか、

そういった情報はつかんでいるところでございます。また、他の団体であれば、例えばデジタル化

への支援であるとか、それは金銭的にかかわらず、いわゆるアドバイスとかも含めての支援とかを

やっているところもちらほら出ているというようなところも聞いてございますので、そういったと

ころを踏まえた中で、自治会がどういうことを望んでいるのかというのもきっちり分析しながら、

どういった対応を取れるのかというのは今後も引き続きしっかり検討していきたいなというふうに

考えてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）職員数のことでお尋ねします。

いつも決算委員会の折には決算附属資料に基づいて質問しておりますが、決算附属資料の15ペー

ジのところで職員数のことが出ております。決算附属資料15ページの右下です。年度ごとの４月１

日現在の職員数、これは一般会計の分だけですけれども、これに関して、令和４年４月１日時点の

数字がどうなっているかということと、それと令和３年度と令和４年度、その２か年だけで結構で

すから、特別会計を含めた全職員数、全体の数字がどうなるか、それを教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）そうしましたら、まず一般会計でございます。令和３年度は、そちらにお示し

しているとおり正規職員の数は279名でございます。それが令和４年度の４月１日時点でいいます

と、一般会計は275名になっております。

また、全体の正職員数、令和３年度は４月１日時点で309名でございます。それが令和４年度の

４月１日時点は305名になっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）再任用職員の数も併せてお願いできますか。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）再任用職員に関しましては全体でご報告させていただきます。令和３年度は、

特に特別会計にはいらっしゃらなかったので、そこの16名が全体の数になります。令和４年度にな

りましたら全体の数で18名、１名が下水道の会計になっておりますので、一般会計でいいますと17

名と１名、計18名になっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

別の項目の質問にもございましたが、一般会計の職員数、ここに書かれております279名、令和

４年度ですと275名ですか、この数字の中には広域水道に派遣している３名分も含まれているとい

うことの理解でよろしいんですか。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）そのとおりでございます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）そうしましたら、これに関連して令和３年度中に採用された職員数及び令和３年

度中に退職した職員数というのはどうなっておりますか。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）令和３年度中に退職した数は17人でございます。それに対しまして令和３年度

の採用は、新規採用は10名になります。
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委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）令和３年度中の退職が17名、新規採用が10名ということですか。採用10名に対し

て退職が17名。17名の退職というとかなり多いと思いますが、17名の退職者中、定年退職以外の自

己都合とか早期退職というのはどれぐらいおられますか。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）すみません、ちょっと１年見る年度を間違えてございまして、令和３年度中、

末も含めまして退職した人数は20名でございます。そのうち定年退職は９名でございます。早期退

職が４名、残りが自己都合です。ただ、20名のうち２名は広域福祉課の入替えであったりとかしま

すので、先ほどの新規採用が10名と同じカウントでいきますと、純粋に退職といいましたら18名で

ございます。すみません。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

野津総合政策部理事。

総合政策部理事（野津 惠君）もうかなり時間がたったんですけれど、田中圭介委員から保安帽と防火

帽について、ライトのところの単価のご質問をいただいたところ、お答えできなかったんですけれ

ども、データが見つかりましたのでお答え申し上げます。

これ１灯で2,750円という単価でございました。

以上でございます。すみません、ありがとうございました。

委員長（河合弘樹君）以上で、一般会計歳入歳出決算、歳出のうち、第１班所管事項であります総合政

策部、総務部、会計課所管分についての質疑を終了いたします。

これをもって、第１班所管事項であります総合政策部、総務部、会計課所管分についての審査を

終了いたします。

第２班の説明員と交代するため、ただいまから15時10分まで休憩いたします。

──────────────────────────────────────────────

（「14時45分」から「15時09分」まで休憩）

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）休憩前に引き続き会議を開きます。

質問される委員の皆さんに、いま一度お願いいたします。

質問の要旨を簡潔に述べられますようお願いいたします。質疑は、ページ数と質問要旨を簡潔に

述べ、３問程度に区切って行ってください。意見・要望等につきましては、質疑終了後、時間を取

って承りますので、よろしくお願いいたします。

次に、一般会計歳入歳出決算、歳入のうち、第２班所管事項であります教育委員会事務局所管分

について、お手元の一般会計決算事項別明細書の区分に従い、質疑を承ります。質疑はありません

か。二見委員。

委員（二見裕子君）39ページのスクールサポートスタッフ配置事業費補助金、これ、出のほうにもある

んですが、主要施策のところにも15ページのほうにスクールサポートスタッフの配置、全小・中学

校、各校１名というふうにあるんですけれども、これ、令和２年度から配置されていると思うんで

すが、この辺について内容等お聞かせください。

委員長（河合弘樹君）三原学校教育課長。

学校教育課長（三原 順君）スクールサポートスタッフですけれども、令和２年度の途中から配置して

ございます。主な業務の内容といたしましては、今のコロナの感染症対策ということで学校内の消

毒作業というのを中心に業務していただいております。

令和２年度は途中からの配置ということで、募集しても応募が思うように進まなかったところが

あったんですが、令和３年度については年度当初から８名体制でスタートし、10月末で任用のほう
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は一旦区切ることになったんですけれども、うまく引き続き人が入れ替わることによって８名の体

制が３月末まで維持できたと、そういう状況にございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。10月末、一旦区切ってまた再度募集はされていたんだと思うんです

けれど、また同じ方がされたりとかもしているんですか。

委員長（河合弘樹君）三原学校教育課長。

学校教育課長（三原 順君）10月末で一旦任用が切れまして、11月に別の方にバトンタッチしたのがち

ょうど４人になります。残りの４人は、引き続き11月以降も継続任用という形になりました。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）これは府からお金を頂いてというところですが、先生の負担軽減というところで、

コロナのときにトイレ等消毒、清掃作業とあります。ほかの業務的には、ここには少し印刷業務と

か事務補助を行うというふうになっていますけれども、時間的にもたしか放課後というあたりの時

間帯ですか、ちょっと後ろの時間帯だったかなと思うんです。ほかにも何かお手伝い的なことはさ

れたりしているんですか。

委員長（河合弘樹君）三原学校教育課長。

学校教育課長（三原 順君）勤務時間については、お昼の２時から６時までの４時間の勤務でございま

す。業務としては、今、想定した印刷の手伝いとかというのは現場であまりないのかなというふう

に思いますけれども、例えば入学式の準備であったり、そういう式典関係の準備にお手伝いという

形で入ってもらっているのは聞いてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）これ、コロナの関係でスクールサポートスタッフとなったんですけれども、今後、

令和４年度以降も継続されて、もしかして先生の補助的な部分も兼ねてまだ継続というのは令和４

年度以降もあるんですか。

委員長（河合弘樹君）三原学校教育課長。

学校教育課長（三原 順君）スクールサポートスタッフに関してはコロナ関係がきっかけで補助金がで

きたような経過がありますので、令和４年度についても基本的には消毒作業を中心になってくるの

かなと思っております。

ただ、スクールサポートスタッフは法令等にも位置づけのある教員業務支援員という名称での決

まりというか定めがありますので、そこで想定されている、例えば今おっしゃっているような印刷

の事務であったり教員を直接的にサポートするような業務内容というのは、これから考えていかな

あかんのかなというふうに思っていますが、具体的にこの年度にこうしようというところはもう少

し検討が必要なのかなというふうには思っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）２時から６時の４時間で、消毒、清掃作業だけでなかなか校内全部だったらそれぐ

らいかかるのかなと思うんですけれども、その辺でせっかくスクールサポートとしてやっていただ

けているのであるならば、もう少し何か仕事というんですか、先生の補助と負担の軽減となるよう

なことに結びつけられたらいいのになというふうに思うんです。まだ今後ちょっと考えるという感

じですか。

委員長（河合弘樹君）三原学校教育課長。

学校教育課長（三原 順君）今の清掃、消毒作業に関しては、そこのスクールサポートスタッフが１人

で全て完結できているわけではない場合が多いです。そのはみ出たものに関しては学校の現場で先
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生方が残りの分を消毒しているというふうなところは聞いてございますので、例えば消毒作業とい

うのが一定めどがついて、消毒作業にそんなに時間をかけなくても済む、そういった状況になって

くれば、今、委員おっしゃるようなほかの業務も兼ね備えた形での任用というのは大いに考えられ

るのかなというふうに思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中圭介委員。

委員（田中圭介君）27ページの中家住宅使用料というものの内容を教えていただきたいんですけど。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）中家住宅の使用料につきましては、６件の有料の使用料でございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）これは一般の方でも借りられるんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）文化活動に限って一般の方はご利用していただけます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）ちなみに１回借りるので幾らかかりますか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）全体の母屋の使用の中の２分の１未満で３時間未満であれば500円、

ちょっとややこしいんですけれども、３時間以上になれば1,000円、母屋の２分の１以上３時間未

満で1,000円、３時間以上になれば2,000円になります。それと、庭というか庭園がございますので、

庭園の場合も３時間未満であれば1,000円、３時間以上であれば2,000円ということでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）いろいろと誓約書、細かいことがあると思うんですけれど、これ、全体的に中家を

借りることもできるんですか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）全体で借りるということができますので、例えば母屋が２分の１以上

で３時間以上が2,000円、庭園が３時間以上で2,000円ですので、１日となれば4,000円で借りるこ

とができます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）せっかくいい重要文化財なので、何かいろいろな活用、レンタルできるようなこと

があるのなら、すごくいい活用方法があればもっとにぎわいとかも取り戻せるかなと。なかなか令

和３年度はコロナでイベント開催が難しかったと思うんですけれど、また今後いろいろと思案して、

いい貸出しができるように期待しております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）３年度中に行った事業の中で、ＡＬＴ、学校図書館司書、それからＳＳＷ、これに

ついて教育委員会の評価・点検の中にも具体的に出ているんですけれども、ＡＬＴでは新たな取組

で各学年の現在の英検に匹敵するほどの……

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員、ページ数をお願いいたします。

委員（田中豊一君）ちょっと待ってくださいね。ちょっと再度、すみません。ほかの方でも。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）雑入のところで47ページと49ページですが、47ページのところの一番下のほうの
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公演入場料９万1,900円と49ページの住宅保証金実費徴収金16万2,560円、これについてご説明願え

ますか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）私のほうから公演入場料についてご説明いたします。

公演入場料につきましては、公民館の文化事業、中家住宅の文化事業の収入になります。公民館

の文化事業は、町民会館ホールにおいて３月20日日曜日に「林幸治郎劇団バラエティショウ」を開

催し、収入は７万4,000円でした。中家住宅におきましては「中家＠ほ～む寄席」を３月19日土曜

日に開催し、収入は１万7,900円でした。合計９万1,900円でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）もう一点、49ページの住宅保証金の分です。答弁願えますか。三原学校教育課長。

学校教育課長（三原 順君）住宅保証金の実費徴収金に関してですけれども、ＡＬＴが日本に来たとき

におうちを探すんです。そのおうちを探して契約する際に一旦お金を払うことになるんですけれど

も、そのお金を先にＡＬＴが支払うのに資金がないので一旦町から出させてもろうて、それで払っ

ていただく。その後、家賃の返ってくる分を一旦払うことになるので、それをまた返ってきたとき

に町のほうに収入として雑入で入れると、そういった流れになるかと思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

ＡＬＴの方には、この保証金については実質的な負担は発生していないということですか。

委員長（河合弘樹君）三原学校教育課長。

学校教育課長（三原 順君）この歳入で記載している住宅の保証金に関しては、ＡＬＴの自己負担とい

うのはないということでございます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）先ほどの質問、203ページ、ＡＬＴなんですけれども……

委員長（河合弘樹君）すみません、それは歳出になります。

委員（田中豊一君）すみません。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

以上で、一般会計歳入歳出決算、歳入のうち、第２班所管事項であります教育委員会事務局所管

分についての質疑を終了いたします。

次に、一般会計歳入歳出決算、歳出のうち、款 総務費、教育費に関し、第２班所管事項であり

ます教育委員会事務局所管分について、お手元の一般会計決算事項別明細書の区分に従い、質疑を

承ります。質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）すみません。

203ページ、真ん中のスクールソーシャルワーカー活用事業、たしか小学校４校と北中、北小で

１校ということで５名のスクールソーシャルワーカーが配置されていると思うんです。これについ

ての点検・評価については教育委員会の点検・評価の報告があった中に出ているんですけれども、

この配置によってどういう成果が出ているかというのを具体的に教えていただきたいんです。

委員長（河合弘樹君）松浪学校教育課参事。

学校教育課参事（松浪誠人君）子どもへの具体的に相談に乗ったりだとか不登校で困っている保護者の

方の相談であったり、若い先生方の子どもへの対応なりとかの相談に乗って、スムーズな解決に持

っていけるような助言、あるいは子育て支援課のほうへつないで要対協とも相談したりだとかで対

応に当たったりで、不登校なりの未然防止とかに努めているところです。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）私、南小学校で毎朝ここ４年間ぐらいずっと立って、朝、見守り活動しているんで
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すけれども、登校しにくい子どもたちのところに週に２回ぐらいＳＳＷの方が家を朝、訪問して、

遅まきながら８時半とか９時ぐらいに登校する子どもがおるんです。１人はなかなか大変かなと思

って見ているんですけれども、そのあたり、その子どもたちは学童へ行っているから掌握はしてい

ないんですけれども、学校とＳＳＷの役割分担、また心理士の方とか、あと福祉的な対応というん

ですか、そういうあたりはどういう役割分担をされているか、教えてください。

委員長（河合弘樹君）松浪学校教育課参事。

学校教育課参事（松浪誠人君）学校に行きにくい子どものケースでは、担任がその子どものいろんなケ

アをしたりというのが中心になるかと思うんですが、授業があったりだとかでなかなか家庭訪問し

にくいときに代わってＳＳＷが家庭訪問したりだとか、ケース会議したときには、そこで福祉的な

見立てであったり登校の状況やおうちの様子なんかを拾い上げてもらってうまく支援につなげられ

るように、それから、カウンセラーとかそちらのほうでは子どもの心理面やとか保護者のほうの心

理面等、その辺の相談に当たっているかと思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）ありがとうございます。いろいろ努力されているというのは私も現場の一部をのぞ

く中で、ある程度分かるんですけれども、いろいろ地域の方に聞きますと、やっぱりそういう子ど

もは家庭も福祉的に問題があったりとかということなんで、やっぱり複合的に対応しないと、ＳＳ

Ｗの方とか担任の方も当然２、30人の子どもたちの面倒を見る必要もあるので、なかなかしんどい

ところはあると思うんです。特に、ここ２年ぐらいはコロナの影響で休校になったりとか、なかな

か生活習慣として学校に定着しない子どもも以前よりは多いかなと思うんですけれども、そのあた

りＳＳＷの専門的な研修とか体験談のノウハウの伝達だとか、そういうのはどういうふうに研修と

かされているか教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）松浪学校教育課参事。

学校教育課参事（松浪誠人君）年12回、ＳＳＷを集めて研修会なり連絡会なりを行っています。そちら

のほうには大阪府のスーパーバイザーの方も一緒に入っていただいて、そのケースに当たっての助

言やとかご指導いただいて、その対応に当たっていろいろなご意見をいただいています。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）同じ203ページで、外国青年英語指導助手招致事業についてお尋ねします。

この取組については熊取町は非常に進んでいるということで、今回、３年度で英検相当の評価も

されて、国の平均よりは50％を超えるというか、その数字が出たということなんですけれども、目

標はどのあたりに置いておられたんかな。最初は国平均を目指すというようなことを予算を取ると

きには聞いたと思うんですけれども、今後どういうふうに進めていくのか教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）河井学校教育課参事。

学校教育課参事（河井 淳君）昨年度、英検ＩＢＡを実施しまして、結果については記載させていただ

いておるとおりです。今年度の結果が出ておりますが、今後もこの数値を維持できるような形で継

続していけたらということを今考えているところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）よその市町村と比較するわけではないんですけれども、国の平均以上取れていると

いうことで効果が非常にあるんかなと、英語に対する関心も高いんかなというふうに思うんです。

私の聞いているところでは、例えば箕面市なんかは３年生で英検３級の能力のある子どもたちが

70から80％あるというふうに聞いていますので、今以上になかなか高めていくというのは非常に難

しいと思うんですけれども、これからの国際化、それから関空が近い、それと将来の就労の関係と

かも含めて、小・中学校で英語に興味を持つというのは非常に大事なことかなと思います。その目
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標、今を維持するということですけれども、結果は結果なんですけれども、ＡＬＴの活用について

いろいろ工夫していただいて高めてもらうと。たしか２年か３年のときには、コロナの影響で入国

できないとかという関係で半年ぐらい遅れたりとかしたとは思うんですけれども、それの影響はな

いですか。

委員長（河合弘樹君）河井学校教育課参事。

学校教育課参事（河井 淳君）コロナの影響により、２名の入国が遅れました。その２名が去年の10月

まで入ることができなかったんですが、中学校のＡＬＴであったりとか小学校のまだ残っておった

ＡＬＴが入ることによって子どもたちの影響が出ないような形でできるだけ配置してきていますの

で、そこによる大きな影響をというのは感じていないところです。現場のほうからもそんな困った

というようなところとかは出てきていないかなというふうに感じております。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上昌史副委員長。

委員（坂上昌史君）207ページの小学校運営事業の学校図書館司書、これ中学校も図書館司書あるんで

すけれども、いつも聞いています。図書館司書を配置しての効果というか実績、あまり数字で出て

こないんですけれども、何か言えることはありますか。

委員長（河合弘樹君）松本学校教育課参事。

学校教育課参事（松本 歩君）お答えします。

まず、司書の配置の効果なんですけれども、図書の本であったり図書館運営の専門家が子どもた

ちが在校している時間にずっと学校にいてるということで、授業だけじゃなく授業以外の朝の時間、

全ての休憩時間、放課後と、児童・生徒が自分のタイミングで学校図書館に行ったときにいつでも

開館している状態、状況というのをつくれていることはまず大きいかなと思っております。

なお、貸出しの冊数を見ましても、10年前と比較しまして１人当たりの貸出冊数は1.3倍になっ

ています。司書が全校配置になりました平成13年と比較しても、その数は2.6倍というふうになっ

ております。

また、全国学力・学習状況調査、昨年度と今年を比較しまして平日の１日当たりの読書時間30分

以上というような質問に対しての回答が、小・中学校両方ともおよそ３％増と、平日に関して読書

する時間が少しずつ増えてきているのかなというふうな成果を見ております。

また、熊取図書館との連携によって司書の資質というんですか、その辺、専門性がさらに高まっ

ていることで、調べ学習に関しての貸出しのほうもこれはもうずっと右肩上がりというふうになっ

ている、そういう状況になっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上昌史副委員長。

委員（坂上昌史君）分かりました。

ここ数年、結構同じ内容で決算委員会でずっと聞いていて、初めてやっと数字を言っていただけ

たので、よかったなと思います。ここは実際に結果が出ているし、これをもっと数字でどんどん外

に発表していったらいいんじゃないかなと思うので、その辺はよろしくお願いいたします。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）先ほどスクールソーシャルワーカーの件で質問があったんですけれども、主要施策

のところの15ページにスクールソーシャルワーカーの配置ということで、熊取町は本当に早くから

スクールソーシャルワーカーを設置していただいて今、各小学校にいるというところで、年数であ

るとか異動であるとか、その辺のことというのはどのようになっていますか。

委員長（河合弘樹君）答弁を求めます。松浪学校教育課参事。

学校教育課参事（松浪誠人君）年数でしたか。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）配置されているスクールソーシャルワーカーがずっと固定で同じ小学校にいらっし

ゃるのかなというところで、保護者の方であったりとか子どもとのやり取りというので同じ方がず
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っと長くいてくださっているのかというところと、年数的にずっと同じところでいれるのかという

とこら辺も併せてどうでしょうか。

委員長（河合弘樹君）松浪学校教育課参事。

学校教育課参事（松浪誠人君）この春に大きくスクールソーシャルワーカーは異動になっています。そ

れまで長いこと同じ学校に配置されて勤務されている方も異動されてということになっています。

すみません。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。同じ方がずっといらっしゃると思っていたので、子どもとの関わり

の上では１年かそこらでやっぱり替わってしまうとというところもありました。なるべく複数年い

てくださることがいいのかなというふうに思ったので聞かせていただきました。

先ほど田中豊一委員のほうからも成果等と言われていましたけれども、課題解決に向けてスクー

ルソーシャルワーカーがもう本当にご尽力いただいているかなというふうに思うんです。実際、目

に見えて成果という言い方はおかしいですけれども、不登校の方が何とかその力を借りて出てこら

れるようになったりとかということとかの事例がありましたら少し紹介していただきたいなと思う

んです。いかがですか。

委員長（河合弘樹君）松浪学校教育課参事。

学校教育課参事（松浪誠人君）小学生でしたら、なかなか家から出にくい子どもについて家庭訪問に行

って粘り強く声かけし、出てきたところ着替えを手伝ったり、なかなか来にくいところであればま

ず学校の門で誰か先生と挨拶を交わすだとか、そういうところを突破口にしながら別室登校やとか

教室復帰にというふうにつなげられたらいいんですが、なかなかそういうとこら辺でスムーズにい

く子どももあれば、すぐに効果が現れない部分もあるんで、やっぱり粘り強い支援をしているとこ

ろかなと思います。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。田中豊一委員も見守りされていて、私も同じように見守りしていま

すけれど、やっぱりなかなか出にくい子どもは、同じ子どもがもう本当に時間内には来ていない子

ども、たまに時間内に登校されるという子どももいたりとかして、家庭のこともあるのかもしれな

いですけれども、そういう相談できる方が１人いらっしゃるかいらっしゃらないかで、やっぱり親

御さんの気持ちも子どもの気持ちも変わるのかなと思いますので、しっかりこれは本当に定着して

やっていただきたいなというふうに思っております。

その下の教育相談カウンセラーというところで、これも同じような形で臨床心理士に相談できる

というふうになっているかと思うんですけれども、文言のところで対応が必要と判断した案件とい

うふうに載っているんです。このあたり、臨床心理士は前は学校に週１回ぐらい来ていただいてい

たのかなと思うんですけれど、今、教育・子どもセンターで相談実施というふうになっているんで

す。前、直接保健室か何かで子どもと一緒に教育相談カウンセラーの方が週１回来られていたかな

と思うんですけれど、今そういうふうにはなっていないんですか。

委員長（河合弘樹君）松浪学校教育課参事。

学校教育課参事（松浪誠人君）週に１回学校に来られているのは、府のスクールカウンセラーの事業の

方が小学校の校区で１人というふうに配置されて、その子どもは多分、保健室のスクールカウンセ

ラーのほうの利用かなと思います。こちらのほうは教育・子どもセンターでコーディネーターを窓

口にしながら臨床心理士につないでという、またちょっと別の方になるかなと思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）町内で実際、相談件数というのがどれぐらいあるのかというのをお聞かせ願えます

か。
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委員長（河合弘樹君）松浪学校教育課参事。

学校教育課参事（松浪誠人君）教育・子どもセンターで行っている延べ人数で全部で1,043人、実人数

で911名です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。様々な課題のご相談があるということで、数を聞いてちょっとびっ

くりしたんですけれども、やはりそれぐらいいろいろ相談される方がたくさんいるということで、

臨床心理士の設置というのは本当にありがたいかなというふうに思っておりますので、今後ともよ

ろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中圭介委員。

委員（田中圭介君）主要施策の13ページの小学校給食事業で、新規、町任用の学校栄養士１名を配置と

書かれているんですが、内容を教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。

学校教育課参事（伊東浩一君）こちらのほうは学校栄養士の給料ということになっていまして、特に中

央小で配置した任用職員ということでなっております。学校栄養士を全部で４名配置しておる中、

町の栄養士で配置ということになっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）中央小以外の４名の方は町任用ではないということですか。

委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。

学校教育課参事（伊東浩一君）府のほうで配置ということになっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）そしたら、今回なぜ町任用を新たに取り入れたのか教えてもらえますか。

委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。

学校教育課参事（伊東浩一君）まず、学校栄養士が町全体で少なくとも４名必要ということで、８校あ

りますので４名を配置すると。その中で、標準法で５月１日現在で児童・生徒550人以上が府のほ

うでプラスアルファで配置されるということになっておりまして、もともとは550人未満の学校は

４校に１人、550人以上の学校は１校に１人という基準になっております。それらを合わせますと

合計３名、府配置ということになっておりますので、全体で４名必要であることから１名、町のほ

うで配置しております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）それは管理栄養士なんでしょうか、それとも栄養士なんですか。

委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。

学校教育課参事（伊東浩一君）町配置のほうは栄養士です。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）そしたら、府で配置していただいている４名の方は管理栄養士なんですか。

委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。

学校教育課参事（伊東浩一君）全て栄養士となっております。管理栄養士ではございません。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）分かりました。

その２つ下にあります新規、生ごみ処理機導入と書かれていますが、この処理機の価格を教えて

いただけますか。
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委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。

学校教育課参事（伊東浩一君）税込みで、全て設置を込みで132万円となっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）これ今、中央小学校だけの設置と思うんですけれど、今後ほかの小学校や中学校も

設置していく予定ですか。

委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。

学校教育課参事（伊東浩一君）今年度、ほかの４校も含めて全小学校で設置する予定としております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）中学校のほうは予定はあるんですか。

委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。

学校教育課参事（伊東浩一君）中学校のほうは予定してございません。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）生ごみ処理機というのは、余った給食を処理機の中に入れてどういうふうな感じに

なるんですか。

委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。

学校教育課参事（伊東浩一君）処理機の中にまず生ごみを入れまして、電気で自動的に攪拌されていま

して、もともとそれを分解する微生物とかがかなりたくさんいまして、丸１日たてば見かけ上は食

材が全て分解されているような状態で、それが食材残渣なんですが、それが最終的には９割ほど減

るということで、それが積もり積もりますと、例えば学級菜園とかそういう堆肥のような扱いも可

能となっております。そういうリサイクルが可能ということで、こういう処理機を導入しているも

のでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）ということは、処理機の中にだんだんためていくという形なんですか。

委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。

学校教育課参事（伊東浩一君）そうです。処理機の中に生ごみをどんどん入れまして、おおよそ月に１

回か２回程度、処理機がいっぱいになってきますので、そちらを一旦ビニール袋とかで密閉しまし

て倉庫とかに保管しておいて、学級菜園とかで必要なときにあらかじめ土と混ぜ込んで、そうやっ

てリサイクルといいますか、堆肥として活用するものでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）それは、あまり臭いとかというのは出ないようになっているんですか。

委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。

学校教育課参事（伊東浩一君）臭いは、やはり生ごみを入れる量、特に水分過多になるとちょっとヘド

ロ状になったり腐敗がかってしまうので、その辺、中の混ざっている状態を見て入れる量を加減し

て、できるだけこういう状態で混ぜ合わせてくださいねということで、その辺は調理員等にお願い

して、それで良質な堆肥として活用できるというふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）通常時のメンテナンスというか、掃除とかというのはどういうふうにしているんで

すか。

委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。
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学校教育課参事（伊東浩一君）特段、槽内の掃除というのは不要でして、毎日、残渣の状態を蓋を開け

て、当然生ごみを入れるということなので状態は確認できるんですが、特段、内部の掃除とかその

辺は不要です。外側で生ごみとかのごみがたまたま入れるときに失敗して付着したりとか、そうい

うのは当然ふき取ってハエとか寄らないようにとかそういう配慮はしますが、特段、内部で何かし

ら掃除をしないといけないとかそういうわけではございません。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）分かりました。

そしたら、そこの下のほうに牛乳保冷庫とあるんですが、これはパックになったから保冷庫を新

しく更新したということですか。

委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。

学校教育課参事（伊東浩一君）こちらのほうは、パックになったから更新したというわけではございま

せんでして、実は設置が平成15年ということになっておりまして、更新から18年ほど経過して老朽

化による更新ということで替えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）215ページ、小学校就学援助事業のところですが、225ページには中学校の就学援

助事業が出てまいります。この就学援助の扶助費、令和３年度決算では1,542万6,398円となってお

ります。中学校のほうは1,605万2,866円となっておりますが、これは令和２年度の分と比較すると、

小学校の就学援助の費用も中学校の就学援助の費用もかなり減っております。令和２年度の決算で

は小学校の就学援助が2,030万円でした。中学校の就学援助は令和２年度2,079万円でした。それぞ

れかなりの率で減っております。

令和２年度の段階で既に令和元年度に比べて減っておったんですが、そのときにも多分、決算委

員会で聞いたと思いますが、令和２年度の就学援助の費用が減った理由というのは、学校給食無償

化というのがあって、就学援助費の中の学校給食費に相当する分が必要なくなっているので、学校

給食無償化でそこで補塡しておりますので、就学援助のほうで援助する必要はないということにな

って、令和２年度の段階で大幅に就学援助の費用が減りました。

令和２年度、コロナ対策で１年を通して学校給食無償化を実施したわけですが、令和３年度は当

初は半年間の学校給食無償化でしたが、議会での要望といいますか、延長すべしというふうなこと

もあって、結局最終的には延長延長で年間を通して学校給食無償化が行われましたというふうに記

憶しております。ですから、学校給食無償化という点では令和２年度、令和３年度、年間通しで実

施されたかと思うんですが、もちろん令和２年度は学校が休業になってしまった期間もありますけ

れども、令和２年度との比較で令和３年度の就学援助費が大幅に減少している理由は何なんでしょ

うか、ご説明願えますか。

委員長（河合弘樹君）三原学校教育課長。

学校教育課長（三原 順君）令和２年度についてなんですけれども、５月までの２か月間は学校一斉休

業となっておりました。もちろんこの２か月間給食はなかったんですけれども、ただ一方で、一斉

休校となっている期間中でも給食費相当分については就学援助として支給をすると、そういうふう

に判断をいたしまして、この２か月分に関しては給食費相当分を支給したので、その分が乗った形

での決算額になっています。

令和３年度は一斉休校がございませんでしたので、その分が必要なくなったということで、小学

校の就学援助で400万円程度、中学校の就学援助で270万円程度、支援教育奨励費の補助も若干あり

ますけれども、それらを含めて合計で700万円程度令和２年度よりも低い額になっていると、そう

いう状況でございます。

以上です。
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委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。令和２年度は学校休業期間中の分の給食費相当分を就学援助費で

払っていたということですね。そういう点で理解いたしましたが、こういった学校給食無償化で就

学援助の数字が大きく変動したりするのを見ておりまして、就学援助の中に占める給食費の補助と

いいますか、その割合というのはかなり大きいように思うんです。就学援助の中で学校給食費相当

分を占める割合というのはどれぐらいになっているんですか。

委員長（河合弘樹君）三原学校教育課長。

学校教育課長（三原 順君）すみません、少しだけお時間いただいて大丈夫ですか。申し訳ないです。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）後ほどで結構です。

そしたら、別の項目でお聞きしてよろしいでしょうか。

207ページの先ほども学校図書館司書についての質問がございましたが、熊取町は早くから学校

図書館司書の全校配置をしていただいて、先ほどの答弁でも10年前、あるいは学校図書館司書全校

配置の頃と比べて大きく貸出冊数が増えているということで、学校図書館司書配置の効果が貸出冊

数の増加という点で一定示されているわけです。

学校図書館司書の報酬、これは報酬と書いておりますが、会計年度任用職員の分の給料かと思い

ます。学校図書館司書の令和３年度分の報酬額、これが令和２年度の分と比べて若干減少しておる

んですけれども、例えば207ページの小学校の学校図書館司書ですと、小学校５校ですから５人分

だと思うんですが766万2,098円、令和２年度の分が801万5,125円となっておりました。一定額減少

しております。

中学校の学校図書館司書の数字を見ましても、決算額は365万470円、令和２年度が390万3,480円

ということで、もちろん学校の開校している日といいますか、学校図書館司書が実際に勤務する日

数の違いとかいうことはあろうかと思うんですが、令和２年度はむしろ休校していた時期がありま

したよね。それに対して令和３年度は学校休業期間はなかったかと思うんですが、学校図書館司書

の人数が変わっていないにもかかわらず、特段条件が変わったということもないかと思うんですが、

報酬の総額が減少ぎみになっているのはどういう事情によるものでしょうか。

委員長（河合弘樹君）三原学校教育課長。

学校教育課長（三原 順君）令和２年度につきましては、小学校のほうで司書の配置が全校、年度途中

までやったと思うんですけれども、全校配置ができていなかったと思います。応募に応じて年度途

中から５校そろっていたように記憶しておりまして、その差じゃないかなというふうに考えており

ます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）そうしますと、令和３年度は年度途中まで配置されていなかった学校があったと

いうことですか。

委員長（河合弘樹君）松本学校教育課参事。

学校教育課参事（松本 歩君）お答えします。

令和２年度が途中まで、５月まで小学校で１人配置できていない状況でしたが、それ以降は全校

配置できておる状況です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）それでしたら余計おかしなことになると思うんです。令和２年度のほうが学校図

書館司書の報酬額が多いという、決算書を令和２年度と比べたら学校図書館司書の報酬の総額が減

っているというふうに私、見たんですが、間違いでしょうか。

委員長（河合弘樹君）三原学校教育課長。

学校教育課長（三原 順君）すみません、ちょっとこちらも勘違いしておりました。訂正させていただ
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きます。少しお時間いただきたいと思います。申し訳ありません。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

学校図書館司書の数というのは小学校５校ですから５名分ですよね。単純に５で割ったとしても

１人当たり150万円余りですか。150万円程度しかない、そういうお給料ですよね。学校図書館司書、

長期の休みがありますから一般の職員とはまた事情が違うでしょうけれども、非常に重要な役割を

果たしていただいている学校図書館司書であるかと思うんですが、介助員の方も同様でありますけ

れども、たしか時間給であったかと思うんです。時間給でお幾らですか。

委員長（河合弘樹君）松本学校教育課参事。

学校教育課参事（松本 歩君）学校図書館司書の時間給なんですけれども、経験年数によって異なって

おります。１年目の方は時間給1,062円、２年目の方で1,072円、３年目以降の方は1,080円となっ

ております。令和２年度の採用の方は1,062円の方が多くて、それ以降、経験が増えていっており

ますので、1,072円等と上がっていっているという状況になっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）経験年数によって若干差をつけることになったのは比較的最近のことですか。

委員長（河合弘樹君）松本学校教育課参事。

学校教育課参事（松本 歩君）会計年度任用職員という形で採用して以降です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）経験年数によって若干差をつけるという、それは一般の民間企業の非正規職員、

アルバイト等でも経験による加算というのがあったりするぐらいですから、それはそれで必要かと

思いますけれども、もともとの基本の賃金、単価が非常に安いというふうに感じます。

介助員のほうもほぼ多分同じような金額かと思いますけれども、この辺は、学校図書館司書の１

時間当たりの単価というのは大体どこの自治体でも似たような数字ですか。

委員長（河合弘樹君）橘人事課長。

人事課長（橘 和彦君）令和２年度から会計年度任用職員制度に移行する段階で、まず令和元年度の賃

金との比較をもってやっております。また、他団体でも同じ金額かどうかというのはそれぞれちょ

っとばらばらであります。もともと本町で採用したときの時間給をベースに、会計年度移行のとき

にそれぞれ３号給まで昇給することも含めて制度設計しておりますので、全く他団体も同じ金額と

いうわけではございません。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）こういった職種であっても安定的な正職員として採用されるのが一番理想的だと

思いますけれども、仮に非正規の会計年度任用職員であったとしても学校図書館司書というのは言

わば専門職ですから、もっと時間単価でも優遇してしかるべきではないかなというふうに思います。

近隣の状況などもちゃんと調べていただいて、それを上回る賃金、お給料を出せるように検討して

いただきたいなというふうには思います。

私の質問はそれぐらいにしておきます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中圭介委員。

委員（田中圭介君）主要施策14ページの中学校維持管理事業の③番です。正門センサーとその後の録画

機増設修繕業務（熊中）とあるんですけれど、この内容を教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。

学校教育課参事（伊東浩一君）熊取中学校の録画機とセンサーの取付けということで、職員室と校門の

距離が離れているということで、職員室のほうから校門を直接目視できないということで、センサ

ーと録画機能を付加して補うということです。学校で何かしら不審者とかの侵入があった場合、対
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応が遅れるという可能性がありますので、学校の安全性をより高めるために録画機とセンサーを取

り付けたというものでございます。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）この録画機は私がちょっと要望したものなんですけれど、録画機増設となっている

んです。これ、新設ではないんですか。

委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。

学校教育課参事（伊東浩一君）委員おっしゃるとおり、新設でございます。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）ということは、まだ１台ということですね。

委員長（河合弘樹君）伊東学校教育課参事。

学校教育課参事（伊東浩一君）おっしゃるとおり、１台でございます。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）分かりました。そしたら続いていかせていただきます。

主要施策19ページの熊取交流センター運営事業のくまとりイルミネーションナイトの実施につい

てお聞きしたいんですが、イルミネーションナイトというのは煉瓦館自体をイルミネーションして

いることなのか、まだ中でイルミネーションのイベントをしているのか、お聞かせください。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）煉瓦館のイルミネーションにつきましては、煉瓦館の外の外壁と、中

庭があるんですけれども、中庭もＬＥＤでイルミネーションで飾っているというものでございます。

それと煉瓦館の樹木がございますが、外の樹木です。それもＬＥＤで飾っているというものでござ

います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）昔からやっている中庭で、ベンチの後ろがハート型のやつもまだ中で置いていると

いう感じですか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）ハート型のイルミネーションにつきましても中のほうで置いて、ちょ

っと管理上の問題がございまして、以前、壊されたりとかそういったこともございましたので、中

のほうで設置しております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）あれをぜひ駅前のほうに置いていただくとかという考えはないんですか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）以前も質問の中で駅前でということをお聞きしまして、担当課ともち

ょっと話はしたんですが、やはりいたずらをされたりとか管理上の問題があるということで難しい

というふうに回答いただいております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）そこは防犯カメラというものがあると思うんで、ぜひとも駅前でバス待ちの方とか

写真を撮っていただくような形で利用していただくほうが、煉瓦館の中庭に置いていてもなかなか

誰も目に留まることもないし、もったいないなと。多少それはいたずらする方がおられるかもしれ

ませんけれど、駅前やったら人の目というのがありますので、逆にそれは少ないかなと個人的に思

うんです。ぜひ前向きに検討していただきたいなと思いますが、どうでしょうか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）再度、担当のほうと協議させていただきます。
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以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）先ほども出ていました学校図書館司書の件なんですけれど、小学校は207ページ、

中学校は217ページなんです。点検・評価のところを見ますと、図書館の充実・活用するためのモ

デル校事業、大阪府の助成か、また府の指導、助言かも含めてこのモデル事業、たしか北中、北小

でやられたと聞いたんですけれども、その成果がどういうふうに活用されたのか教えていただけま

すか。

委員長（河合弘樹君）松本学校教育課参事。

学校教育課参事（松本 歩君）学校公開の場に司書も一緒に参加させていただいたり、また、同じ日に

参加できなかった場合、別日に同じような授業を参観する機会というのを学校に設けていただいて、

全ての司書、あと図書館の司書も参加させていただきました。その後、司書連絡会、司書の集まり

のほうで実際その見学したものを使って自分の学校での授業もしくは図書館の運営のほうにどう生

かしていくかというふうなことをカンバセーションして会話して協議して、そしてそれぞれの学校

で学んだことを生かしていくということをさせてもらっています。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）これは大阪府の指導も入って、またお金の面でも援助があったのでしょうか。それ

と、あと成果品みたいなものがあれば教えていただけますか、報告書なり。

委員長（河合弘樹君）林教育委員会事務局理事。

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）図書のモデル校事業につきましては、委員おっしゃってくださ

っているとおり府の事業でして、特に何か予算がついているわけではないです。加配の教員がつい

ておって、その教員が中心に図書の調べ学習等を通じて子どもたちの学力、あと主体的に学ぶ態度

を育成していくということになります。

特に成果物、何か冊子になったものがあるわけではないんですが、府のホームページのところに

モデル校の実践事例というものがありまして、そこに例えば昨年であれば北中学、２年前であれば

北小学校、北中学の２校の実践事例がホームページにアップされているかと思います。

当然、町の中でもしっかり図書を使いながら学力を向上している学校の取組ですので、学校公開

にも司書のみならず、各学校の学力を推進していく教員にも公開授業に参加していただいて、学校

の取組を聞いていただいているというようなことも行っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）以前、２か年で西小学校で食育の関係のモデル校になって、これは若干のお金も出

て、それでほかの学校とも連携して食育の方法なり、またコロナのときやったんで発表会とかでき

なかったとかとちらっと聞いたんですけれども、成果についても大阪府のほうで冊子が出ていて、

それは私も頂いて説明も受けたことがあるんです。それもホームページしか載っていないというこ

とですか。

委員長（河合弘樹君）林教育委員会事務局理事。

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）府の事業の中で、できるだけモデル校ですので、府のほうとし

てもこの学校の取組を府下に広めたいというようなところで、教科の中の実践事例をホームページ

にアップされていると。成果の普及については、その方法で府のほうでやられているということを

聞いております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中圭介君）ホームページのどこに載っているかまた教えてもらって、私もちょっと見てみたい

と思います。
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それと、関連してですけれども、学校図書館司書の配置の今後の課題・方向性ということの中で、

たしか本年度取り組んでおられる子どもの読書活動推進計画の中にも位置づけされていたと思うん

です。蔵書管理システムの導入ということで、夏休み中に中心的にバーコードの読み込みだとかそ

ういうデータ整理をすると聞いていたんですけれど、進捗が分かれば教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）松本学校教育課参事。

学校教育課参事（松本 歩君）夏休みが終わるまでに全ての学校でバーコードの登録は終わっておりま

す。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）そしたら、読み込みが終わったということで、運用については５年度ぐらいからの

予定なんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）松本学校教育課参事。

学校教育課参事（松本 歩君）運用につきましても、実際に一番使うのは司書ですので、司書連絡会等

で司書との話を進めながら、できるだけ早く開始していきたいなというふうにして今協議しておる

ところです。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）司書がそのデータを使って、相互に各小・中学校の蔵書についてのチェックもでき

ると。今までやったら経験値でやっていたものがデータ化されるということで非常に有意義なんで

すけれども、同時に貸出しについて、今カードで、カードと言うても逆ブラウンというやり方で書

いてやっているやつが、今度は熊取図書館のようにカード化されるというようなことがあると思う

んです。それのめどというのは立っていますか。

委員長（河合弘樹君）松本学校教育課参事。

学校教育課参事（松本 歩君）熊取図書館でやっているように１人１つずつのカードというやり方がい

いかどうかというのも含めて今協議しております。子どもが持っておりますと校内で落としてしま

ったり紛失してしまったり、もしくは破損してしまったりというのも考えられますので、個々の個

人情報は抜いた情報というのを一括で図書室に管理しておいて、一つ想定しておりますのが、例え

ば子どもが本を持ってカウンターに来たと。何年何組の誰々ですと言ったら、いわゆるＱＲコード

になっておりますのでピッとして、本のバーコードをピッとすることで借りられるというふうな形

を想定しております。今後また、よりスムーズな方法を研究してまいりたいなと思っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）せっかくデータ化されるんで、確かに子どもが落としたりとか、またそれが外部に

出たら都合よくないので、学校図書館のほうで管理されるというのもいいことやと思う。そのあた

り、この件については非常に遅れていますので、早い運用についてお願いしたいと思います。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）主要施策の13ページのところに教師用デジタル教科書の導入ということで、先生の

デジタル教科書を導入することによって分かりやすい授業というふうにあるんです。これの今現在

活用をしていると思うんですが、どんなふうにされているか教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）桝屋学校教育課参事。

学校教育課参事（桝屋知佳君）お答えいたします。

指導者用デジタル教科書につきましては、昨年度から町内で導入ということで各小・中学校で導

入しております。小学校については、３年生から６年生の理科と５、６年生の社会で導入というこ

とです。中学校につきましては、１から３年生の理科と、また社会の地理と歴史で導入しておりま

す。例えば理科でありますと、実験前に留意点などを確認して実験を行う。実験した後には、その

活動を振り返るために実験動画で確認するといったような活用の仕方をしております。

学校のほうからは、資料だけでなく動画を活用することによって子どもたちの興味、関心を引い
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た分かりやすい授業づくりをしやすいということで聞いております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）これ、その動画とかは各子どもたちのタブレットで見るという感じですか。それと

も大型のテレビを設置したことによってそちらで見るんですか。どちらですか。

委員長（河合弘樹君）桝屋学校教育課参事。

学校教育課参事（桝屋知佳君）この事業につきましては指導者用ということで、教科書紙面を担任のタ

ブレットからモニターのほうに写し出すといった活用をしています。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

小・中学校で子どものデジタル教科書というところの導入についてなんですが、田尻町ではもう

既にデジタル教科書を導入していて、子どもがタブレットの中で見ながら学習、私たちも教育セン

ターが新しくできたので見せてもらいに行ったんですが、すごく見ていて楽しいなというような、

教科書であったりとか計算のドリルであったりとかというふうにあったんですけれども、その辺は

町としてはどんなふうに考えていますか。

委員長（河合弘樹君）桝屋学校教育課参事。

学校教育課参事（桝屋知佳君）今後も学校現場からの回答を参考にしながら、導入できるところで導入

については考えていきたいなというふうに思っております。

また、文部科学省のデジタル教科書実証事業もございますので、そのあたりも注視しながら今後

の導入を考えていきたいと思っています。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。今すぐ言ってというところではというふうに思うんですけれど、あ

ともう一点、支援を必要とする子どもにとってはデジタルで見ていくという教え方というんですか、

自分の手元のタブレットで見ていくというのも有効的かなと思うんです。そのあたりはどういうふ

うにされているんですか。導入されているのかされていないのか、どうですか。

委員長（河合弘樹君）松本学校教育課参事。

学校教育課参事（松本 歩君）デジタル教科書に関しましては、支援の要る子、要らない子、そんなの

関係なく皆さんに入っております。支援の要る子の声とかも時々聞くんですけれども、やっぱり支

援学級のほうで何回も見られる、気兼ねなく見られるというところは、すごく安心して授業に活用

できるという子ども自身の声も、先生の声もそのように同じような声を聞いておりますので、とて

も有効かなというふうにして捉えています。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）ということは、支援のほうは使っているということでいいということですか。分か

りました。個々のそれぞれの状況があると思いますので、なかなか支援の子どもについてはあれか

なと思うんです。

全体で田尻町みたいな小さな町であると一気に導入というふうになるのかなと思うんですけれど、

熊取町においてはなかなかそこまで、じゃ紙の教科書はどうするんやという問題、ちょっと文部科

学省に載っていたんですけれども、全部が全部デジタルにというところではなかなか難しいところ

があるかなというふうに思うんです。デジタル化というところを含めてしっかりと検討して進めて

いっていただければなというふうに思います。

すみません。もう一項目いかせてもらいます。

主要施策の15ページのところに学習支援ボランティアの派遣ということで載っています。令和２
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年度のときは登録人数62人で派遣した回数が626回というふうに載っていまして、今年度登録人数

57人で派遣した回数が延べ377回というふうにあるんですけれども、このあたり、去年度と今年度

と回数は減っているんですが、これはどのようなことになっているんですか。

委員長（河合弘樹君）河井学校教育課参事。

学校教育課参事（河井 淳君）57名の登録のうち大学生が52名おります。大学の意向等もありまして、

大学が活動を自粛するという期間が入ってきたという影響の中で、学校のほうの活動との整合を取

る中で自粛したという期間がその前の年よりも少し多かったという中で、回数としては少し減った

かなというふうに思っております。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。大学のほうの意向ということでということですね。

それと、学習支援ボランティアというのは主に57名中52名ということで大学生がほとんどかなと

いうふうに思うんですけれども、実際、学校の現場をボランティアであっても体験するということ

で、やっぱり教師を目指している学生がほとんどかなというふうに思うんです。そのあたりでちょ

っと数をつかんでいるかどうかはあれですけれども、ここから教師になったよとかという声を聞い

たりとか、その辺は。今なかなか学校の先生に、私の友人の子どもも、ボランティアに行ったわ、

現場を見たらやっぱり先生になるのをやめたという場合も本当によく聞くので、せっかく熊取町と

して学習支援ボランティアを迎え入れていて、現場を見たときに大変過ぎて、もう先生はとなった

らすごく悲しいなと思ったんです。

実際、子どもたちのために学習支援というふうになっていますけれど、やはり今、教員の成り手

不足というところで、学習支援のボランティアで来てくださった大学生をいかに学校の先生にして

いただけるかというのはちょっと町としても取り組んでいただきたいかなというふうに思うんです。

実際、先生になった方とかの声をお聞きしたりしますか。どうですか。

委員長（河合弘樹君）河井学校教育課参事。

学校教育課参事（河井 淳君）実際にどれぐらいの数の方が教員になられたかという把握はできていな

いというのが現状です。ただ、そこに登録する時点でやっぱり学校の先生になりたいであるとか、

逆に学習支援ボランティアになる前に教育実習であったりとかインターンシップを経験して、その

まま学校のほうで継続して働きたいというような方がほとんどだと。そのまま引き続き学校のほう

に来ていただいているという方が多くおりますので、大学生で登録してという方については、多く

の方がやっぱり先生を目指して何らか活動されているのではないかなというふうに思っております。

実際になられた方というのも、何人かという把握はしていないですけれど、中にはいてるという

のは実際把握しているところでございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）あと、すみません、57名中52名大学生ということで、あと５名の方というのはどう

いう方、教師の免許を持っていてボランティアに来てくださっているという方になるんですか。

委員長（河合弘樹君）河井学校教育課参事。

学校教育課参事（河井 淳君）学校関係でお勤めしていただいていたという方もいらっしゃいます。中

で日本語指導のボランティアという形で来ていただいていた方もありますので、そんな方も含めて

の５名という形になっています。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。イコール講師登録できるという方ではないということですね。その

５名、学習支援ボランティアで来てくださっている方というのは、そこのところに持っていけるこ

とではないということですか。

委員長（河合弘樹君）林教育委員会事務局理事。

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）実は、昨年１名ボランティアで来ていただいた方に、教員免許

を持っておられましたので、講師で来ていただくという方もいらっしゃいました。当然そのあたり
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も、学習支援ボランティア来ていただいたらそういった資格のところも見ながら、講師で来ていた

だけないかなというようなお声かけもしながら進めていっているというようなところです。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）今、講師登録ということで実際に町でも募集しているかなと思いますが、実情はい

かがなんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）林教育委員会事務局理事。

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）以前、うちでお勤めいただいた先生でご退職された方とかいろ

んな方に、何とか講師で来ていただけないかなというふうなお声かけはさせていただいているんで

すが、なかなか難しいというような現状があります。大阪府の講師登録登載名簿もあるんですけれ

ども、何十人にも電話するんですが、もうご勤務されているというような方もほとんどですので、

なかなか講師を探すのは難しい状況ではありますが、引き続き、しっかり探していきたいなという

ふうに思っているところです。

また、来年度に向けても本当にボランティア、特に４回生の学生であったり社会人の方について

はそのあたり、声かけも実際もうさせていただいた方もいらっしゃいますし、来年度を見据えてと

いうようなことも念頭に入れながらやっているところです。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

学習支援ボランティアで大学生52名来てくださっているのが全部が全部先生になっていくとも限

らないので、免許をお持ちの方で通らなかった方は何とか熊取町にとどまっていただいてというと

ころも、また育てていっていただければというふうに思っております。よろしくお願いします。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）先ほども出ましたですけれども、ページ数が小学校では215、中学校では225ページ、

就学援助なんです。点検・評価のところを見ますと３年度は小学校で566名、中学校で281名が認定

者数ということなんですけれども、これは各小・中学校別にこの数字というのは全国からいえば

何％に当たるか、教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）三原学校教育課長。

学校教育課長（三原 順君）令和３年度の実績ですけれども、認定率に関しては小学校で23.7％、中学

校で23％となっています。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）ありがとうございます。平均して23％ちょっとということなんですけれども、今後

の課題・方向性というところで、現在の認定基準の見直しをする必要があるけれども、この援助制

度のＰＲもさらに進めていきたいということでなっているんです。隣の泉佐野市では、その認定の

要綱ですか、毎年20％になるぐらいに調整していると聞いているんです。熊取町は、この見直しと

いうのはなかなか今コロナとか物価上昇の中では難しいと思うんですけれども、考えがあれば教え

てください。

委員長（河合弘樹君）三原学校教育課長。

学校教育課長（三原 順君）今、田中豊一委員おっしゃるように、今置かれている状況というのがコロ

ナで経済的にも安定性が少し欠けているような状況であるということと、あと物価上昇というとこ

ろ、このあたりが現状ある中で、なかなか見直しという部分に踏み切るのは少し様子を見ていると

いうふうな状況、これについてはおっしゃるとおりだなというふうに思います。

見直しのポイントは幾つかあるんですけれども、おっしゃっているような認定基準の20％という

ことを念頭に置くかどうかはちょっと置いておいて、例えば自治体ごとに係数、生活保護基準掛け

るその係数というのを全国的には新基準掛ける1.2とか1.3ぐらいが多いということを聞いておりま
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すので、そういったところを含めて、20％ということもどこかに置いておきながら、見直しに関し

ては慎重に進めていかないといけないかなというふうに思っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）早急にということではないんですけれども、社会の状況を見た上で適切な時期にそ

ういう見直しの検討も必要かなと思いますので、今回、10月１日から子どもの医療費が18歳まで拡

充されるということもあって、このあたりのバランスというのは当然出てくると思う。幾らでもお

金があれば別なんですけれども、それと、先ほども答弁で出ましたけれども、新基準というのがま

だ採用されていないというようなこととか、あと、うちはたしか生活保護の旧基準の1.1やったと

思うんで、そのあたりが理想かなと思いますので、準備も怠らずにする必要があるのかなと思うん

ですけれども、どうでしょうか。

委員長（河合弘樹君）三原学校教育課長。

学校教育課長（三原 順君）おっしゃっている分はそのとおりやと思います。

就学援助に関しては法律のほうでも定めがありまして、経済的な理由で就学が困難な児童・生徒

の家庭に対して援助すると。この理念というのはベースに置きながら、見直しに関しては検討して

いきたいと思っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）ちょっと違う項目に移ります。

先ほども出ていましたけれども、小学校で207ページ、中学校で217ページの支援教育介助員なん

です。確かに坂上巳生男委員が言われたように単価が仕事の割には安いなというふうに思いますけ

れども、これ、たしか見直しのときには周辺の自治体の平均的なところを取っているというふうに

聞いているんで、今後、物価上昇に伴って、またいろいろ困難な仕事については保育士だとか福祉

の関係のほうも国のほうで見直しが図られている。今回の補正予算にも出ていましたですけれども、

どこかで必要があるかなと思います。

３年度の介助員の人数なんですけれども、小学校で45名、それから中学校で６名、中学校はさほ

ど増えていないんですけれども、生徒の人数が減少している中で介助員は増加しているわけです。

これ、介助員は小学校で45名なんですけれども、やはり全体的に支援学級に入居する子どもの数と

いうのは増えているか、２年度と３年度でも結構ですから数字が分かれば教えてください。

委員長（河合弘樹君）松本学校教育課参事。

学校教育課参事（松本 歩君）支援学級に入居している子どもの数ですけれども、大きくは増えており

ませんが、令和３年度で言いますと小学校で136人の子どもで、今年度で150人です。中学校で令和

３年度で39名、令和４年度で41名、これを微増というか増えているというかというふうな推移をた

どっておるところです。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）支援の種別によって当然、介助員の方がつくかどうかというのは決まってくると思

うんですけれども、支援学級のクラスの数はどこの小学校とも３クラスか４クラス、多いところで

５クラスあったかなと思うんです。全体の人数が増えると、それは当然クラスは増えるんですけれ

ども、肢体不自由の人とか視覚障がいの方というのは介助員をつけないと難しい、授業まで行けな

いというようなことが私も想像できるんです。このあたり、必要であれば当然つけたらいいと思う

んですけれども、子どもたちが成長して支援学校とかに行った場合、これがかえって支援学級の介

助員の方が支援を丁寧にやり過ぎて独立できないというようなことも聞いたことがあります。そう

いうことは感覚的にしか分からないんで、現実はその子ども子どもによって皆違うんで、そういう

ことは分からないんですけれども、介助員の人数というのは、例えば１年生から中学校の３年生ま
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でついてもらうと、やっぱり９年間で1,800万円近く要るように思う。これは熊取町は今、余裕が

あるんですけれども、ほかの市町ではそのあたりは非常に工夫されているように聞いているので、

今のようにずっとできるかどうかというのは分からないんですけれども、財政的にしんどくなって

くるとやはりこういうところにも影響が出てきますので、いろいろ研究もしておいていただいたら

どうかなと思うんです。そのあたり、いかがでしょうか。

委員長（河合弘樹君）松本学校教育課参事。

学校教育課参事（松本 歩君）介助員につきましては、子どもが学校で伸び伸びと安全に、そして友達

と上手にうまくつながれるようにというふうにした思いで、子どもの状態に合ったような形で配置

をしております。またその配置の仕方でありますとか時間とかいろいろなものは、ほかの市町、近

隣のほうを参考にしながら、なおかつ永続的に長く子どもに必要な支援が行き渡るように、また研

究を続けたいなと思っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中圭介委員。

委員（田中圭介君）247ページの体育施設維持管理事業の中に入ると思うんですけれど、総合体育館、

ひまわりドームです。ひまわりドームの先日、武道祭というスポーツコミッションがやられている

イベントに行かせていただいたんですけれど、照明が結構途切れ途切れに切れているように見かけ

たんです。あれは切れていないんですか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）照明につきましては、武道祭を実施しました武道協議会と体育館のほ

うで調整はしておると思うんですが、その辺につきましては確認させていただきたいと思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）あの電球というのは今まで替えたことはあるんですか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）交換したことはあるかと思います。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）あれはどんな感じで交換するの。裏から回れるみたいな感じなんですか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）ちょっと私のほうで詳しいことは分からないんですが、多分キャット

ウオークとかそういった部分があって、それで交換しているかと思います。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）それじゃ、また切れているかどうか点検をよろしくお願いいたします。

主要施策の24ページ、同じく体育施設維持のところの八幡池青少年広場防球ネット張替修繕とあ

るんですけれど、これは覆っているフェンスというか、ネットみたいなのを張り替えたということ

ですか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）八幡池青少年広場の周辺をネットで覆っておりますので、それの張り

替えということになります。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）全部張り替えて新しくなったの。

（「それは一部という形で行っております」の声あり）

委員（田中圭介君）分かりました。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）主要施策24ページのところでちょっとお聞きしたいんですが、指定管理者によるス
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ポーツ教室と、あとくまとりスポーツコミッションのＰＲ動画であるとかいろんな項目があるんで

すけれども、新規でＦリーグシュライカー大阪とペスカドーラ町田とか、あと全日本トランポリン

選手権大会とかを体育館でやったかと思うんです。これは、入場料とかというのは取っているんで

すか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）トランポリンの選手権大会については取っておりません。シュライカ

ー大阪については、幾らというのはちょっとあれなんですが、幾らかは取っているかと思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

体育館の使用料というか、指定管理なのであれですけれど、その収入の分、指定管理の分との相

殺という形になっているのかなと思うんです。費用を今、幾らチケットとして取ったか分からない

ということなんですが、それ取決めとかないんですか。入場料に関しては幾らでというふうな町と

の取決めはないんですか。勝手に指定管理者が値段設定はありということですか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）今回、70周年の記念の大会でございましたので、当初、子ども向けの

サッカー教室も開くということがございました。実際サッカー教室は開いていないんですけれども、

その辺のこともございましたので、私のほうですぐ収益的なことはどうかというと、今ちょっと手

持ちの資料でございませんのでお答えすることはできないんですけれども、いわゆる記念事業とい

う形で行ったものでもございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

今後こういういろんな催しをやるとなった場合は、町としては入場料とかの設定はしていくんで

すか。どうなんですか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）令和３年度につきましては今言いましたように70周年の記念事業でご

ざいますので、令和４年度以降実施する場合は、その辺のチケット収入についても指定管理者と話

をして進めていきたいというふうに思っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

今まで、じゃ今の指定管理者じゃなくて以前も指定管理でやってきている中で、そういう入場料

を取って町民体育館で何か催しをしたというものはなかったということですか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）今回のフットサルのプロリーグについては初めての誘致ということに

なります。それと、スポーツの振興のほうで、観るスポーツという形でこれまでもやってきた部分

がございます。そういう一つの施策としての事業でもあるということでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

今後、入場料を取ってというところも出てくるのかなと思いますし、もっと町に入場料を払って

でも見に行きたいというようなスポーツとか文化的な行事もあるかもしれないですけれど、もう少

しその辺進めていただいたほうが交流人口は増えるのかなというふうに思いますので、またよろし

くお願いしておきます。
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委員長（河合弘樹君）林教育委員会事務局理事。

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）すみません。１点修正がございます。

田中圭介委員のほうから学校栄養士の話の中で、昨年度４名のうち３名府の職員で、それは全て

管理栄養士かとご質問をいただいたかと思うんです。栄養士とお答えさせていただいたんですけれ

ども、３名のうち２名は栄養教諭となります。栄養教諭というのは、当然栄養士の資格もあります

が、授業も教えられるというようなものになります。２名が栄養教諭で１名が管理栄養士の資格を

持った者ということになりますので、申し訳ございません、そちらのほうでよろしくお願いします。

ありがとうございます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）247ページの体育施設の、これは午前中も話があった八幡池のトイレの部分がある

と思うんですけれども、宝くじの助成金で非常にきれいなトイレができて、私もちょっと見に行か

せてもらって、子どもたちがいつも少年野球をやっている、また地域の活動の中で活用されている

ということで、前のトイレに比べたら非常にいい施設ができたなと思うんです。

これ、管理についてはたしか大宮区の長生会ですか、月に１回早朝から、私も１回出くわしたこ

とがあるんですが、朝７時ぐらいからグラウンドの清掃と一緒にやられていたんですけれども、た

だ、ここは鍵がかかるわけでもないんで防犯的なところはどうなのか、教えてもらいたいんです。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）防犯面につきましては防犯カメラを設置しております。それと、多目

的トイレにつきましては鍵がかかるようになっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）周りに住宅がありますので若干は安心かなと思うんですけれども、いろいろ犯罪的

なことがないように、熊取町の見まもり隊の方であるとか警察のほうとか、また注視をお願いした

いと思います。

委員長（河合弘樹君）ちょっとすみません。

議事の途中ですが、本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。田

中豊一委員。

委員（田中豊一君）先ほどのひまわりドームの指定管理のところなんですけれども、点検・評価のとこ

ろを見ますと、東京オリンピックに出場した選手も参加した全国規模の大会をひまわりドームで開

催したとあるんです。これ、内容を教えてください。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）全国大会につきましては第58回全日本トランポリン選手権大会になり

ます。それとオリンピアンにつきましては、女性の選手、水泳の関係の方を招致する予定だったん

ですが、コロナ禍のためにできなかったということでございます。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）コロナの関係があって、予定していたこともなかなかできなかったかなと。町民総

合体育大会も中止でしたし、そういう面は仕方なかったんかなと思うんですけれども、今後、指定

管理の条件で、セントラルはオリンピック選手も何人か抱えられているし計画に上がっていたと思

うんです。これについて、やっぱり５年間でちゃんと実施してもらわないと、ここのアピール度と

いうのは違うと思うんで、そのあたり、４年度とか今後の見通しとか教えてくれますか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）オリンピアンであるとかパラリンピアンの招致につきましては、確か

にセントラルの企画事業に上がっておりますので、今回、令和３年度につきましてもロンドンオリ

ンピックに出場しました競泳選手の松島美菜さんであるとか東京オリンピックに出場しました寺村

美穂さん、この方は個人メドレーなんですけれども、ありがとうツアーということで計画しており
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ました。コロナ禍によって実現できませんでしたので、次の令和５年度でも招致していきたいとい

うことで、またセントラルスポーツとも話をしていきたいというふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）そのあたりはセントラルスポーツが指定管理になったという大きなポイントだった

と思いますので、それをしっかりやっぱりやっていただかないと、令和２年、３年とコロナの影響

を受けて思ったようにはいかなかったと思いますので、ちょっと取り戻していただくためにもお願

いしたいと思います。

233ページの文化財保護事業なんですけれども、ここで196万9,000円の降井家書院の保存修理の

工事で補助金を出しているんです。これは、３年５月で障壁画の工事は完成し、その後、まだ最終

的には令和４年12月31日まで工期があるということなんですけれども、これ、修理の完成は今年の

12月ということなんです。今後、トータルで7,837万円ということで、公開をしていく予定はある

か、この日程からいえば春ぐらいなんかなというような気がするんですけれど、何か計画があった

ら教えてくれますか。

委員長（河合弘樹君）立石生涯学習推進課長。

生涯学習推進課長（立石則也君）令和４年12月末に補助事業が終了するということでございます。所有

者の方とも今後協議しまして、一般公開をやっていきたいというふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。三原学校教育課長。

学校教育課長（三原 順君）すみません。先ほど坂上巳生男委員のほうからお答えを預かった分がござ

います。手持ちの資料で少し確認をさせていただいたのでお伝えしたいと思います。

まず、司書の報酬が令和３年度のほうが少し下がっている部分なんですけれども、これは令和２

年度の夏休みが非常に短くなった関係で司書の勤務日が増えたことによる増額ということで、令和

３年度は通常どおりの夏休みの期間になっていますので、その分下がったということでございます。

それと、もう一点の就学援助に占める給食費の割合なんですけれども、１人当たりの支給額の単

価ベースで少し確認をさせてもらっていますが、学年によってまちまちでして、例えば小１、中１、

それと小６、中３に関しては、修学旅行があったり入学学用品費の支給があるなどで支給額そのも

のが大きいので、給食に占める割合は大体４割前後になります。それ以外の学年については６割か

ら７割程度でございまして、平均すると50％半ばの支給割合に給食についてはなるということで、

ご理解いただけたらと思います。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）227ページの社会教育団体の助成事業なんですけれども、これは私、行革の絡みで

見直しが必要じゃないかという質問をさせていただいたんです。いろいろ調べますと、コロナ禍で

あって活動が２年間ほど止まったというようなこととかいろいろ皆活動が止まっているという中で、

各団体とも役員の方は非常に苦労してやられているということもありまして、今後はやっぱりこれ

については教育委員会の生涯学習のほうの指導、助言が必要かなと思います。また元に戻るにはな

かなか難しいと思いますけれど、同じだけ２年ぐらいかかるんかなと個人的には思っているんです。

この事務分掌の中に生涯学習の社会教育関係団体の指導、援助をしていくということになってい

るんですけれど、このあたり、今後どう進めるか教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）大屋生涯学習推進課参事。

生涯学習推進課参事（大屋真志君）この議会で会派の質問でいただいていました子ども会の件もあった

かと思いますけれども、子ども会だけでなく様々な社会教育団体、生涯学習推進課のほうで事務局

の業務を担っているところもございますので、今は活動が停滞しているといいますか、コロナ禍で

活動が制限されている中ではございますが、今後コロナが明けたときに新しい活動として何ができ
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るのか、そういったことも含めて各団体と協議しながら、適正な補助金といいますか、補助金の見

直しも含めて、事業も含めて今後検討してまいりたいと考えています。

まずは、ご質問いただきました子ども会というのが、非常に加盟している地区の子ども会数も減

っているというところもございますので、そこに重点的に取り組んでいきたいという思いでおると

いうところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）町がなかなか介入できない部分もあるのはよく知っているんですけれども、てこ入

れしていかないと、町と団体と持ちつ持たれつの関係もあると思うし、町の事業や行事にも参画し

ていただいているところもありますし、その分、逆に生涯学習のほうでお世話していただいている

というところもあるんで、そのあたりはやっぱり育てていく、育成していくということが非常に大

事かなと思う。私が一方的にお金を減らせと言うているわけじゃなくて、やっぱりそのあたりが大

事かなと思うんですけれども、教育委員会の持っていき方というか育成について教育長、ご意見が

あれば教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）岸野教育長。

教育長（岸野行男君）先日の質問の中にもあったかと思います。やっぱり世の中いろいろ、先ほどコロ

ナの件もおっしゃいましたけれども、社会状況も大きく変わっております。そのような中で各団体

どのような形で町とというような形で、指導の在り方であるとか団体の在り方であるとか補助の仕

方であるとか、そういった在り方について、先ほど事務局の答弁もありましたけれども、しっかり

各団体と意見を交わして、時代に合うた形でやっていきたいと思います。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

以上で、一般会計歳入歳出決算、歳出のうち、第２班所管事項であります教育委員会事務局所管

分についての質疑を終了いたします。

これをもって、第２班所管事項であります教育委員会事務局所管分についての審査を終了いたし

ます。

お諮りいたします。議事の都合により、本日の会議はこれで延会したいと思います。これに異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決定しました。

本日はこれにて延会いたします。ご協力ありがとうございました。

──────────────────────────────────────────────

（「17時09分」延会）

──────────────────────────────────────────────
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決算審査特別委員会（第２号）

月 日 令和４年９月22日（木曜）招集

場 所 熊取町役場議場

出席委員 委 員 長 河 合 弘 樹 副 委 員 長 坂 上 昌 史

委 員 田 中 豊 一 委 員 文 野 慎 治

委 員 田 中 圭 介 委 員 二 見 裕 子

委 員 坂 上 巳生男

欠席委員 なし

─────────────────────────────────────────────

付議審査事件

議案第56号 令和３年度熊取町一般会計予算歳入歳出決算認定について

議案第57号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第58号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

議案第59号 令和３年度熊取町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

議案第60号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第61号 令和３年度熊取町下水道事業会計決算認定について

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）皆さん、おはようございます。

ただいまの出席委員は７名全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまから決算審

査特別委員会第２日目を開会いたします。

──────────────────────────────────────────────

（「10時00分」開会）

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）なお、発言される方は、挙手の上、着座で、マスクはつけたままマイクを使って

いただきますようお願いいたします。

説 明 員 町 長 藤 原 敏 司 副 町 長 南 和 仁

教 育 長 岸 野 行 男 総合政策部長 東 野 秀 毅

総合政策部理事 野 津 惠 総 務 部 長 藤 原 伸 彦

住 民 部 長 巖 根 晃 哉 住 民 部 理 事 下 中 昭 三

住 民 部 理 事 山 本 浩 義 健康福祉部長 山 本 雅 隆

健康福祉部理事 松 浪 敬 一 都市整備部理事 白 川 文 昭

都市整備部理事 濱 田 隆 之 都市整備部理事 永 橋 広 幸

企画経営課長 近 藤 政 則 財 政 課 長 竹 田 陽 介

人 事 課 長 橘 和 彦 住 民 課 長 山 戸 由紀美

産業振興課長 蓑 原 大 祐 環 境 課 長 島 尾 学

環境センター

所 長
椿 原 康 雄

健康・いきいき

高 齢 課 長
石 川 節 子

介護保険課長 根 来 雅 美 障がい福祉課長 馬 場 智 代

生活福祉課長 降 井 広 志 子育て支援課長 野 津 博 美

保 育 課 長 藤 本 明 保険年金課長 阪 上 正 順

まちづくり計画

課 長
馬 場 高 章 道路公園課長 山 原 栄 次

道路公園課参事 宮 内 要重男
下水道河川課

河川農水室長
庭 瀬 義 浩

事 務 局 議会事務局長 林 利 秀 書 記 道 端 秀 明



－68－

また、質問される議員の皆さんは、質問要旨を簡潔に述べられますようお願いいたします。

質疑は、ページ数と質問要旨を簡潔に述べ、３問程度で区切って行ってください。意見・要望等

につきましては、質疑終了後、時間を取って承りますので、よろしくお願いいたします。橘人事課

長。

人事課長（橘 和彦君）すみません。初日、質問の中で、坂上巳生男議員からのご質問で決算附属資料

15ページ、職員数のところで人数のご報告を誤っておりましたので、訂正させていただきます。

誤っていたのは、令和４年度の再任用の人数を私、18名とお答えしたんですけれども、正確には

17名でございます。

あわせて、正しい数字をもう一度ご報告させていただきます。令和３年度の一般会計の職員数に

関しましては、附属資料15ページのとおり正職員279名、再任用16名でございます。また、全ての

会計を含めまして正職員数は309名、再任用は16名でございます。

令和４年度に関しましては、一般会計は正職員275名、再任用は16名、全体が305名の再任用が17

名でございます。

以上です。すみませんでした。

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）それでは、一般会計歳入歳出決算、歳入のうち、第３班所管事項であります住民

部、都市整備部所管分について、お手元の一般会計決算事項別明細書の区分に従い、質疑を承りま

す。質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）おはようございます。

決算書の29ページの飼い犬登録手数料と狂犬病予防注射済票交付手数料のところなんですが、ま

ず、飼い犬の登録手数料のところで令和２年度と令和３年度の登録の頭数を教えてください。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）飼い犬の登録頭数、ここで出てまいりますのは新規に登録されたということに

なります。令和２年度は160頭、令和３年度197頭となってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）新しく登録した飼い犬を含めて全体の登録の頭数というのは何頭になっていますか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）令和２年度が2,379頭、令和３年度が2,409頭となってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）狂犬病の予防接種の頭数ですけれども、これ、パーセンテージにしたらどれぐらい

になるんですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）接種率ということでよろしいでしょうか。はい。

令和３年度の接種率でございますけれども、67.5％でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）100％にはなかなかいっていないのかなというところなんですが、犬を飼う方の義

務というところで、まず登録をしていただくというところと、注射についても周知をしていくとい

うところで、67.5％がちょっと多いのか少ないのかは分からないんですけれども、そのあたりはど

んなふうに見ておられますか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）狂犬病予防という観点から大阪府では70％を目指すということでお聞きしてお

りますので、それから比べると少し低いのかなというぐらいで、ほぼ達成しているという見方をし
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ております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）熊取町は持家率も高いので、犬を飼われている方、またコロナ禍になって令和２年

よりも令和３年度にやっぱり犬を新たに飼われている方、亡くなっている犬もいるかもしれないで

すけれども増えていっているという状況の中で、狂犬病の予防につきましては、大阪府70％である

ならばほぼほぼというところですけれども、達していないというところなので、やっぱりきちっと

周知もしていっていただきたいなというふうに思っております。

それと、昨年も決算のときに言わせていただきましたけれど、なかなか集団のところに連れてい

きにくいというところも、雨のときであるとかは犬を連れてという、各それぞれの自治会で場所を

決めてやっていただいているので、実は近いといえば近いんですけれども、やはり公園とかになる

と雨がすごく降ると行きにくいというところで、また病院に連れていくというのもなかなかできひ

んというところで、そこら辺も左右していくのかなというふうに思うんです。昨年もどこか軒のあ

るところでということも要望させていただいたんですけれど、なかなか車の関係で難しいという返

事だったかなと思うんです。そのあたりはどんなふうに考えられますか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）ちなみに過去のデータを参考にお伝えいたします。

雨が多かった年といいますのは、平成27年度になるんですけれども、接種率は68.2％でございま

した。令和２年度、各公園とかでの接種をコロナ禍ということで中止させていただいたということ

があったんですけれども、このときには57.5％でした。各公園とかの接種をやめて動物病院でとい

う周知はさせていただいたんですけれども、やはり我々、集団接種を回ってやったほうが皆さん接

種していただいているというような現状がございますので、ここはもう少し公園のほうを回らせて

いただきたいなというふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。やっぱり雨が降るとなかなか行きづらいというところもあるので、

ちょっと天候に左右されるのは仕方がないのかなと思いますけれど、少しテントを張っていただく

とかはやっているのかなというふうに思うんです。その辺の対処ができて、連れていける環境にし

ていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

すみません、もう一点いきます。

同じく29ページの一般廃棄物処理業等許可申請手数料、これについて説明をお願いいたします。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）一般廃棄物処理業等許可申請手数料でございますけれども、これは今、処理業

の許可を受けられる方が２年に１度申請していただくことになっておりまして、ごみとかし尿とか

ということで許可を出させていただいております。ごみが５社、動物が１社、し尿が１社、浄化槽

汚泥が３社、浄化槽清掃が３社、計13社、延べになるんですけれども、延べ13社の分の許可を下ろ

しておりますので、１件当たり5,000円ということで６万5,000円ということで頂いている分でござ

います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。２年に１回ということで、この手続される業者というのは大体毎年

同じ登録になっているんですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）これは一般廃棄物の基本計画上で定めさせていただいております。これからご

みが増えていくというのはあまり考えにくいと。人口も減少する中でごみが増えるということは考
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えにくいので、公衆衛生の観点からきれいに片づけるという観点、確実に片づけるという観点から

も、ごみの会社を増やすという考え方は取っておりません。今の体制で進めていくということを基

本計画で定めさせていただいて、それを実行しているというような現状でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）高齢化にもなっていて世帯も人口も減ってくる中で、ごみは必ず取っていっていた

だかないといけないところで、業者はもうこれ以上増やすことなくというふうに計画にも載ってい

るということで、分かりました。

すみません、もう一点だけ、33ページの循環型社会形成推進交付金というのがあるんですけれど

も、ちょっと調べたら平成17年ぐらいからこの交付金は出ているのかなと思うんです。熊取町はこ

の交付金というのはいつから頂いていて、どの内容で合致していただけているものなのか教えてい

ただけますか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）この交付金は浄化槽の設置に係る交付金でございます。これは平成10年から始

まっておりまして、国が３分の１、府が３分の１、町が３分の１という形で浄化槽を設置する方に

補助を出していると。この浄化槽設置に係る費用の４割を国・府・町で補助して、６割を設置者が

負担するという形で始まったものでございます。それも下水道の認可区域外というのを対象に、合

併処理浄化槽設置に対して補助を出しているというような現状でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）調べていたのが私、ちょっと違ったので、分かりました。熊取町が頂けているとい

うのがちょっとよく分からなかったので、分かりました。ありがとうございます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）31ページ、マイナンバーカードの補助金をもらっているんですけれども、今、普及

率というか、この３年度末で取得された方をパーセンテージで結構ですのでお知らせいただきたい

のと、最近、住民課の窓口にマイナポイントの申請を聞きに来ている住民の方が結構見受けられる

んです。やっぱり反響が大きいのか、それと最大２万ポイントですか、もう既に新規で5,000ポイ

ントもらっている方が１万5,000ポイントもらえる可能性があるんですけれども、やっぱりあのキ

ャンペーンで伸びているのかどうか。

それともう一つは、国のほうは運転免許証を所持している人数というかパーセンテージぐらいま

で上げたいということで、この前、何かで発表していましたけれども、うちのほうは何か目標があ

れば教えてください。その３点お願いします。

委員長（河合弘樹君）山戸住民課長。

住民課長（山戸由紀美君）それでは、田中豊一委員からのマイナンバーカードに関する補助金に関する

質問についてのマイナンバーカードの交付状況と、あと伸びているのかという、そこについて住民

課のほうからお伝えさせていただきます。

まず、令和４年３月末現在の交付数ですが47.5％で、最近８月末現在では51.0％、マイナポイン

トの事業が始まった令和２年度の末には15.9％ということで、やっぱりマイナポイントの事業の効

果というのはすごく出ていると判断しているところです。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）私からマイナポイントに関しまして答弁いたします。

委員ご指摘のとおり、まずやはり住民の方、住民課の窓口に対してマイナポイントの設定をお願

いしたいというふうに多く来られております。その後、私ども企画経営課にご連絡をいただきまし

て、マイナポイントの設定支援をやっております。多くは、実際にはスマートフォンからアプリケ

ーションを使ってご自宅で簡単に登録いただくことはできるんですけれども、なかなかやはり高齢
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者の方は難しい面がございます。そういった方々を中心に、平均しますと大体30人から40人ぐらい

の方に、場合によっては２、30分お待ちいただいているケースもございます。こういった状況でマ

イナポイントの設定支援、頑張っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）山戸住民課長。

住民課長（山戸由紀美君）あともう一つ、目標についてということの質問に答えておりませんでしたの

で、追加で答弁させていただきます。

マイナンバーカードの交付円滑化計画では、今年度末にはほとんどの住民がマイナンバーカード

を持つという計画になっております。それに向けて鋭意近づけるよう努力してまいります。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）47ページのところに、毎年計上されておりますが、雑入ですか、下のほうに自転

車駐車場借地料というのが毎年入っております。何度もこの場で質問があったりしますけれども、

念のため自転車駐車場借地料についてご説明願えますか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）自転車駐車場借地料につきましては、公益財団法人自転車整備センタ

ーが運営している熊取駅東自転車駐車場の借地に係る費用でございまして、245万2,777円の支出と

なっております。これにつきましては、先ほどの整備センターと熊取町と土地所有者の３者契約に

より行っているところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。３者契約により熊取町に一旦お金が入って、土地所有者に熊取町

からお渡しするという形を取っているわけですね。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）整備センターから借地料の歳入を受けまして、町のほうから土地所有

者にお支払いするという形を取ってございます。ですので、歳出のほうでも同じ項目を上げさせて

もらっています。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

自転車駐車場につきましては、現在の整備センターですか、そこにお願いしてから一定年数たつ

かと思うんですが、契約の期限があったかと思うんです。それはいつまででしたでしょうか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）期限なんですけれども、もともと協定書を結んだときは施設の供用開

始からおおむね15年たった時点で協議することとなっておりまして、その後、平成29年に変更の覚

書を結んでおりまして、当面平成35年３月31日までということで、今年度末までの期限で今のとこ

ろ運営を行っているところです。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）平成35年は令和５年ということですかね。その期限が来た時点でまた協議すると

いうことになるわけですか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）期限が今年度末ということで、整備センターとは運営の継続について

協議に入っているところでございます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。
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委員（坂上巳生男君）分かりました。

民間の自転車の駐輪場ができたりしておりますし、整備センターの自転車駐車場の利用状況もち

ょっと減っているんではないかなと思うんですが、その辺の状況はいかがですか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）熊取駅南自転車駐輪場で令和３年度で利用率が52.7％、熊取駅東自転

車駐車場で利用率が39.2％、全体として48.4％の利用率となってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）その利用率というのは、やはり年々低下しているという状況ですか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）利用率なんですけれども、新型コロナの関係で令和２年度とかは若干

下がっているんですけれども、今現在、令和４年度の４月から７月までの実績で南自転車駐車場の

ほうが60.6％ということで、昨年度の52.7％より改善しているところでございます。

駅東自転車駐輪場につきましても、令和３年度が39.2％で、令和４年度の５か月間で45.7％とい

うところで、両駐輪場とも利用率は向上してきているという状況となってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

そうしましたら、同じ47ページですが別の項目で、資源ごみ売却代のところでお尋ねします。

令和３年度の決算では613万2,300円ということで、前年度の541万4,790円という数字からかなり

資源ごみ売却代が増えているんですが、これは資源ごみの量が増えたのか、それとも売却の単価が

上がったのか、その辺の事情はいかがですか。

委員長（河合弘樹君）椿原環境センター所長。

環境センター所長（椿原康雄君）それでは、まず各ごみ種別の内訳から申し上げさせていただきます。

古紙類、こちらのほうが、売払料が423トン860キログラムで金額が125万8,860円、続きまして金

属類ですが、こちらのほうは300トン210キログラムで金額が313万3,320円、最後にプラスチック類

ですが、こちらが137トン280キログラム、金額が174万120円の合計613万2,300円となってございま

す。

古紙類とプラ類につきましては、令和２年度と比べまして量は増えておるんですけれども単価の

ほうが下がっておりまして、売払い金額はどちらも下がっている状況です。金属類のほうが、量的

には２年度より減っておるんですけれども単価のほうがかなり上がりまして、その分で売払い額が

前年度と比べますと約72％強の売払い増となっておりまして、全体的に見ますと70万円余りの増と

なってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

もう一点だけ別の項目でお尋ねしますが、39ページの中ほどに消費者行政活性化基金事業補助金

というのがございます。251万6,884円、これはもちろん歳出のほうでも出ていると思いますが、こ

れの活用についてご説明願います。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）消費者行政活性化基金事業補助金についてご説明させていただきます。

消費者行政活性化基金につきましては10割の補助となっております。

内容につきましては、歳入につきましては251万6,884円でございまして、その内訳につきまして

は、消費生活相談員レベルアップ事業、これは費用弁償、職員の研修負担金などでございますが、

これが８万7,000円、消費生活相談員体制整備事業ということで、これは消費者相談の方の報酬に



－73－

なりますが200万円程度、あとそれから地域社会における消費者問題の解決力の強化に関する事業

ということで、これは消費生活セミナーであるとかミニ講座であるとか、そういったものの開催が

42万円程度で、251万6,884円となっております。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）今、10割補助ということでご説明いただきましたが、その中に消費生活相談員の

人件費ということもあったかと思います。歳出のほうに出てくる消費者相談の方の人件費というの

が丸々この補助金で賄われているという理解でよろしいんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）先ほど10割ほどというふうに申し上げましたけれども、消費生活相談員の

報酬費につきましては、一応消費者行政活性化基金事業というのが補助年限というのが決まってお

りまして、消費者相談の窓口の強化、例えば月曜日を増やしたりであるとか水曜日を増やしたりで

あるとか、そういった内容によって補助額、補助期限が変わってきております。

まず、今回の消費者基金のほうなんですが、勤務時間の拡大分、これが火、木、金でございます

けれども、この分が対象になります。あと月曜日と水曜日、これが拡大した日でございますけれど

も、こちらのほうも対象となります。あとそれから相談員の２人体制、月１回、相談員同士の、や

っぱり相談者というのは日にちをまたがってこられる可能性もありますので、引継ぎも兼ねてとい

うことで２人体制の日がございます。その分、それが合計いたしまして基金の対象というふうにな

っております。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）勤務日の拡大とかそういった部分にこの補助金が充てられているということのよ

うですが、そうしますと、実際の人件費のうちどれぐらいの割合がこの補助金で賄われているんで

しょうか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）計算したところによりますと、約60％が人件費、消費者行政活性化基金の

対象となっております。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

人件費の約６割ぐらいが賄われているということで、歳出のほうにも関わりますが、この間、消

費者相談がコロナ禍の下で一定数増えているんではないかなという気もするんです。その辺はいか

がですか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）相談件数につきましては、令和３年度につきましては164件となっており

ます。その主な相談の内容につきましては、金融・保険サービスに関するトラブルが23件、土地・

建物・設備に関するトラブルが22件、教養娯楽費に関するトラブルが20件、運輸通信サービスに関

するトラブルが16件と、これは主な相談でございますが、以上となっております。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）増加とかそういう面では傾向が見られますか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）令和２年度と比較しますと、令和２年度の相談件数は157件、それに比べ

ますと令和３年度は164件となっておりますので、若干の増となっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）特に前年度に比べて大幅に増えているということではないようですが、現在の相
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談員の体制で何とか処理できているというか、そういう状態でしょうか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）今のところ相談員が３人体制ということになっております。お一人は月曜

日、あとの火から金はお一人の方、もう一人の方はサポートということで、有休等、研修日等で対

応していただいているというような状況でございまして、今、この３人の相談員で十分対応できて

いるというような状況でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）39ページ、真ん中ぐらいに大阪府の補助金で新規就農者確保事業費補助金、これは

新規の方、何か５年間ぐらい国のほうが補助金というのか、新規の就農をやって研修を受けたり実

際やるについて１人、月12万5,000円か何か、これは直接国から行っていると思うんですけれども、

これに関係して大阪府がどういうことをサポートするために町のこの補助金が出ているか教えてい

ただけますか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）新規就農者確保事業費補助金についてご説明させていただきます。

新規就農者につきましては、市町村が将来にわたって効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発

展する青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年に対して、市町村が策定

しました農業経営基盤強化促進基本構想に示された目標に向けた計画を認定していまして、その認

定を受けた者がこの補助金を受けることができるということでございます。

ご質問の大阪府の関わりでございますが、営農計画の実際の実現に向けて熊取町とあと、それか

ら農業委員会、大阪府の農政担当の方がチームをつくりまして、その方を全面的にサポートした上

で営農計画の実現に向けてやっております。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）熊取ブランドで、皆さんもよくご存じの蜂蜜だとか、それと自然薯ですか、これを

やられた方は定着して新規に就農して、もう卒業されたと。自然薯の方は何か農業塾みたいなこと

も開いているというのを聞いていますので非常に有意義かなと思うんですけれども、それとはまた

逆に、農業を続けられない家庭とか高齢化によって荒れた田んぼや畑が出てくるという、こういう

面がありますので、今現在国の助成を受けてやっている方は３年度は何人おられたのか、新規を４

年度も今進めていると思うんですけれども、どういうような状況か教えてください。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）令和３年度の実績でございますけれども、今補助金を受けられている農家

の数は４件ということになっております。令和２年度は２件でございまして、３年度で２件新規で

就農されたということでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）主要施策の36ページです。それと、入のところが39ページになるんですけれども、

森林病害虫等防除事業補助金というのが上がっています。昨年度はなかったんですが、この補助金

がどんなものか教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）ナラ枯れ防除事業に係る森林の病害虫防除事業の補助金ということになっ

ていまして、ナラ枯れ対策で執行させていただく分で頂いている補助金であります。

補助対象が114万8,400円に対しまして、75％補助金を頂いていまして86万1,300円ということに

なってございます。

以上です。
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委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）ずっと森林環境譲与税というのが入ってきていまして、これは使わずに今言ってい

る害虫のほうの防除の補助金があったということで、そっちを使ってナラ枯れのほうを対応したと

いうことなんですが、補助金はそもそもあったものなんですか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）３年度から頂けるようになったということで、ただ、この補助金自体が、

その年度に要はナラ枯れを発生した樹木しか対応できないといういろんな縛りもございます。一定、

今のところその分についてはこの補助金のほうで執行させていただいて、古いナラ枯れの分につい

ては環境譲与税のほう充てさせていただいてというふうに考えてございますが、３年度については

この分だけ執行させていただいています。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）なかなか難しいですよね。その年のでというのは、見つけてというのは何か届けみ

たいなのがあるんですか。枯れているのを見つけているやつが、いつ枯れたのかというのの判断は

難しいのかなと思うんですけれど、うまく何か今年度枯れていたら使えるけれどという、そのあた

りはどんなふうに見定めているんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）おっしゃるとおり非常に難しくて、ただ、我々も一応ナラ枯れの確認に回

らせていただいていて、一定、今年度発生した分ということで判断して対応させていただいていま

す。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。いい補助金があったらそちらのほうを使えるというのはよかったか

なと思うんですけれども、ただ、森林環境譲与税が毎年割と入ってきている状況で、ほとんどとい

うか、基金に積み立てることも多くて、だんだんと、36ページにも基金積立合計というのが載って

いますけれども、これはじゃ何に使っていこうというふうに考えているところはあるんですか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）今のところは、今補助金を頂いている分でまずは執行させていただいて、

ナラ枯れの規模にもよりますけれども、いわゆる新しいナラ枯れ以外にナラ枯れが多く発生した場

合には森林環境譲与税のほうを充てさせていただいて執行したいというふうに考えているんです。

今のところは新木だけで一定執行させていただいている、できている状態になりますので、執行し

ない分については積み立てていくということで考えてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）森林環境譲与税というのは、ずっと頂けるものではなかったんですか。前に幾らか

取られていた分でしたか。何か税金として納めた分が返ってきていたように思っているんですけれ

ども、これ、ずっとですか、頂けるのは。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）今のところは頂ける分かなというふうに理解しております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

使い道が定められていたりとかするんですか、森林環境譲与税は。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）一定ルール的なものはございますが、今、熊取町で執行できると考えます
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と、今のところはナラ枯れ対策かなというふうに考えてございますので、そちらのほうで執行して

いきたいというふうに考えています。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

木を植えていくという分に使えなかったんですか。何かそういうのには使えなかったんですか。

桜を保全していただいたりとかいろいろやられているので、そちらのほうでは使えなかったんです

か。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）一定、今のところはそれにはちょっと充てられないかなというふうに考え

ています。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）39ページのところで事務移譲交付金というのが何か所か出てくるんですが、それ

ぞれ、これも毎年出ている分かと思いますけれども、どういった事務移譲に充てる分なのかという

ことと、それと国土調査事業補助金というのが349万8,000円となっています。これについての説明

も併せてお願いします。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）まず、事務移譲交付金のほうなんですけれども、道路課所管の分では

路外駐車場の設置または変更の届出の受理を大阪府のほうから事務の移譲を受けている分でござい

まして、その分の申請件数によって金額が変わるんですけれども、令和３年度につきましては申請

がなかったので固定経費のみの収入となっていまして、２万4,000円の入となってございます。

それと、次に国土調査事業補助金はちょっとまた後で説明させてもらいます。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）道路公園課の公園のほうの事務移譲交付金になりますけれども、都市計画

費の補助金のうち７万2,000円ということになってございまして、都市緑地法に基づく緑地保全地

域、特別緑地保全地域に関する事務、あと緑地保全計画の策定等に関する事務、もう一つ、緑地保

全地域等の管理協定締結時の協議等の事務の移譲を受けてございます。その金額が７万2,000円と

いうことになってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）庭瀬下水道河川課河川農水室長。

下水道河川課河川農水室長（庭瀬義浩君）下水道河川課河川農水室所管になります事務移譲交付金です

けれども、中ほど土木管理費補助金で４万8,000円があろうかと思います。これにつきまして、大

阪府から事務移譲を受けました砂利採取時における採取計画の認可事務と採石法に基づく岩石採取

計画の認可事務の２つの業務の事務移譲分となってございます。

ただ、令和３年度につきましては特に申請等ございませんでしたので、固定経費となります各事

業が２万4,000円の２事業で４万8,000円の収入の額になってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）馬場まちづくり計画課長。

まちづくり計画課長（馬場高章君）私のほうから都市計画費補助金の事務移譲交付金についてご説明申

し上げます。

こちらは、いろいろな届出29事務の権限移譲を受けたものに対する交付金となってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）産業振興課所管の分でございますが、農林水産業府補助金の農業費補助金

に関する事務移譲交付金でございます。
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まず、開発行為の許可が２万4,000円、農地転用の許可、農業経営計画の申請の受理、農地の利

用に関する意向確認、鳥獣の飼養の登録事務、鳥獣の捕獲等の許可等で合計19万6,000円となって

おります。

続いて、商工のほうの事務移譲交付金について説明させていただきます。

商工につきましては、ガス用品・電気用品・指定物資の表示指定の事務交付金、特定物資の調査

等の事務交付金、家庭用品・消費生活用品の指示等の事務経費、大規模小売店舗立地法による事務

経費、商工会の設立認可による事務経費、商工会の定款変更による事務経費で、以上25万3,000円

となっております。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）国土調査事業補助金なんですけれども、令和２年度から泉州山手線の

事業促進のために貝塚市と合同で七山北地区で地籍調査を実施している事業に対する補助金でござ

いまして、令和３年度の基本事業費466万4,000円に対しまして国の負担分が２分の１、府の負担分

が４分の１、町の負担分が４分の１で、国の負担分と府の負担分、４分の３になるんですけれども、

その分を349万8,000円として交付を受けたものでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）すみません。追加で、ちょっと先ほど漏れたものですが、広域の委託分と

いうのがございまして、これは泉佐野市への委託分でございますが、そちらのほうが農林業に関す

る権限移譲に係る交付金ということで、農薬販売等の届出、肥料販売事業の届出、果樹園経営計画

の認定、エコファーマーの認定、生産事業者の登録、登録証の交付、立入検査、分収林契約締結の

あっせん届出受理、入会林野整備計画の認可、生産森林組合の設立認可、家畜市場の登録、賦課業

者の登録事務等で、合計24万6,000円も事務移譲として受けております。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）詳細な説明ありがとうございます。いろんな形で大阪府の事業を事務移譲を受け

て町がその仕事をこなして、それに対応して事務移譲交付金が支給されているということのような

んですが、これに関しては、もともと府が行っていたものを熊取町が受けるという形で行われてい

るわけなんです。仕事量の増加に対応している分がきちんと入ってきているというふうに見てよろ

しいんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）必要な事務移譲交付金が入ってきているというふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）この事務移譲交付金については、特に何年度で打ち切りますよとか、そういうこ

とは今のところないわけですか。

委員長（河合弘樹君）近藤企画経営課長。

企画経営課長（近藤政則君）年限を限ったものではございません。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）49ページの指定管理業務利益還元金の内容説明をお願いします。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）こちらにつきましては、指定管理料にはもともと一定の駐車場料金という

のを見込んでございます。ただ、それを上回る分については町のほうに要は返金してもらうという

ことになってございまして、こちらについては令和２年度分の精算ということになるんですけれど

も、もともと駐車場料金を見込んでいた金額というのが341万6,000円、指定管理料の中にもう既に
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見込んでございます。ただ、駐車場料金が1,517万4,700円ということで、約200万円ほど上回って

ございます。あと修繕料の超過分ということで７万9,000円ほど、あと消費税の増加分ということ

で27万6,000円ほど上回っておりますので、そちらを差し引かせていただいて1,140万2,119円が超

過分ということになってございますので、その分返金させていただいてございます。駐車場につい

てはゆめの森公園の駐車場ということになってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

駐車場を利用したというのが増えたということは、それだけ人が多く来場したということかなと

思うんですけれども、今、令和２年度の分の精算ということだったんです。令和２年のときはコロ

ナ禍でもありまして、さほど利用があったのかなというのと、令和３年度に実施している内容であ

りますとか、公園についてのイベントで集客が多かったものとかが分かりましたら教えてください。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）こちらについては、令和２年度に駐車場料金を一定改定させていただいて

ございます。それまでは約200万円ほどの返還金だったんですが、駐車場料金が、令和元年度が約

760万円に対しまして令和３年度は1,500万円ほどということで、約800万円ほど増額していますの

で、その分で増えたということになってございます。

あと来場者数については、令和２年が約17万人、令和３年度が15万人ということで、２万人ほど

若干、減してございます。それは一定、コロナの関係もあるのかなというふうに考えてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）あと、実施したイベント等の内容で一番集客できたのかなというのはつかんでいま

すか、分かりましたら。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）２年、３年につきましては、基本的にはイベントは中止ということで行っ

ておりませんので、基本的に公園に来場いただいている方というふうに理解しております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）駐車場の金額が変わったのでというところなんですけれども、それより以前で来場

している人数とかというのは、令和元年とかはどうだったんですか。コロナの前に比べたらやはり

減っているんですか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）先ほど、令和２年度は17万7,000人、令和元年度が19万人、30年度が16万

4,000人ということになっていまして、若干増にはなっていたんですけれども、やはりコロナの関

係で一定ちょっと減になっているのかなというふうに考えてございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

今、コロナであっても外でというのは皆さん公園で利用されたりということがあるのかなという

ふうに思うんですけれども、今令和４年なので、今何か事業で、指定管理のほうが目玉じゃないで

すけれど、やっていただこうとして集客を考えているイベントはありますか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）ちょうど10月広報で上げさせていただく予定にはなっているんですが、以

前、令和元年度まで10月の末にワンダーフォレストというイベントをさせていただいています。今

年度については、今のところコロナも若干下り傾向になっていますので、そちらのほうは指定管理

者と、あとワンダーフォレストの実行委員という方が協力して準備は進めさせていただいています。
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開催できましたら集客のほうは見込めるのかなというふうに考えてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。何か町のほうでチラシとかも広報で入れるようになっているんです

か。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）多分、今週末ぐらいに10月号広報を皆さんにお配りさせていただけるかな

と思っていますが、そこには一定、ワンダーフォレストのお知らせの分を入れさせてもらっていて、

あとホームページ等で周知はさせていただきたいというふうに考えてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。一番初めのときは駐車場関係とかも数珠つなぎやって、その次、２

回目のときは駅からのバスとか出していただいたんですけれども、そのあたりのことは今回も同じ

ような形で、警備員をつけてとかというのはやられるんですか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）当然、前回は渋滞とかがあって、シャトルバスというか、ピストンで出さ

せていただいていますので、その辺の準備というのは今回もさせていただいております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。季節もよくなってきましたので、熊取町に来ていただける、知って

いただけるいい機会がまた一つできたかなというふうに思います。いろんなお店も出るのかなと思

うんですけれども、くまとりやもん⤴の商工会あたりの町内業者のブースとかも予定してされるよ

うになっているんですか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）そのブース的な、募集的な分については実行委員会の方にお任せしている

ので、今のところ我々そこまでは把握していないんですが、町の中のくまとりやもん⤴だけに限ら

ず、いろんな事業者がいらっしゃいますので、その辺には声かけしていただいているというふうに

聞いてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

10月１日から地域振興券が使えるんですけれども、どの店が入られるかというのが分からない状

況の中、もしこういうイベントでも地域振興券を頂いた分が使えるとなったら、子どもを連れてい

かれる方はありがたいかなと思うんです。その辺については特に考えていないんですか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）基本的に、地域振興券の取扱いできる事業者というのは事前に登録いただ

いている事業者ということになろうかと思います。ですので、今回のイベントに出していただける

方というのは、熊取町だけではなくて結構広い範囲で集まっていただけるというふうに聞いてござ

いますので、今のところ地域振興券の取扱いというのはちょっと難しいかなというふうに考えてご

ざいます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

登録されている業者がいていただけるようであれば使えるかなというふうに思いますし、そこに

熊取町の住民が行ったときに、外から来ている人よりも少し優越感的に、私たちは地域振興券を使
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えるんやよじゃないですけれど、何かそういうのもあったらちょっとうれしいかなと思いましたの

で、聞かせていただきました。こういうイベントをどんどんしていただいて、町内を知っていただ

けるというのはいいかなと思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）27ページ、公園の使用料なんですけれども、これは主に、道路の場合だったら占用

料ということで、電気とか、それからそういう公共的な、無料のものもありますけれども、そうい

う使用料がメインなんですか。それともお金を取って何かイベントをやるとか、どういう種類の収

入なのか教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）公園使用料につきましては、まず関電ですとかＮＴＴの電柱等の占用と、

あと自動販売機、ゆめの森公園に６基、中央公園に２基、そちらの使用料、あとゆめの森公園の店

舗を出していただいている方の出店料ということで７店舗分、あとテレビ撮影が１件ございました

ので、そちらの分の使用料ということで合計324万1,634円ということになってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）昨年の８月に夏のレゲエか何かのイベントがあって減免にして、熊取町に集客とか、

よそから人が来て活性化するというのか、それなりに物が売れたりとかということであるんですけ

れど、それでちょっと問題になって議会のほうにも話があったケースがありまして、その減免は公

共的なものだったらいいんですけれども、そこら辺の基準というのは何かあるんですか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）当然、減免規定というのはございますので、そちらに照らし合わせてさせ

ていただきました。ただ、そのイベントについては今後ゆめの森公園の集客につながるイベントと

いうことで、一定試行的にさせていただいた分というふうに考えてございます。

ただ、来場者数も想定以上に多かったということもありますし、あと交通渋滞等も発生したとい

うこともございまして、実は今年度も開催したいということで申入れはございましたが、その辺の

対策というのが不十分というふうに判断させていただいて、今年度についてはお断りさせていただ

いて、今後は入場者数ですとか、あとそういう駐車対策とか、その辺のほうを充実させていただい

ている場合については一定開催できるのかなというふうに考えてございます。ただ、そのときには

実施要領というのは再度判断させていただいて、使用料がかかるという判断になれば当然使用料を

頂いてイベントをやっていただくというふうに考えてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）山の中なので、ゆめの森はね。あそこで騒いでも多分周りに家もありませんので迷

惑は少ないかと思うんですけれども、常識的に片づけが終わって10時、11時とかというのはちょっ

といろいろなほかの問題が出てくるような気もしますので、そのあたり、やっぱりちゃんと見定め

て、今年は断ったということなんやけれども、両面あると思うんです。町の活性化で熊取町を知っ

てもらうという、こういういい場所、使いやすい場所があるというのと、あとは公園の開設時間と

いうのは、普通は地域の公園やったらいつ行ってもいいんですけれども、やっぱり住宅街の中やっ

たら、そこで夏に騒いだりとか花火をしたりとかそういうことだったら逆に苦情もありますので、

そのあたり、何かゆめの森のここはスケートボード場でされたと聞いているんですけれども、何か

普通やったら５時で閉めていると思うんです。そのあたりはどういうことがあったんですか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）当然、委員ご指摘のとおりだというふうに我々も認識はしてございます。

ただ、一定時間内の許可は出させていただいていましたので、それは許可範囲内ということで考え
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てございます。

ただ、委員ご指摘のとおり、今後はその辺も含めて再度しっかり検証させていただいて、許可

云々というところになると一定判断はさせていただきたいというふうに考えてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）せっかく減免にさせてもらってやるから喜んでもらってやけれども、苦情があった

ら台なしになるので、その点よろしくお願いします。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）49ページのところで、駅西整備事業負担金というのがございます。明許繰越の分

もありますが、３年度決算で入ってきた分が１億809万9,982円ですか、この駅西整備事業負担金に

ついてご説明願います。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）駅西整備事業につきましては泉佐野市から負担をいただいているというこ

とになってございます。事業費に係る補助金の裏負担分の７割を泉佐野市のほうに負担いただいて

ございます。

３年度につきましては、補助基本額が３億4,317万4,000円に対しまして補助金の裏負担分の７割

ということで１億809万9,982円ということでご負担いただいています。

あと、これについては現年分になりますので、その若干下にもう一つ項目がございますが、明許

繰越分も頂いてございまして、そちらについては１億169万8,418円ということで、合わせましたら

約２億1,000万円ほど泉佐野市の負担をいただいているということになってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）今ご説明いただいた補助金の裏負担分という表現は、補助金で足りない分の自治

体負担分という、そういう意味合いですか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）駅西事業については補助率が55％ということになってございます。ですの

で、基本額の55％を補助金で頂けますので、我々裏負担分というふうに言っているんですけれども、

45％が基本的には自治体で持ち出す費用ということになってございます。それの70％を泉佐野市に

負担いただいているということになってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。泉佐野市側から自治体負担分、いわゆる裏負担分の７割を頂くと

いう、これは熊取町域で整備する分の45％分ということかと思いますが、それは泉佐野市側からの

利用者が多いということの事情を勘案してそういうふうな約束になっているということかと思いま

す。それは了解しているわけなんですが、駅西整備事業の中に、まだこれからの整備ではあります

けれども、熊取町が独自に整備する部分、追加事業みたいな形になりますが、ＪＲ沿いの歩行者通

行帯の整備が入ってくると思うんです。あれは駅西整備事業負担金の中には含まれないんでしょう

か。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）そちらの事業につきましても駅西事業と同じ内容で、泉佐野市の負担を一

定いただくように、裏負担分の７割いただくということで協議はさせていただいています。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）その協議は整っているという理解でよろしいんですか。
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委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）当初、26年度に駅西事業の覚書というのを泉佐野市と結ばせていただいて

いまして、今、議員がご指摘のＪＲ沿いの歩行者道等の事業に係る分ということで、令和３年４月

にその覚書を変更させていただいて、その事業も同じ内容で負担いただくということで協議は調っ

てございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。ありがとうございます。

歩行者道といいますか、歩道ではない歩行者だけの専用の道を新たに整備するということで、何

となく駅西整備の後で追加された事業というふうに感じておりましたもので、それについても恐ら

く泉佐野市側の住人の利用のほうが多いであろうというふうに思われますので、駅西整備事業負担

金の割合の中に含まれているかどうか確認したいと思ってお尋ねしました。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

以上で、一般会計歳入歳出決算、歳入のうち、第３班所管事項であります住民部、都市整備部所

管分についての質疑を終了いたします。

次に、一般会計歳入歳出決算、歳出のうち、款 総務費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木

費、消防費及び災害復旧費に関し、第３班所管事項であります住民部、都市整備部所管分について、

お手元の一般会計決算事項別明細書の区分に従い質疑を承ります。質疑はありませんか。田中圭介

委員。

委員（田中圭介君）151ページのごみ・不燃物収集業務委託料の令和２年と３年の増加分は、何で増加

したか教えてください。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）粗大・不燃だけでよろしいですか。粗大・不燃だけでまずお答えいたしますと、

令和３年度、粗大・不燃ごみの収集業務委託料は3,123万1,200円でございます。令和２年度でいい

ますと3,132万3,600円で、ほぼここは横ばいでございます。

増えた要因といいますと、資源ごみ、これはごみの量が増えておりましたので、令和２年度

6,491万7,600円から令和３年度6,679万2,000円というふうに上がっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）これは、ごみの量が増えたから決算額も増えたという取り方でいいんですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）基本的にはごみの量で考えて設計をしております。そのほかの要因もございま

して、今、資源ごみであるとか可燃ごみ、できるだけ住民の方に寄り添ってというふうに考えます

と、高齢でステーションまで持っていきにくいとかいうようなご相談も受けます。そういった場合

はごみ置場を分割するというようなこともやっておりまして、そうすると収集業者側の手間が増え

てまいります。ですので、ここも加味した設計というふうになりますので、基本的にはごみの量な

んですけれども、そういった手間も加味して現状では積算して、それで金額の交渉を行って契約す

るという形にしております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）先ほど二見委員のやり取りの中で、島尾課長が今後ごみが増えるのは考えにくい、

人口も増えていくことは考えにくいと発言されていたとおり、平成29年度から令和３年度までのご

み不燃物収集業務委託料というのが478万7,160円増えているんです。人口が平成29年から令和３年
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まででマイナス899人、約900人、来年になったら1,000人になるかもしれないぐらい人口は減って

いるのに、課長がおっしゃったようにごみは減るだろう、なぜこの委託料だけ５年間で500万円も

上がっているんですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）これは当然、人件費等、昔から比べますとやはり上がってまいります。その単

価を地方交付税の積算単価なんかで我々は見ておるんですけれども、そういったもので置き換えて

おりますので、そこが変わってくれば当然変わってまいります。

それと、ごみ収集車の燃料費なんか、これは燃料費の当然単価が上がると積算単価も上がってく

ると。我々の設計の基本は、実績を基に次の年の分を積算するような形にしておりますので、石油

価格が高騰して燃料費が高騰すれば、その分が設計に乗ってくるという形になっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）燃料費が上がっているというのはここ１年、２年の話ですよね。これがそしたら、

燃料費が下がっていったらこの決算額も下がってくるということですね。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）そこだけを取り上げれば、もうおっしゃるとおりでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）どう考えても皆さん、人口が減っていってごみを少なくしようという世の中になっ

て、実際ごみも、課長、自分自身で増えるのは考えにくいということは減るということですよね。

人口も、これはどこの市町もそうと思うんですけれど、何でこの委託料だけががんがん上がってい

っているかが、先ほど言われた燃料費高騰というのはほんま、ここ１年、２年の話なんです。その

辺が、ちょっとやっぱり僕たち住民からしたら納得できるものではないと思うんです。これはやっ

ぱり随意契約というのがあるからじゃないかなと。これが違う一般競争入札とかになれば、こうい

うことはならないと思うので、仕事の量、ごみを取るのが仕事なんですよ。仕事の量が減っている

のに契約の委託料の金額だけが５年間で500万円、年々100万円上がっていっているような計算にな

りますよね。これ、今度５年後になったら、もう平成29年からやったら1,000万円上がるという僕

の勝手な計算になるんですけれど、これは下がることはないんですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）理論的に下がることがないということは言えないと思います。設計の上で下が

る可能性もあると思いますけれども、それはその時々の設定における単価、我々は地方交付税の単

価を使ったり、当然パッカー車１台の値段にしても年々上がってきている状況もございますので、

そういった物価のやはり動きにもよりますし、委員ご指摘のとおり、ガソリンなんかは上がったり

下がったりしていますので、上がったら当然上がりますし、下がったら下がりますし、これはその

物価によって変わってまいるんですけれども、独自の設計というものを熊取町が持っておりまして、

その設計に、金額によって設計をしておると。廃棄物処理法においても適正な価格でということを

うたわれておりますので、我々は独自の設計をして適正な金額というのを定めて、それで価格交渉

して契約しているというような現状でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）その独自の設計自体をまず見直さないといけないんじゃないですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）いろいろなお考えがあろうかと思うんですけれども、我々、枠組みとして量を

考えておりますので、その中で地方交付税、国のほうがこれぐらい金額が要るだろうということを

設定しまして、いろいろ単価を定めてくるわけでございます。そこの金額に当てはめて今、現状の
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設計をさせていただいていると。これからはきめ細やかなということを考えますと、ごみ量は減る

んですけれども、ステーションの数は増えていく方向にございます。そのステーションを増やすと

いうことは手間がかかってくると。となりますと、その金額をどない見ていくか、これも考え方で

ございますので、未来永劫一緒ということはないでしょうけれども、これから見直すべきところは

あるかもしれませんけれども、現状はこれでやらせていただいているというところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）そしたら、もう何も変わる気がないということですね。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）変わる気がないということではなくて、現状を見ながら考えさせていただきた

いというところでございます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）主要施策の36ページなんですけれども、廃棄物減量等推進員の研修会というのがあ

るんです。この廃棄物減量等推進員のメンバーはどういう方がいらっしゃって、どのような内容の

協議をされているんですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）廃棄物減量等推進員という方は、いわゆるごみゼロ委員です。自治会から推薦

をいただきまして、ごみゼロ委員ということで任命させていただいております。大きい自治会に関

しましてはお二方選んでいただいてもいいですよということで選任いただいて、お一方でもいいん

ですけれども推薦いただいて、しております。

内容ですけれども、今回ごみゼロ委員はこういうことをしてくださいねというような、それと

我々、町としての取組はこういうことをしておりますよというようなことを皆さんにお知らせして、

ご理解いただこうということでやっております。コロナ禍ということもありましたので、書面でこ

れお渡しして、見ていただくというようなことになったというものでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）各自治会から推薦というか、出ているということで、全自治会から出ているという

ことなんですね。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）おっしゃるとおりでございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）以前は、ごみゼロの推進委員という方を出したときは分かっていたんですけれど、

今ホームページで検索しても何も出てこないので、そのままごみゼロ推進委員がいてるのかどうか

というのもちょっと分かりにくかったので、この内容を聞かせていただきました。

次、38ページのところなんですけれども、地球温暖化対策事業ということで、平成25年度の計画

基準年度からの比率で36.7％削減できたということで温室効果ガス排出量実績の評価というのが載

っているんです。2030年度までに町の事務のレベルとして40％削減というふうになっているかなと

思っているんですが、この削減できている内容というのはどういうものなのか教えてください。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）すみません、細かいデータは今持ち合わせないんですけれども、大きく減って

いるというのはほぼ電力ということで、電力の使用料が下がれば下がるということで効果が出てい

るというところでございます。40％という削減率も、今回、実行計画事務事業編、区域施策編、こ

の辺の策定とか各改定とかを今年度予定しております。また国も少し目標を上げてきておりますの

で、それに沿ったような目標になるんではなかろうかというふうに考えております。

以上です。
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委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。電気が一番大きいというところで、やっぱり効果を考えたときに電

気が一番なんですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）やはり空調とかの電気を使いますし、その使う量として当然、ほかのストーブ

を使うときはそんなのを使っておりますけれども、ふれあいセンターですとガスとか使っておりま

すけれども、やはり率としては大きいというところでございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

町として次の策定をしていくということなんですけれども、実際、力をこれから入れていかない

といけないものというのは電気以外、温室効果ガス排出量という部分においてもうないんですか。

何か力を入れていける取組みたいなのを考えているところはありますか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）考え方としましては、まずは省エネをして再生可能エネルギーをつくるという

考え方がございます。再生可能エネルギーをどれだけ導入していくかという戦略も今回、今年度つ

くっていく予定ですので、どこにという細かいところまでは出せないかもしれませんけれども、大

きく熊取町でこういった再生可能エネルギーが可能性があってとかいうことは出てくるというふう

に考えております。これから手をつけるということであれば、省エネという観点で、よく今コマー

シャルでも出ていますけれど断熱であるとか、それから再生可能エネルギーとしてつくるというこ

とであれば、太陽光発電なんかはよくお耳にされていると思うんですけれども、可能性の面からい

うと、この辺が大きいのかなと。ほかのエネルギーについても検討するということになっておりま

すので、小水力発電とかそういったことも議題にはなるかもしれませんけれども、可能性としてど

うかなと。この辺は皆さんの協議の中で決まっていくのかなというふうに考えておるところでござ

います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。これから事業者とか住民にというところなんですけれども、町とし

てまず事務、この庁内というんですか、40％削減というのを取り組みながら、次は町全体で住民と

か、また事業者にご協力していただくというので、2030年ですか、一応中間ですけれども目指して

いくということになっているというところですね。分かりました。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中圭介委員。

委員（田中圭介君）主要施策の36ページの熊取町エコプロジェクトの食品ロス削減施策の中で、お持ち

帰りや小盛り対応可能な町内飲食店登録制度の設立と書かれているんですけれど、この協力店は何

件ぐらいありますか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）これは、環境省のほうで少し前までドギーバッグ運動とかいうて言われたんで

すけれども、お名前が犬のために持って帰りましょうというような感じやったんで、何かいい言葉

はないかということで環境省が公募したみたいで、もっとエコというそれを掛けましてｍｏｔｔＥ

ＣＯという運動に今なっているんです。ｍｏｔｔＥＣＯの飲食店ということでご協力を募りまして、

70周年事業で飲食店を紹介するようなそういう冊子を作成した折に、１ページ拝借しまして食べ切

りましょうというような周知をちょこっと入れさせていただいたんですけれども、それの関連で、

そこへ載った方々にちょっとお声かけしてご協力を要請したというようなことがございます。今の

ところ30社ぐらいですか、ざくっとで申し訳ないんですけれども、ご応募いただいてホームページ

で紹介をさせていただいているところでございます。

以上です。
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委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）熊取町のホームページにそのお店の名前が閲覧できるという形ですか。どうぞ。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）食べきり協力店ということで、ホームページ上で皆さんの紹介をさせていただ

いております。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）なかなかこのご時世、お持ち帰りというふうなのを協力してくれるお店というのが

少ない世の中で、こういうエコの関係に協力してくれる店はすごくありがたいと思いますし、注文

したものが食べられへんかったらもったいないなというので、また家に持って帰って食べようとい

う心がけもすごく重要と思います。

お持ち帰りのパッケージとかもお店任せというか、それに対する、特に補助金まではいかないと

思うんですけれど、そういうのはメニューとかあるんですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）現状、そのメニューというのはございません。持ち帰りだけをお願いしたので

はありませんで、何をお願いしたかといいますと、ご飯の量を調整していただくとか、注文された

ときに初めに食べられるよう注文していただこうということで、そういう小盛りのメニューを設定

していただけませんかとかハーフサイズメニューとか設定していただけませんかというようなこと

であるとか、あるいはお店側の取組として、注文を受ける際に多くないですかとか、量のことに対

してちょっとお声がけいただけるかとか、もしも宴会をされるようなそういうお店でしたら、宴会

の食べ切りのご協力を皆さんに言っていただけませんかとかいう、そういうこちらの問いかけもい

たしまして、全部ではないんですけれど、どれか選んでくださいという形でお尋ねしたんです。そ

の一つを選んでいただく、それと我々はこういうことをしていますということのステッカーである

とかポスターであるとか、その２つを賛同いただければ協力店ということでホームページに載せさ

せていただいているというような現状でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）分かりました。もっとそういう店が増えていただいたらありがたいと思います。

続きまして、主要施策の40ページです。

熊取コロッケ販売促進への支援というのですが、販売実績が14万2,900個、令和２年度は８万

7,400個でしたので、これは無料にしたから増えたんですか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）熊取コロッケの販売個数についてご説明させていただきます。

熊取コロッケにつきましては、委員おっしゃるとおり、令和２年度と比較しましてかなりの量が

増えております。これは当初、今まで取扱いしていただいている事業者に対しましてもそうなんで

すが、コロナ禍によるやはり売上げの減少という意味合いも含めまして補助率を10分の10にさせて

いただいたという事業者支援の意味合いもございます。そういった意味で57店舗まで事業者のほう

は拡大できまして、皆様にご協力いただいたというところでございますから、そういった趣旨から

考えますと、事業者支援という視点でいきますと増えたという形になります。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）そしたら、令和４年度は57店舗から何店舗になったんですか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）今回参加いただける事業者様については今、公募営業活動をしているとこ

ろでございまして、せんだって６月議会のときにアンケートでお示ししましたが、今後も継続して

コロッケを扱っていただけるという事業者につきましては約36名、63％の方というふうに考えてお
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りますので、まだちょっと全体に集約はできていませんけれども、一応そういった目安は立ててお

ります。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）今、種類的には４種類でしたか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）今、プレーン味とカレー味と和風タケノコ味の３種類がございます。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）３種類じゃなくて、もうちょっと種類数を増やしていこうかなとかいう考えは今あ

りますか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）将来的にはいろんなレパートリーが必要であるかなというふうに考えてお

りますが、今回のアンケートを踏まえまして、味をもう少し濃くしたりとかいったところで今見直

しているところでございまして、あと大きさのほうも、前回のタコ焼きサイズの大きさからちょっ

と大きくしまして、できるだけお得感が出るようにというふうに考えております。今回それが令和

４年度で初めてお披露目になりますので、その状況を見ながらまた判断していきたいというふうに

考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）最後に聞きたいんですけれど、もうテレビ放送はされたんですか。何かＬＩＮＥで

来たんですけれど、もうされましたか、放送は。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）昨日ＮＨＫのほうで放映されまして、今朝も電話でお問合せ等いただいて

おるところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）それはいいことで、ぜひとももっと種類が増えてバリエーションが多いほうが飽き

ないかなとも、商品開発するのも多分大変と思いますけれど、ぜひ熊取町を盛り上げるように頑張

っていただきたいと思います。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上昌史副委員長。

委員（坂上昌史君）191ページの野外活動ふれあい広場管理事業です。ここでＫＰＩを見ていると評価

がＣで、これは野外活動がふれあい広場だけの評価ではないんですけれども、野外活動ふれあい広

場の利用者数2,000人とかなっていて、これ、前の年も評価がＢで、令和３年度がＣになっていて

悪くなっているんです。令和３年度の野外活動ふれあい広場の利用者数の実績の人数を教えてくだ

さい。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）野外活動ふれあい広場の利用人数の実績でございますが、施設利用者数に

つきましては3,713名ということでございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）坂上昌史副委員長。

委員（坂上昌史君）あまり改善していないんですけれども、これ、以前もお聞きしたんですけれども、

野外活動ふれあい広場というのは、熊取町で持っていて熊取町がお金を払って運営していかなけれ

ばならないものなのかどうなのかというところをご説明いただけますか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）野外活動ふれあい広場の将来構想でございますけれども、今後、広場で和
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田山パークの集客であるとかにぎわい創出の新たな仕掛け、まちおこしになるものというふうに想

定しておりますので、農園を含む広場、和田山パークというのは奥山雨山自然公園エリアにも位置

しておりますし、今後の地域活性化につながるものというふうに考えておりますので、今のところ、

指定管理ではありますけれども、町のほうが関わって運営していきたいというふうに考えておりま

す。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上昌史副委員長。

委員（坂上昌史君）若干利用人数は回復していますけれども、このキャンプとかがはやっている世の中

で利用人数がそれほど上がっていないというところもありますし、ブルーベリーの農園も近くにあ

って施設的には強化されていっているんかなという印象はあるんですけれど、実際のところ人数が

増えていっていないというところは効果が出ていないんかなというふうに感じられます。実際、お

金を出してやっていっているのにあまり効果が出ていないんであれば、これはどうなのかなという

ふうに思いますので、今後に向けた課題とかも令和２年度とあまり代わり映えしないですし、何か

もっと抜本的に、熊取町がお金を出して運営していくんであれば改善しないといけないんじゃない

んかなと思うんです。どうお考えでしょうか。

委員長（河合弘樹君）下中住民部理事。

住民部理事（下中昭三君）まず、令和２年度が新型コロナ禍の影響を受けて一番底と言ってもいいぐら

いの2,161人、今回は3,713人と1,500名余り増加があったと。これは新型コロナウイルスの関係で

すから、やはり先が見通せない状況でございます。

しかしながら、この施設そのものでございますけれども、やはり団体利用の中身を見てみますと、

町内の民間保育園であったり小・中学校、あるいは大学のクラブ等々で社会教育関係の高い、ボー

イスカウトも含めていろんな方々が野外活動を身近なところで体験を味わえるという場所で、とて

も固定しているということであれば、とても有意義であると。まず自治体として、やはり野外活動

の体験の場、使いやすいところで安価で利用できるという場を確保しないといけないんだろうとい

うまず一つの前提がございます。

その中で、今、先ほどから委員がご指摘のとおり、そしたらもっと伸ばすためにはどうしたほう

がいいのか、どうすべきなのかという課題については、先ほども課長のほうから答弁ありましたよ

うに、指定管理者と共に改善へと進めていきたい。さきの一般質問でもございましたグランピング

もツールの一つであると。いろんな使い勝手のいいものを利用者の方々からアンケートを取りなが

ら、またブルーベリーのほうも本格的に開園、定着してまいりますので、それも含めて一体的に土

地利用を図ってまいりたいと、そのように考えています。

また、年間17万人ほどいらっしゃる永楽ゆめの森公園の利用者をいかにして野外活動ふれあい広

場、ブルーベリー園へ、時期的なものはございますけれども移っていただくか、それは一体的にバ

ーベキューも強みでありますしブルーベリーも強みであります。そういったものをアピールしてい

きたいと、そのように考えてございます。

ですので、検討課題ばかりではございますけれども改善してまいりたい。やはり新型コロナのウ

ィズコロナ、アフターコロナをにらみながら考えてまいりたいと、そのように考えてございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）主要施策の６ページです。新規で今回、河川の雨山の災害の復旧ということで検証

もあり、その後、一般社団法人地盤品質判定士会と協定を結んで今後の対策というところで進めら

れるかなというふうに思っているんですけれども、実際、被害に遭われた住民の方との補償の交渉、

これはどれぐらいまで進んでいるのか、お聞かせください。

委員長（河合弘樹君）庭瀬下水道河川課河川農水室長。

下水道河川課河川農水室長（庭瀬義浩君）今、二見委員おっしゃられていることでございますが、一応
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令和３年度に、崩壊した法面上部のおうちの方の対応ということで、これから補償していくという

委託料を計上させていただいていました。ただ昨年、検証委員会の中でコロナの影響もありまして

時期的に遅れたというところで、３年から４年に明許繰越ということで予算のほう繰越しをさせて

いただいて、業者のほうとも今やっているところです。

まず、一番影響の大きかったというところで上流部の２軒について、擁壁だとかその辺の構造物

の補償というところで、今委託しています業者のほう、ひいては連携協定しました判定士会の方も

入っていただいた中で専門的な意見も聞きながら、復旧する擁壁の形は検討してございます。

それぞれ住民の方、その間何もしていないかといいますと、不定期ではございますが、こんなこ

とをやっていますよという報告は逐次やっている状態でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。なかなか擁壁等できていない、被害に遭われた方のところがなかな

か目に見えて何もできていないのかなというのを思ったので、どれぐらい進んでいるのかなという

ことで聞かせていただきました。

しっかり話もしていただいて、後の補償については町としても丁寧にしていっていただいている

というのは本当に分かっているんですけれども、昨日、おとといも雨が降ったり台風が来たりとい

うところで、斜面については元どおりになっていますけれども家の付近についてはまだ元どおりに

なっていないという不安はおありかなというふうに思いますので、またしっかりと丁寧に進めてい

っていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。

すみません、もう一点いきます。

主要施策のその上の既存民間建築物耐震診断補助の実施というところで、この状況、令和２年度

から３年度で補助を受けられた件数等を教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）馬場まちづくり計画課長。

まちづくり計画課長（馬場高章君）お答えいたします。

令和３年度につきましては、実績といたしまして耐震診断の補助金を受けられた方が８件、それ

から同じく旧耐震の住宅の除却工事を行われて助成を受けられた方が９件、それからブロック塀の

撤去のほうが11件という形になってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）令和２年度と比べて、すみません、どうですか。

委員長（河合弘樹君）馬場まちづくり計画課長。

まちづくり計画課長（馬場高章君）同じ順番になりますけれども、令和２年度、診断が３件、改修が１

件、それから除却工事22件、ブロック塀につきましては19件となってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）除却のほうがすごく増えたのかなと思うんですけれども、これ、耐震診断をされて

除却というふうに進んでいっているんですか。

委員長（河合弘樹君）馬場まちづくり計画課長。

まちづくり計画課長（馬場高章君）基本的な考え方としては耐震性がないという前提で除却工事に対し

て助成させていただくことになりますが、ただ、それぞれのおうちの事情で、もうできれば建て替

えたいとかいうようなプランをお持ちの場合に、殊さら古い物件に対して耐震診断費用をおかけい

ただくということもなかなか回り道というところもありまして、別途、簡単な評価基準というもの

も設けさせていただいていまして、そちらのほうをご自身で記入いただいて、一定、56年以前であ

るということがまず確認できる、それから建物について耐震性がないというようなことが確認でき

れば除却工事に関しては助成させていただいておりますので、診断が必ずあるということではござ
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いません。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。診断の数の割には除却が多いなと思ったので、そういう基準でいけ

るということですね。

あと、ブロック塀の分についても、これは令和２年度よりも少なくなっているんですが、このあ

たりはどうですか。

委員長（河合弘樹君）馬場まちづくり計画課長。

まちづくり計画課長（馬場高章君）ブロック塀につきましては、やはり北摂の地震の影響が色濃くがあ

りました。当初、平成30年度に制度を開始した時点では、この年、半期でしたけれども24件の申請

がございました。31年が18件、それから先ほど申し上げた令和２年度が19件という形で、大体20件

ぐらいのアベレージで来ていたんですけれども、令和３年度につきましては、最終的には11件です

けれども、上半期の段階では１桁の状態でした。だから一定、こちらの助成制度については、ある

程度ニーズにお応えできたのかなというふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）これ、３本とも一応まだ今年度以降も続けるようになっていたんですか。

委員長（河合弘樹君）馬場まちづくり計画課長。

まちづくり計画課長（馬場高章君）先ほどもちょっと触れさせていただきましたブロック塀の補助金に

ついては、そういった実績を見た上で、大阪府のほうの支援も打ち切られるということですので令

和３年限りと。もともと当初、初年度限り、あるいは３年後をめどにというような形でやらせてい

ただいたんですが、ある程度ニーズがあるというところで４年目までいきましたけれども、大きく

件数が減りましたので、大阪府の支援が打ち切られるのと期を同じくして制度的には令和３年度で

終了させていただいております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

そしたら、あとの耐震と除却についてはまだずっとこのままやっていくということでいいんです

か。

委員長（河合弘樹君）馬場まちづくり計画課長。

まちづくり計画課長（馬場高章君）はい。そちらのほうは引き続き取り組んでまいります。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

すみません、もう一件だけいいですか。

主要施策の40ページと、あと出は157ページになるかなというふうに思うんですけれども、し尿

処理のほうが広域になったということで、これ、今までかかっていた経費に比べて少なくなってい

るのかなと思うんです。その辺の効果はどうなっていますでしょうか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）し尿処理につきましては、皆さんご存じのとおり、泉佐野市田尻町清掃施設組

合のほうへ事務委託して持っていっております。３年度につきましては、受入れはしていないんで

すけれども、水槽の中にあったもの、これをどんどん処理いたしまして最後まで、空になるまでと

いうような運転をしましたので、そういうのを施設閉鎖に伴うものと、そのための運転というよう

なものが要ったんです。閉鎖関係で4,250万円程度かかっております。それをひっくるめてし尿処

理場運営事業全般でいいますと１億4,000万円ぐらいかかっているんですけれども、これは当然、
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施設を閉めるため、２、30年あるいは30年から40年に一遍のことも入っての金額です。ちなみに平

成28年度なんかのし尿処理場運営事業全般で見ますと１億7,200万円かかっておりますので、そう

いう40年、30年に一遍の閉鎖も入れて１億4,000万円ぐらいで済んでいるというような状況でござ

います。

委員長（河合弘樹君）山本住民部理事。

住民部理事（山本浩義君）効果額ということでお答えさせていただきますと、今年の３月に開催させて

いただきました特別委員会でそれのほうを情報提供させていただいております。広域化に伴う効果

額として5,722万4,000円ということで、試算で効果額がありますよということで発信させていただ

いております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。広域化になることによって施設等の運営とかも維持していかなくて

いいというところで効果は出てくるのかなという、あと、その後のまたあった施設をどうしていく

かというのがまた町有財産のところにありますので、分かりました。ありがとうございます。

委員長（河合弘樹君）議事の途中ですが、ただいまより昼食のため午後１時まで休憩いたします。

──────────────────────────────────────────────

（「12時01分」から「13時00分」まで休憩）

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）休憩前に引き続き会議を開きます。

ほかに質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）77ページのところで町制施行70周年記念事業、１班所管の分は１班のところでお

尋ねしましたが、黄色のラインを引いてある都市整備部所管の分、ここのところで1,330万7,800円

という数字になっております。この部分についてご説明願います。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）町制施行70周年記念事業の関係で、工事請負費として1,330万7,800円

の支出をさせてもらっています。内容につきましては、メインのシンボルツリーの植樹帯を整備す

る工事で、根鉢の径として直径5.5メートルの分で広場の改修工事をさせてもらった内容となって

ございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）ここの1,330万7,800円というのは植樹をするための土台部分の工事費用だという

ことですか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）そのとおりでございます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）そうしますと、シマトネリコですか、そのシンボルツリーを購入する費用と、そ

れを運搬して植え付ける費用とか、そういうのはどこに入ってきているんですか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）決算書の一つ上で、町制施行70周年記念事業の総合政策部のところで

70周年懇話会補助金というのがあるんですけれども、そのうち、サブのシンボルツリー、タイサン

ボクの分とメインのシンボルツリー、シマトネリコの分で877万6,930円の支出となってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

以前、駅前の70周年記念事業の植栽がざっくり2,500万円というふうな想定がなされていて、そ



－92－

れはあまりにも高過ぎるんではないかという意見が出ていたんですが、それで結局節約できた部分

というのは、工事請負費の部分の言わば落札減の形での節約ができたというふうに見ていいんです

か。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）そのとおりでございます。

それと、先ほどの金額をちょっと修正させていただきます。

植栽に係る費用は、先ほど877万6,930円と説明させていただいたんですけれども、735万7,900円

の間違いでしたので、訂正させていただきます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）最初におっしゃった数字はタイサンボクを含めたという、そういう意味ですか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）最初に説明させてもらいました877万6,930円につきましては、植栽の

費用のほかに映像の制作費とか式典当日の点灯式の委託費用とかも含んだ金額となっています。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）すみません、訂正した数字をもう一度おっしゃっていただけますか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）サブシンボルツリーのタイサンボクとメインシンボルツリーのシマト

ネリコの２本で735万7,900円となってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）それは植付けの費用とか運搬費とか全部ひっくるめてということですか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）植付費、運搬費、それでシマトネリコにつきましては樹木の費用が含

まれております。タイサンボクにつきましては、町内住民の方から木自体は寄附いただいたものと

なってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）735万7,900円ですか、その数字の大半がシマトネリコに相当する分だという理解

でよろしいですか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）はい、そのとおりでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。当初予定していた金額より幾分かは数字が下がっているようであ

りますけれども、土台の部分の工事は我々素人にはちょっと分からない部分もあって、想定外に工

事費用が高くついているなという気がするんです。

今、現時点でシマトネリコは十分根づいているかなと思うんですけれども、１点だけ、今さら言

っても仕方のないような部分なんですが、お気づきであろうと思うんですけれども、ちょうどシマ

トネリコのあの木は時計台の前に植えられた形になっておりまして、バス停で待っている人から見

ると時計の部分が全く見えなくなっているということなんです。それはご存じだったでしょうか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）広場内の位置の角度的には、そういうところもあると認識してござい

ます。

以上です。
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委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）その部分が非常に残念ではないかなというふうに感じております。もちろん斜め

の角度から見れば時計も見えるんですけれど、真っ正面から時計を見ようとすると、ちょうど階段

を下りてきた方がバス停のほうに向かう方が多いんですけれど、バス停にたどり着いて、自分で時

計を持っていれば別に問題ないですけれども、中には時計台の時計を頼りにしていた方もおられる

かと思います。残念ながら時計の時刻が見えないと、そんなふうになっております。

これは、だからといって上を時計が見えるように切ってしまえというような、そんなことまで言

いませんけれども、そういう状況になっているということは知っておいていただきたいと思います。

それと、もう一点、別の項目でお尋ねします。

81ページに町内循環バス運行事業がございます。例年ここに計上されている数字ではあるんです

が、町内循環バス運行事業については、令和３年度もコロナ対策ということで運賃については無償

化されております。バス運行事業に関しては当然、通常と同じぐらいの経費がかかっておりますが、

新たに、これまでなかったような項目もございますのでお尋ねします。

一番上のほうに報償費、報償金ということで14万8,300円というのがございます。それと委託料、

スマートモビリティ促進委託料というのがございますが、この２点についてご説明願えますか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）まず、報償金のほうなんですけれども、これにつきましては、昨年度

設置しました熊取町公共交通会議に伴って参加していただいた委員への報償金となってございます。

次に、スマートモビリティ促進委託料ですが、これにつきましては昨年度実施しましたＡＩオン

デマンド実証実験の費用となっていまして、もともと令和４年１月５日から２月28日の２か月間で

予定していたんですけれども、コロナのまん延防止の措置が出された関係で１月末までをもって一

旦中止させてもらった分の費用でございまして、それまでにかかった費用として586万855円支出し

たものでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

実証実験の一旦中止した部分の継続は今年度になっているかと思うんですが、その後の状況はい

かがですか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）今年度改めて実証実験の再実施を、この９月15日から11月14日までの

２か月間をもって今のところ開始したところでございます。

利用状況につきましては、９月15日から昨日、22日までの７日間で８名の方が利用していただい

ている状況となってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）そうしますと、今年度の実証実験の結果を待って、それを検証して本格実施する

かどうか決めるということですか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）実証実験後、検証して実装ということですけれども、そこまでは考え

ておりませんでして、今回、ＡＩオンデマンド実証実験の結果、調査の中でアンケート調査も実施

しますので、その結果と昨年度実施しました各自治会にお願いした公共交通に関するアンケート、

その結果をもって、昨年度設置した公共交通会議の中で来年度策定予定の公共交通計画に向けてど

ういうふうになっていくかというのを議論や意見をいただきながら進めていきたいと考えておりま

す。

以上です。



－94－

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

そうしましたら、もう一点だけお尋ねします。

決算書のページ数でいいますと169ページなんですが、地域就労支援事業というのが出ておりま

す。これは、主要施策の成果の一覧表では43ページに地域就労支援事業の実施ということで、就労

支援相談、月、水、午後１時から５時、残念ながら令和３年度は相談者数１人ということなんです

が、過去どうであったのかというのを調べましたら平成29年の相談者は７人、30年が８人、令和元

年が９人、令和２年が10人ということで、大体７人から10人という形で推移しておったんです。令

和３年度は相談者が残念ながら１人しかいなかったということなんですが、地域就労支援事業の中

身と令和３年度相談者１人であったということのもし事情が分かればお教え願えますか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）それでは、地域就労支援センターの設置の目的でございますけれども、こ

の就労支援センターは、熊取町の就労支援事業の拠点としまして、就労問題に関する相談や求人・

求職情報の提供窓口となるセンターとなっております。就労センターの中では就労支援コーディネ

ーターを１人雇用しておりまして、その方が月曜日と水曜日、１時から５時まで相談を受け付けて

おるという状況でございます。

今回、令和３年度につきまして１名になってしまったというところの原因というのは、正直なと

ころ、ちゃんと把握はできていないんですけれども、コロナ禍で休職されている方も増えている中

で就労支援センターの相談が１名というのは、なかなか説得できる説明というのはできないんです。

そこはまた今後調べていきたいというふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）この就労支援相談、月、水の午後１時から５時となっていますけれども、これは、

毎週相談者の相談を担当するコーディネーターですか、担当の方が月、水の午後１時から５時まで

待機しておられるわけなんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）そのとおりでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）毎週月、水に熊取町役場へ来ていただいて相談のために待機していて、それで年

間通して相談所が１人というのはどうも納得がいかないですね。相談者が来ない間は、その方は何

をされているんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）本来ならば就労支援相談ということで相談業務について委託の者でござい

ますけれども、就労支援のまずはハローワークのほうに求職情報というのがございますので、そち

らの求職情報をハローワークのほうに集めに行っていただいて、それを窓口に備え付けることであ

ったりとか、あと、それから公共施設、図書館とか煉瓦館等、そちらのほうにハローワークが発行

している求職情報を配架したりとか、そういった業務をしていただくことを中心としまして、それ

以外は我々の就労支援に係る事務補助的なことをしていただいているような状況でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）もう一つよく分からないんですけれど、ハローワークに行って就職の情報を集め

てきたりとか図書館にそういう情報を配架したりとか、それで就労支援事業になっているのかなと。

実際問題として、こういう職種で相談員を雇用してもその役割に相当する仕事をやっていただくと

いうのはなかなか難しいかと思いますけれども、金額的に僅かとはいえそこに人を配置して相談事
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業を行うのであれば、もっと多くの人が来ていただいて実のある相談事業になるよう、今までのや

り方に問題点がなかったかどうか検証していただいて、もっと多くの方に利用していただけるよう

な、それかいっそのこと、配置していてもあまり意味ないのであれば、もうやめにしてしまったほ

うがいいかもしれない。それは断定するのはよくないですけれども、せっかく配置している以上は

有効に役立てるようにお願いしたいなと思います。

委員長（河合弘樹君）下中住民部理事。

住民部理事（下中昭三君）分析については今後も引き続きしてまいる必要があるかと思います。ただ、

数字として１人というのは、これはもう実績でございます。

いかんせん町役場の中にはいろんな相談機関の窓口もございます。コロナ禍という中で生活困窮

の相談もまた一定増えているというのも認識してございますし、その方を就労に導くに当たってそ

の中で相談されているというケースも多々ございます。ですので、一旦は就労の専門の窓口として

私ども相談窓口を開けておりますけれど、その中で機関連携として、先ほど課長の答弁でもありま

したように、就労の情報だとかというのを専門的に集めておりますので、そういった情報連携も含

めて活動しているということでございます。

ただ、いかんせん昨年の10名に比べて１名でございますので、やはりもっともっとアピール、周

知するべきところはきちんと検証してまいりたいと、そのように考えてございます。よろしくお願

いします。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）ちなみに、相談業務に当たっていただいている方というのはどういう方なんでし

ょうか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）就労支援コーディネーターのほうは、大阪府が指定しますコーディネータ

ーの養成講座というのを受講されて、そういう専門的な知識をつけられた上で相談業務に乗ってい

ただいているというところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）先ほど坂上巳生男委員が質問した関連なんですけれども、77ページ、町制70周年事

業の懇話会の補助金、いろいろな使い方をされたというのは存じているんです。その中で、観光協

会が以前からやっていたＣＯＢＩＲＩというスイーツのお店とかカフェとか、食べ物の店もあった

と思うんです。地域振興券的な券を発行してそれへの助成もし、住民に喜んでいただいたようなん

ですけれども、コロナ禍もあって中の立てつけが途中で変わって、私も苦情を住民の方から言われ

ました。

どういう内容かといいますと、当初は２万部発行して中身が125％になると言ったのかな。それ

がコロナの流行に伴って部数が１万に変わって150％、50％のサービスということになったと。そ

の中で、一度に買ってもらうのが10冊までということだったんですけれど、それはいらわずにその

ままいって、発売日の午前中の11時半ぐらいにもう全部売り切れたということで、私、知らずに駅

下にぎわい館に行ったら知っている人から大分文句を言われまして、後から10冊を５冊に充てたら

よかったとか、同じ人が２回以上買わんようにしたらよかったとか、それは非常に手間がかかるん

であれなんですけれど、これについてはせっかくいいことをしながら、そういう買えなかった人が

言うているだけで買えた人はあんなこと言うていないんですけれども、随分使ってくれていたよう

です、長いこと。それについてはどういう評価をしているか教えてください。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）くまとりＳＡＮＰＯ ＣＯＢＩＲＩの日スペシャルにつきましては、町制

施行70周年ということで、なおかつコロナ禍で大きな影響を受けている飲食店の皆様の支援を目的

にということで、くまとりにぎわい観光協会のほうに委託した上で熊取町と共催で実施したもので
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ございます。参加店舗は53店舗ということで、チケットのほうも１万冊というのを販売させていた

だきました。

くまとりＳＡＮＰＯ ＣＯＢＩＲＩの日というのは、例年、観光協会のほうでは1,000冊の限定

販売でございましたけれども、今回、53店舗のお店が増えたとはいえ、例年は売れ残っていたと。

８割程度の販売であったという状況で、当初２万冊というお話もありましたが、このお店、53店舗

とはいえ１万冊のチケットを果たして店のほうがちゃんとお客様の対応ができるかどうかというご

意見もございました。それで２万冊から１万冊に減らしたというような状況もございます。

なおかつ、１人当たり10冊の限定販売というところでございますけれども、当初１人当たりの冊

数の制限というのは設けておらなかったんです。今回、プレミア率を上乗せしてございますから、

前方に並ばれた方が買い占めることのないように配慮した結果、それが10冊という判断でございま

した。

総括としましては、今回、当初のコロナ禍で大きな影響を受けている飲食店の支援というところ

では目的を達成したものであるというふうに考えております。ただ、今回こういった事案を踏まえ

まして、今後そういうプレミアムがつくようなチケット販売に際しましては予約であるとか、あと

抽せんなどの販売方法などを検討してまいりたいというふうに考えております。

なおかつ、今回併せて「くまとりグルメヒストリー」というのも発行させていただいております。

これは103店舗のお店を掲載しておりますけれども、この冊子にも、今まで知られていない店舗も

紹介されておったりとか非常に読み応えのある内容となっております。ＣＯＢＩＲＩのイベントを

した後のグルメヒストリーの発行ということで、イベントと冊子の関連性を持たすことで一過性の

イベントではなく事業者のＰＲにもつながりまして、また住民の継続した消費喚起につながる事業

であったというふうに考えております。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）結構注目されたということで、すぐ売れたと思うんですけれども、なかなか想定が

つきにくいというのも分かります。ただ、例えば駅下にぎわい館に私も行って、その後、商工会の

ほうにも行きましたけれども、もうなくなってからもどんどん人が並んで、担当の観光協会や商工

会の人は断るのに平謝りで、そういうふうな状態やったというのはご存じですか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）チケットの販売箇所なんですが、駅下にぎわい館、産業振興課、商工会、

ショップひまわり、あと販売協力店というところで販売いただいております。我々は役場のほうで

も販売させていただいて、非常に朝早くから皆さん行列をつくっていただいて本当にありがたいお

話でございましたけれども、やはり住民の皆様にご迷惑をおかけしたということは重々承知してお

ります。本当に申し訳ないというふうに思っております。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）いい学習になったんかなというふうに私は解釈しているんですけれども、ＣＯＢＩ

ＲＩのイベントは観光協会が何年か前に始めて、今後も続けていくと聞いているんです。プレミア

率が変わることによって次の年があまり売れないというようなことも当然出てくるんで、そのあた

り何か考慮されるとか、そういうのは考えてられますか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）令和４年度につきましては、観光協会の担当の方とお話しさせていただい

て、いつもくまとりＳＡＮＰＯ ＣＯＢＩＲＩの日というのは秋の行楽シーズンということもあり

まして11月にされているんですが、地域振興券の利用期間と重なってしまいまして混乱を招くとい

うことでございますので、今年度はちょっと見送ろうかというお話をいただいております。来年度

に向けてまたどういう形態で実施していくかというのは、今後検討していくところでございます。

以上です。
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委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）先ほどもほかの事業でちょっとお話しさせてもらいましたけれども、せっかくいい

ことをしているのに不平等というか、私が言われたのは、プレミア率は全部税金やでと。それは非

常に答えにくい。すみませんしかしようがなかったような状況なんですよ。今後もこういうような

事業は当然あると思うんですけれども、プレミア率が高いものについては事前申込みであるとか往

復はがきで、それは申請してもらってやるとか、何かやっぱり今後は考慮してもらいたいなと思う

んですけれども、どうですか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）ご意見ありがとうございます。おっしゃるとおりでございます。

今後、抽せんにするか等、販売方法についてはちょっと検討していきたいというふうに考えてお

ります。ありがとうございます。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）ちょっと項目を変えます。

171ページの上のほう、ＫＩＸ泉州ツーリズムビューロー負担金349万1,000円、これは１班でも

質問させてもらって、地方創生の助成金をこれに充てているというようなことを聞かせてもらった

んですけれども、この年度にＫＩＸ泉州ツーリズムビューローがどういうことをやられて、町のた

しかＫＩＸ泉州マラソンとか、あと観光の関空を中心にした横のつながり、９市４町ですか、そう

いうつながりで、以前やったら東南アジアとかそういうところへ売り込みに行ったり、またユーチ

ューバーの人を招待してＰＲしたり、そういうことをされていたと思うんです。支出金額はあまり

大きく変わらないように思うんですけれども、これの中身、どういうことをされたか教えてくださ

い。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）ＫＩＸ泉州ツーリズムビューローの令和３年度の事業報告でございますけ

れども、コロナ禍の中、なかなかインバウンドのお客様に来ていただくわけにもいかなくて、事業

内容につきましてはいろいろ様変わりしているところがございます。

例えば、泉州マラソンにつきましてはオンラインで実施したりということであったりとか、町内

でＳＤＧｓのグルメ万博といったところに、これはりんくうプレミアム・アウトレットのほうなん

ですが、そこで９市４町の特産品を販売したりであるとか、あと国内・国外向けのフェイスブック、

インスタグラムを使った日本語、韓国語、中国語などの多言語による情報発信をしたりとか、泉州

一帯でお客様をちゃんと招き入れるという意識を醸成するという意味で泉州地域広域観光連携協議

会というのを令和３年度に立ち上げまして、そこで総会をやってワークショップを３回程度された

りとか、あとはお隣の和歌山市とサイクルスタンプラリーということで、コロナ禍でもサイクリン

グ等は人気があるということでございますからスタンプラリーとサイクルを組み合わせたような事

業をされたりとか、そういったいろいろ工夫をされて事業を実施されました。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）マラソンの話が出ましたけれども、これは中止になってオンラインになったという

のは知っています。参加人数も、両方ともやったときとやらないときとの人数も分かっていますし、

経費もどれだけかかるかというのを私、役員しているので知っていますけれども、これなんか毎年

同じ金額を払わなあかんのですから、事業がダウンしたときはそれに見合ったとか、次の年に減ら

すとか、そういうことはないんですか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）ＫＩＸ泉州ツーリズムビューローに対する市町の負担なんですけれども、

実際にやはり事業ができなかったりとかということで、令和２年度と比較しましたら、令和２年度

のほうが375万3,000円という負担でございましたけれども、令和３年度は349万1,000円ということ
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で、30万円ほど負担割合は減っているというような状況でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）ここの構成員でもないんであまりそれ以上は言えませんけれども、先ほど３回ほど

新しい組織ができたと言うていました。いろんな会合をやっているようです。私も一つ、歴史部門

のところに参加したことがあるんですけれども、新たな観光の資源とか広域連携だとかということ

をやっていって熊取町の観光とか物産とかそういうところにつなげるように、やっぱりこれだけお

金を払うておるわけやから、そういう実のあるように今後は中で対応してもらいたいなと思うんで

すけれど、そのあたりどうですか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）ＫＩＸ泉州ツーリズムビューローの市町の連携会議というのが毎月１回ご

ざいまして、そちらのほうで我々担当が出席しまして、このツーリズムビューローに対する運営方

法であるとかそういったことに関して意見を述べさせていただいております。

あと、それから各町長、市長が集まっている理事会というのもございまして、それが年４回、５

回程度ございまして、そちらのほうでもトップからの意見というのは出ておりますので、そういっ

た意見を踏まえながら運営しているというような状況でございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）資源ごみについてお聞きしたいんですが、主要施策39ページのところで、資源ごみ

の量とかが載っているんです。今、資源ごみ、熊取町の第10期の分別収集計画によりますと、自治

会のほうで古紙、牛乳パック、アルミ缶、古着、段ボールというのは集団回収を推奨しているとい

うような状況であるかなというふうに思うんですけれども、このあたり、全自治会が協力して資源

ごみの再資源化、そういうふうなのを取り組んでおられるんですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）今ちょっと手持ちのデータがないんですけれど、ごみゼロの会議があるという

ことでお伝えしたと思うんです。ごみゼロさんに集団回収をされていますかということで質問を毎

年しています。それで把握されているところは報告いただきまして、我々の集計の中に入ってくる

というような形でやっております。ですけれども、現実的には集団回収、ちょっと少なくなってき

たかなという印象を受けております。長生会の方であるとか、ちょっと活動が少なくなってきたの

かなというようなところで、我々としては、自治会とかでやっていただきますと交換でティッシュ

ペーパーをもらえたり、あるいは少ないお金ですけれどお金が頂けたりして、運営にそれを使って

いただけるということで、ぜひともやってくださいということで推奨させていただいているんです

けれども、これも自治会であるとかそういう集団の方々が決めることでございます。全てがこちら

で把握できておりませんけれども、ごみゼロさんを通じてどういう状況かというのは今、データは

毎年集めているというようなところでございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）一応資源ごみの分別収集の推進ということで、町としては集団回収を推奨している

というところが第10期のほうに載っているんですけれども、自治会単位であると、なかなか自治会

に入られていない方は協力をしにくいかなというふうに思ったりするんです。

昔でしたら、廃品回収という形で資源ごみの回収が回ってきたら、出せばトイレットペーパーで

あったりとか何かごみ袋であったりとかというのを頂けたりとかということで、資源ごみをしっか

りと再資源化のほうに意識というんですか、出していけたのかなと思うんですけれども、また今、

ごみは固めて出す、グループで出すというふうになっているので、自宅前で出せるというメリット

というのが大きいかなというふうに思うんです。このあたり個々として、集団でとか自治会とかそ

ういう単位でやっていなくても、家の前に出して、回収の回っておられるところに出していくよう
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な推奨というのはしていかないんですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）確かにそういう考え方もございます。しかしながら今我々が考えておりますの

は、まず集団回収でやっていただいて、それとは別にまた自治体回収、これもきちっと分別してリ

サイクルに回していくという、そういうルートを組んでおりますので、やはり昨今、皆さんの自治

会とかに対する考え方も変わってきたのかなというところもございますし、どちらかというと、ご

み行政はできたら個別収集へというような考え方が広がってきているかなというような状況の中で、

一方、自治会、こういうコミュニティというのは我々も大事やと思いますし、そちらも推奨してい

きたいというふうに思っております。

なかなかそのバランスに苦慮しておるというのが実態で、個別のほうといいますか、行政回収、

これを100％にするとか、あるいは集団回収を100％にするとかいうのではなくて、やはりバランス

で考えていくものではないかというふうに現在考えておるところでございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）だから、一般のごみにつきましては集団とかコミュニティで回収していくというの

は分かるんですけれども、資源ごみを再生していく再資源化率とかを向上していくためには、資源

ごみという再生のために出していくというふうな方向を考えたときに、自治会に入っていようが入

っていまいが、今ここに第10期は集団回収というふうに載っているんですけれども、そういうのを

推奨していくために何か方法はないのかなというふうに思ったので質問させていただいたんです。

そのあたりは何か考えていないですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）先ほども申し上げましたけれど、自治会とかの運営費用ということで集団回収

というものを考えておりましたので、個別の方々のそこの収入をどうされるかとか、そういう問題

も出てくるのかなというところもございまして、個別で出していただくのであれば町が回収してお

りますのでそちらのほうをご利用いただく。そういう会を維持していくためには、やはり集団回収

もご利用いただいて、運営費用などに活用いただくというのもいいんじゃないかなということで推

奨させていただいているというようなところでございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

泉佐野市であったりとか貝塚市であったりは、自治会に集団回収をしていただくことによって当

然売却のお金も入るし、市から貝塚市やったら１キロ５円で、泉佐野市は一律１回2,000円という

ことで補助金を出していて、その分を自治会の収入として充てられるようなやり方をやっていると

ころもあります。

新聞であったりとか古着とかやっぱり重いので、普通のごみよりもまだ重かったりするので、や

はり家の前で出せて取っていただけるというのは、こういう廃品の分、資源ごみに関してはそうい

う業者にやってもらえるようなところがあるなら、やっていただくのが一番いいのかなと思ったの

で質問させていただいたんです。個別収集につながるというふうな考えもあるのかなと思うんです

けれども、資源ごみに関してはどうかなと思ったので聞かせていただきました。そのあたりはどう

ですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）確かに委員おっしゃるように、集団回収に報奨金というんでしょうか、何かお

金を１キロ当たり幾らというて出す市、町があると、これは存じております。

しかしながら、我々の考え方は、熊取町ではそういうお金を出さなくても、皆さんがご協力いた

だいて、それで町の回収であるとか集団回収であるとかというところへ出していただいていると、

現に進んだ町であるというふうに我々は自負しているんです。集まらない、あるいは売却代も日々

変動するものでございまして、値段がつかないとかになりますとそういう業者のほうに回らない可
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能性も出てきますけれども、昔、そういう状況ができたんで、自治会のほうから費用を出して、自

治会等にお願いして集めていただいてというような状況を聞いたことがございます。

現状、熊取町においては、皆さんの自発的なそういうご協力の下、集まっております。別の費用

をかけることなくそういうふうに収集できておりますので、こちらで進んでいきたいと。事業者が

回収するという、こういう手もあると思うんですけれども、行政としましては津々浦々全てを回収

しなければならないというところがございまして、取りやすいところだけというわけではないので、

やはりその辺がありますので今の体制でさせていただいているというところでございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

高齢化になってきたりとか、ごみは必ず出るものですのでなかなか難しい問題がすごくあるのか

なと思うんですけれども、今やっていっているのが全てではないというふうにも……。人口が減っ

てくる、高齢化になってくるとなるとそのあたりも今後検討していただく材料になってくるのかな

というふうに思っておりますので、またよろしくお願いしたいと思います。

次の項も１個いきます。

主要施策の33ページのところにあります内容を教えていただきたいんですけれども、豊かな緑陰

形成等支援事業ということで、黒田緑化事業団寄附事業の活用でタイサンボク16本を植えたかなと

思うんです。この事業について少し教えてください。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）公益財団法人黒田緑化事業団寄附事業につきましては、この事業団の

事業で、大阪の魅力向上等を目指して、各市町村において高木による緑化及び地域住民と協働で行

うみどりづくり並びに民間主体の街区単位でも緑化促進と連携を推進させるため、黒田緑化事業団

のほうで、市町村が行う道路、駅前広場や公園などの公共空間で緑化整備、再生を支援する事業の

内容でありまして、これのほうに昨年の11月頃、町道熊取駅前線並びに熊取駅前広場の樹勢の弱く

なったハナミズキを植え替えするために申請させていただきまして、令和３年度に採択を受けてタ

イサンボク16本を植えて寄附をいただいたものでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）事業団の寄附のホームページとかを見ていたら、各市町でこういうのを寄附いただ

いているのを見たので、すごくいい事業をうまく使われたなというふうに思ったんですけれども、

これは大体１回限りというか、一度採択いただいたら、もうこれだけで終わってしまうようなもの

ですか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）また別の箇所でそういう対象となる事案があれば、熊取町として何回

でも対象となるという内容となってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

駅前であったりとか人が集うとか行き来するようなところでというような感じですか。どういう

のであれば採択していただけるという感じなんですか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）市町村においては、道路、駅前広場や公園などの公共施設における高

木による緑化施設の整備または再生が対象となってございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

じゃ、次の下の項目へいきます。
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路面下空洞調査事業の実施ということで、これは令和２年のときはなかったのかなと思うんです

けれども、令和３年度は実施ができたということですか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）２年度については、交付金の内示がゼロということで実施できませんでし

たが、追加補正のほうで頂きましたので、それのほうは３年度に繰越しさせていただいた分と３年

度の現年分を発注させていただいてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）21.1キロというのは計画していただいていたかなと思うんですけれど、これはもう

計画で大体調査は終わりですか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）まずは１級、２級等主要の幹線道路、延べでいきますと67.7キロを対象に

計画を進めさせていただいてございました。３年度実施分で、一応当初の計画分については全て完

了ということになってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）特に一番初めの頃、何かちょっと空洞があったとかというところがありましたけれ

ど、今実施した67.7キロについては、大きな路面下の空洞があったというようなところはなかった

んですか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）空洞箇所というのは各年度数か所発見されております。対応が必要な空洞

というのは当然すぐ対応させていただいていまして、一応対応が必要な箇所というのは合計で５か

所ということになっております。これについてはもう全て対応済みということになってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。たまに何かすごく掘れ込んでしまって車が落ちるみたいなのが時に

はニュースになったりとかという、そこまで大きなものではなくて、町で修理ができるような範囲

の５か所というところでいいということですか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）結果としては大きい空洞等はない分になりますけれども、一応、基準上対

応が必要な箇所については早急に対応が済んでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。これで一応計画は終わったということですので、今後、路面下の空

洞調査というのは実施はしばらくしなくて、様子を見るという感じになるということですか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）今、１級、２級町道は全てをさせていただいていて、ただ、町道について

はまだまだございますので、その辺は計画立てて検討を進めたいというふうに考えてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。文野委員。

委員（文野慎治君）成果の38ページ、環境センター運営事業で質問させていただきます。

担当課の皆さんは新しい施設の今計画をずっと歩んで目指していただいているのと、それとそれ

までの間、現行の古くなった環境センターをどう延命して頑張っていくかということで、本当に忙

しい目をしていただいていますが、敬意を表したいと思います。

まず、新しいほうの広域化の施設整備についてお伺いしたいと思います。
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何せ、計画がもう始まって、冒頭言うたように途中になっているんですけれども、今現在の状況、

38ページには住民説明会を８回やったとか、担当者はもちろんやっているんですけれども、町の職

員も派遣され、そして経費の負担という工事に係る根本のお互いの腹合わせを終わっていると思う

んです。現状のこの場で報告できるような形を言葉で説明していただきたいんです。

委員長（河合弘樹君）椿原環境センター所長。

環境センター所長（椿原康雄君）ごみ処理の広域化につきましての現状でございますけれども、昨年、

議員全員協議会でも報告をさせていただきました環境影響評価、こちらのほうが報告書が出来上が

ってきて、それに対しての意見をいただいた上で、修正すべきところを修正し、実際の調査、評価

に入っていっていると、今そういう状況のところでございます。

住民説明会８回というふうに書かせていただいているんです。この説明会につきましてもほぼ環

境影響評価についての説明会がメインとなっておりまして、こちらのほうは泉佐野市、田尻町の組

合のほうをメインとしてされたというふうに伺っております。

あと、令和３年４月から本町の職員を１名派遣しまして、広域化に係る業務を主としてやってい

ただいております。

また、経費の負担でございます。新施設建設に係るまでのいろいろな計画業務につきましては負

担割合は以前から決まっておるんですけれども、運営開始した後の負担割合、維持管理経費の負担

ですとか、そのあたりはまだ協議中というところで、まだ決定はしていない状況でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）分かりました。着工へ向けて離陸するまでの滑走路を歩んでいるんだなというふう

に思います。

本当にチームワークでやっていただいていると思うんですけれども、今答弁いただいたように、

住民説明会は主に環境がどうなるんやとかそういうような形でのことだと思うんです。僕も当初、

特別委員会の委員長をさせていただいたんで状況がいつも気になっているんですけれども、熊取町

としたら町外に施設を持っていって、おまけにほかの地域よりも近くの場所が確保できているとい

うことで、現場を見せていただいたときに、ああこの谷を埋めてこうするんかという大変壮大な計

画であったし、今の時代背景から広域化ということにまずチャレンジするふさわしい事業やなとい

う思いで、これは応援させていただこうというつもりでずっとおるんです。

そのときも現場を見たときに気になったのは、言葉は悪いですけれども、よくマスコミなんかで

使われるのは迷惑施設やと。公的などうしても必要な施設なんですけれども、やっぱり身近に来る

人にとって住民説明会で反対という声が、今の段階ではやっぱり環境が悪くなるというようなこと

やったらそれになるけれど、自然の中で今の技術とか、あるいはごみを焼却する技術なんかも今ま

でみたいに空気を汚しませんよというようなことが確立されている中で、環境が悪くなるからとい

うような形でのことは昔ほどは出てこないにしても、やはり若干そういう部分も出てくると思うん

です。

町から職員も行かれて、次の段階では、今現状はまだあのまま地域はそうなっているんかな。ま

だ機械が入ったりはしてへんけれども、そうなってきたときに、そういうのが過去の例から言うて

覚悟した上で、より公共的な立場で協力いただけるような住民との接し方とかいうのをぜひ、熊取

町からも行っているから、そういう方を通じて広域の全体のチームとしてやっていただけたらなと

思うんです。

竣工はいつでしたか。

委員長（河合弘樹君）椿原環境センター所長。

環境センター所長（椿原康雄君）令和12年度が竣工、稼働開始という予定になっております。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）計画でいうと、いろんな条件が整って工事に入るというのは令和何年ぐらいになる
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んでしたか。予定どおりにいってね。

委員長（河合弘樹君）椿原環境センター所長。

環境センター所長（椿原康雄君）令和７年ないしは８年ぐらいになるかと考えております。

委員長（河合弘樹君）山本住民部理事。

住民部理事（山本浩義君）その前に造成工事とかに入っていかなければいけないような箇所なので、令

和５年から７年にかけて造成工事を予定しておりまして、令和８年から新設工事、４か年でやると

いう予定になっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）そういう意味では、今答弁いただいている方は当初の計画のときからご苦労なさっ

て、広域の相手もそのメンバーやから。ところが完成とか工事の始まる時期に担当がまた入れ替わ

ったりしているから、ぜひ、今まで培った経験と、今日答弁で本当にいい話をしていただいていま

すけれど、そういう思いを事務方レベルで継承して、当初、皆さんの心配をどうクリアするために

丁寧にやっていこうねということから始まっているはずなんで、だから僕ら議員もまたメンバーが

替わるから、やっぱり時々こういうことをこういう場でもくどいようやけれど言わせてもらって、

もう一度、初心を次やる人にも伝えていくという作業をお互いの立場でやっていけたらなと思いま

す。本当にご苦労ですけれども頑張ってほしいなと。相手もあるし、ちょっとでも熊取町の負担は

ということで知恵も絞っていただいているのも重々分かっているんだけれども、お互いそういう中

でやから、頑張っていただけたらなと思います。

そしたら、新しいほうの質問は以上です。頑張ってほしいと思います。

現行の環境センターの状況なんですけれども、39ページの表の一番下のほうに長期維持補修計画

というような形で修繕がこうなりますよということが載っているんです。これの概略というか、説

明していただけますか。

委員長（河合弘樹君）椿原環境センター所長。

環境センター所長（椿原康雄君）まず、長期維持補修計画に基づく修繕といたしまして令和３年度に２

件の修繕をやらせていただいております。

まずはＢ系不燃物取出コンベア整備業務ということで、こちらのほうは、環境センターの焼却炉

は流動床式焼却炉という形式でして、炉の中で高温の砂が回っておると。そこにごみを入れて燃や

していくという形式なんですけれども、そこに燃えないものがどんどん砂の中にたまっていきます

ので、一定時間ごとにその砂を抜いてふるいにかけて、また砂だけを元に戻していくというような

そういうシステムでございます。その抜くためのコンベヤーが不燃物取出コンベヤーということで、

炉は２つありますのでＡ系とＢ系と１台ずつあるんですけれども、そのうちのＢ系のほうを令和３

年度にやらせていただいたというところでございます。

具体的には、コンベヤーの上に炉からつながる砂が滑っていくシュート、それからコンベヤーの

ケーシング、コンベヤーのスクリュー、こういったものがどんどん使っている間に経年劣化、摩耗

で減っていまいりますので、この辺の更新、それとスクリューを回しております電動機、こちらの

ほうは工場に持ち帰ってもらって整備すると、そういった内容でございます。契約金額が2,607万

円ということでやらせていただきました。

もう一点が、Ａ系の給じん機の整備でございます。こちらのほうは、ごみピットに投入された可

燃ごみをごみクレーンでつかみ上げまして、それを焼却炉内に送り込むための装置でございます。

これもＡ系、Ｂ系と２台ありまして、令和３年度はＡ系のほうをやらせていただいております。

こちらのほうは平成４年度の竣工からずっと触らず未整備で来ておりまして、かなり傷んでおり

ますので、あと10年はもうもたないということで、この年にやらせていただきました。内容につき

ましては、装置の全体のケーシング、鉄板のことですね。それと、中に移動するような板が入って

おるんですけれど、それもぼろぼろになっておりますので、それも張りかえると。あと、これは工



－104－

場棟の真ん中ぐらいに据わっている機械でして、部品を取り込むにも難儀で、一部階段を撤去した

りとかステージを撤去したり、近くの機械を当たらんように移動させたりとか、そういったことで

かなり金額的にはかさむような、工期的にもかかるような工事になっております。それで契約金額

として4,950万円ということでやらせていただきました。

以上です。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）何せ古いし、それを新しいのができるまで頑張ってもらわなあかんわけなんで、あ

と、どうですか。考えて、かなりの予算を費やして延命措置をせないかんような工事であるとか、

今時点で想像がつく、３年後にはこういうのをやっておかなあかんなというのが思い当たるのはあ

りますか。

委員長（河合弘樹君）椿原環境センター所長。

環境センター所長（椿原康雄君）今想定されておりますのは、令和３年度、今ご説明させていただいた

Ａ系給じん装置、これのＢ系がまだありますので、それを今年やらせていただくんですけれども、

それも同じ程度の金額が上がってくるであろうと。

あと、制御室のコンピューター関係が、そろそろメーカーのほうからメンテ期限が迫っておりま

すと。機械を入れ替えてもらわないともう見られませんよというようなお知らせも来ておりまして、

その辺をやりますとかなりお金的にはかかってくるのかなというふうに思っております。

あとは、順次傷んだところを優先して直していっているんですけれども、古い施設ですし、古い

からといって簡単には止められない施設ですので、できるだけ住民にご迷惑をかけるようなことだ

けはないように、先手先手で直していかせていただきたいなというふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）山本住民部理事。

住民部理事（山本浩義君）具体的な施設の修繕の話というのは所長のほうからさせていただいたんです

けれども、ここですごく環境センターとして注意しているのが、やはりケツが令和12年ということ

を言わせていただいて、12年まで重複の期間もありますので稼働させなあかんと。それまでは絶対

もたないけれども、ぎりぎりで壊れてから大きな投資をやるんではなしに、あと令和12年までの間

の計画をどう運営をやって最小限にとどめていくのか、こういったところを意識しながら、また現

場の技師の機器をいつも使っている職員がその状態も見ながら、専門的な見地で判断をやりながら

計画を練っているというような状況で運営をやっているので、その辺はすごく考えながら進めてい

っているということをご理解いただければと思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）巖根住民部長。

住民部長（巖根晃哉君）今、山本理事が説明させていただいたとおりで、以前に議会のほうでも議案と

して上げさせていただいたと思うんですけれども、裁断機の更新というものがございました。あの

ときに、要するに令和12年が広域でやっていくというところの中でこういった長期整備計画を定め

させていただいて、大きな投資をしていかなあかんものについてもできるだけ前倒しで、残り期間

を考えた上で計画的に更新とさせていただいておりまして、今のところ、よほどの突発的な故障と

かがない限りは、例の裁断機のところが一番最後の大きな投資であるというふうに考えてございま

す。

以上です。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）本当に担当部の方からは事前事前に特別委員会とかそういう中にもご相談を先にか

けていただいたりして、我々も研究する時間をいただいたりしているのでありがたいなと思ってい

ます。ぜひ、壮大な計画と今、現行しているのを息を切らさんように走らせていくと。台風で３日

ごみ収集が止まったら大混乱するんですから、そういう経験もある中で、現場の環境センターを元
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気に動かしていくという目標で頑張っていけたらなと思います。

それと、こういう機会ですので、住民の方から声をいただいているのを、いい話やからします。

あっちこっちで話を聞くんですけれど、環境センターへ自分で車で運んだりしていって、中の職

員の対応とか、すごくみんな評価しています。親切にやってくれると。本当に、自分のところのご

みを出すのに、気の毒なぐらいあっちこっちから担当の人がてきぱきとやって、お年寄りだけで行

ってそれが不安やってんけれど、熊取町は違うなというふうなよくお褒めの言葉を聞いていますの

で、職員の方もねぎらってあげてください。

この件は以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）決算書の137ページ、飼い主のいない猫不妊去勢手術費用の補助金なんですけれど

も、決算のいろいろ資料を見ますと、5,000円掛ける42頭と4,000円掛ける１頭で21万4,000円の補

助をしたということで、これ、途中で増やしたときもいろいろ補正とかで話もあったと思うんです。

うちはこの補助金を出してもらうようになって、僕は進んでいるなと思っていたんですけれども、

最近、隣の貝塚市がクラウドファンディングで年間100万円集めて、それで雄猫１匹につき8,000円、

それから雌猫１匹について１万2,000円の助成を４年度から始めたというふうに聞いています。

それともう一つは、うちがやっていない事業なんですけれども、公益財団法人どうぶつ基金でさ

くらねこＴＮＲ活動、これはチケットを行政枠で、人口とかによるのか、発行されて、それが無償

でもらえて、そのチケットで手術してくれるところはちょっと遠方らしいんですけれども、持って

いけばその範囲内でやっていただけるということで、こういう取組が周辺の市町で進んでいます。

環境課でもらった資料によると、実際こういうふうなのに関係なしに個人が動物病院に猫を連れ

ていって手術を受ける場合は、何か３万円したとかそういう話を聞いています。いろいろ値段はあ

るんだと思いますけれども、資料を見ますと、補助金の申請書の中には補助金が5,000円で自己負

担が4,000円、合計で9,000円というふうなサンプルが書いてあるんですけれど、これは実際どのぐ

らい要るか教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）これもいろいろというのが実情で、最近の金額を見てみますと、一番お安かっ

たところが4,000円、近隣でお安いところは5,000円、そういったところではなかったら、委員おっ

しゃるとおりペットとして個人が持っていったら１万円、２万円、３万円、その医院のお値段でや

っているというようなところで、我々がいつも皆さん行っていただいているのは、どちらかという

と飼い主のいない猫、この猫の去勢手術をされているような病院に皆さん持ち込まれていますので、

そこまで高いことはないんですけれども、それでも雄が5,000円で雌が8,800円とか、やはり雌のほ

うが金額が高いというような傾向がございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）貝塚市が高いのか分かりませんけれども、今、課長が説明いただいた雄が8,000円

で雌が１万2,000円というところまでいかなくても、貝塚市の議員に聞きますと、これでほとんど

追加のお金を払わなくても大丈夫なんやと聞いているんで、そのあたり適正な、特に連れていくの

に町外に行くというのは少ないと思うんで、調べてもらって、それに合うような補助金額の設定も

必要かなと思うのと、それから先ほどちょっとを話しましたどうぶつ基金のチケット、さくらねこ

ＴＮＲ活動、これについての取組のめどとかというのが分かったら教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）委員おっしゃるとおりで、貝塚市のお値段を出せば、大体大丈夫やろうと思い

ます。

それと、我々は去勢とかいうところだけに補助を出しているんですけれども、推奨されるのは、

ノミ取りをしたほうがいいよとか抗生物質をちょっと与えたほうがいいよですとか、やはりお医者
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の意見もあるようでございまして、我々は今、去勢に対する手術に補助を出しているというような

ことになってございます。

それと、猫の基金のほうですけれども、我々も関心を持って今まで見ておりました。委員おっし

ゃるとおり、やってくれる病院が遠いということが現実でございました、八尾市であったり北摂で

あったり。現実でも北摂まで病院に連れていっていただいているんです。そういう方もいらっしゃ

るんですけれども、多くは近隣、この近くの病院で手術されているというようなことがあって、そ

ういうのをずっと見ていたんですけれども、最近、猫カフェというのがオープンしておりまして、

そこがその基金の対応病院ということになりました。熊取町の中でも１つできているような状況な

ので、我々も今、これは検討に値するということで考えるようになっておるんです。

この基金というのを使いますと、地域猫という考え方が前面に出てまいります。地域猫というの

はどういうことかといいますと、近隣の猫がいてる周りの方の同意を得て猫を世話して、そこで生

かしていくというような活動でございますので、ある一定の地域の方の承諾といいますか同意とい

いますか、そういうものが必要になってくるであろうと。基金は地域猫運動を推奨している団体で

ございますので、そこがこれからの検討課題になるかなと。

といいますのも、我々が今、猫の去勢手術といいますのはどちらかというと環境保全上の問題と

して一番初めに取り上げておりまして、猫がふんをして臭いが困るであるとか、車の上へ乗って爪

で傷つけられたとか、あるいは私の子どもはアレルギーを持っていて猫がうろつくのがいかんのや

というような、そういうような苦情がたくさん入りまして、環境保全上の問題としてまず始まった

というような状況がございます。これを地域猫、もう一段ランクを上げると言うたら変ですけれど

も、動物愛護のほうへということになりますと、やはり一定、地域の方々の同意といいますか、そ

ういうものが必要になってくるのかなというところで、我々も今研究で考えているというような最

中でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）今、課長からちょっと話のありました猫カフェ、もともと泉南動物病院であったと

ころがそういう事業、特に里親募集会みたいなことをやっているというふうに聞いています。これ

は、岸和田市以南では熊取町にある猫カフェだけと聞いているんです。今、課長からお話のあった

地域猫の件ですけれども、相談とかある中でやっぱり地域の中で餌をやる人と、それから迷惑やと

考える人とで争いがあると。それを両方とも理解しないと地域としての醸成というか、動物に対す

る理解が進まないと。要するに、今だったらそういう問題あるところが敵対しているということで、

泉佐野市の南泉ケ丘なんかは、そこへ自治会とか、それから社会福祉協議会とかが入って、今、地

域の理解というか、そういうことを進めたということを聞いています。

チケットの話を導入していく方向性にあるんであれば、また動物を通じて地域が仲よく生活する

ということを、とにかくそういう苦情に対して環境保全という見地はまずスタートやと思うんです

けれども、次の段階としてはもうそういうところまでいきつつあるんで、よく研究していただいて、

うちは別に泉州で一番になる必要ないかも分かりませんけれども、ある程度持家率も高いし、それ

とくくって飼っている猫というのはほとんどおらないと思うんで、やっぱり地域をうろうろするわ

けです。そういう意味での動物との共生というんですか、そういうこともやっぱり研究いただいて、

もう一歩進めた話に持っていっていただきたいんです。そのあたりいかがですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）委員お話しのように我々も苦慮しているところで、我々は両方の方々からご意

見をいただきます。かわいそうな猫がいてるから餌をやりたいんやというお声もありながら、猫が

居着くと先ほど申し上げたみたいに子どもがアレルギーを持っているから困るんだというような意

見もいただきますし、どっちも意見をいただいているというような状況の中で、我々中立にお話を

いろいろお聞きしていると。その中で妥協点を探しているというのが今の実情でございます。
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委員がおっしゃるように動物愛護の観点から申し上げますと、まさに地域猫というのはお話しの

とおり話題には上がっておりまして、我々も何とかと思うんですけれども、両方の立場がある状況

ではなかなか難しい。しかしながら、こういう考え方があってこういう取組をされている方がいら

っしゃるというような周知については、どういうふうにしてやっていったらええんかなというのは

考えていかなあかんやろうというふうに今のところ思っております。それと基金についても、これ

から地域猫としてどういうふうに進めていくかということも含めて今後は検討していかなあかんの

かなというふうに考えておるところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）大阪府が「人と猫、共に暮らすまち」というふうなパンフレットを出しています。

これは環境課とどう関係あるか僕もよく分からないんですけれども、そういう内容が広がってきて

いるのは間違いない話で、犬の場合は狂犬病予防法で、これはちゃんと法律があってそれなりの取

決めがあるわけです。猫とか地域猫というのはまだそこまでいっていないということで、泉州の市

町でも大分温度差があるというふうに、私が今話をさせていただいたところはちょっと進んでいる

ほうの話です。そういうのが全然できていないところも現実にあります。うちはまだ補助金を出し

ているんで、そういう意味では前へ進んでいるかなというふうに思っているんですけれども、これ、

やっぱり今後は進んでいくと思いますので、両方の話を聞いていただいて、それの解決方法という

のはもうモデルがある程度あります。そういうところを考慮いただいたらいかがかなと思うんです

けれども、ちょっと担当の部長級の方、どなたかお願いします。

委員長（河合弘樹君）山本住民部理事。

住民部理事（山本浩義君）委員ご指摘のとおり、この基金事業につきましても今、課長のほうから説明

がありましたように研究をやっているところなんです。以前、一般質問のほうでも飼い主のいない

猫のどういうふうに活動支援をやっていくのかというところをご質問いただいた折には、例えば今、

補助事業がありますが、補助事業を充実させていく。それでその財源につきましても、以前ちょっ

とお話をさせていただいたこともあるんですけれども、ふるさと納税の活用を一応視野に入れてい

るとか、あと、またこの基金事業につきましては一定前向きに考えていきますというような答弁を

させていただいております。ですので、具体的に我々も今動いているところなので、もう少し両方

の立場という課題もありますので、その辺は整理しながらしっかりと考えていきたいなというふう

に思っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）前向きな話を聞かせていただいたんで、今後、熊取町のいいところ、人も猫も住み

やすいまちにしてもらわなあかんかなと思います。そのあたり、よろしくお願いします。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上昌史副委員長。

委員（坂上昌史君）171ページの産業活性化基金です。

主要施策の成果の説明で、件数ベースで見ると熊取コロッケの支援事業は57件と多いんですけれ

ども、そのほか、ブランド施策等推進活動とか商品化促進、販売力強化、商品化促進支援とかとい

うのは件数的に見たら少ないなという印象なんです。この辺はどう評価されていますか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）令和３年度の基金事業の補助金実績でございますけれども、確かに事業所

の開設が令和２年度と３年度とゼロ件でございましたので、本当にそこはやっぱりコロナの影響も

あったのか、なかなか新たに事業を始めるというところに踏み込めなかった方が多かったのかなと

いうふうに考えております。

ただ、一応ブランドの創造というところで、ブランド施策の分につきましてはブランド施策等推

進活動事業補助金、これが２件上がっております。これは熊取町のブランドをつくるための組織の
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ほうへの補助金でございます。これが２件というところでございます。熊取ブランド創造会議と、

あとそれから熊取町商工会への補助金というところでございます。

あと、商品化促進支援事業補助金と６次産業化支援事業補助金、これは、今回くまとりやもん⤴

に認定された商品が２種類、令和３年度はございましたので、その分の補助金ということになって

おります。

あと、その下の販売力強化支援事業補助金というのが、令和２年度に商品化された商品を次の年

に販路を拡大するためにいろいろホームページをつくったりということでございますので、そうい

ったところに対する支援というところで１件ございました。

あと、「くまとりやもん⤴」販売促進事業補助金というのは、くまとりやもん⤴に既製品も含めて

２件認定させていただいたというところでございます。

あと、信用保証料補助とか小規模事業者経営改善資金につきましては、これは中小企業の皆様が

融資を受けられた際に熊取町のほうから信用保証料であるとか利子、利息に対する支援をさせてい

ただいたというところで、結果671万1,639円という経費になっております。

すみません。ちょっと説明がややこしくて申し訳ございません。

以上です。

委員長（河合弘樹君）下中住民部理事。

住民部理事（下中昭三君）詳しくは先ほど課長のほうから答弁あったとおり、内容についての件数はそ

のとおりでございます。ただ、いかんせんこの件数だけ見れば１件とか２件とかいう数字で少なく

見えるかも分かりませんけれども、令和２年度から比べますと、やはり今、販売力強化支援事業、

これはくまとりやもん⤴のブランドを使って次に販路を拡大していこうというのも１件出てきまし

た。また、その次に商品化促進事業、これは６次産業化のものでございます。これも令和２年度な

かったものが、改めてまた１件ですけれどもあったといういい流れで、ゼロか１かといえばとても

大きな数字でございますので、そういった意味では評価しているというものでございます。

ただ、金額的には、成果説明の中でもありますように、くまとりやもん⤴が57件ということで、

令和２年からすれば31件でしたので、26件、ひどく大きな数字が見えるんですけれども、そういっ

た底堅い動きであればやはり増えているんじゃないかと、そのように考えてございます。

申し訳ございません。57件はコロッケの販売店数でございました。大変失礼しました。訂正させ

てください。失礼します。

委員長（河合弘樹君）坂上昌史副委員長。

委員（坂上昌史君）多いか少ないかで言ったら、やはり少ないのかなと評価したほうが正しいかなとい

うふうに思います。ゼロ件やったのが１件になったのは確かにいいことやと思うんですけれども、

この辺の件数、ちゃんと基金があるので使っていただいて、事業者の方にちゃんと販売力強化とか

新しい商品を開発していただくというのは必要やなと思うんです。

この少ない件数で今年度取り組んでいることとかはあるんですか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）令和４年度で取り組んでいるというところで、令和２年度に産業振興ビジ

ョン、令和３年度に産業振興アクションプログラムというところで策定させていただきました。産

業振興アクションプログラムのほうの実際の予算的な担保になりますのが産業活性化基金というと

ころでございます。この産業活性化基金につきましても、見直しを令和３年度にさせていただいて、

それを令和４年度から実際に運用しているところでございまして、中身のほうも、熊取町が重点的

に施策を推し進めたい、例えば駅周辺の誘致であるとかそういったところに対しての補助金を手厚

くしたりとか、いろいろ今の状況に応じて基金のメニューを見直しているような感じでございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）主要施策は43です。決算書が169ページの地域活性化事業のところの果樹農園支援
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事業補助金、ブルーベリーのところなんですけれども、これ、令和３年度の成果について教えてく

ださい。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）令和３年度の成果でございますが、まずブルーベリー農園の支援事業でご

ざいますけれども、野外活動ふれあい広場でＮＰＯ法人グリーンパーク熊取に自主事業として果樹

農園を開園していただいているというところでございます。

成果につきましては、令和３年度、まず支出のほうなんですが、第１農園、第２農園のほうの維

持管理費としまして182万9,288円、これは原材料費であるとか光熱水費であるとか工事費、労務費

等が含まれております。あと、それから令和３年度、第３農園のほうの整備費ということで2,687

万5,075円ということでございます。これも原材料費であるとか光熱水費、あと整備に係る工事費

が2,415万3,322円といったところが大きな数字となっております。

ブルーベリー農園の実際の第１農園、第２農園のブルーベリー狩りの体験のほうなんですけれど

も、497名の方がご利用いただいておりまして、実際、それに対する収益につきましては77万8,300

円を得ているところでございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）第１、第２も軌道に徐々に乗ってきて、今はもう次に第３農園を造っていっている

わけですけれども、今後第３農園も出荷できるようになっていくかなと思うんです。見通しという

んですか、今後、体験としての部分と、あと第３農園を使ってどのように取り組んでいくかという

のをお聞かせください。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）主に第１農園、第２農園につきましてはブルーベリー狩りを中心に運営を

させていただきたいというふうに考えておりまして、第３農園につきましては出荷専用というふう

に考えております。

令和３年度に実際に整備させていただいて、実際に出荷が始まるのは３年目である令和５年度か

らというふうに考えております。最終的には全ての樹木から大体1,800キログラム程度のブルーベ

リーが出荷できるというふうに考えておりますので、そういったものを活用しまして、特に今後、

扱っていただける事業者様に対してどんどん営業いたしまして、そういった製品を扱っていただけ

るようにしていきたいというふうに考えております。

ちなみに令和４年度でございますけれども、第１農園、第２農園のブルーベリー狩り体験でも使

い切れなかったブルーベリーにつきましては一応11事業者の方がお買上げいただいておりまして、

これにつきましても17万3,000円ほどの事業費の収入があったというところでございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）下中住民部理事。

住民部理事（下中昭三君）詳しくは課長の答弁のとおりでございます。

ただ、これからの見通しでございますけれども、やはり第３農園につきましては木を大きくする

というのがとても今重要な課題でございまして、来年度、もう少し花をつけまして実を取りますと、

どうしても成長が遅くなるというものもございますので、実際に来年度は第３農園は成長のほうに

特化すると。その中で総じて言えますのは、今のところ第１農園、第２農園のブルーベリー狩りと

今後の第３農園の出荷を足しまして、総合して令和６年度にはこれまでの収益のほうが維持管理費

を上回るということで、自走化に向けて今、令和６年度計画として見通しを立てているというとこ

ろでございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）令和４年度の第１、第２の使い切れなかったのを11事業者に買っていただいたとい
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うところなんですけれど、具体的にどんなものに使われたのかがあれば教えてください。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）まず、スイーツ店の関係が２店舗でございます。あと調理学校の関係が１

店舗で、こーたり～なへの出荷もございます。駅下への出荷、料理教室への出荷、あとレストラン

等での料理に扱っていただけるといったところが主なところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）それと、令和６年度には全体で出荷というふうになっているんです。今、グリーン

パークのほうで自主事業をしていただいているんですけれど、それはこのままずっと続ける形でや

っていくというものですか。

委員長（河合弘樹君）蓑原産業振興課長。

産業振興課長（蓑原大祐君）おっしゃるとおりでございます。このまま継続して運営をお願いしたいと

いうふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）下中住民部理事。

住民部理事（下中昭三君）補足でございます。

今現在、グリーンパーク熊取のほうでは鋭意努力して、皆さん助け合いながら、協調しながら作

業を進めていただいております。その中でもやはり会員の皆様の高齢化という一つ大きな課題を持

っていらっしゃいますので、その辺、町としましても販路の拡大であったり事業者へのつなぎであ

ったり、支援できるところは精いっぱいしてまいりたいと、そのように考えてございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

一応グリーンパーク中心でやっていくけれど、町としてもどんどん手を貸していくというか、そ

ういうような考えで今後やっていくということですね。分かりました。ありがとうございます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）決算書の187ページ、都市計画一般事務経費なんですけれども、全般的に。

１班でもちょっと話をさせていただいたんですけれども、シティプロモーションで１班のほうで

は３世代近居等の支援によって30歳から39歳の38人の転入超過の実績が出たと。本町と泉佐野市の

み泉州では増えたんだよと、この補助金は効果があったということの報告をいただいたんです。こ

れもつばさが丘だとか、それから大久保とか五門とかの開発、新しい家がどんどん建ちました。そ

ういうニーズもあったんですけれども、当然そういう配給というのがあったと私は見ているんです。

その折にもちょっと提案をさせていただいたんですけれども、隣の泉佐野市では、日根野の府道

土丸栄線沿いに地区計画で住宅開発5,000平方メートル以上、昨年は４件の開発、今年はもう３件

の申請があったと聞いています。それ以外にも店舗のスーパーの建設もあったりとかして、うちの

ほうでは今まで地区計画は駅西の事業ですか、用途地域がたしか住宅系から近商に変わったと。こ

れは泉佐野市との連携の中でですけれど、あとはつばさが丘のほうでも用途を変えたというような

ことはあるんです。市街化区域の地区計画の、これはニーズがなければできないんですけれども、

そういう計画はございませんか。

委員長（河合弘樹君）馬場まちづくり計画課長。

まちづくり計画課長（馬場高章君）市街化区域の地区計画ということでよろしいでしょうか。

（発言する者あり）

まちづくり計画課長（馬場高章君）市街化調整区域ですね。市街化調整区域につきましては、今まで基

本的には開発許可を前提としたような土地利用は認められないという流れで長く都市計画を運用さ

れてきたんですが、最近、調整区域についても地区計画という形で計画を定めることによって土地
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利用が可能というふうな立てつけになってございます。私どもも、ちょっと年度を失念いたしまし

たが、調整区域における地区計画の指針というものを以前策定しまして、そういった土地利用を計

画される方に対応できるような制度はつくってございます。ただ、今のところ実績としてない状態

です。

ただ、都市計画マスタープランの見直しの中でも、今、議員ご指摘いただいたみたいな広幅員の

道、熊取町でいえば外環状線というようなものに接した調整区域については、以前の見直しの中で

一定、土地利用を検討していく区域という新たな位置づけも行っておりますので、実際に土地利用

される事業者のプランにもよりますけれども、環境としては可能な状態となってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）人口を減少から一度に回復するというのは非常に社会現象ですので難しいと思いま

すけれども、やはりその中でも人口をある程度維持するということも大事なので、そういう手法を、

たしかあれ平成29年ですか、地区計画のそういう対応できるような指針をつくられたのは。そうい

うことの準備もしていただいていたということで十分対応可能かなというふうなご答弁をいただい

たんですけれども、今後、当然調整区域なので道路以外のインフラ整備というのは非常に大事なの

で、そのあたりは市街化区域と違うと思うんですけれども、そういう対応もできるようにお願いし

たいなと思います。

それと、同じ187ページで、この年度には立地適正化計画策定委託料ということで大きな金額、

これも通常、年に２回ぐらいの都市計画審議会が４回ぐらい、途中でコロナで書類審査になったこ

ともあったんですけれども、この計画をつくられて、これについては国の中心市街地の助成金をも

らえる事業ということで公民館、町民会館が対象になっている点とか、あと図書館の長年使ってい

るものの修繕というんですか、そういう面でも対応できるように補助金を頂けるような立てつけに

なっていると聞いています。この立地適正化計画をつくったことによって熊取町のメリットとか、

あと、ほかにも影響があるようなことがあったら報告いただけますか。

委員長（河合弘樹君）馬場まちづくり計画課長。

まちづくり計画課長（馬場高章君）立地適正化計画の大きな考え方につきましてはこちらでちょっと説

明を避けさせていただきますけれども、限られた町域の中で今後集中的にまちづくりを行っていく

エリアと、それから居住を促進していくエリアというような形で分けさせていただいています。

最近の法改正で、やはり立地適正化計画、そこに防災指針という新たな視点が盛り込まれたこと

によって、いわゆる浸水の危険性のある区域であるとかというところについては、一定以上の浸水

するエリアについては居住誘導区域から外す、居住をお勧めしないエリアに設定するというような

形の計画になってございます。そういった過程で、いろいろなハザードマップがございますけれど

も、その内容も併せて改めてお知らせするような形になって、一定そういったところもＰＲできた

のかなというふうに考えています。

それから、立地適正化計画は先ほどおっしゃっていただいたみたいに都市体制整備ということで、

交付金補助を受けるということの大前提にも一つなっていますし、ここでは列記できないんですけ

れど、実はいろんな国の施策のベースでいろんな支援を受けようとすると、立地適正化計画が策定

されているかどうかというのをいろんな場面で聞かれるというような状況に今なりつつあります。

そういった意味でも、全体的なまちづくりに関しても立地適正計画があるということが今後、いろ

んな施策を進める上で進めやすい状況にあるのではないかというふうに考えてございます。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）答弁ありがとうございます。

そういう答弁を聞かせていただくと、やはりこれからのまちづくりの特に中心市街地の補助を受

けてやる事業とか、それから防災の事業でこういうところは特に人口が集中しているし、今後活性
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化するべき地域だということで土台になるというか基礎になるというか、そういうまちづくりの指

針ができたということでよろしいですか。

委員長（河合弘樹君）馬場まちづくり計画課長。

まちづくり計画課長（馬場高章君）そのようにご理解いただければいいと思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。文野委員。

委員（文野慎治君）主要成果の説明の７ページ、一覧表の32ページ、都市計画道路整備促進事業につい

て質問させていただきます。

大阪外環状線の４車線化と泉州山手線について聞かせていただきたいと思います。

外環の４車線化については、過去も個人的な質問であったり会派質問であったり、ずっとこの間

続けさせていただいております。今年の町長の主要施策の成果説明書７ページに３行ちょっと書い

てあるんですけれども、都市計画道路の整備促進として、大阪岸和田南海線の事業促進、そして大

阪外環状線の４車線化や泉州山手線の事業化に係る要望活動を実施したほか、泉州山手線の整備促

進のため、令和２年度に引き続き、貝塚市と合同で七山北地区の地籍調査を実施しましたと、こう

いうことです。直近のこの件に関する私の質問も思い出しながら、どういうふうに今回総括をこの

決算で出してくるのかなと思っていたんですが、ちょっと肩透かしを食らわされたかなというふう

な思いと、それと32ページの73番のところでも出ているわけです。決算額としてはごくごく僅かな

んです。

今までの答弁で、ここにも泉州山手線とかは書いてあるのかな。外環については特になくて、答

弁を思い出すと、岸和田土木へ行って要請していますとかそういうふうな形であるんですが、昨年、

今日現在に至るまでどのような要望をどこに出しておられるんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）白川都市整備部理事。

都市整備部理事（白川文昭君）答弁でもさせていただいたかと思うんですけれども、事あるごとに新年

度予算の際には町長にも府のほうへ出向いていただいて本課のほうへ要望をいただく。それと、実

際に事業原課でございます岸和田土木事務所のトップでございます所長に対しても、具体的に言い

ますと、今年度でありましたら５月に町長が岸和田土木事務所のほうに出向きまして、特に３路線

についての要望を行ったところでございます。

また、この８月には岸和田土木事務所長が関係部課長をこちらのほうへ、所長も同行して町長と

の面談という形で、この３路線、ほかにも河川の要望、防災の要望もございましたが、岸和田土木

事務所所長との面談の上で３路線については具体的な要望活動を実施してございます。

ただし、答弁でも申し上げましたが、大阪府のほうもこういう府の都市計画道路につきましては

計画に基づいて実施してございます。その中で、大阪府都市整備中期計画において岸和田南海線に

つきましては４車線の令和12年度の概成を目標に、大阪外環状線につきましてはその後条件付で着

手していくという位置づけを示されたところで、着実に前には進んでおるものですが、やはり道路

事業につきましては時間がかかるというところでご理解いただけたらと思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）濱田都市整備部理事。

都市整備部理事（濱田隆之君）あと、そのほか、昨年ですと８月25日に大阪維新の会及び自民党の大阪

府議団を通じて、令和４年度の大阪府当初予算に対してこの３路線、府事業に対する事業促進の要

望を町長はじめ幹部職員で行っております。今年度につきましては公明党府議団も含めて要望させ

ていただいております。

あと、泉州山手線につきましては、泉州山手線整備推進協議会というところで岸和田市長、貝塚

市長、泉佐野市長、本町の町長をはじめ、４市町長で大阪府の副知事のほうへ促進要望をさせてい

ただいております。

以上でございます。
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委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）現時点の一番近い私の質問に対する答弁も踏まえてやっていただいたんですけれど、

ちょうど町長がタウンミーティングを始められた頃、どうしても私もニュータウンに住んでいます

からいつもいつも言うんですけれども、外環の渋滞というのが大変なんです。ですから、北小で町

長が本当に意気揚々とそういうタウンミーティングを実施するというようなときに、当然住民の方

がたくさん集まって、この４車線化というのはよくよく考えるともう四半世紀、時の町長、時の府

会議員、我々議員も含めて自分の公約には必ずこういうのも書いているんですよ。

その上で、今の大阪府政と直結している町長になったら進むでなというような形で、結構、町長

は覚えておられるかどうか分かれへんけれども、そのときの資料もお言葉も含めて前へ進むんだと

いうふうな形が実はあったんです。その中で、今時点での答弁の中で中期計画というのが出て、令

和12年に泉州山手線ができて、そして岸南線の合流とかそんなことがあって、そのときに合わせて

４車線やというようなことが直近に出てきたんですよね。それでいいですか、ざっと言えば。

委員長（河合弘樹君）白川都市整備部理事。

都市整備部理事（白川文昭君）岸和田南海線が令和12年、泉佐野市域から大阪外環状線までの間につい

て４車線で概成、それに合わせて大阪外環状線が条件付で着手していくというふうに位置づけられ

てございます。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）岸南線も遅くなって、設計変更とか高架というか通すのが普通の交差点になるとか、

そういうような形も歴史的には実は古い話なんで、あるんですけれど、そういう中で、さてなぜ進

めへんねんということ、そしてコロナ禍に入る直前ぐらいのタウンミーティングなんかで今、理事

がおっしゃったような時系列的なことが出てきて、何かすごくトーンダウンしたんですよ。府政と

直結した町長やからこれはいくなというて、当時、結構タウンミーティングに来た人が本当に期待

をされたんですけれども、今言うたような答弁なんかを私が質問したら、ほかの議員も質問したら、

そういう時系列的なことが出てきたので大変残念な状況なんです。

それと、直近で町長、まだプラス何かありますかというて振ったときに、町長がそのときに言わ

れたのは、熊取町の町域を出て阪和線をまたいで泉佐野のとこへ入るときは、向こうは２車線なん

ですよという話が突然出てきたんです。そんなの誰でも分かっている話やったんですけどね。です

から、ここを４車線で通してもその先が２車線やから、詰まってしまうからうまいこといけへんと。

条件付で４車線になるのは岸南線が合流になって、もう一個は言えへんかったけれど、泉州山手線

もそのときはどうかというような状況の中で４車線にやっとなっていくんやろうなというふうな形

の答弁があったというふうに思っているんです。

それともう一つは、なぜ中長期のやつの話が出てくるまでの間、事が前へ進めへんかったんかな

というのも、何回か前の質問のときに言わせていただいたのは、町としてトップ外交というか、そ

ういう熊取町の生活道路の４車線化というのがもう本当に20年からかけて言うている状況の中で実

現してへんということについて、やっぱり動きが見えなかったのと違うんかなと、その作戦がまず

かったのと違うかなと。

ですから、この頃になって今もおっしゃったように岸和田土木に担当も言うているし、年に１回

は年度予算のときには言うてるしというようなことがあったんだけれども、岸和田土木というのは、

大阪府の一出先機関ですよ。もっと前を振り返って、町長、思い出してほしいんですけれども、岬

町の町長と予算獲得、道路を通す、あるいは国からの予算を引っ張ってくる、こういうようなとき

に、直接的に町長がどうやって動いているかということを僕、質問時間をかなり費やして、岬町長

の３年間の動きを言ったことがありますよね。そういったときに、やはりきめ細かく動かれている

んです。近畿道路整備局とか、あるいは毎年毎年の予算のときに、今、府議会等々の名前も出まし

たけれども、それこそ主要会派に全て岬町は岬町の予算についての思いを府議会議員に訴えている

んです。そういったことが本当にない中で、どんどん今お答えが出てきたような形で後回しになり
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ますよというような形が出てきています。半分ぼやきになりましたけどね。

だから、直近の泉佐野市が２車線やというようなことの中で、正式におっしゃった後の行動を質

問させてほしいんですけれども、そしたらそれこそ広域の問題ですよね。そのことに関して泉佐野

市の市長に、泉佐野市側に、熊取町は陸地側で、本当に災害とかあったら今でも渋滞しているのに

大変な状況が起こるのに、それを通すために議会答弁で泉佐野市側が２車線やから泉佐野市も何と

か動いてくれよとか、そういうふうな形で首長同士でお話とか、あるいは担当でそういう話をした

とか、そういうことはありますでしょうか。

委員長（河合弘樹君）白川都市整備部理事。

都市整備部理事（白川文昭君）こちらについては大阪府の都市計画道路ですので、我々が直接泉佐野市

とこの件でお話しするという件はございません。大阪府が事業主体となってございますので、大阪

府に対して要望していると。

実際、文野委員の中ではなかなか進んでいないという状況ですが、岸南線につきましては、例え

ば10年ごとに見直される都市整備中期計画において、10年前には一旦休止する路線ということで事

業まで止められていた状況でもございます。その後、町からの働きかけ、要望によって現道区間が

交通安全対策として復帰した。それが泉佐野市域から府道泉佐野打田線までの間、こちらがまず先

行、その後４車線概成という、確かに時間が非常にかかっておるんですが、町からの働きかけで大

阪府が動いていただいて概成期間令和12年というところまでお示しいただけたというのは、非常に

前に進んだというふうに考えているところです。ただ、しかしながら着手が止まっていた期間がご

ざいますので、完成がまだ先という段階でございます。

それと、あと一点、今、岸和田土木事務所の中では優先順位１番の事業路線というふうに岸南線

につきましては所長のほうからもお言葉を頂戴しておりますので、今、現場のほうにどんどん入っ

ていただいて用地取得のほうも進んでございます。そんな中、土地が確保でき次第、工事のほうも

着手いただけるものというふうに考えてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）岸南線の計画の話が出ましたけれど、そしたら外環はもう開通して大分ですよね。

ニュータウンのところやったら４車線を想定して高架の下はできていますよね。そういう意味では

もともと４車線にするという設計になっていたんじゃないんですか。

委員長（河合弘樹君）白川都市整備部理事。

都市整備部理事（白川文昭君）おっしゃるとおり、外環状線も計画幅員としましては４車線という状況

です。ただし、大阪外環状線の場合、今、岸南線と合流予定の箇所付近までが４車線です、計画幅

員として。その後、岸南線の４車線に流していくという計画となってございます、都市計画として

は。ですので、岸南線がまずできなければ、流していく道路ができなければ外環状線の４車化がで

きないというような状況となってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）僕も長く議員をさせてもらっていますけれど、何か時の町長や府会議員の公約にだ

まされたような気がします。それと、議員になってからのこういう質問をした中でも、岸南線は確

かに府のほうから計画をストップして凍結されましたよね。しかし、それであっても道路の状況と

いうのはずっと渋滞、日によったら全然動かない、そんな状況がずっと毎日続いている中で、計画

はどうだからということよりも、選挙選挙が４年ごとにあって、町長になる人は皆外環４車線化と

言いますよ。自分の任期はまず４年ですよ。その中でそこを動かすというようなことが、今の答弁

は本当そのとおりやねということになったら、やっぱりそれは住民の人は納得しないと思いますよ。

もう期待を裏切られて裏切られて来ているんですよ。

ですから、そこに至って泉佐野市が２車線のままやとか、あるいは岸和田土木には言うているや
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とか、何かそういう形で、いつも遅れている、動かない、そういう状況を答弁でしてきているとい

う理事者側の皆さん方の、やっぱり住民目線に立って期待感に対してまさに役人の答弁であって、

じかにそういう形をタウンミーティングで言うたら、前、違う人が聞いているかも分からへんし、

ずっと興味を持って言うてきた人は、いつそんな切り替わったんやというような形で、そういう話

がどんどん入ってくるんです。

ですから、今日あえて言わせていただいているのは、岸和田土木に言うているとか、さらっとペ

ージの関係もあるから２行ぐらいでそこのところをさっと書いていて、これが去年のお示しする成

果ですよ、こんなことやってますよというような形で済ませられる話ではないというふうに僕は思

うんで、あえて口うるさく言わせていただいています。

町長、担当は担当でそういう形で、さっきの話じゃないけれど、ずっといつまでも担当じゃない

わけで、やっぱり筋の通った、当初の段階、今の段階、そして先へ道をつけていくのが今、町長で

あり、担当であり、我々も議員としてそういう形をきっちり後に説明のできるような、納得しても

らえるような形を、ちゃんと腹を割って表明しておかないかんのじゃないかなと、自己反省も含め

て僕はそう思っているんですけれど、町長いかがですか。

委員長（河合弘樹君）藤原町長。

町長（藤原敏司君）外環の４車線化が進まない、これについては本当に私自身もじれったさというか、

そういう気持ちでいっぱいなんです。相手は大阪府ということで、熊取町としても全力を挙げて道

路問題について解決策を要望として上げているわけですけれども、大阪府は、外環状線から岸南線

へ車を誘導していくという考え方が定着しているということだと思います。それにつけて岸南線の

早期完成が待たれるところなんですけれども、全力を挙げて岸南線の開通に向けて岸和田土木事務

所、また大阪府へは万全の協力体制をもって町内の道路ですよと努力をしているわけです。

用地買収にしても、なかなか相手のあることで遅々として進まない点もございます。だけど、大

阪府としては令和12年度概成という方向を示したというのは、文野委員にはなかなか満足感が得ら

れないと思いますけれども、着実に進んでいる。岸南線をもってさらに外環状線の４車線化を目が

けて熊取町としての要望、圧力をかけていきたいというふうに思ってございます。これは、岸和田

市、貝塚市、泉佐野市、熊取町の泉州山手線整備推進協議会という協議会もございますが、これら

を通じた中で府のほうにも現状を説明しながら、この３者の協力も得る中で熊取町の道路問題解決

を図っていきたいというふうに、今までもやってきましたし、これからも努力してまいりたいと思

います。岸南線の開通の年限を早める、そういった努力を最大限してまいりたいというのが今の現

状でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）ぜひ開通を早めるように頑張ってほしいなと思います。

あと１点だけ、泉州山手線のことを32ページの下に書かれています。七山北地区の地籍調査継続

実施、貝塚市とということで、これ以降、今年度、これはいつまでこの事業になるんですか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）今回行っている七山北地区の地籍調査ですけれども、令和２年度から

着手しまして、この地区で３か年かけて地籍調査を行う予定とします。今年度でこの事業は、この

地区は完了する予定で進めているところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）これが終わった後は、熊取町の関連で次は何に入るんですか。

委員長（河合弘樹君）宮内道路公園課参事。

道路公園課参事（宮内要重男君）今回の七山北地区とそこから大阪外環状線までの間につきましては、

大阪府が先行買収地として大部分の用地を確保していますので、一旦都市計画道路整備促進に係る
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地籍調査は今回で完了と考えております。

残っている区間につきましては先ほど申しました大阪府の先行買収地が大半を占めますので、今

現在進めています貝塚市の名越工区の泉州山手線の進捗を見ながら考えていくのかなと考えており

ます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野慎治君）分かりました。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）決算書の157ページ、環境美化推進事業です。最近は不法投棄とかというのは少な

いようなんですけれども、それでも町道穴釜成合線とか、それから近道の側道とかそういうところ

で見受けられるんです。３年度はどのぐらいあって撤去とか回収とかされたか、教えていただけま

すか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）細かい数字はないんですけれども、美しいまちづくりのことで不法投棄ごみ回

収ということで、全体として８件というふうに出ております。ですので８件、ごみの回収に向かっ

たという実績がございます。ちょっと場所まで今分からないんですけれども、件数だけのご報告と

なります。すみません。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）近道の側道とかというのはなかなか目立ちにくいところなんで、これは周辺の土地

の所有者とか区長から連絡があったりとかして回収に行かれたりとかしていると思うんですけれど

も、住宅街に近いところ、先ほども出ました町道穴釜成合線だとかそういうところは、もう窓から

ポイ捨てしたりとかをするということで付近の住民からも聞いています。

特に、住居のない体育大学の臨時の駐車場ですか、あの周辺の側溝とかによく放られているとい

うことで、それも朝の早い時間帯ということで、なかなか発見できないということなんで、以前は

防犯カメラとかそういうことをやっていたように思うんで、そういう常連的な場所とかというのは

やっぱりちゃんと調べていただいて、防犯カメラ等で監視をしてもらってそれを食い止めるという

のは、ほとんど家庭のごみやそうなんでお願いしたいなと。それと、私も件数は今８件とあったん

ですけれど、美しいまちづくり推進事業の年に１回やっている会合で報告されるんじゃないですか。

それが８件とだけですか。何キロとかそんなのは出ていないですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）その会合の資料はちょっと手持ちでないんですけれども、今年度は書面で開催

したという実績がございます。これは、申し訳ございません、手持ちで資料はございません。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）違うところを質問させていただきます。

先ほど道路の話が出ましたけれども、道路の新設改良事業のＫＰＩの評価を見ますと、実績値が

あまり上がっていないのにＡ評価なんです。これは重要業務評価指標（ＫＰＩ）の６ページなんで

すけれども、実績値が町道久保高田線ひまわりドーム南交差点部の26メートル、それから交差点改

良ゼロということで、前年度の２年度はどちらもゼロだったんです。目標とは大分落ちているんで

すけれど、これは何でＡ評価なのか教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）山原道路公園課長。

道路公園課長（山原栄次君）３年度につきましては、一応町道久保髙田線の事業着手をさせていただい

て進めさせていただいてございますので、一応実績としては26メートルということで、数字として

は少ないんですけれども、事業としては着実に進めさせていただいているということでＡ評価とい

うことでさせていただいてございます。
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以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）たしか町民グラウンドの見出川沿いのところで工法が変わって、期間と経費が余計

要ると。それで補正予算で積み上げて次年度に一部事業が延びたような記憶にあるんですけれども、

目標を設定していながらそれにいってなくてもＡ評価なんですか。私から見たらＢかＣかなと思う

んです。次のめどが立っているということなんですが、実績とそれはどういう関係にあるか、教え

てください。

委員長（河合弘樹君）白川都市整備部理事。

都市整備部理事（白川文昭君）もともと２か年で実施するという予定で事業を予定しておったんですけ

れども、補助金が初年度つきにくかったという中で、３か年事業というところで最初スタートさせ

ていただきました。その３か年事業で完了するというところでＡ評価とさせていただいてございま

す。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

以上で、一般会計歳入歳出決算、歳出のうち、第３班所管事項であります住民部、都市整備部所

管分についての質疑を終了いたします。

これをもって、第３班所管事項であります住民部、都市整備部所管分についての審査を終了いた

します。

第４班の説明員と交代するため、ただいまから15時55分まで休憩いたします。

──────────────────────────────────────────────

（「15時31分」から「15時54分」まで休憩）

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、一般会計歳入歳出決算、歳入のうち、第４班所管事項であります健康福祉部所管分につい

て、お手元の一般会計決算事項別明細書の区分に従い、質疑を承ります。質疑はありませんか。二

見委員。

委員（二見裕子君）決算書31ページの予防接種健康被害救済給付費負担金というのが今回上がっていて、

出のほうでも同じ分で上がっているのかなと思うんですけれど、この内容について教えてください。

委員長（河合弘樹君）石川健康・いきいき高齢課長。

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）こちらは、予防接種後の副反応による健康被害が極めてまれで

あるものの、不可逆的に生じるものであることから、接種に係る過失の有無にかかわらず国が救済

するという制度になっております。この内容につきましては、今回新型コロナワクチンを受けられ

た方で、町の委員会のほうで審査の上、進達させていただいた結果、１名の方が認定され、それに

合わせて医療費と医療手当を含みまして６万3,600円を町で負担し、その分を国のほうから負担金

ということで、また負担いただけるというものでございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。被害が出たということで上がってきた分ということですね。差し支

えなければ、どういう状況だったのか聞かせてもらっていいですか。

委員長（河合弘樹君）石川健康・いきいき高齢課長。

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）内容としましては、アナフィラキシーというかアレルギー反応

を接種会場で起こされまして、そこの病院でも処置の上、病院に搬送され、そこで処置で、１日で

もう退院されたという内容になっております。その場合は委員会を通さずにそのまま書類だけで選

考されますので、この時期で、もう今回、国のほうからの決定も受けることができたと考えていま

す。
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委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。今まではなかって、今回初めてということですか。

委員長（河合弘樹君）石川健康・いきいき高齢課長。

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）予防接種健康被害救済のこの制度自体は定期接種全てに係るも

ので、コロナのワクチンだけではないんですけれど、今までこの委員会は開いたことがございませ

んでした。国のほうから決定を受けたのはこのケースのみです。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。違う項目にいきます。

47ページのところにあります緊急通報装置自己負担金というのが令和２年よりも増えているかな

と思うんですけれど、この辺の内容をお知らせください。

委員長（河合弘樹君）石川健康・いきいき高齢課長。

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）老人緊急通報装置の分につきましては、非課税世帯は負担がな

いんですけれども非課税世帯以外の方は一部負担をいただいております。その負担をいただいてい

る方が令和２年は９名だったんですけれども、令和２年度はコロナの関係で８月から３月無料にさ

せていただいたというところが大きなことだったというふうに思います。令和３年度は22名の方に

お支払いいただいております。歳入のほうが40万9,464円というふうになっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。自己負担された方が22名ということですけれど、全体として令和２

年度より令和３年度が多くなったということでいいんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）石川健康・いきいき高齢課長。

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）人数自体は令和２年度と令和３年度では、令和２年度が無料の

時期でしたので、その時期のほうが多かったと思います。ただ、無料の時期がありましたので負担

金のほうが多くなったというふうに思っております。

令和３年度の実績ですけれども、３月末時点で197名の方が利用されております。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）じゃ、全体で197名で、そのうち22名の方が自己負担ということで、非課税の方が

使われているということで、やっぱりお独り暮らしの方であったりとか不安な方がこういうものを

使ってすぐに知らせることができるというのを使っていただいているというところですね。分かり

ました。

一部負担の分の方というのは、これは年間ですか。月幾ら、年間一人幾らになるんですか。

委員長（河合弘樹君）石川健康・いきいき高齢課長。

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）お一人当たり一月913円になります。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。913円ならということで22名、前年度よりもたくさんの方がまたこ

れを使っていこうというふうに、安心なところの担保としては913円でというところかなというふ

うに思っております。ありがとうございます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）決算書31ページのところに低所得者保険料軽減負担金というのがございますが、

これについてご説明願います。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）こちらは、平成27年から国のほうで制度ができまして、介護保険医療の１

段階の人を国・府・町で保険料の負担をして軽減を行っている分なんですけれども、平成元年10月

から消費税が引き上げられたことにより、１段階だけではなくて非課税世帯３段階まで拡充して、

国・府・町で負担して保険料を軽減しているものです。
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委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）当初第１段階だけであったものを第３段階まで拡充していると。その保険料の軽

減負担金が一般会計の歳入のところに入ってくるわけですか。そうですか。分かりました。その点

は理解いたしました。

同じく31ページで地域生活支援事業費等補助金というのがございますが、これの説明をお願いし

ます。

委員長（河合弘樹君）馬場障がい福祉課長。

障がい福祉課長（馬場智代君）地域生活支援事業費等補助金ですが、障害者総合支援法に基づく市町村

が主体となってする事業について、国庫補助金として２分の１を上限として補助されるものです。

令和３年度につきましては前年度よりも約400万円下がっております。こちらのほうは、令和２年

度につきましてはシステムの改修等について補助があったものが今年度はそれがないために、その

分が減額となっているものです。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）地域生活支援事業というのは具体的にはどういった事業だったでしょうか。

委員長（河合弘樹君）馬場障がい福祉課長。

障がい福祉課長（馬場智代君）主なものとしましては、代表的なもので移動支援事業、いわゆるガイド

ヘルパーの事業です。あと日常生活用具の助成、こういったものが支出額の多くを占めている事業

になります。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。歳出のほうでも出ているのかと思いますが、こういった地域生活

支援事業費の活用というのはやはり年々増えている傾向ですか。

委員長（河合弘樹君）馬場障がい福祉課長。

障がい福祉課長（馬場智代君）総じては大体緩やかに右肩であります。ただし、例えば移動支援事業な

どは、やはりコロナ禍の影響がありまして外出を控える方もいらっしゃいますので、令和２年度、

３年度はそれ以前に比べて下がっているところです。ほかの例えば日常生活用具支援事業などは、

日常的に使われるものですから横ばいまたは微増になっているところです。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

もう一点、別の項目ですが、同じ31ページで生活困窮者就労準備支援事業費等補助金というのが

ございます。これについてご説明願います。

委員長（河合弘樹君）降井生活福祉課長。

生活福祉課長（降井広志君）生活困窮者就労準備支援事業費等補助金につきましては、この中に令和２

年度から実施しております地域共生社会推進事業に係る補助金が含まれております。令和３年につ

きましては重層的支援体制整備事業への準備事業という形で実施しておりまして、補助率が４分の

３となっております。事業内容としましては、社会福祉協議会への事業委託で実施しております地

域の相談受け止めなどの地域づくり事業と、生活福祉課で実施しております多機関の協働による包

括的支援体制構築事業となっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）歳出のほうでは、例えばＣＳＷの人件費とかそういったことに充てられていると

いうことでしょうか。

委員長（河合弘樹君）降井生活福祉課長。

生活福祉課長（降井広志君）歳出では地域共生社会推進事業に係る部分の経費が主となっています。相
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談支援員としてＣＳＷ１名をこちらのほうの事業で雇用している状況になっております。ＣＳＷあ

との２名につきましては、また別の事業となっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）ＣＳＷ１名分はここに含まれるということですね。分かりました。

もう一点だけよろしいですか。

委員長（河合弘樹君）はい。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）33ページに保育士等処遇改善臨時特例交付金というのがございます。これはコロ

ナ対策かなという気もしますが、この保育士等処遇改善臨時特例交付金の内容、その活用について

ご説明願えますか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）こちらの処遇改善特例交付金なんですけれども、昨年、岸田内閣のほうで保育

士、幼稚園教諭、放課後児童の支援員に対しての賃金改善の施策が打ち出されました。ニュースと

かで月額9,000円であったり３％とかという部分を改善していきたいというような施策が打ち出さ

れまして、その分に係る国からの補助金ということになっています。これについては、認定こども

園とか保育所の保育士やほかの職員の方、あと放課後学童とかの支援員の分も含んだ補助金となっ

ております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）月額9,000円の引上げをするというふうなことがマスコミでも報道されましたが、

それの具体的な現れだということのようであります。これは、処遇改善ということで、主として民

間の保育士等に対する補助かと思います。そういう理解でよろしいですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）こちらについては、おっしゃるとおり民間の保育所、認定こども園に対する補

助の分の国費という補助金ということでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）これは、こういう処遇改善のための臨時特例交付金ということで入ってきている

んですが、今後は長期的にはどうなるんですか。毎年こういう形になるんですか。それとも別の形

で改善されていくんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）令和３年度につきましては、２月、３月分の分を国が10分の10国費で出します

よという部分が今回これで上がっております。令和４年度につきましても継続しておりまして、４

月から９月分については10分の10という形で同様の交付金として出てきております。あと10月以降

に関しましては、９月補正でも要求させてもらっているんですけれども、保育所に関しては公定価

格の加算という形で乗ってまいります。恒久的な措置という形で乗ってまいります。学童の支援に

つきましては、９月までは10分の10の補助金に一緒に乗っかってくるんですけれども、10月以降に

つきましては、もともと子ども・子育て支援交付金という補助金が学童にはございますので、そち

らのほうのメニューとして10月以降からは恒久的な制度として措置されるというふうな立てつけに

なってまいります。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）令和４年度の９月分までは臨時的な交付金で、それ以降は公定価格の引上げなど

恒久的な措置として引き上げていくということですね。分かりました。一旦そこで区切ります。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。
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委員（二見裕子君）今、坂上巳生男委員が発言していたところなんですけれども、これは保育士の処遇

改善ということで正職の方ということですか。民間の方と、あと学童とかもパートというか、そう

いう方の場合はどうなっているんですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）対象につきましては、正職にかかわらず臨時職員も対象になってまいります。

出し方の換算としましては、臨時職員の方は勤務時間に変動がございますので、その分を常勤の時

間に置き換えた形の国費なりの分を積算して出して、後で保育所の民間園とかのほうで措置すると

いう形の立てつけになっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

違う項目で、49ページのところの第三者行為にかかる損害賠償金というのが載っているんですけ

れども、これ、内容をお願いします。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）第三者行為にかかる損害賠償金につきましては、保険で係る部分と、これ

は一般会計でございますが、一般会計に関しましては医療費助成に係る分に関しての損害賠償金の

部分になります。

内容につきましては、交通事故であったりとか犬にかまれたとか、そういった本人に責めのない

ような、ある第三者から受けた行為によりましてけがをした、そういった場合におきましては、一

旦保険等での医療費助成または保険適用での医療を受けることは可能なんですけれども、そういっ

た医療費を支払った場合、一旦加害者に対して過失があるというふうに認められる場合につきまし

ては、公費等も入っております医療費等につきまして相手に損害賠償請求をすることが可能となっ

ております。こういった取組の中で、一般会計におきましては医療費助成に係る部分に関しての相

手から取立てすることができた損害賠償金が２万8,894円、結果としてあったということになりま

す。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）これ、相手に請求したということですよね。今までもあったんですか。今回これ１

件あったということですか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）保険の部分であれば結構毎年上がってくるんですけれども、医療費助成に

係る分というのは、重度障がいであったりとかひとり親であったりとか子ども医療という対象とな

る方が限られてきます。

経過としましては、令和３年度はこの額が上がっておりますが、令和元年度、令和２年度という

のは実績として歳入は一般会計上はございませんでした。遡ると平成30年度におきまして２件ござ

いまして、そのときは決算額としましては9,796円という額が上がってございましたので、今回新

たに上がってきたように見えるかもしれませんけれども、過去からそういった決算上の数字は上が

っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

以上で、一般会計歳入歳出決算、歳入のうち、第４班所管事項であります健康福祉部所管分につ

いての質疑を終了いたします。

次に、一般会計歳入歳出決算、歳出のうち、款 総務費、民生費、衛生費、教育費に関し、第４

班所管事項であります健康福祉部所管分について、お手元の一般会計決算事項別明細書の区分に従
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い、質疑を承ります。質疑はありませんか。田中圭介委員。

委員（田中圭介君）主要施策の12ページの保育所運営で、一番右下の丸の町立保育所の新型コロナウイ

ルス感染拡大防止対策として必要な物品を購入と書かれておりますが、この備品の換気機能付エア

コン（４台）と書いているんですが、これ、どんな感じのエアコンかお聞かせください。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）こちらのほうは保育対策事業という国の補助金があって、それを使わせてもら

ったんです。まだこのときは少なかったんですけれども、普通のエアコンの中で換気機能、普通は

中の空気を循環させるというのが普通のエアコンやと思うんですけれども、今回は外の空気と換気

しながら空調を効かすという形のエアコンになっていまして、コロナ禍で出てきたモデルになって

おります。もう換気の徹底をコロナ禍で保育所は絶対必要になってきますので、今回この補助金、

コロナ対策になるということで、換気機能付、出てまだ間もない、これぐらいの機種しかなかった

んですけれども、その辺を今回導入させていただいたというふうな機種になっています。今までに

ない換気機能のついたエアコンとなってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）この設置というのはどこにされたんですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）この当時は西保育所もありましたので、各町立保育所の保育室のほうで、古い、

もう更新時期に来ているエアコンというのが定期的に出てまいります。その古いエアコンのある保

育室のエアコンをこれと置き換え更新したという形になっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）そしたらあと、遊戯室というところにはエアコンというのは設置してはるんですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）遊戯室のエアコンにつきましては、令和元年に中央で、西保育所は昨年度、順

に今年、東保育所をやっているんですけれども、大規模改造に合わせまして遊戯室のほうにエアコ

ンを設置しております。だから、あくまで大規模改造に合わせて遊戯室にエアコンを設置している

という形を取っております。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）そしたら、設置していない保育所もあるということですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）今、保育所については遊戯室全てついております。中央も元年の改修でつけて

おります。西は昨年につけました。北保育所は平成28年に既に先につけております。そして、今や

っている東保育所のほうも先につけているんですけれども、今年の今回の改修工事で遊戯室のほう

につけておりますので、町立、昨年も含めていうと、全て遊戯室のほうにエアコンは装備済みとな

ってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）分かりました。まだまだ収まらないと思うんで、結構皆さん、保育所の先生方、ま

た保護者の方もかなり気にしたりとか、やっぱり園児はなかなかマスクとかも難しい、自己管理が

できないというのが非常に大きい課題、そしてまた、先生方からしたらふだんよりかなりストレス

なり、いろんな面でかかってくると思います。

そしたら次、そのままいかせていただきます。

主要施策15ページになります。

児童相談事業の教育相談カウンセラーの配置と書かれておりますが、相談はこれ、教育・子ども
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センターにおいて週に３日ですか、実施と書かれておるんです。年間の相談数というのはどのぐら

いになりますか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）こちらは学校教育の分になっているんですけれども、件数につきまして

は子育て支援課のほうでは把握できておりませんでして、教育相談カウンセラー、学校の事業とな

っておりますので申し訳ございません。

ちょっと内容につきましてはご答弁できかねます。申し訳ございません。

委員長（河合弘樹君）担当外でございます。いいですか。田中圭介委員。

委員（田中圭介君）はい。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）決算書の105ページですが、市民後見推進事業というのがございます。委託料で

金額的には24万1,000円です。これは毎年ほぼ同額で上がっていると思いますが、市民後見推進事

業委託料の内容についてご説明願います。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）こちらの事業は、地域において判断能力が不安な方がいらっしゃるので、

その方については法定の後見制度もあるんですけれども、身近な地域で市民の方が後見人としてそ

の方を日々見守り、介護サービスなどの契約などの支援を行うような方を養成する事業となってお

ります。

こちらの事業は大阪府社会福祉協議会のほうに委託をさせていただいておりまして、こちらの市

民後見の養成だけでなく、あと、その方の活動支援ということで研修などを行うような事業となっ

ておりまして、こちらのほうは熊取町単独で委託しているのではなく、大阪府下17市４町で大阪府

社会福祉協議会のほうに委託しております。総事業費を高齢者の人口で案分して事業費を負担する

ことになっておりまして、こちらの決算額が24万1,000円となっております。こちらの事業につい

ては補助制度がありまして、４分の３は国・府で補助されておりまして、町の負担分は４分の１と

なっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。町の負担が４分の１で実施しているということなんですが、具体

的には市民後見人を養成するための講座を開いていただいているということなんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）そのとおりです。養成のほかに、今後の活動支援として市民後見を養成さ

れて登録された方の相談にも乗るような支援も行っておりますので、それもプラスアルファの事業

となっております。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）市民後見人の養成の講座というのは年に何回ぐらい実施されているんですか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）10回程度になります。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）年に10回程度実施されているというのは、１回完結のやつを10回、それとも10回

連続講座ですか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）10回連続講座を受けていただいて、やっと養成研修が終わるということに

なります。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）熊取町からその講座を受けて市民後見人となって活動しているという方はおられ
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ますか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）養成されている方は５名いらっしゃるんですけれども、その５名の方が、

判断能力が不安な方にマッチングのところまでは至っておりませんで、なかなかその方とマッチン

グするというケースというのが、やっぱり市民後見人の方ですので契約とか財産がたくさんあると

かという方の支援というのはなかなか難しいので、養成はできているんですけれどもマッチングま

ではまだ至っておりません。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）これまでの実績として、５名の方が既に講座を受講して市民後見人として活動で

きる状態にあるんだけれども、まだ利用者とのマッチングができていないということなんですね。

今も、ご説明いただきましたけれども、マッチングができないということの主たる理由はどこに

あるんですか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）やはり財産の管理ですとかというところは専門職の後見でないと、権利関

係とかも発生してきますので、10回の講座を受けた市民後見人の方には荷が重過ぎるということで、

熊取町のほうでも成年後見の制度でこの方は市民後見でも大丈夫じゃないかということで裁判所の

ほうにはお知らせするんですけれども、裁判所のほうでも調整会議というのを実施しておりますの

で、そこで市民後見でも大丈夫だなという判断がありましたらマッチングという形になります。一

定裁判所のほうでも検討していただくことになっておりますので、なかなかいろんなケースがあり

ますので、市民後見人の方が支援していただけるケースが出てきましたらそのケースにマッチング

できていくのかなと思うんですけれども、今現在はそういうケースがない状態です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

市民後見人とはまた別かなと思うんですが、社協で認知症の不安があるような方の財産を管理す

る、預貯金を預かるような事業をやっておりますよね。あれとはまた別のものということになるん

ですか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）別のものになるんですけれども、支援の内容としましては同じような、社

協がやっている分は社協の職員が日常生活上の資金の管理ですとかそういう相談対応というのをや

っておりますので、中身的には同じような内容になるのかと思いますけれども、別制度となってお

ります。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。そしたら別の項目でお尋ねします。

決算書の125ページです。保育所にかかわる部分ですが、保育所運営事業、主要施策の成果一覧

では11ページのところに出ております。保育所につきましては、令和３年度の大きな課題として西

保育所の民営化に向けての引継ぎ保育という時期であったわけですけれども、成果資料の11ページ

を見ますと、保育一般事務経費というところで「西保育所の令和４年度の民営化に向けて保護者、

移管先事業者である学校法人及び町の三者懇談会を開催し、保護者からの意見聴取を重ねるととも

に、円滑な民営化移管となるよう、約１年間かけて引継保育を実施した」とあります。そこに決算

額406万2,000円とあるんですが、この406万2,000円という数字はどういう内容でしょうか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）こちらは保育課の一般事務経費になりますので、主には保育課に入れている事

務の補助に関係している職員、育休に今入っている職員の代替の職員分とかが主な経費になってま

いります。今おっしゃった西保育所の民営化の経費については、特段この中では出てくるところが

ございませんでして、施策の位置づけとしてここに一定記載させていただいているというふうな形
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になっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。この406万2,000円というのは、特に西保育所民営化のために具体

的にこれだけかかりましたよという意味ではないということですね。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）はい、そうです。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）数字的なことではなしに、西保育所民営化に関わって少し気になる点をお尋ねし

たいと思うんですが、まず一つは、これは以前にも一般質問などでお尋ねしたこともあると思いま

すが、町立保育所では発達に不安のある児童も受け入れております。いわゆる障がい児保育といい

ますか、障がい児加配ということで比較的手厚い保育を行っているわけなんですが、新たな民営化

移管先の保育園では、障がい児の受入れ、発達に不安のある児童の受入れについてはどうなってお

りますか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）西保育園民営化に当たりましては、町立西保育所の運営を徹底して引き継いで

ほしいという形で募集もかけて、引継ぎの中でもその辺徹底的に引き継いでもらうという形の引継

ぎ保育を続けてまいりました。なので、当時も西保育所に在籍しておった配慮を要する子、障がい

のある子についてもそのまま在園児としてクラスが持ち上がっていくんですけれども、それについ

ても西保育所当時と同じような形で対応してほしいという形で、引継ぎの中ではいわゆる移管先、

誠優学園のほうには申し送っております。もう現にそういう形で加配職員という形をつけていただ

いております。それについては、町のほうも保育事業の補助金の中で西保育園に限らず補助金を一

定出しておりますので、そういった配慮を要する子の加配につきましてはつけていただくというの

を引継ぎの中で徹底していただくと同時に、町についてもその辺についてはきちっと補助で対応し

ますよということでは、ある意味、継続して引き継いでいってもらうという形を徹底してやってき

ております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）これまで町立保育所で加配をつけていた児童の継続的な保育については、加配を

継続していただいているということですね。それはそれでしっかりやっていただきたいと思います

が、今後新たにその西保育園に入所を希望する児童で発達に不安のある方がまた入所を希望されて

くるといった場合は、西保育園としては同様に加配をつけてやっていくという方針だと理解してよ

ろしいんですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）今言いましたように町立の保育所の運営を引き継いでもらうというスタンスと

いうのは堅持してもらうところであるんで、基本的にそういうふうに考えていただくというのはま

ず第一ではあるんですけれども、何分、加配をつけるときに職員、人手というのはなかなか確保が

難しいところがありまして、当然、加配をつけないといけない子という入所希望があった場合に各

園と通常調整していくんですけれども、その際に加配であったりとかというところの手配はできま

すよということであれば、保育所についてはうちのほうで入所決定等できますので、その辺を調整

させていただいて、人の手配、加配の手配をできるということであれば受入れについてお願いして

いくという形のスタンスを取っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）その辺はぜひ今後も今の体制を継続できるようにきっちり働きかけをしていって
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いただきたいと思いますけれども、別の角度からお尋ねします。

以前にもこれはいろんな場で発言しておりますが、休日保育について、現状、民間の特定の保育

園に集中しているということがあるんです。それについては今も同様の状態が続いているんでしょ

うか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）休日保育につきましては、委員おっしゃられましたようにアトム共同保育園で

積極的に受け入れていただいておりまして、令和３年度につきましても実績で623名という形の受

入れをしていただいております。令和２年に比べまして、令和４年584名ですので、コロナが落ち

着いてきたということもあってアトムのほうも受入れは増えてきているというところでございます。

あと、すみれ保育園のことをおっしゃっているのかなと思うんですけれども、それにつきまして

も、いろいろ話をさせていただく中で、園のほうの人の体制の問題とかという課題が私らの話の中

で出てくることがございますので、そういった中につきましては、町村長会とかのほうでその辺加

算であったりとか、別の補助について一定、国のほう、府のほうでも考えてほしいというのを町と

しても要望を上げる中で、財政的に一定の支援、それによって例えばすみれでも休日保育をもっと

積極的にやっていくようにというような形の働きかけというところは、やっていかなあかんかなと

いうふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）アトム共同保育園に集中しているという実態は変わっていないわけですね。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）現実としてはそうなっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）アトム共同保育園の方にお聞きした際には、単に集中しているだけでなくて、休

日保育の利用者の中に障がいをお持ちの方が割合として結構多いということも聞いております。一

人でも発達に不安のある方、障がい児が含まれていると、またその方のために人をつけなければな

らないということがありますので、実態として人数も多いですけれども、それ以上に休日保育の運

営が大変厳しいということも聞いております。民間保育園が町立保育所の民営化によって増えても、

なかなか休日保育を積極的に受け入れる保育園が増えてこないという実態もありますので、そこの

改善策はぜひ真剣に考えていただきたいと思うんですけれども、何か考えていることはございます

か。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）アトム共同保育園のほうにつきましては、今、委員おっしゃったように休日保

育、いわゆる土日も問わず運営されておるという中で経営的に大変なところがあるということは、

こちらのほうも運営法人、アトム共同福祉会のほうからいろいろ話として聞いている部分もござい

ます。そういった中で、アトムのほうで一定経営するためにこういう方法を改善、休日保育を維持

していくためも含めて、一つ例えば定員であったりだとかその辺についても一定ちょっと検討して

いきたいところがあるんやというふうな話は私らも受けておりますので、それについては、休日保

育を引き続き継続してもらう、ほかの園の運営も継続していってもらうというのも含めて、その辺

は我々も協議に乗った上で、しっかりと手続について協力していきたいというふうに考えておりま

す。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）私の記憶では、アトム共同保育園というのは熊取町で第６保育所でしたか、民営

化するときに初めて受皿となった保育園であったわけですけれども、それまで共同保育園として非
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常に劣悪な環境の下で保育を頑張って維持してきた共同保育園が新たに町立保育所の建物の移管を

受けて頑張ってやっていこうということで、民営化したことによるプラスアルファ、特別保育サー

ビスの充実ということで、一時保育やら休日保育やら、それを私たちが頑張ってやりますよという

ことで手を挙げてやり出したわけです。そういう、ある意味で非常に積極的な志で受け入れていた

だいたわけなんです。ところが、アトム共同保育園と同様の休日保育などを頑張ってやろうとする

民間保育園がなかなか現れないと。

駅前のすみれ保育園ですか、あそこは建前上は休日保育をやっているということになっているん

ですが、どういうわけかすみれ保育園の休日保育を希望する方が全然いないというふうなことにな

ってしまって、アトムだけに集中しているということがあるんです。この実態は、ぜひとも行政側

も介入して改善していく必要があるんではないかなと思います。

もう一点だけお尋ねしますが、決算書の119ページ、成果の資料集には11ページのところにあり

ますが、病児保育のことです。貝塚市との協定で病児保育を広域利用により実施しているわけなん

ですが、利用の実績はどうなっておりますでしょうか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）病児保育、広域事業の中で木積にありますリトルスター、広域利用させてもら

っているんですけれども、令和３年度の実績を申し上げます。

熊取町民の方が令和３年度１年間で159名、ちなみに貝塚市が154名ですので貝塚市より多い利用

があったと、合計313名の利用があったというふうに施設からは聞いております。これは令和３年

度の実績です。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）かなり大勢の方が利用されているという印象を受けましたが、熊取町民が159名、

貝塚市民が154名ということです。人口的には貝塚市のほうがはるかに多いんですが熊取町の利用

のほうが多いというのは、これは貝塚市では別の形での病児保育が行われているんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）貝塚市におきましては、病児保育をやっているのは本町も使わせていただいて

いるリトルスターだけございます。ほかにはございません。同じように利用させていただいている

という形です。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。かなりの方に病児保育を利用していただいているということなん

ですが、これ、利用者の自己負担があるんですね。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）自己負担、１人１回１日2,000円の負担がございます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）１日2,000円の自己負担があってでもこれだけ159名の方が利用されているという

ことで、それだけ病児保育の需要が切実だということなんでしょうが、利用されている方の声とか、

こういう点を改善してほしいとか、何かそういう声は特に届いていませんか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）特に改善、こうしてほしいとかいう声は聞いておらないんですけれども、広域

利用の委託をすることによりまして、一般利用の場合は3,000円でございました。だから委託する

前でも町民の方というのは使えたんですけれども、委託することによって1,000円安く使えるよう

になったというところはございますので、1,000円安くでも使えるようになってよかったというふ

うな声はスタート当初、幾つか施設の方のほうから私らも聞いてございます。

以上です。
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委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）主要施策の10ページの児童相談事業のところ、決算書121ページになるのかなと思

うんですけれども、家庭児童相談システムというのを導入というふうになっているんですが、この

内容、下にも載っていますけれども教えてください。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）ご質問いただきました家庭児童相談システムについてご説明させていた

だきます。

こちらにつきましては、児童相談の記録をしていくものなんです。これまでエクセル管理をして

いたんですけれども、システムを導入して、その記録の内容について管理していくというものでご

ざいます。これにつきましては、最終的には子ども家庭センターと情報共有、連携していけるとい

うシステムになっております。これを３年度に整備いたしまして実施しているところでございます。

熊取町では600件程度の相談記録を入力するような形になっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。そのあたり、ちょっと聞きたかったんですけれども、これからです

よね、情報を共有されるというのは。今はまだ町の相談の分の内容を入れているというような状況

であるということですよね。虐待であるとかそういうのが想定される家庭においては情報共有がす

ごく大事かなというふうに思いますので、600件というのは令和３年の分ということですか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）600件というのは今入力すべき対象の方の人数ということになります。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）それまでというか、何年かの分でということですか。今年度の相談の方が600件と

いうイメージですか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）もちろん過去から継続されている子どももいらっしゃいますし、新たに

こちらのほうに記録させていただく子どももいらっしゃいますしというところで、どこかで区切っ

てというわけではなく、継続している分もあれば新たに対応させていただく分もあり、終結してい

く分もございますので、そういった形で入れ替わりというのはございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。本当に情報共有していただくのはすごく大事やなと思いましたので、

これ、いいシステム導入できたなというふうに思いました。

次の項目にいかせていただきます。

主要施策の12ページのところで、先ほど保育所運営事業のところで田中圭介委員も聞かれていた

んですけれども、その上の設備改修等というところで、遊具安全点検及び修繕ということで全町立

保育所と書いているんです。これ、遊具は今何年ぐらいで更新をしていったりとかというふうにな

っているんですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）保育所のほう、遊具が幾つかあるんで、特に決まった年度の更新というところ

は決めてございませんでして、そういう意味で毎年点検して、それもまた修繕しております。危険

なものについてはまた別の修繕料を執行した中で修繕して、ブランコを修理したりとかという形は

していて、できるだけ長もちさせていくようにしています。もともと設置した時点で結構頑丈なブ

ランコとかジャングルジムとかできておりますので、点検して危険な箇所を直すことによって長も

ちさせていくというところで、特段すぐに更新していかないかんというところまでのものは特に持
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ってございません。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。じゃ昔から使っている遊具を大事にということですか。

以前ちょっと田中圭介委員がインクルーシブというところの遊具のこととかも質問でされていた

んです。そこまで障がいの子どもが保育所にというのもいらっしゃるかどうか分からないんですけ

れども、みんな子どもが一緒になって危なくなく使えるような遊具を新たに設置していくとかとい

うふうな考えは特にないんですか。今の遊具で点検修理していくというふうな考えですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）基本的には今の遊具を点検して長もちさせていただき、いつかは更新するとき

はあろうかとございますので、そのときには今、委員おっしゃったような形のことを視野に考えて

いきたいと思っています。

町立保育所の園庭、めちゃくちゃ広いわけではございませんでして、今の遊具を更新するんであ

ればそれなりのスペースは確保できるんですけれども、新たに設置すると、狭くなってしまうと、

例えば運動会であったりとかが手狭になってしまいますので、冒頭おっしゃった部分につきまして

は、もう更新せなあかんねというときについては今、インクルーシブの視点も含めて、そのときの

トレンドの遊具もあろうかと思いますので、その辺を念頭に保育士の現場とかもいいものをという

ところを相談しながら決めていければなというふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

そのちょっと下の学童のところなんですけれども、拡充というところで長期休業限定学童保育所

を開設ということで、中央と北小学校になっているんです。この辺の利用状況を教えていただけま

すか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）令和３年度につきましては、長期休業のほう中央小学校と北小学校で開設いた

しました。利用実績なんですけれども、夏休み、冬休み、３月でちょっと人数にばらつきがありま

すので、夏休みを取り上げさせていただきます。

令和３年度の中央小の夏休みにつきましては22名の利用、同じく北小学校の夏休みについては８

名の方の利用がございました。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）これ、開設するに当たって多分、前回、調べて需要があるかどうかで学童のある学

校を長期休業の限定というふうに開いたかなと思うんですけれども、ほかの小学校の子どもで、長

期休業限定ということで、小学校ではやっていなくてこちらの中央とか北に行かれた子どもという

のは何人かいらっしゃるんですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）令和３年度で申し上げますと、中央小学校につきましては先ほど22名と申し上

げたんですけれども、その中で南小校区が２名、西小校区が２名、東小校区が８名の子が在籍児童

として中央に通ってくれたと。初年度は東小学校でやっておったんですけれども、工事の関係で教

室が使えないという兼ね合いで中央のほうに場所を変えてという流れがありましたので、東小校区、

もともと何人かニーズがあった分は、申し訳ないのですけれどちょっと中央のほうにお願いできま

すかという形でさせていただいた経緯がございます。

北小学校区については全員が北小校区８名になってございます。ほかの校区はございません。

以上です。
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委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）東小校区は開設というか、またするんですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）令和３年度は２か所なんですけれども、令和４年度は中央と北小と西小、３か

所開設してございます。西小のニーズも高かったというところで、今回新たに追加して３か所目を

開いたところであるんです。

ただ、今年度に関しましては、中央のほうも夏休みが30名、北小学校区も29名、西小が15名の利

用がございました。これは事前の申込みの集約の結果として決めたんですけれども、西小校区のほ

うが開発とかで子どもが増えている関係で利用が多くなったので、新たに西小校区を今年度追加し

たところなんです。

あと、すみません、ＮＰＯと話したときに、次もう一か所追加で開けるというのは人員的に難し

いというところがございます。中央小校区の中でも中央小校区の人数というのはやっぱり多うござ

いますので、今、プラスでもう４か所目というところは実際問題、人員体制的に難しいのかなと。

中央をやめて東ということも、特に中央の人数が多いので、そこまではちょっと難しいのかなとい

うふうに担当課としては考えてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）夏休みだけに来られている方がこれだけ増えているということですよね。夏休みだ

けの利用の方ということですよね、この人数は。ではないんですか。そうですよね。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）夏休みが一番多くて２、30人なんですけれども、実際、今年度に関して言いま

すと、中央小であれば冬休みであれば今のところ27名、年度のまたぎがあるので３月の春休みは29

名と、押しなべて長期休業の利用のほうは、定員30なんですけれども、それに近いぐらいの利用ニ

ーズというのは冬休み、春休みも出てきておりまして、北小のほうも、冬休みが17、３月春休みが

17という形で、結構20人近い人数が上がっています。始めて今年３年目なんですけれども、じわじ

わと利用規模のほうは増えていっているのかなというふうな状況であります。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）定員はどこも30名でやっているということですか。現状の常時通われている学童の

方もいらっしゃる中で、こうやって長期、あえて30名の定員でしていただいてということで、学童

のほうにとっては負担の分はどうなんですか。大丈夫なんですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）長期休業のほうは、夏休み、多分お母さん、お父さんのほうが昼間だけお仕事

に行っている場合であれば、夏休みは子どもがいてるというところで、長期休業限定の学童という

方法でスタートしたところなんですけれども、その辺のニーズというのはＮＰＯのほうで以前から

いろいろ出ておりましたので、スタート時点はコロナもあって１か所でスタートしたのでじわじわ

増やしたところがあるんですけれども、その辺の負担、なかなか支援の手配が難しいという意味で

のしんどさはあるというようなことは聞いております。

ただ、やっぱり利用がこれだけ増えていっているというふうな希望はできるだけかなえていきた

いというふうなスタンスを持っていただいているので、いろんな支援に入ってもろうたりとかいう

ところの中でやりくりしながらやっていっていただいていると、厳しい中でも何とかやっていって

もらっているというふうな状況は私ども聞いてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。指定管理を長くやっていただくということの条件と言ったらあれで



－131－

すけれど、こういうサービスもというところでやっていただいたことであると思うんです。本当に

人員とかのところで学童のほうも大変かなというふうに思いますので、町もしっかりと連携を取り

ながら、子どもを夏休みに預けられるところがあって、本当にお母さんたちが安心する場所ができ

てよかったというふうに思います。またよろしくお願いしておきます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）お諮りいたします。議事の都合により、本日の会議はこれで延会したいと思いま

す。これに異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決定しました。

本日はこれにて延会いたします。ご協力ありがとうございました。

──────────────────────────────────────────────

（「17時02分」延会）

──────────────────────────────────────────────
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決算審査特別委員会（第３号）

月 日 令和４年９月26日（月曜）招集

場 所 熊取町役場議場

出席委員 委 員 長 河 合 弘 樹 副 委 員 長 坂 上 昌 史

委 員 田 中 豊 一 委 員 文 野 慎 治

委 員 田 中 圭 介 委 員 二 見 裕 子

委 員 坂 上 巳生男

欠席委員 なし

─────────────────────────────────────────────

付議審査事件

議案第56号 令和３年度熊取町一般会計歳入歳出決算認定について

議案第57号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第58号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

議案第59号 令和３年度熊取町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

議案第60号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について

議案第61号 令和３年度熊取町下水道事業会計決算認定について

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）皆さん、おはようございます。

ただいまの出席委員は７名全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまから決算審

査特別委員会第３日目を開会いたします。

──────────────────────────────────────────────

（「10時00分」開会）

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）なお、発言される方は、挙手の上、着座で、マスクはつけたままマイクを使って

いただきますようお願いいたします。

また、質問される議員の皆さんは、質問要旨を簡潔に述べられますようお願いいたします。

質疑は、ページ数と質問要旨を簡潔に述べ、３問程度に区切って行ってください。意見・要望等

につきましては、質疑終了後、時間を取って承りますので、よろしくお願いいたします。

それでは、22日に引き続き、一般会計歳入歳出決算、歳出のうち、款 総務費、民生費、衛生費、

教育費に関し、第４班所管事項であります健康福祉部所管分について、お手元の一般会計決算事項

説 明 員 町 長 藤 原 敏 司 副 町 長 南 和 仁

教 育 長 岸 野 行 男 総合政策部長 東 野 秀 毅

総合政策部理事 野 津 惠 総 務 部 長 藤 原 伸 彦

住 民 部 長 巖 根 晃 哉 住 民 部 理 事 山 本 浩 義

健康福祉部長 山 本 雅 隆 健康福祉部理事 松 浪 敬 一

都市整備部長 田 中 耕 二 都市整備部理事 永 橋 広 幸

企画経営課長 近 藤 政 則 財 政 課 長 竹 田 陽 介

人 事 課 長 橘 和 彦 環 境 課 長 島 尾 学

健康・いきいき

高 齢 課 長
石 川 節 子 介護保険課長 根 来 雅 美

障がい福祉課長 馬 場 智 代 生活福祉課長 降 井 広 志

子育て支援課長 野 津 博 美 保 育 課 長 藤 本 明

保険年金課長 阪 上 正 順 下水道河川課長 朝 倉 優

事 務 局 議会事務局長 林 利 秀 書 記 道 端 秀 明
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別明細書の区分に従い、質疑を承ります。質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）それでは私のほうから、先週に引き続き一般会計決算の第４班所管事項の中の、

先週も質問いたしましたが、町立西保育所の民営化に関わることでの質問をさせていただきます。

前回の質問の折にお答えもいただきましたが、新たな民間の西保育園で障がい児、配慮の必要な

児童を受け入れているかどうかということについてお尋ねしました。その折に、西保育所で受け入

れていた方が引き続き民間の西保育園に通うに当たっては加配をつけて対応しているという答弁を

いただきましたが、今後のことについての答弁がちょっと不明瞭であったような気がしたので、今

後の対応についてもう一度ご説明願えますか。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員、ページ数をお願いいたします。

委員（坂上巳生男君）ページ数は、決算書の125ページから127ページに関わってのことです。決算書に

は直接的な数字は表れておりませんが。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）この４月から民間園となった西保育園なんですけれども、民営化以降につきま

しても、配慮を要する子の入所希望ということは西保育園に限らずございます。それにつきまして

は、民営化以降についても西保育所のやり方を継続してほしいということで募集しておりますので、

今後につきましても、配慮を要する子については西保育所の時代と同様な対応をお願いしたいとい

うことの下で園との調整を進めております。それにつきましては、町のほうにつきましても一定、

障がいの加配について、保育士については補助金という部分の制度も用意しておりますので、そう

いった形で対応していただけるようにという形の調整は行ってきております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）調整は行ってきておるという答弁でありますけれども、来年度以降、引き続き新

たに配慮の必要な児童の方で入所希望があれば確実に受け入れていくという、そういう明確な約束

はまだいただいていないということですね。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）来年の募集のほうは今まだこれから年末にかけて行うんですけれども、もしそ

ういった配慮を要する方が西保育園に入園を希望されるという部分があれば、園のほうと調整をも

ちろんさせていただきます。ただ、園のほうもそれについて、加配についての保育士の手配、確保

というところが必要になってまいりますので、その部分の手配が十分つくようであれば、受入れと

いうところは町も求めていきたいというふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

熊取町内のさくらこども園ですとか、あるいはアトム共同保育園でありますとか、民間の保育所

あるいは認定こども園がたくさんございます。その他の民間の保育所や認定こども園でのそういっ

た配慮を必要とする児童の受入れの状況はいかがですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）ほかの民間園につきましても、当初募集の入所申込みの段階では、一定配慮を

要する子というところは子育て支援課のほうでいろいろ意見書等をもらいながら、状況を把握しな

がら入所調整しております。その条件を踏まえまして、各民間園、町立も含めて統合保育連絡会議

という場があるんですけれども、そういった中で配慮を要する子の受入れについて一定、保育所、

保育園のほうで受入れのほうはどうですかという形の調整を行っております。それについて、受入

れ可能という分については加配をつけていただく、それについては町のほうも補助していきますよ

というところを入所の段階では町も入った中で調整して、受入れの段取りを行っております。

以上です。
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委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）現在、受入れ可能という状況の民間園はどことどこですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）ほかの民間園のところは、今のところさくらこども園のほうはなかなか難しい

という状況は聞いておるんですけれども、ほかの民間園、認定こども園も含めたところは、うちの

補助金を出した中の受入れというところは可能というふうな形で進めてきております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）そうしますと、さくらこども園以外の保育所や認定こども園においてはそういっ

た児童の方々も受入れしているというふうに理解してよろしいですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）そういう理解で結構でございます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）ありがとうございます。

今回の町立西保育所の民営化によって残る町立保育所は３か所となったわけなんですが、私ども

としては、もうこれ以上の民営化はしないでいただきたいと。町立保育所のある意味でスタンダー

ドな保育といいますか、そういう安定した保育をきちんと継続していただきたいと。公立保育所を

一定数残しておくことによって町内全体の保育所の保育サービスの水準も維持できるというふうに

思うんですが、その辺の今後の見通しはいかがですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）今後の保育所の在り方という観点でございます。今、委員おっしゃいましたよ

うに、町内で民間が６、町立が３つ保育所がございまして、今後を見据えたとき、今少子化が非常

に進んでおります。出生率も低下しておりまして、子どもの数も日本では80万人を切るというとこ

ろが進んできております。入所の状況についても横ばいが続いているというところがございまして、

保育所全体のスケール、規模の議論というところが今後必要になってくるんじゃないかなというふ

うに考えております。

そういった中で、今、委員がおっしゃった町立の在り方、役割であったり民間とのすみ分けであ

ったりとか、そういった部分の議論が大事になってくるかなというふうに考えておりますので、町

立の強みの部分というところを生かしつつ、町と民間とのすみ分け、役割の強化という部分につい

て慎重に議論しながら、今後の在り方を考えていきたいというふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）おはようございます。

主要施策のまずは10ページのところですが、心理相談というのを実施いただいているんです。こ

の心理相談につきましては、支援が必要な子どもをお持ちの親御さんが主に利用されるということ

でいいんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）今、委員おっしゃっていただきましたとおり、お子さんのことで心配の

ある親御さんがこちらのほうの心理相談をご利用されるということでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

これ、そうしましたら何か診断なり子どもの発達とかというのが心配な方というのは、保健師で

あったりとか何か相談をされている方をこちらのほうに促してもう少し聞いていただくという、そ

ういうふうな感じになっているんですか。
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委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）こちらにつきましては、乳幼児健診等ございまして、そのときに問診等

を書いていただくんですけれども、やはりその中で保護者の方が気になっていることがあるだとか、

その項目についてこれはどうなんだろうというふうなことがある中で、健診にお越しいただいたと

きに保健師とそのあたりを見せていただいて、相談をお受けになりますかということでご案内して

いるというようなことが多いというところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）相談をされる方が年々少しずつ増えているような状況やなと思うんですけれど、こ

の相談者数というのは延べの人数なんですか。実質この相談人数ですか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）実質、これは延べの人数になります。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

122回ということは、１人１回としたら実質、延べなので122人はいらっしゃるというような考え

でいいということですか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）この122回につきましては、相談員の方が来られている回数になってお

りますので、すみません、実際の相談されている回数につきましてはもう少し多くなります。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）相談員の方が来られている回数がこの回数ということですか。分かりました。

じゃ、次の項目にいかせていただきます。

次に、そのまま11ページなんですが、子育てアプリ（くまっこナビ）が、昨年度より登録者数

200件以上増えているかなというふうに思うんですけれども、これ実際、アプリを使われている対

象の子どもの年齢、どれぐらいの年齢の方が大体使われているかというのは分かりますか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）すみません。こちらのほう、子どもの年齢につきましては内訳まで把握

できておりませんでして、なかなか今コロナ禍で、健診のときにお越しいただいたときに、以前、

コロナの前でしたら、すこやかるーむの保育士等がマンツーマンでアプリを落としていただくよう

なご案内もさせていただいていたんですけれど、ちょっと今それができていないんです。健診ごと、

妊娠の届けにお越しいただいたとき等にご案内させていただいて、ある一定の方に登録していただ

いております。この時点で747件とご報告させていただいておりますけれども、８月の末で796件と

なっておりまして、ある一定数の方には登録いただいておりますので、新たにお子さんを持たれた

方というのは着実に増えていっているのかなというところで見ております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）対象の年齢が分かれば大体パーセントというのが出るのかなというふうに思ったん

ですけれど、小学生の子どもまで持ってはる親御さんぐらいは登録され……。そこまでは残ってい

るんですか。予防接種等あるのでどうなんですか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）こちらは、アプリ利用を始めたのが令和２年度になっておりますので、

直接ご案内できておりますのは、やはり小学生の方というのはできておりません。そのあたりはも

っと周知のほうもしていきたいと思っているんですけれども、初めて登録していただくのはもう少
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し年齢の低い方が多いのかなと思っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。もうちょっと広がっていって登録される子どもの年齢が上がってく

ると、この内容よりももう少しいろんなものをブラッシュアップというんですか、足していくよう

なまた何か内容も必要になってくるのかなというふうにちょっと思ったんです。そのところは、今

のところまだ令和２年から始まって小さい子どもということで、今はそれでいけているのかなとい

うふうに思うんですけれど、今後その内容については、何かこういうものも足していこうというふ

うなことを考えていることはありますか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）こちらのアプリにつきましては、今、委員おっしゃっていただきました

とおり、健診だとか予防接種だとかというふうなところでプラスアルファの機能というのも持って

おりまして、こちらについては今後検討課題と思っておりますので、またこちらのほういろいろ研

究して、取り入れていけるような方向で考えていきたいと思っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。もう今、本当にアプリとか便利に使う時代ですので、子ども・子育

て支援というところで、小学生ぐらいの子を持たれている方もいろいろ使われるような機能であれ

ばいいなというふうに思いましたので、ちょっと質問させていただきました。

それと、すみません、もう一点いきます。

休み前のときの質問で、保育士の処遇改善ということで賃金が上がるというふうな内容があった

かと思うんですけれども、これ実際、保育士というのは今、採用については足りているというか、

募集をしたときにきちっと採用できるだけの方が来ていただいているんですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）町立保育所に関しましては、令和３年度から西保育所が西保育園になりました

ので、西保育所に勤めた方の正規職員であったり会計年度職員を町立のほかの３保育所のほうに配

置替えであったりとかいう形にしておりますので、一定その辺のところは充足しております。ただ、

途中入所の分については引き続き募集等をかけていきながら、途中入所の状況と人の配置というと

ころはセット物で見ていきたいというところで考えてございます。

民間園については、人手が欲しいときにすぐになかなか確保できないというところはよく私らも

聞いているところがございますので、売手、買手でいうと、なかなか確保についてはすぐにすっと

いくというところのない部分の厳しさというところは依然として変わらないというふうな形は聞い

てございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

保育所ではないんですけれど、幼稚園等でバスに子どもが乗ったまま忘れられていたというとこ

ろがありましたので、町内は保育所なのでバスということはないのかなと思うんですけれど、幼稚

園とかにつきましてはバスの登園をしているというところでやっぱり事故がそうやって起きている

のが続いているということで、この件につきましては、町としては何かそのあたりの国であったり

府であったりの周知があるのかなと思うんですけれども、そのあたりはどんなふうな対応というの

があるんですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）こちらにつきましては、今、委員おっしゃったように国なり府のほうからも一

定、対応の通知がニュースも出ましたので、その辺こちらの保育課にも来ております。うちについ
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ては、おっしゃったように認定こども園、フレンドとさくらだけです。さくらのバスも送迎で常に

やっているわけではございませんので、そういった中で注意喚起が来ていまよと。昨年も別の件で

あったかと思いますが、そういった引継ぎの分については注意されたいということで通知の部分を

送りつつ、直接園長とかに呼びかけ等させていただきまして、園長と話をしたら、やっぱりなかな

か信じ難いなというのが所感でございます。そういったところについてはもう十分運転手と保育士

がついた中で十分していますよということは、再度注意していただきたいという形はこちらのほう

からも呼びかけさせていただいております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）自治体のほうで多分そういうもし事案があった場合、把握するような何か方向にも

来ているのかなというふうに出ていたかなと思うんですけれど、何かあったとき町として情報共有

的なこととか対応についての中身、そういうのはやり取りするようになっているんですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）今までそういったケースはなかったので特に聞いてはいないんですけれども、

今回、国の通知の中でも、報告であったりとか、より厳しく指導なり徹底するようにという形にな

っておりました。再度そういった事案、ケースについては必ず町のほうとも共有してほしいという

ことは、今、委員のご指摘がございましたので、私たちのほうからまた再度お願いという形で徹底

したいと思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。報告がないことが当たり前だと思いますので、本当に子どもの痛ま

しい事件がないように、またよろしくお願いしたいと思います。一旦置きます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）流用についてお尋ねします。

101ページ、社会福祉費の障がい福祉の一般事務事業で会計年度任用職員の超過勤務手当に予算

不足が生じたというのと、あと同じく期末手当のところに流用されているんです。私の感覚では、

会計年度任用職員の金額はそう多くはないんですけれども、超過勤務手当の補塡というか、これ、

何か理由があったんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）馬場障がい福祉課長。

障がい福祉課長（馬場智代君）こちらの報酬と期末手当の流用ですが、ほかの職員で休業者等が出まし

て職員の配置が手薄になった時間帯等がございました。ですので、会計年度職員にシフトの少し時

間帯を延ばしてもらって、それで予算不足が生じたものでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）３年度はコロナ禍でもありますし、そういうことは十分想定できるんですけれども、

短期間でしたら人事のほうから回してもらうというわけにもいかないんで、これ、日数とかはどの

ぐらいの期間でしたですか。

委員長（河合弘樹君）馬場障がい福祉課長。

障がい福祉課長（馬場智代君）こちらは、下半期10月から３月までを中心に、職員の本来の勤務時間が

午後５時までだったんですけれども、その後の時間帯で職員が手薄になるために30分間超過して勤

務してもらったものでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）しようがなかったのかなと思いますけれども、普通は会計年度任用職員に超過勤務

してもらうというのはあまり例としてはないような気がするんで、このあたり、今後は人事と相談
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してもらって、半年間ということであれば慣れた人にやってもらうのが多分いいんやと思いますけ

れども、今後はあまりこういう内容での流用というのはちょっと考えものかなと思います。

次に、もう一つ流用で、103ページ、社会福祉事業の扶助費、墓地、埋葬等に関する法律第９条

に基づき執行した事案に係る葬儀経費が必要になったということで流用がされておりますけれども、

これは俗に言う行旅死亡人なんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）降井生活福祉課長。

生活福祉課長（降井広志君）委員おっしゃるとおり、行旅死亡の葬祭費に当たる分でございます。こち

らのほうは、町内で病院で亡くなられた方で、親類の方全てがいらっしゃらなかったということで、

墓地埋葬法で火葬を行う者がいない場合は死亡地の市町村長がこれを行うこととなっておりますの

で、火葬を行ったものでございます。

なお、経費のかかっております22万9,600円の内訳としまして、本人の遺留金３万6,852円と大阪

府からの行旅死亡人取扱委託料として19万2,748円に当たる分の合計で歳入を受けておるところで

ございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）ということは、その後も関係者が現れなくて町のほうが執行し、その経費の一部、

本人が持っていた分と大阪府の助成金で賄ったということでよろしいですか。

委員長（河合弘樹君）降井生活福祉課長。

生活福祉課長（降井広志君）おっしゃるとおりでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）分かりました。こういう事案が出てきたらなかなか担当のほうも大変やと思います

ので、ご苦労さまでした。

次に、119ページ、民間保育所等助成事業、これは先週も坂上巳生男委員から質問がありました

ですけれども、休日保育の件です。この件は１年前も２年度の決算のとき私、取上げさせてもらっ

て質問させていただきました。

私もアトム共同保育園に行ったら、アトム共同保育園のほうに一方的に負荷がかかっていると。

やろうとしたすみれ保育園ですか、一向にしないと、どうなってるんやということでお尋ねをされ

ました。

すみれ保育園が無認可から認可になったとき、もう５、６年前ですけれども、やはり認可が下り

る一つの条件としてこういうこともやりますという中の一つだったように思うんです。そのあたり

を確認したいんですけれど、どうですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）委員おっしゃいましたように、すみれ保育園を開園したときの運営規定であっ

た中では、休日保育、土曜日に限らず日曜日、祝日についても保育をするというような中身になっ

ているんですけれども、そういった中身で休日保育をするという形の中で認可を受けております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）そしたら、そういう認可のときの条件というか、こういうこともしますよというこ

とで公共の福祉に新しいものにも取り組んでやりますよということになっているのに、なぜしない

んですか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）すみれのほうも、平成30年、令和元年度については18名と１名ですけれども一

定実績はあったんですけれども、事情を聞きますと、休日保育をするに当たっての人員体制の部分

で、休日に職員の方が出勤されると平日に振替休みをしないといけない部分で人の体制の厳しさが
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あるといったところであったり、あと、給食の用意であったりとかいうところが法人としての体制

がなかなかやっていきにくいというところで、休日保育を続けていくのがなかなか難しいというふ

うな話は聞いてございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）そういう説明を聞いて、それでよろしいんですか。指導助言というか、そういうこ

とを１年前に努力しますという話も聞いていたんですけれども、その後、この１年間どういうよう

な援助なり相談とかしたのか教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）藤本保育課長。

保育課長（藤本 明君）それ以降についても法人、いわゆる園のほうでやってもらわんといけないとい

うところがあって、私らも定期的に呼びかけ、働きかけ等はしておるところなんですけれども、今、

人の体制の話であったりを申し上げさせていただいたんですが、そういった中で例えば休日出勤し

た場合に手当とか出せればなというような話も先方のほうとしている中で、今年度、来年度に向け

てなんですけれども、町村長会のほうで、休日保育については給付の中の加算という措置が一定あ

って、アトムのほうにもそれはあるんです。その加算とは別に別口の補助金であったりというとこ

ろを国のほうで考えてもらえないかと。そういった部分を別口の補助でも出せるんであれば、すみ

れのほうでもその分、休日に出てきた職員への手当であったりとかできるんじゃないかなというと

ころで、町としてもやってもらいたいというところを園への呼びかけと同時に、別の財政的な手当

のほうも国であったりに呼びかけていっているというところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）この件については最後にしますけれども、実際同じ条件でやっている、それも大人

数でやっているアトムがあるわけで、それを考えればやっぱりバランス、それから看板に偽りあり

なんで、それをちゃんとしてもらうための方法をやっぱり考えてもらって強く指導してもらいたい

んですけれど、それはいかがですか。

委員長（河合弘樹君）松浪健康福祉部理事。

健康福祉部理事（松浪敬一君）今、休日保育についてはアトム共同保育園でやっていただいていまして、

町内の需要を一手に果たしていただいているというような状況でございます。アトムからもいろい

ろ相談は受けておりまして、やはり先ほど言いました人員、人の体制であったりとか、財政的な面

でちょっと厳しい面があるんだということで、今相談を受けて話合いをしているといった状況でも

ございます。

すみれにつきましても、その辺の事情をしっかりお伺いしまして、どこに問題があるのか、先ほ

ど課長も申し上げましたけれども、保育単価、公定価格の加算ということで国からは経費は出てい

るんですけれども、なかなかその経費だけでは難しいということで、我々も町村長会を通じて要望

もしているところでございます。ですので、一度しっかりその辺の事情をすみれからもお伺いしま

して、今後の在り方をしっかり調整していきたいというふうに考えますので、ご理解いただきたい

と思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）主要施策のまずは29ページの地域共生社会推進事業のところなんですが、委託先で

ある社協のほうに地域づくり支援員が１名配置されまして、その中で支え合いマップづくりという

ことが書いてあるんですけれど、これ、実際どういうものなのか説明をお願いできますか。

委員長（河合弘樹君）降井生活福祉課長。

生活福祉課長（降井広志君）支え合いマップづくりにつきましては、地域の方がそれぞれエリアを分け

まして、その中で気になる方を地図の中でひもづけしていく、支える人と支えられる人をひもづけ
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していって、そういう方がいらっしゃる方、いらっしゃらない方を地域の中でお話しさせていただ

いて、支えないといけない方で今現状何もされていない方とかいらっしゃったら、そこをこういう

形で支えていかないといけないよねというような形の、地域の中で様々な問題、課題を持たれた方

を抽出していった中で解決していけるような形を考えていくような、地図を使った研修という形に

なっております。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）支え合いマップづくりを研修した上でということでマップづくりが実施できたとい

うふうに載っているんですけれど、これ、各自治会とか地区ごとでのことになるのかなと思うんで

す。これは何か所ぐらいこういうのが今できていっているんですか。

委員長（河合弘樹君）降井生活福祉課長。

生活福祉課長（降井広志君）去年につきましては、支え合いマップのほうで３地区を対象として実施さ

れております。今年も２地区されておりまして、うち１地区はまだコロナの関係で実施できていな

いというふうにお聞きしております。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）ということは、長生会等に入られている方というふうな感じになるということです

か。その地域で情報共有というんですか、状況が分かるということでひもづけということになりま

すと、かなり情報が分からないとできないのかなと思うんですけれど、その辺はどんな感じでやっ

ているんですか。

委員長（河合弘樹君）降井生活福祉課長。

生活福祉課長（降井広志君）こちらのほうは社協のほうで地区福祉委員会等を通しまして、その対象に

なる方というか、地域からこの研修をやるので希望者を募りまして、その中で希望されている方で

研修を受けていただいて、講義等聞いていただいて、その中の研修、支え合いマップを実際につく

っていくという形で、支える人を地域のほうから出していただいて、社協のほうで研修会を開催す

るという状況になっております。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）ということは、支える方の研修をされて、そこの地域はこの方が支えてくださいま

すよみたいなイメージですか。そこで支えていただく方を抽出してというよりは、今はマップづく

りなので、この地域は大体この方、この地域はこの方というので支えていただく方をつくっていっ

ているということでいいですか。

委員長（河合弘樹君）降井生活福祉課長。

生活福祉課長（降井広志君）地域から研修のほうに出られている方だけではなくて、実際にもう既に何

かしら支援が必要な方がいらっしゃって、その研修には出られていないですけれども支えられてい

る方とかいらっしゃるというのを確認というか、ひもづけされていて、この人にはこういう方がい

らっしゃるから大丈夫だよね、また、そういう形でひもづけしていくと、あそこはどうも何かしら

支援が必要かもしれないですけれどもどなたもいらっしゃらないということであれば、どこからか、

どなたか支援が必要になってくるよねという確認とか、そういったひもづけをしている状況です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）ちょっと見えにくいなと思って聞かせていただいたんですけれど、地域でしっかり

と支え合うということはよく分かるんです。隣近所とよく付き合いされている方はあそこのお宅が

ちょっと心配だとかというのは分かるので、そことつながっていくというところは見えるんですけ

れど、全体に見た場合、やっぱり取り残されていく方はいらっしゃるのかなというのもちょっと危

惧するところだなと思うのと、あと、これがしっかりできたら防災にもつながるんかなというふう

に思ったんです。

まだまだ３地区と、あと２地区ということなので、１地区完成しているというわけではないです

よね。やっぱりどんどん課題は増えていくのかなと思うので、そのあたりは今後もっと力を入れて
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やって、社協と地区の福祉委員中心になると思うんですけれど、そのあたりは今後のこれからのま

た課題がたくさんあるということですか。

委員長（河合弘樹君）降井生活福祉課長。

生活福祉課長（降井広志君）これまでに実施されたところにつきましても、それが終わって終わりでは

なくて、またそこから先いろいろと相談だったりとかということもあるというふうにお聞きしてい

ますので、一定一区切りをつけたとしても、そこからまた継続していろいろと活動のほうにつなげ

ていくということをされております。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

もう本当に地域共生で、これが隣近所というか知り合いでつながっていければ、これから高齢化

になってお一人の方も増えるので心強い取組やなと思いますので、またよろしくお願いしたいと思

います。

すみません。もう一点、主要施策22ページのところに、子ども等予防接種事業で一番下のところ

にヒトパピローマウイルス予防接種の周知ということで対象者の人数が載っているんですが、これ

実際、令和２年の人数もあるかと思うんですけれども、接種された方の人数とかパーセントとか分

かれば教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）令和３年度の実際に接種された方ですけれども、292人となっておりま

す。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）その中で特に何か調子が悪くなったりとかということが問題になって少し止まって

いたところもあるんですけれど、そのような報告というのは受けていないですか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）今現在のところは、そういった報告はどなたも伺っておりません。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）期間を逃した方は打った後に費用を見ていただくというような制度も上がっていた

んですけれども、今これ令和３年が292人で、令和２年にも人数は上がっていたと思うんです。そ

れを合わせたら何人ぐらいですか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）令和２年度につきましては64名となっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

周知というところで、実際受けられる方には、直接何か本人に通知は行っているんでしたか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）対象の方には個別で通知をお送りさせていただいておりますので、手元

に問診票等もお送りさせていただいております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）主要施策の成果に関する資料の26ページです。一般介護予防事業ということで、

みまもりアンケートについて書かれております。これに係る費用ですか、1,433万9,000円、決算書

のどこに出ているか分からなかったんですけれども、これは決算書では何ページに出ていますか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。
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介護保険課長（根来雅美君）すみません。こちらは介護特会のほうの予算になりますので、そのときに

聞いていただけたらと思います。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）数字自体は介護保険の特会で出ているということですね。

この資料に介護保険特別会計という括弧書きがなかったもので、一般会計で聞けばいいのかなと

思ったんですが、ここでみまもりアンケートのことを聞いてもよろしいですか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）予算的なところがどこに載っているかということでよろしいですか。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）いや、それはあまり大した問題ではないですけれど、みまもりアンケートの中身

についてここで聞こうとしているんですが、ただ、決算書のページ数が分からなかったんで、まず

それを確認した上で聞こうかなと思っただけのことなんです。ページ数自体はまた後ほどでもいい

です。

みまもりアンケートの中身についてなんですが、ここの主要施策の説明資料では「令和元年度ま

でに全地区のみまもりアンケートを実施したので、２巡目となり、より支援の必要な方へアプロー

チを強化するため、75歳以上の方全員に拡充した」と書いています。それは、これまでは要支援・

要介護認定を受けていない65歳以上の独居高齢者だけであったものが75歳以上の高齢者全体にも広

げたと、そういうことなんですか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）そのとおりでございます。みまもりアンケートは小学校区ごとに実施して

おりまして、もう２巡しておりまして、一定の見守り対象者というのは把握できたのかなと思って

おります。

今後は、今までは独居高齢者と高齢者のみの世帯の方にみまもりアンケートを実施しておりまし

たが、75歳以上になりますとやはり身体的にも機能的にも低下が見られるということで、そういう

方も把握した上で介護予防ですとかというところの周知をしていきたいと考えておりまして、令和

２年度からやり方を変えまして、把握の対象の幅を広げて実施しております。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）そうしますと、必ずしも高齢者だけの世帯ではない方も含まれるということです

か。75歳以上の高齢者のいる世帯であれば全て対象にしているということですか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）そのとおりです。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）そういった対象者を広げた２巡目のアンケートの令和３年度は第２回目というか、

２年度目になったということですね。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）そのとおりです。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）令和３年度の対象地区は、中央小学校区中というんですか、これ、どういう意味

の中かよく分かりませんけれども、中央小学校区中、新野田、山の手台、桜が丘、翠松苑、大宮、

大久保６区、東和苑、この中央小学校区中というのはどういうことですか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）中央小学校区は、対象の地区が多いので２か年に分けて実施しておりまし

て、令和２年度はここに記載しておりません地区でもう既に実施しておりまして、３年度について

はこちらの地区で実施を行っております。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。
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委員（坂上巳生男君）だから、新野田以下、東和苑までが中央小学校区の残りの部分ということですね。

分かりました。

非常に丁寧に第２巡目のみまもりアンケートを実施していただいているということで、非常にい

い事業かなと思いますが、653人にアンケートを送って回収率が78.9％、約８割の方が返事をして

いただいているということですね。一部アンケートの返信がない方もおられるわけなんですが、ア

ンケートの返信がない方についてはどういうふうに把握しておられますか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）１度のアンケートの送付では戻ってきていない分については、再通知を行

いましてある程度回収はさせていただいているんですけれども、こちらのほうに戻ってきていない

分は、こちらの保健師、包括のほうと協力しまして一件一件訪問をさせていただいて、どういう生

活状況をしているのか確認を行っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）返信のない方には再度送って、それでも返事がなければ訪問してという非常に丁

寧なアンケート回収の仕方をしていただいているということなんですが、そういう中で地域包括支

援センターへの情報提供者15名ということで、この情報提供者というのはかなり不安だなと思われ

る方かと思うんですが、この情報提供された15人について地域包括のほうではどのように対応され

たんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）15名の方については、包括のほうから直接電話や訪問によって生活状況の

確認をさせていただいて、年に２回定期的に電話や訪問をさせていただいて対応させていただいて

おります。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）そういった不安のある方については地域包括のほうで年に２回、電話あるいは訪

問をしているということですね。分かりました。

個人個人の状況は様々ですので、情報提供者というのはどうなんですか。本人の了解を得た上で

なのか、それとも本人の了解もなくということなんでしょうか。その辺はいかがですか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）こちらのアンケートを実施する際に、本人のほうにその一文を入れており

ます。状況によっては包括のほうに情報共有をさせていただくことがありますということで、同意

はいただいた上で包括のほうに情報提供はさせていただいております。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。文野委員。

委員（文野槙治君）それでは、主要施策の23ページ、ナンバー54と55、コロナ感染症対策事業とワクチ

ン接種事業について質問させていただきます。

本当にこの間、今まさにまだ真っただ中なんですけれども、担当部局の職員の皆さん方の奮闘に

まず敬意を表したいと思います。

その中で、現在進行形でまだまだワクチンの接種も５回目というような形も挑戦していくんです

けれども、今までいろいろ国・府、皆さん、我々の町という自治体、そういう中で大変ご苦労され

てきたと思うんです。今までの経験で、今後の体制面の強化とか改善するような点とか現場からの

意見や要望があれば、この機会にちょっと聞かせていただきたいなと思うんです。

一つの例が、感染者とか陽性者の全数把握の問題とかありましたよね。まさに国はずっと現場の

混乱、人数をかけないかんのに、まず報告が当初はファクスでとか、もう大変な状況で、それだけ

で人数が足らんのに人手が取られるというようなことがよくテレビでも報道されておりました。そ

れが本当に全数把握の問題、こうしましょうと国が声明を出しても、また都道府県での足並みがそ

ろわずに、本当に朝令暮改のような形でそういうふうな問題もあったと思うんです。
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一番地元の診療所や病院と直接関わりがあり、保健所とも直接関わりのある町の担当者の皆さん

方にしたら、両方からのお互いの勤務状況も職員同士で分かるし、医療現場も必死になってやって

いただいて一人でも多くの人を診たいという医療現場の声も聞くし、大変だったと思うんですが、

やっと今日から全国一斉で、今まではもう本当に１人入力するのに５分、10分かかるというのが65

歳以上の方であるとかそういうことだけに絞られて、これは本当にコロナが発生した当初から言わ

れていたことがやっと一つ前進したんかなというようなことを今日の朝のニュースでも聞いて思っ

たんです。そういったことがまだまだあるんではないんかなというふうに思うんです。

ですから、今言いましたように体制面とか、行政として最前線でやっている皆さん方からこうい

うふうな点もまだあるんやとか、そんなことがあればせっかくの機会やから僕らにも聞かせていた

だきたいなと思っています。どうでしょうか。

委員長（河合弘樹君）石川健康・いきいき高齢課長。

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）委員おっしゃいますように、熊取町内の医療機関ではワクチン

接種、ＰＣＲ検査等抗原検査も積極的にやっていただいておりまして、もう夜のいつも10時、12時

まで事務作業にかかるということの声は聞いておりました。今回、その点について簡略化されると

いうことで、医療機関の先生方についてはちょっと安堵されているのではないかというふうに思わ

れます。

ただ、町を通して、これから陽性者数の公表というのは町ごとには出ませんので、ある一定の陽

性者登録センターに登録者数ぐらいは教えていただけるかもしれませんけれど、しっかりとした現

状がちょっと分かりにくくなるという面もありますので、そこについて今後、大阪府がどのような

方針をされるのかというところも含めて、こちらの対策というのも検討していく必要があるかなと

いうふうに思っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）文野委員。

委員（文野槙治君）例えばという一つの例として、まだまだあると思うんですけれど、こういう機会だ

けではなくて、そういった問題もやはり庁内で議論したり、部局内でやった上で町長に上げていた

だいたり、あるいは僕らもそういうふうに言ったり、国への要望だとかそういうようなこともある

んで、ぜひそこは同じ立場ですので、ご苦労して、本当にまずはこないしていって、熊取町で今ど

んな状況なんだというのは本当に必要な情報やと思うけれども、まずは感染対策をせないかんわと

いうことが一番だということになります。事務的な改良であるとかルートの短縮だとかそういった

ことがあると思うんで、この２年、３年目に入っている経験をもっと生かすべきやと思うんです。

そういう意味でちょっと質問と意見をさせていただきました。引き続きよろしくお願いします。あ

りがとうございます。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中圭介委員。

委員（田中圭介君）107ページの障がい者地域生活支援事業の中なのかどうか分からないですけれど、

身体障害者手帳、療育手帳とか精神障害者保健福祉手帳とか持ってはる方に対して熊取町独自で支

援していることで、何かやっていることがあるなら教えていただきたいなと思いまして。

委員長（河合弘樹君）馬場障がい福祉課長。

障がい福祉課長（馬場智代君）現在は国・府に基づいた制度が中心になっております。

以上です。

委員（田中圭介君）熊取町で独自でしているということはないということですか。

委員長（河合弘樹君）馬場障がい福祉課長。

障がい福祉課長（馬場智代君）完全に独自という事業は、以前はありましたが現在はございません。例

えば決算書107ページのうち、ちょうど真ん中辺になるんですけれども、福祉タクシー事業委託料

というのがございます。こちらのほうは、障がい者地域生活支援事業の中には入っておりますが補

助金の対象にはなっておりません。完全に町単費で行っている事業ですので、一定、町独自の事業
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と言ってもいいかと思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）このタクシー事業というのは、手帳を持っておられる方が乗車したらもともと割引

はありますよね。それ以上に町のほうから支援しているということですか。

委員長（河合弘樹君）馬場障がい福祉課長。

障がい福祉課長（馬場智代君）こちらの制度は、対象が身体障害者手帳の１、２級、それから療育手帳

のＡ判定、あと難病・特定疾患の受給者証をお持ちの方などを対象に行っております。委託契約し

ているタクシー事業者を使うときに、初乗り運賃を割引する金券をお渡ししております。月当たり

２枚ですので年間最大24枚までを取りに来ていただく月に応じてお渡ししている制度でございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）簡単に言うたら初乗りが月２回無料になるということですよね。

委員長（河合弘樹君）馬場障がい福祉課長。

障がい福祉課長（馬場智代君）例えば４月に来ていただいたら、24枚の初乗りに対応するチケットをお

渡ししておりますので、おっしゃるとおりです。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）あと、以前やっていた独自事業というのを今分かるなら少し教えていただきたいな

と。

委員長（河合弘樹君）馬場障がい福祉課長。

障がい福祉課長（馬場智代君）もう廃止して10数年になる事業でございますが、例えば障がいをお持ち

の方に応じて見舞金などをお渡ししていた時期もございました。ただし、もう廃止して15年近くた

っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）あと、療育手帳をお持ちのお子さんとかのＥＴＣ割引があると思うんですけれど、

このＥＴＣ割引、今回18歳から成人になって、18歳になった方がＥＴＣ割引のあれが何かもらえな

いみたいなことをちょっと耳にしたんですが、その辺はどうなっているんですか。

委員長（河合弘樹君）馬場障がい福祉課長。

障がい福祉課長（馬場智代君）ＥＴＣについては、町の予算が伴う事業ではございませんが、町が窓口

になって行わせていただいております。二十歳から成人年齢が18歳に変わったことによって、もし

ＥＴＣカードを使われる場合でしたらご本人の名義のカードになります。カードをご本人名義で作

られない場合などには、プリペイド形式のカードを利用して使っていただくということも可能とい

うふうに聞いております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中圭介委員。

委員（田中圭介君）一応窓口は熊取町でまだやっているんですね。そこに相談に行ったらいいというこ

とですね。

委員長（河合弘樹君）馬場障がい福祉課長。

障がい福祉課長（馬場智代君）そのように、来ていただいたら対応させていただきます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）139ページと141ページ、子ども等予防接種事業で、主要施策の成果の一覧表の21ペ

ージの一番下にも出ているんですけれども、この中でＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）について



－147－

の周知をしたという報告があるんです。230人と624人でどのぐらい接種を受けられたというのは分

かるんですか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）先ほど二見委員もこちらのご質問をいただいたんですけれども、令和３

年度につきましては292人ということになっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）141ページで大人の健診なんですけれども、この２つの事業、４年度からか５年度

からかちょっと分からないですけれども、公民館・町民会館の建て替えでふれあいセンターの前が

工事の対象になるのでいろいろ支障が出てきて、煉瓦館でこの健診をやると聞いたんです。それは

本当ですか。

委員長（河合弘樹君）石川健康・いきいき高齢課長。

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）全ての健診ではございませんが、人数が今日やっているような

特定健診とかその分につきましては煉瓦館で実施というのを検討しております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）横で工事をやっていたり駐車スペースの関係とかあるんで、それはやむを得ないか

と。また短期というか、多分１年未満やと思うんですけれども、煉瓦館のほうは前の公園で河川の

防災の大型貯留施設の工事が始まると聞いているんです。そうなってくると、今駐車場だとか、そ

れから広場がありますけれども、その辺りも工事関係で使うような気がするんです。そのあたり、

調整できていますか。

委員長（河合弘樹君）石川健康・いきいき高齢課長。

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）話は聞いております。ふれあいセンターでどうしてできないか

というと、健診バス自体の設置が難しいのでできない状況にあります。今、健診は全部予約制にし

ておりますので、１回当たりの人数が駐車場とできるだけ合うように、それと公共の交通を使って

というところも併せて周知していきたいというふうに考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）そちらの川のほうの工事は実際に今設計中らしいんで、どの辺りから掘削工事が始

まるか分からないんですけれども、利用者の方に今の移動といったら、あそこは公共交通機関とい

うてもコミュニティバスは多分行っていないと思うんで、路線バスですか、一般の小谷行きのバス

があります。どうしても車とか使いがちになるような気がするんですけれども、そのあたり、支障

のないようにお願いします。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上昌史副委員長。

委員（坂上昌史君）141ページ、母子保健事業のところで子育てアプリ（くまっこナビ）なんですけれ

ども、主要施策で数字が出ています。747件というのは、これは対象者に対して何割ぐらいの方が

アプリを登録されているんですか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）対象者をどうくくるかによるんですけれども、実際、案内を令和２年度

から始めておりますので、そこからいきますと、令和２年度から生まれた子どもだけでいきますと

ほぼ数字にはなるかと思うんです。ただ、先ほど二見委員からもご質問いただきましたとおり、実

際に使っていただいている方はもう少し年代を広く使っていただいていると思いますので、割合に

つきましては申し訳ございません、お答えしかねるということでご理解いただければと思います。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上昌史副委員長。
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委員（坂上昌史君）じゃ、この数字に対して熊取町としては多いか少ないかというか、目標とする数字

に達しているかというのはどう考えていますか。

委員長（河合弘樹君）野津子育て支援課長。

子育て支援課長（野津博美君）特に明確に何件という目標を今設けているわけではございませんけれど

も、近隣といいますか、実際に導入されている団体と同規模のところからいきますと若干多めだと

いうことを聞いておりますので、それにかまけずに、引き続きたくさんの人に使っていただけるよ

うに周知をしていきたいと思っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

以上で、一般会計歳入歳出決算、歳出のうち、第４班所管事項であります健康福祉部所管分につ

いての質疑を終了いたします。

これをもって、第４班所管事項であります健康福祉部所管分についての審査を終了いたします。

以上で、議案第56号、令和３年度熊取町一般会計歳入歳出決算認定についての質疑を終了いたし

ます。

それでは、議案第56号 令和３年度熊取町一般会計歳入歳出決算認定についての件について、意

見・要望を承ります。意見・要望はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）それでは、日本共産党熊取町会議員団として、熊取町令和３年度の一般会計決算

に関する意見・要望を述べさせていただきます。

まず、１点目は職員体制についてであります。令和３年度の新規採用は10名でした。それに対し

て退職者は18名となっています。定年退職者が９名、早期退職と自己都合が計９名、非常にたくさ

んの退職者がございました。年度内の採用試験での採用は14名であったと聞いております。退職者

に見合う職員補充を行い、恒常的な職務は正職員を基本とし、災害時に迅速に対応できるような職

員体制を心がけていただきたいと思います。

２点目は、保育所の民営化についてです。新型コロナ感染拡大の中、西保育所民営化が進められ

ました。今年４月から民間の西保育園としてスタートしましたが、町立保育所と同様の障がい児保

育の体制が維持できるのか不確定な状況であります。また、休日保育が特定の民間園に集中してい

るのも大きな問題です。町立３保育所は堅持しつつ、熊取町全体の保育サービスの向上が図れるよ

う、公民の連携を図り、民間園への支援も強められたい。

３点目は、学校教育についてです。国の方針による35人学級の拡大が進められていますが、本町

においても、安心できる状態できめ細かな指導ができる少人数学級のさらなる拡大を求めます。就

学援助については、経済困難の広がりで利用者は増加しています。現行の所得基準を維持し、さら

に制度の周知に努められたい。

４点目は、学童保育についてです。児童数増加に対応した施設整備は一定進みましたが、職員の

待遇改善が大きな課題です。コロナ禍の下、保護者の希望に応えて努力している学童保育事業がさ

らに安定的に継続できるよう、財政的な支援を強められたい。

５点目は、公民館・町民会館整備事業です。指定管理を導入せず、当面は直営で運営すると決定

したことを評価いたします。生涯学習施設は、住民の文化活動を支援する重要な施設です。これか

ら工事が始まりますが、工事期間中の代替施設の確保に万全の体制を取られたい。

６点目は、ひまわりバスについてです。料金無償化で利用者には歓迎されています。外出支援策

として恒久的な無償化も検討されたい。また、駅西整備に併せ熊取駅への乗り入れも検討されたい。

７点目は、道路整備・まちづくりについてです。安全第一の道路整備、交差点改良、歩道確保に

努め、町道久保高田線歩道拡幅事業を着実に進められたい。駅西整備に併せた歩道、歩行者通行帯

の整備については、地権者との協議を丁寧に進められたい。

８点目は、産業活性化です。令和３年度に産業振興ビジョン・アクションプログラムが策定され
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ました。基金を積み増し、企業誘致・創業支援のための積極的な補助金制度を打ち出したことは評

価します。しかし、コロナ禍と原材料費高騰で町内事業所の厳しい状況は続きます。事業者と商工

会への支援の強化を求めます。

９点目は、防災対策について、自主防災との連携を強め、避難所となる体育館のエアコン設置な

ど施設整備に努められたい。豪雨に備え、町内の側溝や水路の点検、また住宅地の地盤調査・安全

対策も強められたい。

10点目は、コロナ対策です。まだまだ不安な状況が続いています。保健所・医師会とも連携しな

がら、ＰＣＲ検査体制の抜本的拡充を求めます。また、生活が破綻する住民を出さないために、使

える制度のＰＲをしっかり行い、町独自の追加支援策も検討されたい。

11点目は、ホームページと広報について、ホームページのリニューアルでトップページがすっき

り見やすくなりました。一方で、言葉での検索が不便になったとの声もあります。住民が必要とす

る情報に迅速に確実にたどり着けるよう、引き続き改善を求めます。また広報についても、見やす

くなった反面、情報量が不足しているという声もあります。住民が必要としている情報が確実に掲

載されるよう、紙面の工夫や増ページを検討されたい。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに意見・要望はありませんか。坂上昌史副委員長。

委員（坂上昌史君）未来から、令和３年度熊取町一般会計決算について意見・要望いたします。

１、ふるさと応援寄附について、年々寄附額が伸びていることは大変評価いたします。返礼品も

増えていますが、ラインナップの工夫が必要だと感じます。また、先進自治体の取組などを参考に、

貴重な財源となる寄附を多く頂けるよう取り組んでください。

２、転入・定住促進について、３世代近居など、施策はターゲット層の転入に効果が出ていると

見られます。今後も施策の効果に期待いたします。

３、学校教育について、ＡＬＴ、学校図書館司書の配置について大いに評価いたします。どちら

も確実に効果が発揮されています。今後は、より高い目標を設定し、クリアしてほしいと思います。

４、産業活性化基金事業について、町内事業者向け産業活性化基金の利用件数が少ないメニュー

が目立ちます。町内事業者を活性化させるため、基金の活用をより促すために、サポートの仕組み

づくりをお願いいたします。

５、町有資産について、施設の床面積削減の目標設定などは評価いたします。しかし、施設の長

寿命化、更新など施設管理が以前の計画どおりそのまま進められているように感じます。目標を達

成できるよう、必要な施設なのか、役目を終えた施設なのかきちんと判断できるよう基準をつくっ

ていただきたいと思います。

６、子育て保育について、必要な事業が実施されているように感じるが、「ほほえみ 子育て

熊取町！」を掲げている本町として、子育て世帯の時間的、金銭的な負担を軽減し、より子育てし

やすい環境づくりに期待いたします。特に病児保育のニーズが高いと考えられます。より利用しや

すいサービスとなるようブラッシュアップをお願いいたします。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに意見・要望はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）創生くまとりの会派より、令和３年度一般会計決算について意見・要望をさせてい

ただきます。

３年度は、コロナ禍の中、健全財政の運営に邁進され、基金繰入れゼロ、実質収支が６億1,427

万8,784円という非常に財政運営をうまくできた年でもありました。ただ反面、そういった中で行

財政改革が少しおろそかになっているところもありますので、そういう点を今後は対応をお願いし

たいと思います。

それでは、以下のとおり意見・要望を行います。

まず、税収ですけれども、あらゆる方法を検討した上での税収等の徴収率の向上の継続、実現、
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特に過年度分について頑張っていただきたい。

２番、ふるさと納税への取組の拡大については、新規特産品の商品開発やクラウドファンディン

グの活用を進められたい。

３つ目、学校教育ですが、ＳＳＷの学校への配置には、研修・情報の共有はもとより、いじめや

不登校等の減少に寄与できている実績を評価し、分析して公表するようにお願いします。

４つ目、シティプロモーション事業であります。既存の事業については効果が出ているというふ

うに評価しますけれども、新たに都市計画における地区計画、市街化調整区域での開発による町の

活性化を検討されたい。

５つ目、防災ですが、雨山川災害復旧工事の教訓を生かし、国の指導はもとより、造成地、とり

わけ埋立地区の点検と今後の開発指導の徹底を図り、開発指導要綱の見直しも検討されたい。

６、自治体ＤＸの推進でありますけれども、コロナ禍の中、早急に実施項目を増やし、役場に来

なくても手続ができるように進めていただきたい。また、キャッシュレス決済を実現されたい。

７つ目、ひまわりドームの管理運営ですが、不良箇所の改修やトイレの洋式化を進められたい。

８番目、学校図書館であります。図書の登録の電子化を進めていただいておりますけれども、貸

出方法の電子化及び熊取図書館とのネットワークを図られたい。

９番目、防災事業におけるドローンの導入については、当初予算説明時と違った運用を行ったよ

うに見受けられます。内容の変更を行うときは議会にも事前に説明を行われたい。

10番目、民間保育所の運営については、休日保育の実施を対象保育所で満遍なく取り組むように

指導助言を行っていただきたい。

11番目、浸水対策については、最近のゲリラ豪雨、町の保水力の低下に対応すべく、浸水地域の

調査を行い、現状の状況に合う対策を講じられたい。

12番目、流用については、早急な対応を除き補正予算で対応すべきであり、安易な流用は避けら

れたい。

13番目、コミュニティバスについては、駅西地区開発終了後には、本年取り組んでいる公共交通

会議や実証実験を踏まえ、熊取駅前ロータリーへの乗り入れなど、コミュニティバス、路線バスの

統一料金を実現されたい。

以上、創生くまとりからの令和３年度熊取町一般会計決算の意見・要望とさせていただきます。

委員長（河合弘樹君）ほかに意見・要望はありませんか。文野委員。

委員（文野槙治君）熊愛から、令和３年度一般会計決算について７点、意見・要望いたします。

１、健全な町財政の継続について、一般会計は、決算規模では歳入・歳出とも令和２年度に比べ

減少したが、実質収支においては黒字決算となった。特に、町税徴収率は前年度98.3％から98.8％

に向上させている。自主財源を支える担当部局の努力を評価する。引き続き、困難な社会情勢であ

るが、滞納者に対する丁寧な説明と交渉で納得納税につなげる努力を継続されたい。

２、防災事業について、コロナ禍によって停滞している地区別自主防災マニュアル作成を早急に

進められたい。自治会・学校・町との３者協議が不可欠であり、また、地域ごとの防災に対する温

度差を認識し、解消するための町担当部局の精力的な取組を望む。

３、選挙管理委員会について、投票率の向上に向けて、さらなる実効性のある施策を検討し、来

春の統一地方選挙に向けた前向きなチャレンジを期待する。

４、小・中学校維持管理事業について、町内の小学校・中学校の修繕、維持管理への投資につい

て大いに評価する。引き続き、子どもたちが快適に学校生活を送れるよう努めていただきたい。ま

た、デジタル教科書の導入、支援教育介助員の待遇改善を図られたい。

５、都市計画道路整備促進事業について、大阪岸和田南海線の事業推進、大阪外環状線の４車線

化、泉州山手線の事業化が対象である。特に、大阪外環状線の４車線化は四半世紀にわたる懸案事

項である。令和12年の大阪岸和田南海線の完了を待つことを了解する悠長な町民はいません。町長

の政治的手腕を大いに発揮するべき最大の事案である。公約実現を目指す強い行動を求める。
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６、熊取駅西整備事業について、泉佐野市を含む関係機関としっかり協議し、町民が誇れ、まち

の活性化に大きく貢献されるような駅西整備を進めていただきたい。

最後に７番目、コロナ感染症対策事業について、この間、感染症対策事業に関わる全ての関係者

の皆さんに敬意と感謝を申し上げます。コロナ禍はまだ続きます。これまでの積み重ねた経験を、

今後の体制面での強化や改善点など意見や要望を現場から出していただき、町や議会は現場からの

意見や提言を真摯に受け止め、オール熊取町でコロナ終息まで頑張りたいと思っています。

以上、意見・要望といたします。

委員長（河合弘樹君）ほかに意見・要望はありませんか。田中圭介委員。

委員（田中圭介君）それでは、新政クラブを代表いたしまして、令和３年度熊取町一般会計歳入歳出決

算について意見・要望を述べさせていただきます。

１点目は、新型コロナウイルス感染症などへの対応であります。今年度は、新型コロナウイルス

とインフルエンザも同時流行が懸念されております。ワクチンに関しても同時接種を想定し、住民

が安心して接種できる体制整備を構築していただきたい。

２点目は、家庭支援・学校学習支援であります。様々な問題を抱えている家庭への支援を含め、

ソーシャルワーカー・ケースワーカーなどの人材を配置し、きめ細やかなサポートの取組をしっか

りとしていただきたい。また、老人福祉センター改修後、家庭・学校以外の第３の居場所、サード

プレースをつくり、子どもが自由に来て、遊ぶ・学ぶ・コミュニケーションができるような場の環

境整備をお願いしたい。

３点目は、消防団についてです。この４月から消防団設置条例が大きく改善されましたが、これ

で終わりではなく今回が一歩前進と思い、消防団のさらなる処遇改善をし続けていただきたい。消

防団装備等の充実、消防団車両２台の買換えなどは評価できる。今後、79名の消防団員数維持・確

保は困難になると思われる。そのことも踏まえ、役場分団発足を強く望みます。

４点目は、まちづくりについてであります。全ての人に優しいまちづくりを進め、みんなが自分

自身を大切にし、自分らしく生きられるよう、インクルーシブなまちづくり条例をつくっていただ

きたい。また、南大阪にはないみんなが楽しめる公園、インクルーシブ公園づくりを強くお願いし

たい。

５点目は、町立保育所についてであります。この４月から旧西保育所が民営化になりました。多

くの民間保育園は自園給食を実施しており、熊取町立保育所もデリバリー給食をやめ、自園給食の

開始をしていただきたい。

６点目は、情報発信についてであります。８月より５大ＳＮＳを開設することになりました。行

政の情報発信のやり方、使い方も大きく変化し、他の自治体に後れることなく、各媒体に適した使

用をし、脱行政が伝わる情報を発信していただきたい。

以上６点を新政クラブの意見・要望とさせていただきます。

委員長（河合弘樹君）ほかに意見・要望はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）それでは、熊取公明党を代表しまして、令和３年度一般会計決算について意見・要

望を申し上げます。

一般会計は、実質収支は６億1,427万9,000円の黒字となり、単年度収支も５億6,348万3,000円の

黒字、財政の硬直度を示す指標である経常収支比率は88.9％で、前年度より4.3ポイント低下し改

善されたが、その要因は、繰出金や人件費等の経常経費充当一般財源が増加した一方で、地方交付

税や各種交付金も増加したことにより、経常一般財源収入額も増加したことによるものです。現在、

新型コロナウイルス感染症、ウクライナ侵攻の影響で経済情勢は不安定な状況です。また、今後、

少子高齢化、人口減少により町税収入が減少し、投資的経費の増加が見込まれることから、「住み

たい 住んでよかったまち“くまとり”」を実現するため、意見要望をいたします。

１点目は、新型コロナウイルス感染症への対応について、国・府からの動向を注視しながら、自

宅療養者、濃厚接触者の不安解消のため、引き続き食料等の生活支援、相談体制の継続を図られた
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い。

２点目は、自主財源確保について、ふるさと応援寄附についてはクラウドファンティング等も取

り入れ、地域、企業と連携し、謝礼品の創意工夫を図られたい。また、ひまわりドームや永楽ゆめ

の森公園の指定管理者によるイベントの創出で熊取町の交流人口の増加によるくまとりやもん⤴の

販売促進と町内事業者の活性化を図られたい。

３点目は、防災・減災対策について、災害に強いまちづくりの推進として、地盤品質判定士との

土砂災害等における連携協定の締結は評価できるものです。備蓄品については、更新のない物品に

ついても一定期間での更新を検討されたい。また、自主防災組織の訓練の実施については、地区別

自主防災マニュアルの作成とともに早期に取り組まれたい。

４点目は、循環型社会について、市町村が取り組む地球温暖化対策について、2030年度までに事

務事業に伴う温室効果ガス排出量の40％削減の目標に対し、地球環境に配慮した取組を図られたい。

また、熊取町エコプロジェクトに基づくプラスチックごみの削減、４Ｒを意識し、ごみの再資源化

の促進で資源化率の向上を図られたい。

５点目は、公共交通について、公共交通に対する課題・ニーズを抽出し、熊取町の将来の公共交

通の改善を図られたい。今年度に実施するＡＩオンデマンド交通実証実験については、持続可能な

公共交通網として検討されたい。

６点目は、学校教育について、ＧＩＧＡスクール構想によって１人１台の端末が配備され、学び

の場でのＩＣＴを活用した教育が整備されました。今後は、児童・生徒へのデジタル教育の導入を

検討し、また、個々の学習支援、教育相談等の充実を図られたい。

７点目は、子育ての支援について、子どもの権利に関する条例は大変に評価するものです。今後

は、実効性のある条例として取り組まれたい。また、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援の

さらなる充実も評価できるものです。今後も熊取町ならではのきめの細かい対応を図られたい。

８点目は、地域共生社会の推進について、老人憩の家を拠点に地域の課題を把握し、地域住民の

福祉活動への参加促進や地域づくりの取組を図られたい。

９点目は、道路維持事業について、住民の改善要望の多い町道の舗装修繕は、熊取町道路舗装修

繕計画に基づき遅滞なく事業の実施を推進されたい。また、路面下空洞調査についても計画に基づ

き実施されたい。

以上９点、意見・要望といたします。

委員長（河合弘樹君）以上で、意見・要望等を終了いたします。

次に、議案第56号について討論を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。それでは、議案第56号について討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。以上で討論を終了いたします。

それでは、議案第56号 令和３年度熊取町一般会計歳入歳出決算認定についての件を採決いたし

ます。

この採決は、起立により行います。

本件について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。

（起立 ５名）

起立多数であります。よって、議案第56号は原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。

第５班の説明員と交代及び昼食のため、ただいまから13時まで休憩いたします。

──────────────────────────────────────────────

（「11時40分」から「12時59分」まで休憩）

──────────────────────────────────────────────
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委員長（河合弘樹君）休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、議案第57号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についての件、

議案第58号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての件、議案第59

号 令和３年度熊取町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての件、議案第60号 令和３年度

熊取町墓地事業特別会計歳入歳出決算認定についての件及び議案第61号 令和３年度熊取町下水道

事業会計決算認定についての件、以上５件を一括議題といたします。

それでは、本５件に対する質疑を順次行います。

まず、議案第57号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について質疑

を承ります。質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）国民健康保険の決算書の35ページ、下のほうに国民健康保険財政調整基金積立事

業というのがございます。積立金ということで8,487万5,771円、これについてご説明願います。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）国民健康保険財政調整基金の積立事業に関しまして、令和３年度の決算額

が8,487万5,771円となっております。こちらは、令和２年度の決算余剰金を令和３年度に繰り越し

た際に、令和３年度における保険料の熊取町独自の軽減措置であったり国・府等への返還金、こう

いったものを差し引いた純粋な余剰金というものがこの金額、8,487万5,771円ございました。

あと、その中にもともと基金が令和２年度末残高で5,996万5,541円ございましたので、その預金

等に伴います利子とかがその中に含まれておりまして、8,487万5,771円を積み立てることによりま

して令和３年度末の残高が１億4,484万1,312円というような状況に現在のところなっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）今おっしゃっていただいた令和３年度末の財政調整基金の現在高が１億4,484万

1,000円、若干端数がございますが、その数字が決算書やあるいは決算附属資料の中にはどこにも

出てこないんですよ。財政調整基金の基金残高がどこに出ているんかなと思ったら、一般会計も含

む決算審査意見書というのがございますが、決算審査意見書の22ページのところに各基金残高の状

況ということで令和２年、３年の状況が書かれております。

そこを見ましたら、今ご説明いただいたような令和２年度末が5,996万6,000円であって、さらに

8,487万5,000円を積み足して１億4,484万1,000円の基金残高になっているということが分かるんで

すが、今、財政調整基金のご説明をいただいた折に、保険料の軽減等に使ってその残りを積み立て

ているんだということなんです。トータルとして１億4,000万円余り、かなりの国保財政調整基金

となっているんですが、これは今後どう活用していくおつもりなんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）まず、その前に、決算書の示されている部分でございますけれども、決算

書の254ページに財産に関する調書というのがございます。そちらに１、２、３と大項目がござい

まして、３番目に基金、これが264ページ、265ページにわたってございます。ページでいうと、ち

ょうど真ん中辺りに国民健康保険財政調整基金の前年度末現在高、決算年度中増減高、決算年度末

現在高というふうに示されているところでございます。これが先ほど申し上げました数字の記載さ

れている部分でございます。

あと、ご質問の今後、この基金の使い道でございますけれども、まずは令和６年度に国保の府下

統一の保険料率の適用というのが現状定められているところでございます。令和５年度末までは、

市町村の保険者の独自財源、可能な財源がございましたら一定、激変緩和等に充てることができる

というふうになってございます。令和５年度の保険料率の試算というのが大阪府のほうでなされて

いるわけでございますけれども、それが年明けぐらいに正式に決まると考えております。

その前に仮算定ということで11月か12月ぐらいに示されるものでございますけれども、その状況

を見ながら、上昇するのであればどれぐらい上昇するのかとか、そういったところを踏まえまして、
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こういった基金を活用すべきかどうかというところについてまた国保の運営協議会のほうにも諮り

つつ、見解を決めていきたいというふうに考えてございます。

基本的に、大きな要素につきましては、この基金の使い回しについては保険料の直面する５年度

につきましては軽減する財源として充てる一つの材料ということでございます。

あと、府の統一の方針の中で、万が一ですけれども事業費納付金、これも令和５年度の金額とい

うのがまた示されることになるんです。万一、令和５年度に示される事業費納付金に本町における

保険料の収納額等が満たない場合、こういったものにつきまして補塡するためにこの基金を使うこ

とは可能となされております。

また、最後になりますけれども、この基金につきまして、使い道としまして市町村独自の保健事

業にも充てることができるというふうに規定されておりますので、こういった状況を踏まえながら

財源活用をしていきたいと考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）令和６年度に大阪府全体で完全に統一されるということなんですが、現時点では

熊取町の独自の裁量で激変緩和というふうなこともやっているわけなんです。令和６年度からは、

そういう市町村独自の裁量というのは全く認められなくなるということなんですか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）現状の国保の大阪府の定めております運営方針の中で、もう令和６年度か

らは完全に統一するというふうに定められておりますので、そのように考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）その辺については私どもとしては納得がいかない点であるんですけれども、こう

いうふうにして蓄えている基金についてはぜひとも保険料の軽減のために使っていただきたいとい

うふうに考えております。

それと、毎年聞いていることであるんですが、短期証と資格証明書の発行の状況について、ここ

３年ほどの変化の状況を教えていただけますか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）それでは、短期証に関してでございますけれども、令和元年度から申し上

げます。令和元年度末では115件ございまして、２年度で112件、３年度では108件となってござい

ます。

資格証に関しましても、令和元年度から申し上げますと、元年度が31件、令和２年度が25件、３

年度が17件というふうな推移となっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）今報告していただいたのは恐らく年度末ということで、国保会計の場合は翌年の

５月末時点での数字という理解でよろしいですか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）出納整理期間中も滞納の解消に努めておりますので、５月末時点というこ

とでご理解ください。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）昨年お聞きしたときも、短期証あるいは資格証明書についてもここ数年の間では

若干減少傾向にあるんですけれども、特に令和元年度末でしたか、令和２年５月末の時点での数字

が前年度に比べてかなり大きく減っておったということを記憶しているんですが、ここ数年間の短

期証や資格証の減少傾向というのはどういう事情によるものでしょうか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。
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保険年金課長（阪上正順君）まず、被保険者というのが減少傾向であるということが一つあるんですけ

れども、あとは数年前から社会保険への加入の要件というのが強化されているというようなことも

ございまして、そういった状況を、我々、届出していただくとすぐに分かるんですけれども、届出

のないような方々につきましては年金の加入状況とかも確認させていただくことを取り入れてござ

いまして、そういった取組等によりまして、遡って滞納となっていた方がそうではなかったという

ようなこともございましたりするので、こういった取組がこういった結果に表れていると思ってお

ります。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）短期証の発行によって国保の保険料の納付を促進するというふうなことで進めて

おられるんだと思いますが、一方で差押えということも実行しているということを何回も聞いてお

ります。令和３年度中においては差押えの件数、金額はどうなっていますか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）まず、件数でございますが20件ございました。金額に関しましてはトータ

ルで372万6,198円となってございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）件数は20件で金額は372万円ということなんですが、それは、実際に現金として

収納したというのは幾らですか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）その中で19件ございまして、金額に直しますと199万8,610円となっており

ます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）差押えの対象となった方の中にもいろんな事情等あるかと思いますけれども、生

活状況、経済状況に対する配慮というのは十分なされていますか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）我々も預貯金とかの調査をさせていただいて、結果、返ってくる人もおれ

ば返ってこない人もいてます。返ってきた方々におきまして、預貯金残高等と滞納の金額といった

ものを勘案し、あと、また世帯の構成状況であったりというものを見させていただいて、また、預

金に関しましてはお金の動きというものも一定確認させていただきます。そこで、世帯の状況も踏

まえてこれが生計に充てられているということが明らかでありましたら、なかなか差押えまでとい

うようなところまではいかないというケースもございます。

ただし、一定の預貯金があって、滞納額がそれで解消してもまだなお余裕があるのではないかと

いうような場合につきましては、これは法規にのっとって滞納の処分に移らせていただくというよ

うな形の手続を取っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）国保料を滞納される方で、十分に経済的な余裕がありながら国保料を納めていな

いと、そういう方もおられるんですか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）一定どれだけの金額が生計に充てられるものであるかというところにつき

ましては、国などからの指針とか裁判等の事例とかもございますので、一定の基本金額的なものが

示されてございます。それらを上回るような、生計を脅かすようなところまでは我々も手は出せな

いというところになってございますので、差押えをさせていただく部分につきましてはこういった

事例に該当しない方々と我々が判断して行っているところでございます。
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委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）それぞれの家庭が置かれている経済状況というのは行政の側からは十分に把握し

切れない部分も多々あるかと思われますので、極力こういった差押えというのは実行しないでいた

だきたいというふうに思っておるんですが、もう一点、別の角度からお尋ねします。

決算附属資料を見ますと、４ページのところに被保険者数の推移というのが出ております。これ

も毎年お尋ねしておりますが、国保の被保険者数が年々どんどん減少しております。この傾向につ

いて、これからの推移も含めてご説明願います。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）まず、一番大きいと我々が考えておりますのは、団塊の世代の方々がどん

どんと75歳以上に到達される、ここ数年の傾向がございます。そういった、これまで国保に関して

も被保険者の高齢化というのが課題であったんですけれども、その高齢化の原因となっておりまし

た方々がさらにまた高齢となられまして、後期高齢のほうに移っていかれる方の割合が増えている

ということが一つ挙げられると思います。

あとは、全人口的にも減少傾向にあるというようなこと、また、先ほどもお話しさせてもらいま

したけれども、社会保険への加入の要件、こういったものの拡大とかということが総合的に減少傾

向につながっていると分析しております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）団塊の世代の方が後期高齢に移行するということの影響は、正確に言うと令和３

年度がスタート時点ですよね。昭和21年生まれ、1946年生まれからですかね。だから、団塊の世代

が75歳に到達するということの初年度がたしか令和３年度じゃなかったかと思いますけれども、だ

から、今後団塊の世代が後期高齢に移行して国保の加入者が減っていくという影響がますます大き

くなっていくんだろうと思います。だから、附属資料４ページのそういう被保険者数の推移の減少

傾向が今後、より強まっていくと思われますが、被保険者数がどんどん減っていって後期高齢に移

行していく人が増えてくるということは、これは国保会計、国保の財政にとってはどういう影響を

及ぼすんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）これまでの医療費の傾向でいきますと、やはり年齢が高くなるほど医療費

というのが高くなっていくというような、そういった比例していくような傾向がありましたが、そ

ういう意味合いにおきましたら、医療費の総額というもの自体は医療の水準というんですか、診療

報酬であったりとか薬剤であったりとかというもののそういった物価とかの関係がなければ、基本

的には横ばいか減少していくのではないのかなというふうに考えるんですけれども、これはまた逆

に今後の推移というものを見極めながら考えていかないといけないと思いますので、そこは大阪府

全体での潮流といいますか、状況を踏まえて分析のほうはなされていくものと考えております。ま

たそういった数値が今後保険料率決定に向けた中で示されてくるものと考えておりますので、この

あたりを注視していきたいと考えております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）すみません、ちょっと教えてください。

決算書の16、17ページですけれども、国庫補助金で災害等臨時特例補助金と、その下の府からの

分で特別調整交付金（市町村分）というのが上がっていると思うんですけれど、これ、保険料のコ

ロナの影響で収入が減少した方の保険料を減免された方の分かなというふうに思うんです。ちょっ

とこのあたり、教えてください。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）委員おっしゃられるとおりでございまして、まず国庫の分でございます。
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災害等臨時特例補助金に関しまして、コロナ減免に係ります令和３年度のコロナ減免、総額に対し

ます10分の６相当が補助金から補塡されるというような形になってございます。参考に、令和２年

度におきましてはその額が1,650万1,000円というような状況になってございました。

あと、先に特別調整交付金に関しまして申し上げます。

特別調整交付金の市町村分に関しましては、この中にほかの必要経費も含まれてございますので、

全てがコロナ減免に充てられるものではございませんが、コロナ減免に係る部分におきまして、先

ほど国の補助金の部分につきましては10分の６相当と申し上げました。この府の特別調整交付金に

関しましては、残りの10分の４相当が保険料の減免の総額のうち充てられるというような形になっ

てございます。

まず、戻るんですけれども、災害等臨時特例補助金に関しまして、前年度が1,650万円ほどござ

いましたが、３年度は658万5,000円という形で減少してございます。これは、令和２年度と比べま

して令和３年度の実績額が約1,500万円ほど減免額自体が減少したことによりまして、その相当分、

10分の６の約1,000万円弱という額が減少になったものでございます。

特別調整交付金に関しましても、コロナの減免額が約1,500万円ほど減少したことによりまして、

その10分の４相当で約600万円ほどの金額が、特別調整交付金の中に含まれるコロナ減免の補塡分

が減少しているというような状況になっております。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

これ、世帯でどれぐらいの影響があったかというのは分かるんですか、令和２年、令和３年と。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）まず、令和２年度から申し上げますと、令和２年度分の保険料では117件

の減免決定をしてございまして、金額に直しますとトータルで2,622万2,582円でございました。

令和３年度の減免実績につきましては、60件で1,096万5,346円というような形になっております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。コロナの影響で受けられた方が少し令和３年度は減ったということ

ですね。

特別調整交付金の市町村分というのは、経費も含まれるとおっしゃっていたので、この金額丸々

ではなくて上の金額の分で計算するということですか。この金額というのは幾らになるんですか。

実際コロナの減免で府から10分の４で入ってきている金額というのは幾らですか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）新型コロナウイルス関係でいきますと約500万円ほどの金額になっており

ます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）それは、どこかページとか分かるんですか、決算書なりどこかには。もうこれは載

っていないということですか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）決算書には、ここには出てこないような形になっているトータルの金額に

なっております。

あと、すみません、もう一つ補足なんですけれども、先ほど申し上げました500万円の部分、令

和２年度の決算上、令和２年度におきましては令和元年度分の保険料の２月分と３月分、ちょうど

コロナがはやり出した令和２年２月ぐらいからの保険料も対象になってございますので、令和元年

度の減免実績というのが、改めて申し上げますと２月、３月の納期分で91件で344万5,947円という

金額がございました。先ほど申し上げました令和２年度の117件の約2,600万円と元年度の一部、91

件の344万円ぐらいの金額、これが併せ持ってその金額に応じた府からの補助金というのが充てら
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れるというような形になってございます。

ただし、91件の令和元年度に関しましては、10分の６と10分の４というすみ分けではなくて、10

分の10が府の特別調整交付金での算定というふうになったものでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

以上で、議案第57号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についての

質疑を終了いたします。

次に、議案第58号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について質疑を

承ります。質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）後期高齢の決算附属資料の６ページを見ていただきますと後期高齢者医療被保険

者数の推移というのが出ております。平成29年度から30年度、令和元年度、令和２年度、令和３年

度ということで当然のことながら75歳以上の高齢者が増えておりますので、後期高齢の被保険者の

数もどんどん増えていると。これは熊取町に限ったことではございませんが、全国的に75歳以上の

高齢者が増え、熊取町においても増えているということなんです。後期高齢者が増えているという

ことで、国全体としても、あるいは大阪府の広域連合としても後期高齢の保険料を上げざるを得な

いような、そういう事情があるのかも分かりませんけれども、後期高齢は２年ごとの保険料ですか

ら、令和２年から３年にかけて保険料がたしか上がったかなと思うんです。保険料を引き上げて、

そしてまた一方で被保険者が増えているということで、広域連合の会計上はどうなんですか。順調

に運営されているのか、熊取町の後期高齢の会計だけ見ていても全然分からないんですけれど、広

域連合の会計としてはどうなんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）広域連合のほうですけれども、３年度の決算というのは例年11月に広域連

合議会というのが開かれて、そこで決定されるものでございますので、はっきりとした額というの

はまだいただけていないんですけれども、現状、保険料の軽減に充てられる財源というものも一定

ルールがあるというふうに聞いてございます。

それ以外に関しましても、マイナスがございましたら療養給付費というものに関しまして後追い

で市町村に負担が求められたり、逆に想定以上に減るということであれば市町村に還付があるとい

うようなことがございますので、やっぱり保険料率を決めるときは、ある程度見込みというふうな

形で提示せざるを得ないというところもございます。

後期高齢に関しましては１年単位でなくて２年単位ということでございますので、途中で大きく、

これは減少につながったと思うんですけれども、コロナの関係とかで特異な事情が生じたりとかし

た場合は減少に転じたりというようなこともございますので、常に動いているというか、そういう

印象を我々は受けております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）令和２年から３年にかけての保険料率はかなり大幅な引上げであったかと思うん

ですけれども、そのときに、令和２年から３年にかけて保険料率改定と同時にたしか後期高齢の特

例軽減措置も全て廃止されたかと思うんですが、そういう理解でよろしいですか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）保険料の軽減の見直しにつきましては、本則につきまして７割軽減という

ものが最大でございます。そのほかに５割軽減、２割軽減というものがございまして、ただし、そ

れが段階的に軽減割合が引き下げられる、保険料でいくと引き上げられるというような取組がなさ

れてきました。令和２年度までは軽減割合の上乗せというのがございましたけれども、令和３年度

におきましてはその上乗せがなくなりまして、完全に７割の方は７割、５割の方は５割、２割の方
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は２割というような３区分という形で適用されております。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）令和３年度に特例軽減が全て廃止されたということですね。

後期高齢の医療制度を導入するときにかなり反発も大きかったので、それに対する言わばそれこ

そ激変緩和といいますか、そういう高齢者の負担感を抑制する意味で特例軽減が導入されたわけな

んですけれども、それが令和３年度にもう完全になくなったという状況なんです。

国保の場合も同様ですけれども、コロナの感染が続いているもので、一定医療費の抑制、通院を

控えるというふうな現象も起こっておるんですが、そういう中で実際上の医療給付が減っているん

ではないかと思うんです。その辺の影響はいかがなんですか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）医療給付費に関しましては、令和元年度と令和２年度が今、広域にも確認

したんですけれども、そこまでしか出ていないということで、３年度に関しましてはまだ未確定と

いうことでございます。ですので、令和元年と令和２年度を参考に１人当たりの給付費というのを

本町に限っての数値をいただきましたので、お示しさせていただきます。

令和元年度に関しましては、年間で96万7,960円となっております。令和２年度の１人当たりの

給付費が94万9,449円というふうになってございますので、令和２年度は、国保もそうなんですけ

れども、コロナの関係で元年度よりは減少しているというような形になっております。同様の傾向

が見受けられると考えております。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。割合からすると少しではありますけれども、通院医療の抑制傾向

が現れているということかと思いますが、その一方で後期高齢の保険料率といいますか、均等割の

金額と所得割の率というのは、たしか令和４年度の分については令和３年度よりも上昇しておった

と思います。それはいかがですか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）令和２年度と令和３年度は同率でございますけれども、まず所得割が４年

度に10.52％から11.12％に増加しております。均等割に関しましては、令和２年、令和３年が５万

4,111円であったところが令和４年度に５万4,461円というふうに上がっております。また限度額に

関しましても、令和２年と３年は64万円でございましたが、令和４年度からは66万円というふうに

引上げがなされているところでございます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）均等割、そして所得割の率、限度額についても全て引き上げられているという状

況ですよね。

そういう中で、後期高齢については今年度の令和４年10月からたしか新たな窓口負担、２割の新

しい制度が導入されるんですが、熊取町では新たに２割負担となる方の人数というのは分かってい

るんですか。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）今回、10月に保険証の更新がなされますので、既に発送はさせていただい

ているところでございます。その方々のお配りしました保険証の数で申し上げますと、全体で

6,363人の方が熊取町の被保険者でありまして、そのうち２割の方が1,664人となってございまして、

率でいきますと全被保険者の26.15％という形になっております。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）6,343人のうち1,664人、26.15％の方が新たに２割負担になる方ということです

か。

委員長（河合弘樹君）阪上保険年金課長。

保険年金課長（阪上正順君）分母のところが6,363人となりますので、6,363人のうち1,664人という形
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になります。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）6,363人ですね。6,363人のうち1,664人の方が新たに２割負担になるということ

ですね。分かりました。

後期高齢の広域連合全体としての財政の状況というのは広域連合の会計そのものを見ないと分か

らないんで何とも言えませんが、高齢者がどんどん増えていくという下で後期高齢の財政状況も厳

しいものはあるのかと思いますけれども、それにしても保険料もどんどん上がっていくし、一方で

窓口負担が２割負担になる方も増えてくるということで、大変厳しい状況が続いているなという印

象を持っております。

私のほうは以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

以上で、議案第58号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての質

疑を終了いたします。

次に、議案第59号 令和３年度熊取町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について質疑を承りま

す。質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）主要施策の20ページのところにあります一般介護予防事業の分です。

住民運営の通いの場「タピオステーション」の立ち上げ支援・継続支援というところですが、コ

ロナの影響でしょうか、令和２年と変わらずの24か所というふうになっているのかなと思うんです

けれども、各ステーションに参加されている方というのは、コロナがあるのでどうかと思うんです

けれども、増加とかはされているんですか、参加者。どうですか。

委員長（河合弘樹君）石川健康・いきいき高齢課長。

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）令和３年度はコロナで一時休止というところもありまして、３

月末では19か所の実施ということで、その状況に合わせて休止されるというところもございます。

今、大原地区で25か所目の立ち上げ支援のほうを始めさせていただいているところです。

あと、ほかの地区も少し考えているということで相談に来られた地区もございますので、本当は

８月、９月と行きたかったんですけれども、コロナ禍でありましたので、この秋以降また増やして

いきたいというふうに考えております。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。確実にできるところは手を挙げて、来ていただいているというとこ

ろですね。どうしても若い世代のところというか、自治会によってはなかなかそこまで立ち上げが

できるというような状況ではないところもあるかな、長生会等ないところもあると思うんですけれ

ど、そのあたりについてはどんなふうに手を入れていこうというふうに思っているんですか。

委員長（河合弘樹君）石川健康・いきいき高齢課長。

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）地区の自治会のほうにまずチラシをお渡しさせていただいて、

出前講座という形で今年度は回っていきたいというふうに考えております。ただ、行こうと思った

らまたコロナ禍で感染者が増えましたので、これも秋以降、回っていきたいというふうに考えてお

ります。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）出前講座を１回やって、それで考えていただくというか、立ち上げていただく方向

にというふうに考えているということですね。分かりました。

あと、立ち上げ後のところなんですけれども、継続支援というのはいろいろサポート、初めの立

ち上げのときは割と手が入っているのかなと思うんです。その後、自治会の部分で進めていくとい

うのがなかなか難しくないのかなと思ったりするんですけれども、そのあたりは町としても継続的

に手を、もう完璧に任すのではなくて、入れていただいているというふうに考えていていいんです
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か。

委員長（河合弘樹君）石川健康・いきいき高齢課長。

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）立ち上げ支援後は継続支援のほうに移りまして、その中で、年

間、３年たっても３、４回は誰かが行く。あと、担当のタピオステーションコーディネーターで保

健師をつけておりますので、何かあったときにはその中で話合いをしたり、区の中で次の方がいら

っしゃらないとなれば区のほうに話合いに行って一緒に話をして、どんなふうにしたらいいかとい

うのを検討とかも行っております。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）きちっとその後もやっていただいているということですね。分かりました。

21ページの一般介護予防事業の中でフレイル予防マスター養成講座の開催というところで「タピ

オステーションでの体力測定ボランティアをはじめ」とするということで、この講座の開催を令和

３年はされたのかなと思うんですけれど、令和２年のときは開催ができなかったということですか。

今、実施内容、５回載っているんですけれども、この講座を受けるとボランティアとして活動を

していただけるという目安になるということですか。

委員長（河合弘樹君）石川健康・いきいき高齢課長。

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）タピオステーションのリーダー的存在の方々にも、この機会に

研修みたいな形で、区の中で頭の体操のメニューを増やすとか、あとは体操のことを知っていただ

くとかいうこともありますので、そういう継続支援みたいなところもございます。

令和３年度は新規の方でお二人ボランティアのほうで受けていただいたんですけれど、ボランテ

ィア活動にはちょっと今回はつながらなかった形になっています。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）最終的にはボランティアを何名ぐらい育成していこうという、町として何か目標と

かはあるんですか。

委員長（河合弘樹君）石川健康・いきいき高齢課長。

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）できるだけ多くの方というふうに思っているんですけれど、目

標数値までは持っていませんが、タピオステーションが増えることでタピオステーションのリーダ

ーがまたボランティアで地域を活性化していただいているように思いますので、地区を増やすこと、

地区が継続して支援していくこと、まずそこに力を入れさせていただいています。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）決算書の41ページの介護給付費準備基金積立事業というのがございます。積立金

が5,692万5,689円ということなんですが、これについてご説明願います。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）こちらのほうは、令和２年度の決算に伴いまして実質収支額が確定しまし

て、そちらのほうから決算によります追加交付、返還金等を差し引いた純粋な黒字額を令和３年度

に積み立てたものでございます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）これにつきましては、先ほど国保会計で基金のことをお尋ねしたときと同じ聞き

方になりますが、決算審査意見書の22ページのところに基金残高の状況というのが出ております。

また、決算書全体の後ろのほうにも財産に関する調書のところでこういった特別会計の基金を含め

た基金残高の状況が出ておりますが、決算審査意見書の22ページに出ております数字を見ますと、

令和２年度末の介護給付費準備基金の残高が３億4,140万6,000円、それにさらに5,692万6,000円を

積み立てて令和３年度末の残高が３億9,833万2,000円ということなんです。４億円近い介護給付費

準備基金というのが積み立てられておりますが、これは次回の介護保険料改定の折に保険料軽減の

ために使われるというふうに理解してよろしいんですか。
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委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）こちらの基金のうち３億円につきましては、第８期計画の保険料の引下げ

に使う分として積立金として残っておりますが、保険料が不足した際には基金のほうを取り崩して

活用するようになっております。

令和３年度につきましてはおかげさまで黒字ということになりましたので取崩しはしていません

が、令和３年度は初年度ですので、令和４年度、５年度で保険料の不足が生じた場合は、こちらの

基金の３億円を活用して保険料を引き下げておりますので、活用していく予定にはしております。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）令和３年度が初年度ということで、３年、４年、５年ですか。だから来年の年度

末にまた保険料の改定、見直しがあるということなんですね。その折に大幅な取崩しがなければ、

３億円程度は保険料軽減のために使いたいということですね。はい、分かりました。

そうしますと、もう一点、地域包括についてお尋ねしますが、主要施策の成果の説明資料の27ペ

ージに地域包括支援センター業務委託というのが出ております。これは毎年、弥栄園のほうに地域

包括を委託しているということの業務の内容について詳しく説明していただいております。総合相

談件数が1,241件とか予防事業が343件とか、そういったことが書かれておりますが、その中で困難

ケースとかあるんですけれど、この困難ケースというのはどういったものですか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）世間で言われる8050といって、子どもが就職されずにおうちでいらっしゃ

って、高齢のお父さん、お母さんの世話をしていて、なかなかそこでうまく支援ができていないで

すとか、あと虐待の案件ですとか、あと認知症のお父さん、お母さんのお世話でなかなか支援につ

ながらない、サービス利用につながらないですとか、そういった包括だけでは解決できないような

ものを、私たち町と、あと地域の方々ですとかサービス提供事業者が一堂に会しましてその方の支

援をどうしていくかというような、ちょっと包括だけでは解決できないようなケースがだんだん増

えてきているような状況です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）総合相談件数1,241件とある中で困難ケース２件というのは何か少ないように感

じたんですけれど、実際はもっとあるんじゃないんですか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）実際は件数的にはもっとございますが、町とか地域の方々に集まってもら

って地域ケア会議とかを開催したケースについては２件でございました。

包括のほうではそういったケース、こちらの町と連携しながら支援につなげていっていますので、

こちらに上がってきているのは地域の方のお力も借りながら支援をしていかないといけないような

ケースが去年は２件でした。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）今日この決算委員会に臨む前に、直前のことでしたんで私も十分整理し切れてい

ないんですが、何年か前の同じような資料を見ますと困難ケースが50件ぐらい出ている年が何年か

続いているんですよ。地域ケア会議ももっと回数がたくさん行われていたと。去年かおととしぐら

い、急に困難ケースが減少しているんですけれども、これは何か困難ケースの把握の仕方を変えた

んかなと思ったんですが、そんなことはないですか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）その基準というのは変えておりません。委託してもう数年がたちまして包

括のほうでもそういう対応の力というのをつけていっていただいている状況ですので、困難ケース

に上がってくる件数は減少傾向にあります。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）それであればいいんですけれど、ただ単に困難ケースとしてきちんと把握せずに、
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対応をちょっと棚上げにしているということがないようにお願いしたいと思うんです。

地域包括支援センター全体としての総合相談件数1,241件ということで、年間に1,000件を上回る

相談件数がずっと続いているんですが、現在、熊取町では地域包括が１か所だけなんです。現状と

して、弥栄園に委託している１か所だけで十分機能していますでしょうか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）弥栄園のほうも、委託して数年がたちまして、いろいろ自らそういう対応

には一生懸命頑張っていただいています。熊取町のほうも、弥栄園だけに全てを任せるというんで

はなくて、連携を図りながら、こういった困難ケースですとかいろんなケースについては相談しな

がら進めていっているところがありますので、そこは包括１か所でも十分に今のところは対応でき

ていると考えております。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）地域包括の仕事ぶりは、私も直接地域包括の方に相談したこともございましたし、

仕事ぶりというのは拝見しているんですが、かなり多忙ではないかなというふうな印象を受けてお

ります。

私に限らずほかの議員の方々も、独り暮らしの高齢者の方の相談を受け付けるというようなこと

が結構あるかと思うんですけれど、独り暮らし高齢者へ我々議員の力ではなかなか十分対応し切れ

ない部分があって、独り暮らし高齢者の相談について、こちらからまた地域包括のお世話になると

いうふうなこともあるんです。身寄りのない独り暮らしの方に関しては、何か印象としては地域包

括の方から我々議員が頼られるみたいな、それぐらいの場面もございまして、この方についてはぜ

ひ議員が最後まできっちり面倒見てほしいみたいな、そういう思いが伝わってくるような、そうい

う局面もございました。

だから、地域包括としては独り暮らし高齢者を見守るというか、それを支えていくという点でな

かなかいっぱいいっぱいのところがあるんではないかなという印象を持っております。そういう懸

念はございませんか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）包括とは毎月定例会を実施しまして、毎月の事業の内容ですとか包括が困

っているようなところは検討しながらやっていっているところと、あと、予算の要求時期になりま

したら包括のほうと、今対応する件数ですとか人員面というところはどうかというところも聞き取

りをしながら進めているところです。こちらのほうとしましては、包括のほうから人員面のほうで

今の件数を対応し切れないというところは現在は伺っていないので、内容とかも確認した中で、対

応は今のところは十分にできているのかなと考えております。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）高齢者のサポートという点では、熊取町の担当者、そして地域包括、また社協も

ございます。地域包括と社協との連携というのはどういうふうになっていますか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）ケースによっては必要に応じて社協の地域の支え合いの分の連携とかもあ

りますので、密に連携は取らせていただいております。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）同じところなんですけれども、教えてほしいんです。今言われているところの下の

ところで巡回相談10件というふうに入っていますけれど、これはどんな形でされている分か教えて

ください。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）包括のほう、相談を待っているんではなくて、自分のほうから出向いて相

談を受け付けるということで、タピオステーションが開催されているときでしたらタピオステーシ

ョンのほうに地域の人と連絡を取りながら巡回しているような状況です。
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委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。待っているだけではなく、行っていただいているということですね。

それと、すみません、その項のところの下ですけれども、新規で認知症簡易チェックシステム導

入をしていただいたかなと思うんです。これ、実際すごく便利にチェックできるようになったんで

すけれども、これをチェックした後に、実際にここに連絡してくださいみたいなのが最後に載って

きた場合に連絡があって、早期の発見につながったケースとかというのは具体的につかんだりして

いますか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）実際にこのチェックシステムを利用して相談に来られた方というのは把握

していないんですけれども、最近、認知症の相談が高齢化に伴って多くなっているのは現実なんで

す。最近そういう相談が寄せられているのは多くなっているかなという感じをしています。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）家族も本人も分けてできるので、すごく便利で、結局点数が高ければというところ

で相談に行こうという押し出しになっているのかなと思ったので、ちょっと聞かせていただきまし

た。

それと、下のところにあります見守りネットワーク協力事業者が、これ45件が協力をしていただ

いているんですけれども、実際にこれも何か見守りしていて気になるなということが包括とか介護

の役場のほうに連絡があったりしたことはあるんですか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）定期的な配送をしていただいている業者ですとか、あと郵便局の方から何

度も通帳をなくされたりとかということで、そういう事業所のほうからつながったというケースは

ございます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。身近なそういう常に関わっていただいているところから連絡いただ

くというところで分かるということもあるかと思います。実際、協力の事業者なので、なかなか件

数というのが昨年も今年度も45件というところですけれども、そのあたりはもう少し協力をしてい

ただきたいというものの周知であったりとか、何か呼びかけというのはやっていますか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）別の事業なんですけれども、医療介護連携のほうで薬局ですとか医療機関

ですとか訪問させていただいて、訪問診療ですとかをお願いする際に見守りの協力事業者として登

録していただけませんかということでお願いはさせていただいております。引き続き、そういった

場面がございましたらお願いをさせていただきたいと思っておりますので、頑張っていきます。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。

たくさんの方が関わっていただくことで、認知症の方は、なかなかご夫婦だけとか本人で住まれ

ている方はご自分ではそんなふうに思っていなくて、玄関を入ったら結構散らかっていてというの

があって、宅配の方が気づいてくださったりすると本当にまたそれが一つ支援につながるかなとい

うふうに思いますので、事業者のほうも協力いただける方が増えるように、またよろしくお願いい

たします。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）決算附属資料の２ページをお願いします。

収入の部で保険料なんですけれども、不納欠損、それから収入未済額、いずれも大きな金額では

ないんですけれども出ておりまして、徴収率も98.9で出ているんです。私の場合は年金から天引き

なんですけれども、収入未済額が出るのはどういうケースで、そういう年金も入ってこない人がお

るとか、どういうところでこういうあれが出てくるんですか、教えてください。



－165－

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）介護保険は年金天引きが原則になっているんですけれども、年金天引きで

きない方というのがいらっしゃいます。ある一定以上の金額、年間18万円以上だったと思うんです

けれども、その金額がなければ年金の天引きができません。また、年金天引きも65歳以上になられ

てすぐに開始はできません。長ければ１年以上かかる場合もございます。そういった方が普通徴収

で徴収することになります。

この未収額が発生してきているのは、そういう事情もありまして年金もなかなか少ない方であり

ますので、保険料のほうも第１段階と一番安い金額になっているのかと思うんですけれども、なか

なか納付が難しいような方が滞納者ということになりまして、未収額ということでここに出ている

んです。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）そういうレアなケースというか、あるというのは初めて分かったんですけれども、

例えばそういう方が介護認定の申請とかをされる場合はどうなるんですか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）滞納額が１年以上になりますと給付の制限がかかったりですとか、あと、

給付はするんですけれども、一旦実費で支払っていただいて後に保険料のほうに充てさせていただ

いて、そのほかを返させていただくというような措置が講じられることになります。

そういう措置にならないように、こちらの介護保険としても滞納された方についてはコールセン

ターのほうからまずは連絡していただきまして、介護保険課のほうと納付相談を実施していただい

て、分割納付でも納付していただいてそういう措置にならないようにということで、私ども納付相

談を丁寧に実施させていただいております。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）相談といっても収入がほとんどないとか、年金も僅かだと仮定したら非常に困難だ

と思いますので、根強くやっていただかないと駄目かなと思うんですけれど、現場ではどうですか。

委員長（河合弘樹君）根来介護保険課長。

介護保険課長（根来雅美君）納付相談をさせていただいて少しでも保険料を、分割納付ですけれども、

解消できるような金額で納めていただけるように、滞ってきましたらこちらの係のほうから連絡す

るなりしてもう一度相談して、納付できるようにということで進めていますので、できるだけこう

いうサービスを受ける段になって大変なことにならないようにということで対応しております。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

以上で、議案第59号 令和３年度熊取町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての質疑を終

了いたします。

次に、議案第60号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について、質疑を承り

ます。質疑はありませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）附属の資料の６ページになるかと思うんですけれども、墓地の使用の数が載ってい

るかなと思うんです。今、全部が借りられている状態ではないのかなと思っているんですが、未使

用が合計43ある中で、この未使用の募集についてはどのような形で、何か前、年に１回とかと言っ

てはったんですかね。どんな感じでやっているか、お聞かせ願えますか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）おっしゃるとおりで、全て使っているという状況ではございません。

募集についてなんですけれども、例年１月号広報でお知らせをして、４月１日の許可に向けて決

めていくというようなことにしております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。



－166－

委員（二見裕子君）都度都度の募集にしていないというのは何かあるんですか。問合せ等が途中であっ

た場合とかというのはないんですか。やっぱり１月号の広報に載せたときに皆さん問合せ、亡くな

る方はそこにということではないので、もう墓地を早くという方もいらっしゃるかなと思うんです

けれど、そのあたりの対応はどんなふうにしているんですか。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）これまで１月号広報でというようなことで皆さんにご周知していたということ

もございます。

それから、令和３年度、今までエクセルで皆さんのことを管理させていただいていたんですけれ

ども、今回、口座振替ができるようにということ、あるいは５年払いを１年払いにできるというこ

と、利用者の皆さんの利便性ということで、そういうことを考えまして、これをエクセルで管理す

るのはなかなか難しいということでシステムを導入いたしました。

その関係もありまして、委員おっしゃるとおり、これからはちょっとここは検討していかなあか

んやろうなと。これまでは毎年１月に広報に載せるんで皆さん見てくださいというようなご周知を

させていただいていたんですけれども、システムを入れたことによりましてその辺の管理ができる

ようになってきましたので、ちょっと考えさせていただきたいなと思っていたところであります。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）墓地を返す方もいらっしゃるのもあって、墓地を返す方も費用の分があるので、３

月31日みたいなことになっているということですか、普通は１年契約だと。

委員長（河合弘樹君）島尾環境課長。

環境課長（島尾 学君）返還のときは、そういうことは一切ございません。届出をいただきまして、こ

ちらで囲っている囲いを取っていただいたりしていただかなあかんですけれども、そういうことが

できているということであれば随時承っております。

以上です。

委員長（河合弘樹君）二見委員。

委員（二見裕子君）分かりました。システムを導入されたということで、分かりやすく管理ができると

いうところもあるのかなと思います。お墓をすぐに用意したいという方も、中には下手すると１年

待たないといけないというふうなことにもなりかねないので、そこらあたり、システム導入ととも

に考えていただいたらと思います。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

以上で、議案第60号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計歳入歳出決算認定についての質疑を終

了いたします。

次に、議案第61号 令和３年度熊取町下水道事業会計決算認定についての質疑を承ります。質疑

はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）決算書の12ページのところに令和３年度熊取町下水道事業報告書というのが出て

おります。この中で、総括事項と書いてある部分の最後のほうに「下水道使用料の見直しについて

多くの意見交換、検討をおこないました」、これは下水道事業経営委員会の中での議論ということ

なんですが、令和３年度中に下水道事業経営委員会を開催して下水道ビジョンというのが策定され

たわけなんです。その中で下水道使用料のことについても検討はされたんでしょうが、使用料の見

直し、改定そのものは令和４年度、今年度に入ってからのこととなるわけなんです。下水道使用料

の見直しについて多くの意見交換があったということについて、もし説明できることがあればご説

明願えますか。

委員長（河合弘樹君）朝倉下水道河川課長。

下水道河川課長（朝倉 優君）今、下水道事業経営委員会のお話がございましたが、まず下水道事業経
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営委員会、もともとは下水道ビジョンを策定するときに最初に組織させていただいて動き始めたと

ころでございます。それは令和元年、２年という形で実施をしておりました。そして２年度末、令

和３年３月に下水道ビジョンが策定されたところでございます。

その後、令和３年度になりまして改めて下水道事業経営委員会を開催いたしまして、そこからは、

ビジョンのほうに記載がございます下水道使用料の改定、見直しについて検討を進めてきたところ

でございます。その結果、改定案がまとまりまして、さきの５月の議員全員協議会でご説明させて

いただいた内容となったところでございます。

以上です。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）令和３年３月末の時点での下水道事業ビジョン策定の段階での議論の中では、今

回の下水道使用料の改定そのものにまではまだ至っていないということですか。

委員長（河合弘樹君）朝倉下水道河川課長。

下水道河川課長（朝倉 優君）今おっしゃられているのは下水道ビジョンの策定の中でというところか

と思いますが、下水道ビジョンの中でも使用料の改定の必要性というところには言及しております。

皆様のご意見を総合すると、やはりこの先の経営状況が立ち行かないというところで料金改定は

必要であるという意見になっております。ただ、具体的な料金改定の内容につきましては、ビジョ

ン策定後検討を進めたところでございます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）分かりました。

同じページの中ほどに、これは言葉の疑問点なんですが、③の経営・財政という項目のところで、

経営・財政について書かれている文章の終わりのほうに、これは決算書そのものの中にも出てくる

用語ですが、長期前受金戻入というのがございますよね。ここでは、「なお、この当期純利益は、

現金収入を伴わない営業外収益である長期前受金戻入などにより確保されたところが大きく、今後、

健全で継続的に事業を運営するためには、現金収入を伴う収益の確保とともに、計画的かつ効率的

な整備及び維持管理を図るため、同ビジョンに基づき、引き続き各政策を進めてまいります」とい

うふうにあります。

ですから、ここに書いてある長期前受金戻入などにより営業外収益が確保されているが、これは

現金収入を伴わない収益だから今後は現金収入を伴う収益を確保する必要があるというような文脈

なんですが、ここのところがちょっと、長期前受金戻入という言葉も分かりにくいので、この３行

のところを解説願えますか。

委員長（河合弘樹君）朝倉下水道河川課長。

下水道河川課長（朝倉 優君）今ご質問のございました長期前受金戻入でございますが、こちらは歳出

のほうの減価償却費と対比しているものでございます。

まず、減価償却費に関しましては、ご存じのように、持っている資産を毎年その耐用年数の分、

１年ごとに償却していくものでございます。本町の場合、大半を占めますのが下水道の管渠でござ

います。下水道の管渠の場合、耐用年数は50年となっております。

新たな整備を行った際には、資本的支出、いわゆる４条支出のほうに工事費を計上し、その財源

は資本的収入のほうで国庫補助金であるとか負担金、また町の支出でございます起債等を計上させ

ていただいて予算計上し、執行しておるところでございますが、年度末、資本的支出のほうで造ら

れたものが固定資産として計上されます。その固定資産に計上されたものが翌年度以降、例えば管

渠であれば50年かけて償却していくわけでございます。

その減価償却の際に、先ほど申し上げましたように国庫補助金であるとか負担金など特定財源と

なっておりますいわゆる頂いたもの、また受贈財産、100％受贈いただいたものなどにつきまして

は、償却に見合った額、例えば50年の償却のものであれば50年間の50分の１、その額を長期前受金

戻入として収益化しております。要は、減価償却費として歳出に上がる分を長期前受金戻入として
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歳入に上げることによって、その部分だけ相殺するような形となっておるということでご理解いた

だければと思います。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）今ご説明いただきましたけれども、分かったような分からないような感じではあ

るんですが、この状況というのは企業会計に移行したことによって何か財政の状況が変わってきた

ということなんですか。

委員長（河合弘樹君）朝倉下水道河川課長。

下水道河川課長（朝倉 優君）この状況というものは企業会計になって初めて明らかになったところで

ございます。

企業会計は、ご存じのように独立採算で運用する形となります。したがいまして、現有の資産、

管渠等につきまして、この先の更新のときに必要な額というものを確保しておく必要がございます。

その更新需要に対応するために、減価償却費としてその分を蓄えておくという仕組みでございます。

ただ、その際に長期前受金戻入として改めて財源が見込まれるものについては差し引いておくと

いうような制度でございまして、これは地方公営企業会計の会計制度の仕組みの中での運用となっ

ております。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）ある程度理解いたしました、まだ100％ではないですが。

令和３年度につきましても大変ご努力いただいて下水道整備は一定進みはしたんですけれども、

それでも以前に比べますとだんだんと普及率の上昇率といいますか、前年度と比較して0.1％の上

昇であったということなんですが、これはどういう事情によるものなんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）朝倉下水道河川課長。

下水道河川課長（朝倉 優君）今、委員おっしゃられているのは14ページの表の件であろうかと思いま

すが、0.1％というものは水洗化人口の伸びと理解させていただいております。確かに水洗化人口

の伸びにつきましては0.1％ということで、鈍化しているように思われます。

毎年、こちらの人数、増減が42人となっておるんですが、こちらは毎年、多いときであれば200

人以上増えていたものが令和３年度につきまして42人となっております。新たに下水の使用開始さ

れた件数が230件ございますので、水洗化世帯が173世帯増えておることを踏まえますと、世帯内の

人数の減少に加え、既に下水を使用されていた方の大幅な減少が生じているものと思われます。こ

のあたり、町全体の人口の減少というものが影響しているのかなと思います。

ちなみに、普及率につきましては前年比で0.6増加しておるところでございます。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）私、ちょっと数字を見間違っておりましたが、人口普及率という点でいえば0.6

ポイント増加でしたね。0.6ポイント増加で83.2％となっておりますが、これは、たしか令和12年

度までに90％を目指すという目標だったと思います。それでよろしいですか。

委員長（河合弘樹君）朝倉下水道河川課長。

下水道河川課長（朝倉 優君）はい、結構かと思います。

委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）令和12年度までに90％を達成するという点での見通しはいかがですか。

委員長（河合弘樹君）朝倉下水道河川課長。

下水道河川課長（朝倉 優君）こちらの水洗化率を上げていくためには、当然、現在の未普及地域への

整備というものが必要となってまいります。

下水道ビジョンにおきます整備計画の中で、特に令和５年以降少し整備の速度を上げるといいま

しょうか、年間の整備額を増やして積極的に取り組んでいこうと考えております。その結果、こち

らの先ほどおっしゃられておりました普及率のほうも目標値に近づけていきたいと、そう考えてお

ります。
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委員長（河合弘樹君）坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）今後の対象地域の中にたしか五月ヶ丘も入っていたかと思うんですが、五月ケ丘

というのは、まとまった開発住宅地の中でも特に困難を抱えている地域かなと思うんです。五月ケ

丘に面整備をかけていく折にはすんなりと進んでいくんでしょうか。その辺の見通しはどうですか。

委員長（河合弘樹君）朝倉下水道河川課長。

下水道河川課長（朝倉 優君）現在のところは計画どおり進めていきたいと考えております。ただ、実

際、現地のほうをいろいろ調査してみた結果によってはいろいろ問題も出てこようかなと思います

し、特に五月ヶ丘につきましては丘陵地帯、傾斜地になっておりますので、マンホールポンプも多

数必要になってこようかなと思います。そのあたりも想定しておりますので、それに基づいて進め

ていきたいと考えております。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一委員。

委員（田中豊一君）先ほどの決算書の12ページの報告書で、先ほど坂上巳生男委員も議論されておりま

したけれども、人口普及率が比較的計画どおり伸びていると。水洗化人口が0.1ポイント増えたと

いうことなんで、昨年、私も決算のときに水洗化人口、これで言えばまだ5.2％の人が面整備が終

わっているのに下水道とつながっていないというふうな計算になって、要するに100人おったら５

人が面整備が進んでいるのにまだつないでくれていないという単純な計算になると思うんですけれ

ども、0.1ポイント上がったということは、それなりに努力していただいて、私の計算でいくと42

名引く29人で13人増えたんかなと思うんです、ここの数字から見ればね。このあたりは、例えば初

期に下水が来た大久保とかそういうところでもまだ引かれていない、また中の工事が終わっていな

いというところもあると聞いていますけれども、今後の面整備が終わっているのにつないでいただ

くための努力というんですか、そういうのはどのあたりを考えておられるか、教えてください。

委員長（河合弘樹君）朝倉下水道河川課長。

下水道河川課長（朝倉 優君）実際、昨年度におきましても、既に10年以上前に整備された地域の方か

らのご相談もいただきました。そういったご相談があった際には、このような形でということで対

応のほうを親切にさせていただいたつもりでございます。

今後におきましては、特に新たに下水が使用できるようになった地域の方々を中心に各家庭、ま

た各事業所の皆さんに丁寧に説明をさせていただいて、特に面整備を行ってから一定の年度以内で

したら水洗便所の改造助成金なども出ますので、そのようなことのご説明、ご案内を中心にそうい

った対応施策についても説明させていただいた上で、利用促進を図っていきたいなと考えておりま

す。

また、未普及地域の方々からのお問合せもいただきます。そのような場合にも、以前は明確にい

つというご返事はできなかったんですけれども、ビジョンのほうである程度の整備の見通しを立て

ましたので、そのような方には大体いつ頃に整備させていただきますというような形でのご案内も

させていただいております。

このような形で、今後とも水洗化拡大については取り組んでいきたいと考えております。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）面整備がもう済んでいるのに、合併浄化槽だったらそれなりに雑排水も処理してい

るわけですけれども、それよりも以前のくみ取りだとか単独浄化槽の場合は雑排水が当然処理され

ていないということで、下流に与える影響も大きいんで、下水道の目的というのはやはりそのあた

りに大きくあるんかなと思います。その努力をよろしくお願いしたいと思います。

それと、続きまして同じページなんですけれども、たしかいろいろな計画の中で、避難所になり

ます小・中学校につなげに行くんだということで南中学校と南小学校のほうを計画されて進められ

ているんです。建設改良事業の２行目のところに小垣内、それから和田地区などの調査というのが

出ていますけれども、このあたりは次の面整備の計画として考えておられるという意味ですか。

委員長（河合弘樹君）朝倉下水道河川課長。
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下水道河川課長（朝倉 優君）こちらは、おっしゃるように、下水道ビジョンにも書いていますとおり

南小学校へ向かっての面整備、そちらに向けた調査設計というものをさせていただいたところでご

ざいます。今後、そちらのほうを随時進めていく予定でございます。

また、あわせまして令和３年度には既に東小学校と熊取南中学校の接続のほうも可能となってお

ります。ですので、あとは残る南小学校の整備というのを鋭意取り組んでいきたいと考えておりま

す。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）南中学校、南小学校をつなげると、その間にあるところが面整備が可能になるかな

と思うんです。その辺りの年間整備計画、今後この調査も含めて進んでくると思うんですけれども、

私の住んでいるところでも、南小学校のほうは朝和口のほうから来ますので、面積が広いんで、府

道泉佐野打田線のほうはまだ東和苑の入り口で止まったままなんで、ここら辺の計画というのは今

後どうなるんですか。よく住民に聞かれるんです。

委員長（河合弘樹君）朝倉下水道河川課長。

下水道河川課長（朝倉 優君）おっしゃる辺り、打田線沿いの整備に関しましては令和８年度以降取り

組んでいく予定でございます。そちらもビジョンのほうに盛り込みさせていただいて、計画どおり

進めていく予定でございます。

委員長（河合弘樹君）田中豊一委員。

委員（田中豊一君）同じく小谷方面、五月ヶ丘、また緑ヶ丘の辺り、緑ケ丘はたしかコミプラでどこか

とつなぐんだと思うんですけれども、さらにそれより上というのになってくると同じようなことが

考えられるんで、それも令和８年以降ですか。

委員長（河合弘樹君）朝倉下水道河川課長。

下水道河川課長（朝倉 優君）おっしゃるように、タイミング的には同じぐらいになってこようかなと

思います。

緑ヶ丘のほうにつきましては、令和７年度あたりまでに整備をさせていただいて、それに引き続

いておっしゃる小谷のほうへ向かって延伸していきたいと考えております。

委員長（河合弘樹君）ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

以上で、議案第61号 令和３年度熊取町下水道事業会計決算認定についての質疑を終了いたしま

す。

それでは、議案第57号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

の件、議案第58号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての件、議

案第59号 令和３年度熊取町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての件、議案第60号 令和

３年度熊取町墓地事業特別会計歳入歳出決算認定についての件及び議案第61号 令和３年度熊取町

下水道事業会計決算認定についての件、以上５件について意見・要望を承ります。意見・要望はあ

りませんか。二見委員。

委員（二見裕子君）それでは、令和３年度国民健康保険事業特別会計、介護保険特別会計、下水道事業

会計に関して、熊取公明党を代表して意見・要望いたします。

国民健康保険事業特別会計については、実質収支約6,844万6,000円の黒字となりました。被保険

者数は昨年より250人減少し、１人当たりの医療費については、令和２年度のコロナウイルス感染

症の影響による受診控えなどからは増加し、保険給付費は約1,219万6,000円増加しました。高齢化

の進行や高度医療技術により、医療給付費については厳しくなることも予想されます。

今後におきましても、平成30年度より本町独自で取り組んでいる健康づくり推進奨励事業「めざ

せ！がっちり健幸」による特定健診、特定保健指導の受診率の向上、ジェネリック医薬品の普及啓

発など、医療費の適正化に積極的に取り組まれたい。

介護保険特別会計については、前年度より被保険者数が91人増加、要支援・要介護認定者数は13
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人増加し2,413人となりました。保険給付費は32億8,765万5,000円となり、前年度より2,017万

2,000円増加している。今後も高齢化に伴い増加が予想される。タピオ体操等の介護予防事業のさ

らなる推進に取り組まれたい。また、認知症施策を推進し、認知症予防にも取り組まれたい。

下水道事業会計については、普及率83.2％、水洗化率94.8％と計画的に事業が推進され、評価す

るものです。今後は、人口減少等により下水道使用料収入は減少し、維持管理費の増加が予想され

る。熊取町下水道ビジョンに基づき、着実に事業が推進されることと、計画期間内に入っていない

区域についても事業拡大できるように、より効果的、効率的な事業運営になるよう積極的に取り組

まれたい。また、使用料の改定にあっては住民に丁寧な説明に努められたい。

以上、意見・要望といたします。

委員長（河合弘樹君）ほかに意見・要望等はありませんか。坂上巳生男委員。

委員（坂上巳生男君）それでは、日本共産党熊取町会議員団から、令和３年度熊取町特別会計及び下水

道事業会計の決算に対する意見・要望を述べます。

まず、国民健康保険事業特別会計です。保険料については町独自の激変緩和の努力は評価すると

ころですが、令和３年度保険料は若干下がったものの、広域化以後の保険料上昇傾向は続いていま

す。国保の財政調整基金を積極的に活用して、保険料軽減に努められたい。

就学前児童の均等割軽減の制度ができましたが、さらに町独自で軽減対象の拡大を求めます。資

格証明書、短期症の発行は極力抑え、きめ細かい納付相談を求めます。また、新型コロナの影響で

収入が減少した人への保険料減免については、制度の周知に努め、来年度も継続できるよう努力さ

れたい。

後期高齢者医療特別会計については、令和２年度に所得割、均等割とも大幅な保険料値上げとな

っています。介護保険と連携でフレイル予防に取り組んでいることは評価いたしますが、国の制度

改正により、窓口２割負担が導入されました。高齢者が安心して医療が受けられるよう、国と広域

連合に働きかけ、負担抑制に努められたい。

介護保険は、令和３年度から保険料が上がりました。国・府へも働きかけを強めつつ、保険料・

利用料抑制に努めていただきたい。また、地域包括支援センターとの連携を強め、高齢者が確実に

制度を利用できるよう、相談体制のさらなる拡充に努められたい。保険料減免制度の周知に努め、

利用料減免も検討されたい。

墓地事業特別会計については、空き区画の利用促進を図りつつ、全国的に事例の増えつつある合

葬墓について積極的に検討されたい。

下水道事業は、整備完了地区における水洗化促進に努め、未整備区域は国の補助金を活用しなが

ら整備促進に力を尽くされたい。下水道使用料については値上げをせず、抑制に進められたい。

以上です。

委員長（河合弘樹君）ほかに意見・要望等はありませんか。

（「なし」の声あり）

以上で、意見・要望等を終了いたします。

次に、議案第57号から議案第61号までの５件について一括討論を行いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

それでは、議案第57号から議案第61号までの５件について一括討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

以上で、議案第57号から議案第61号までの５件について、一括討論を終わります。

それでは、議案第57号から議案第61号までの５件について、順次採決いたします。
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この採決は、起立により行います。

初めに、議案第57号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についての

件を採決いたします。

本件について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。

（起立 ５名）

起立多数であります。よって、議案第57号は原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）次に、議案第58号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についての件を採決いたします。

本件について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。

（起立 ５名）

起立多数であります。よって、議案第58号は原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）次に、議案第59号 令和３年度熊取町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

ての件を採決いたします。

本件について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。

（起立 ５名）

起立多数であります。よって、議案第59号は原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）次に、議案第60号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ての件を採決いたします。

本件について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。

（起立 ６名）

起立全員であります。よって、議案第60号は原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）次に、議案第61号 令和３年度熊取町下水道事業会計決算認定についての件を採

決いたします。

本件について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。

（起立 ６名）

起立全員であります。よって、議案第61号は原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。

──────────────────────────────────────────────

委員長（河合弘樹君）以上で、本特別委員会に付託された案件の審査は全て終了いたしました。

これをもって、決算審査特別委員会を閉会いたします。

ご協力ありがとうございました。

──────────────────────────────────────────────

（「14時56分」閉会）

──────────────────────────────────────────────

以上の委員会の次第は議会事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するた

め、ここに署名する。

決算審査特別委員会委員長 河合弘樹


